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鹿児島県公安委員会公文書管理規程 53
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鹿
児

島
県

議
会

事
務

局
規

程
（

案
）

新
旧

対
照

表

改
正

案
現

行
備

考

（
文

書
取

扱
手

続
）

（
補

則
）

（
第

1
7
条

関
係

）

第
1
7
条

こ
の

章
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
事

務
局

に
お

け
第

1
7
条

文
書

処
理

に
関

し
，

こ
の

章
に

定
め

の
な

い
事

項
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

る
公

文
書

の
作

成
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

の
鹿

児
島

県
公

に
つ

い
て

は
，

鹿
児

島
県

文
書

規
程

（
昭

和
6
0
年

鹿
児

島
規

程
（

令
和

６
年

鹿
児

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例

（
令

和
５

年
鹿

児
島

県
条

県
訓

令
第

1
0
号

）
の

例
に

よ
る

。
島

県
訓

令
第

×
号

）
の

例
第

４
号

）
第

1
0
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
公

文
書

に
関

制
定

及
び

鹿
児

島
県

文

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程
（

令
書

規
程

（
昭

和
6
0
年

鹿

和
６

年
鹿

児
島

県
訓

令
第

×
号

）
の

例
に

よ
る

。
児

島
県

訓
令

第
1
0
号

）

の
廃

止
に

伴
う

改
正

２
前

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
例

に
よ

る
場

合
の

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
第

３
条

第
１

項
の

総
括

文
書

管
理

者
は

※
準

用
す

る
「

規
程

」

局
長

を
も

っ
て

充
て

，
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

第
５

の
改

正

条
第

１
項

の
文

書
管

理
者

は
総

務
課

長
を

も
っ

て
充

て

る
。

※
新

た
に

準
用

す
る

「
規

程
」

に
基

づ
き

，

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

場
合

の
鹿

児
島

必
要

な
事

項
を

定
め

る

県
公

文
書

管
理

規
程

第
2
8
条

第
１

項
第

２
号

の
記

号
は

改
正

「
鹿

議
」

と
す

る
。
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鹿
児

島
県

選
挙

管
理

委
員
会

規
程

（
昭
和

3
3
年

鹿
児

島
県
選

挙
管

理
委

員
会

規
則

第
１
号

）
新

旧
対

照
表
 

（
昭

和
33

年
選

挙
管
理

委
員
会

規
則
第

1号
）

 

改
正

案
 

現
行

 
備

考
 

鹿
児

島
県

選
挙

管
理

委
員

会
規

程
 

鹿
児

島
県

選
挙

管
理

委
員

会
規

程
 

 

 
 

 

昭
和

3
3年

４
月

2
5日

 
昭

和
3
3年

４
月

2
5日

 
 

 
 

 

選
挙
管

理
委
員

会
規

則
第

１
号

 
選

挙
管

理
委
員

会
規

則
第

１
号

 
 

 
 

 

（
文

書
の

処
理

）
 

（
文

書
の

処
理

）
 

 

第
1
5
条

 
前
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

委
員

会
の

文
書

の
処

理

に
関

し
て

は
，
鹿
児

島
県

公
文

書
管
理

規
程
（

令
和
６

年
鹿

児

島
県

訓
令

第
×

号
）

の
例

に
よ

る
。

 

第
1
5
条

 
前
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
委
員

会
の

文
書

の
処

理

に
関

し
て

は
，
鹿
児

島
県

文
書

規
程
（

昭
和

6
0
年

鹿
児

島
県

訓

令
第

1
0
号

）
の

例
に

よ
る

。
 

「
鹿
児

島
県
公

文
書

等
の

管

理
に
関

す
る
条

例
」
が
令

和
６

年
４
月

１
日
に

施
行

さ
れ

る

こ
と
に

伴
い
，
実

施
機
関

に
お

い
て
公

文
書
管

理
規

程
を

制

定
す
る

必
要
が

あ
る

こ
と

か

ら
，
所

要
の
改

正
を

行
う

。
 

 施
行
期

日
：
R
６

.
４

.１
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鹿
児

島
県

人
事
委

員
会

の
行
政

組
織

等
に

関
す

る
規

則
（
昭

和
5
1
年

鹿
児

島
県

人
事

委
員

会
規

則
第

１
号

）
新

旧
対
照

表
 

（
昭
和

51
年

人
事
委

員
会
規

則
第

1号
）

 

改
正

案
 

現
行

 
備

考
 

鹿
児

島
県

人
事

委
員

会
の

行
政

組
織
等

に
関

す
る

規
則
 

鹿
児

島
県

人
事

委
員

会
の

行
政

組
織
等

に
関

す
る

規
則
 

 

 
 

 

昭
和

5
1年

５
月

１
日

 
昭

和
5
1年

５
月

１
日

 
 

 
 

 

人
事

委
員

会
規

則
第

１
号

 
人

事
委

員
会
規

則
第

１
号

 
 

 
 

 

（
文

書
の

取
扱

い
）
 

（
文

書
の

取
扱

い
）

 
 

第
2
4
条

 
文
書

の
収

受
，
発
送

，
保
管

そ
の

他
の

文
書

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
，
鹿
児

島
県

公
文

書
管
理

規
程
（

令
和
６

年
鹿

児

島
県

訓
令

第
 

号
）

の
規

定
を

準
用

す
る
。

 

第
2
4
条

 
文
書

の
収

受
，
発

送
，
保

管
そ
の

他
の

文
書

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
，
鹿
児

島
県

文
書

規
程
（

昭
和

6
0
年

鹿
児

島
県

訓

令
第

1
0
号

）
 
 
 
  
 
の

規
定
を

準
用

す
る
。

 

鹿
児

島
県

文
書

規
程

が
廃

止

さ
れ

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理

規
程

が
新

た
に

制
定

さ
れ

た
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

準
用

す
る

場
合
の

鹿
児

島
県

公
文

書

管
理

規
程

第
３

条
第

１
項

の
総

括
文

書
管
理

者
は

局
長

を
も

っ
て

充
て

，
同

規
程

第
５

条
第

１
項
の

文
書

管
理

者
は

，
総

務

課
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

（
追

加
）
 

こ
と

に
よ

る
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
準

用
す

る
場
合

の
鹿

児
島

県
公

文

書
管

理
規

程
第

2
8
条

第
１

項
第

２
号

の
記
号

は
「

人
委

」
と
す

る
。

 

（
追

加
）
 

 

４
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

を
送
信

す
る

と
き

は
，
電

子

署
名

を
行

う
も

の
と

し
，
そ

の
た

め
に
必

要
な

手
続

 
 
そ

の
他

の
事

項
は

，
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規
程
（
平

成
1
4
年
鹿

児
島

県

訓
令

第
1
0
号
）

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

 

２
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

を
送
信

す
る

と
き

は
，
電

子

署
名

を
行

う
も

の
と

し
，
そ
の

た
め

に
必

要
な

手
続

き
そ

の
他

の
事

項
は

，
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規
程
（
平

成
1
4
年
鹿

児
島

県

訓
令

第
1
0
号
）

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

字
句

の
修

正
 

 【
施

行
期

日
】
 

令
和

６
年

４
月

１
日

 

 

－5－

参考資料１－３



 

－6－



 
 

鹿
児

島
県

監
査

委
員

事
務
局

規
程

（
昭
和

6
1
年

鹿
児

島
県
監

査
委

員
告

示
第

１
号

）
新
旧

対
照

表
 

（
昭

和
61

年
監

査
委
員

告
示
第

1号
）

 

改
正

案
 

現
行

 
備

考
 

鹿
児

島
県

監
査

委
員

事
務

局
規

程
 

鹿
児

島
県

監
査

委
員

事
務

局
規

程
 

 

昭
和

6
1年

３
月

７
日

 
昭

和
6
1年

３
月

７
日

 
 

監
査

委
員

告
示

第
１

号
 

監
査

委
員

告
示

第
１

号
 

 

 
 

 

（
文

書
等

の
取

扱
い

）
 

（
文

書
の

取
扱

い
）

 
 

第
1
5
条

 
文
書

の
作

成
，
収
受

等
及
び

公
文

書
の

整
理

，
保

存
等

に
つ

い
て

は
，
鹿
児

島
県

公
文

書
管
理

規
程
（

令
和
６

年
鹿

児

島
県

訓
令

第
○

号
）

の
例

に
よ

る
。

 

第
1
5
条

 
文
書

の
収

受
，
発

送
，
保

管
そ
の

他
文

書
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

，
鹿

児
島

県
文

書
規

程
（

昭
和
6
0
年

鹿
児
島

県
訓

令

第
1
0
号

）
の
例

に
よ

る
。
た
だ

し
，
文
書

の
決

裁
区

分
の

表
示

は
，

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

準
用
す

る
規
定

を
改

め
る

。
 

 た
だ
し

書
き
は

第
３

項
で

規

定
 

(
1
)
 

削
除
 

(
1
)
 

監
査
委

員
の

決
裁

を
要

す
る

も
の

「
甲

」
 

第
３
項

で
規
定

 

(
2
)
 

削
除
 

(
2
)
 

代
表
監

査
委

員
限

り
で

処
理

す
る

も
の

「
乙

」
 

 

(
3
)
 

削
除
 

(
3
)
 

局
長
限

り
で

処
理

す
る

も
の

「
丙

」
 

 

(
4
)
 

削
除
 

(
4
)
 

課
長
限

り
で

処
理

す
る

も
の

「
丁

」
 

 

(
5
)
 

削
除
 

(
5
)
 

課
長
補

佐
限

り
で

処
理

す
る

も
の

「
丁

２
」

 
 

(
6
)
 

削
除
 

(
6
)
 

係
長
限

り
で

処
理

す
る

も
の

「
丁

３
」
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（
昭

和
61

年
監

査
委
員

告
示
第

1号
）

 

改
正

案
 

現
行

 
備

考
 

２
 

前
項

の
規

程
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る
場

合
の

鹿
児

島
県

公

文
書

管
理

規
程

第
３

条
第

１
項

の
総

括
文
書

管
理

者
は

局
長

を
も

っ
て

充
て

，
鹿

児
島

県
公
文

書
管
理

規
程

第
５

条
第

１
項

の
文

書
管

理
者

は
，

監
査

第
一

課
長

を
も
っ

て
充

て
る

。
 

（
追

加
）
 

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
例

に
よ
る

場
合

の
鹿

児
島

県

公
文

書
管

理
規

程
第

1
8条

第
１

項
第

１
号
の

決
裁

区
分

の
表

示
は

，
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

監
査
委

員
の

決
裁

を
要
す

る
も
の

「
甲

」
 

(
2
)
 

代
表
監

査
委

員
限

り
で
処

理
す
る

も
の

「
乙

」
 

(
3
)
 

局
長
限

り
で

処
理

す
る
も

の
「
丙

」
 

(
4
)
 

課
長
限

り
で

処
理

す
る
も

の
「
丁

」
 

(
5
)
 

課
長
補

佐
限

り
で

処
理
す

る
も
の

「
丁

2」
 

(
6
)
 

係
長
限

り
で

処
理

す
る
も

の
「

丁
3」

 

（
第

１
項

で
規

定
）

 
 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
例

に
よ
る

場
合

の
鹿

児
島

県

公
文

書
管

理
規

程
第

2
8条

第
１

項
第

２
号
の

記
号

は
「

監
査

」

と
す

る
。
 

（
追

加
）
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鹿
児
島

県
労
働

委
員
会
事

務
局
処

務
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

-
1
- 

 

種
別
 

規
程
（

案
）
 

現
行

規
程
 

備
考
 

 
(
趣

旨
) 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
，

鹿
児

島
県
労

働
委

員
会

事
務

局
(
以

下
「
事

務
局

」

と
い

う
。
)
の

事
務
の

処
理

に
つ

い
て
，
必

要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と
す

る
。
 

(
趣
旨

)
 

第
１
条

 
こ
の

規
程

は
，

鹿
児

島
県
労

働
委

員
会

事
務
局

(以
下

「
事

務
局

」

と
い
う

。
)
の
事

務
の

処
理

に
つ

い
て
，
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 

 
(
事

務
局

長
の

専
決

事
項

) 

第
２

条
 

事
務

局
長

(
以

下
「
局

長
」
と

い
う

。
)は

，
次

の
事

項
を

専
決
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
 

総
会

又
は

公
益

委
員

会
議

等
で
決

定
さ

れ
た

事
項

の
処

理
に

関
す
る

こ
と

。
 

 
 

通
知

，
照

会
，

回
答

，
報

告
等
に

関
す

る
こ

と
。
 

(
事
務

局
長
の

専
決

事
項

)
 

第
２
条

 
事
務

局
長

(
以
下

「
局

長
」
と

い
う

。
)は

，
次

の
事

項
を
専

決
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

 
 

総
会

又
は

公
益

委
員

会
議

等
で
決

定
さ

れ
た

事
項

の
処

理
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

通
知

，
照

会
，

回
答

，
報

告
等
に

関
す

る
こ

と
。

 

 

 
(
専

決
事

項
)
 

第
３

条
 

総
務

課
長

は
，

次
の

事
項
を

専
決

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

あ
っ

せ
ん

員
候

補
者

の
公

示
及
び

公
表

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

臨
検

検
査

従
事

者
証

明
書

の
交
付

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

争
議

行
為

の
届

出
の

受
理

に
関
す

る
こ

と
。

 

 
 

軽
易

な
通

知
，

照
会

，
回

答
，
報

告
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

２
 
 
審

査
調

整
監

は
，

事
件
の

担
当
職

員
の

指
名

に
関

す
る

こ
と

を
専
決

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
専
決

事
項

) 

第
３
条

 
総
務

課
長

は
，

次
の

事
項
を

専
決

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

 
 

あ
っ

せ
ん

員
候

補
者

の
公

示
及
び

公
表

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

臨
検

検
査

従
事

者
証

明
書

の
交
付

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

争
議

行
為

の
届

出
の

受
理

に
関
す

る
こ

と
。
 

 
 

軽
易

な
通

知
，

照
会

，
回

答
，
報

告
等

に
関

す
る

こ
と

。
 

２
  
審

査
調

整
監

は
，

事
件

の
担

当
職

員
の

指
名

に
関
す

る
こ

と
を

専
決

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

 
(
不

在
代

決
)
 

第
４

条
 

決
裁

者
が

不
在

で
あ

る
と
き

は
，

次
の

表
に

掲
げ

る
決

裁
区
分

に

応
じ

て
代

決
者

が
代

決
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

決
裁

区
分
 

代
決

者
 

局
長
 

総
務

課
長

 

総
務

課
長

 
総

務
課
長

補
佐
 

審
査

調
整

監
 

総
務

課
長

補
佐
 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，
事

案
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に
該

当

す
る

と
き

は
，

代
決

す
る

こ
と

が
で
き

な
い

。
 

 
 

事
案

の
重

要
度

及
び

緊
急

度
を
考

慮
し

て
，

緊
急

に
実

施
す

る
必
要

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

 
 

上
司

が
あ

ら
か

じ
め

代
決

の
禁
止

を
指

示
し

た
も

の
 

３
 

代
決

を
行

っ
た

者
は

，
決

裁
者
が

不
在

で
な

く
な

っ
た

と
き

は
，
代

決

し
た

事
務

の
関

係
書

類
を

自
ら

決
裁
者

の
後

閲
に

供
し

，
又

は
起

案
者
に

対
し

て
決

裁
者

の
後

閲
に

供
す

る
よ
う

に
指

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

(
不
在

代
決

) 

第
４
条

 
決
裁

者
が

不
在

で
あ

る
と
き

は
，

次
の

表
に
掲

げ
る

決
裁

区
分

に

応
じ
て

代
決
者

が
代

決
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

決
裁

区
分
 

代
決

者
 

局
長
 

総
務

課
長

 

総
務

課
長

 
総

務
課
長

補
佐

 

審
査

調
整

監
 

総
務

課
長

補
佐

 

２
 
前

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，
事

案
が

次
の

各
号
の

い
ず

れ
か

に
該

当

す
る
と

き
は
，

代
決

す
る

こ
と

が
で
き

な
い

。
 

 
 

事
案

の
重

要
度

及
び

緊
急

度
を
考

慮
し

て
，

緊
急

に
実

施
す
る

必
要

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

 
 

上
司

が
あ

ら
か

じ
め

代
決

の
禁
止

を
指

示
し

た
も

の
 

３
 
代

決
を
行

っ
た

者
は

，
決

裁
者
が

不
在

で
な

く
な
っ

た
と

き
は

，
代

決

し
た
事

務
の
関

係
書

類
を

自
ら

決
裁
者

の
後

閲
に

供
し
，

又
は

起
案

者
に

対
し
て

決
裁
者

の
後

閲
に

供
す

る
よ
う

に
指

示
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 

－9－

参考資料１－５



鹿
児
島

県
労
働

委
員
会
事

務
局
処

務
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

-
2
- 

 

種
別
 

規
程
（

案
）
 

現
行

規
程
 

備
考
 

 
(
事

務
の

決
裁

) 

第
５

条
 

第
２

条
及

び
第

３
条

に
定

め
る

専
決

事
項

を
除

く
事

務
局

の
事

務
(
鹿

児
島

県
会

計
規

則
(
昭

和
6
2
年

鹿
児

島
県

規
則

第
3
0
号

)
第

３
条

の

規
定

に
よ

り
局

長
が

知
事

か
ら

委
任

を
受

け
た

事
務

を
含

む
。

)
の

決
裁

に
つ

い
て

は
，

鹿
児

島
県

事
務

処
理

規
則

(
平

成
５

年
鹿

児
島

県
規

則
第

1
6
号

)の
規

定
を
準

用
す

る
。
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
，
副

知
事
が

専
決

す
る

こ
と

と
な

る
事

項
に
つ

い
て

は
，

局
長

が
専

決
す

る
も

の
と

す
る
。

 

(
事
務

の
決
裁

)
 

第
５

条
 

第
２

条
及

び
第

３
条

に
定

め
る

専
決

事
項

を
除

く
事

務
局

の
事

務
(
鹿

児
島

県
会

計
規

則
(
昭

和
6
2
年

鹿
児

島
県

規
則

第
3
0
号

)
第

３
条

の

規
定

に
よ

り
局

長
が

知
事

か
ら

委
任

を
受

け
た

事
務

を
含

む
。

)
の

決
裁

に
つ

い
て

は
，

鹿
児

島
県

事
務

処
理

規
則

(
平

成
５

年
鹿

児
島

県
規

則
第

1
6
号
)
の

規
定

を
準

用
す

る
。
 

２
 
前

項
の
場

合
に

お
い

て
，
副

知
事

が
専

決
す

る
こ
と

と
な

る
事

項
に

つ

い
て
は

，
局
長

が
専

決
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 

 
(
文

書
の

取
扱

い
) 

第
６

条
 

文
書

の
収

受
，
発

送
，
保
管

そ
の

他
の

文
書

の
取

扱
い

に
つ
い

て

は
，
鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
(令

和
６

年
鹿

児
島

県
訓

令
第

×
号

)
及

び
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規

程
(
平

成
1
4
年

鹿
児

島
県

訓
令

第
1
0
号

)
の

規

定
を

準
用

す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

準
用

す
る

場
合

の
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

第
３

条
第

１
項

の
総

括
文

書
管

理
者
は

局
長

を
も

っ
て

充
て

，
鹿

児
島
県

公
文

書
管

理
規

程
第

５
条

第
１

項
の
文

書
管

理
者

は
，
総
務

課
長

を
も
っ

て
充

て
る

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
準

用
す

る
場

合
の

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
第

2
8条

第
１

項
の

記
号

は
「

鹿
労
委

」
と

す
る

。
 

 

(
文
書

の
取
扱

い
)
 

第
６
条

 
文
書

の
収

受
，
発
送

，
保
管

そ
の

他
の

文
書
の

取
扱

い
に

つ
い

て

は
，
鹿

児
島
県

文
書

規
程

(
昭

和
6
0
年
鹿

児
島

県
訓

令
第

1
0
号

)
及
び

鹿
児

島
県

電
子

署
名

規
程

(
平

成
14

年
鹿

児
島

県
訓

令
第

1
0
号

)
の

規
定

を
準

用
す
る

。
 

 

 
(
公

印
の

種
類

，
取

扱
い

等
) 

第
７

条
 

公
印

の
種

類
，

寸
法

及
び
型

は
，

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。
 

２
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

，
公

印
の
取

扱
い
に

つ
い

て
は
，
鹿

児
島

県
公

印
規

程
(
昭

和
2
7
年
鹿

児
島

県
訓
令

甲
第

８
号

)
の

規
定

を
準

用
す

る
。
 

(
公
印

の
種
類

，
取

扱
い

等
)
 

第
７
条

 
公
印

の
種

類
，

寸
法

及
び
型

は
，

別
表

の
と
お

り
と

す
る

。
 

２
 
こ

の
規
程

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

，
公

印
の

取
扱
い

に
つ

い
て

は
，

鹿

児
島
県

公
印
規

程
(
昭

和
2
7
年

鹿
児

島
県

訓
令

甲
第

８
号

)
の

規
定

を
準

用

す
る
。

 

 

 
(
服

務
，

倫
理

の
保

持
及

び
表

彰
)
 

第
８

条
 

事
務

局
職

員
の

服
務

に
つ

い
て

は
，

鹿
児

島
県

職
員

服
務

規
程

(
昭

和
35
年

鹿
児
島

県
訓

令
第
2
5
号

)
の

例
に

よ
る

。
 

２
 

事
務

局
職

員
の

職
務

に
係

る
倫
理

の
保

持
に

つ
い

て
は

，
鹿

児
島
県

職

員
倫

理
規

程
(
平
成

1
9
年

鹿
児
島

県
訓

令
第
1
0
号

)
の
例

に
よ
る

。
 

３
 

事
務

局
職

員
の

表
彰

に
つ

い
て
は

，
職

員
等

表
彰

規
程

(
昭

和
3
2年

鹿

児
島

県
訓

令
甲

第
2
9
号
)
の

例
に

よ
る
。

 
 

(
服
務

，
倫
理

の
保

持
及

び
表
彰

)
 

第
８

条
 

事
務

局
職

員
の

服
務

に
つ

い
て

は
，

鹿
児

島
県

職
員

服
務

規
程

(
昭
和

3
5
年
鹿

児
島

県
訓

令
第
2
5
号

)
の

例
に

よ
る

。
 

２
 
事

務
局
職

員
の

職
務

に
係

る
倫
理

の
保

持
に

つ
い
て

は
，
鹿
児

島
県

職

員
倫
理

規
程
(
平

成
1
9年

鹿
児
島

県
訓

令
第
1
0
号

)
の
例

に
よ

る
。
 

３
 

事
務

局
職

員
の

表
彰

に
つ

い
て

は
，

職
員

等
表
彰

規
程

(
昭

和
3
2
年

鹿

児
島
県

訓
令
甲

第
2
9
号
)
の

例
に

よ
る

。
  

 

 
(
そ

の
他

)
 

(
そ
の

他
) 
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鹿
児
島

県
労
働

委
員
会
事

務
局
処

務
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

-
3
- 

 

種
別
 

規
程
（

案
）
 

現
行

規
程
 

備
考
 

第
９

条
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

，
こ

の
規

程
の
施

行
に

関
し
必

要
な

事
項

は
，

局
長

が
定

め
る

。
 

第
９
条

 
こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

，
こ

の
規
程

の
施

行
に

関
し

必

要
な
事

項
は
，

局
長

が
定

め
る

。
 

 
別

表
（
第

７
条

関
係

）
 
 

 
略
 

別
表
（

第
７
条

関
係

）
 

 

 
略
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鹿
児

島
県

収
用

委
員

会
運

営
規

程
（

平
成
1
5
年

３
月

７
日

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

）
 

新
旧

対
照

表
 

（
平

成
15

年
３

月
７
日

収
用
委

員
会
訓

令
第

１
号

）
 

 

改
正

案
 

現
行
 

備
考
 

鹿
児

島
県

収
用

委
員

会
運

営
規

程
 

 

平
成

1
5年

３
月

７
日

 

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

 

改
正

 
平

成
2
2
年
３

月
3
0
日
 

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

 

令
和

３
年

３
月

９
日

 

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

 

  （
文

書
取

扱
手

続
等

）
 

鹿
児

島
県

収
用

委
員

会
運

営
規

程
 

 

平
成

1
5年

３
月

７
日

 

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

 

改
正

 
平

成
2
2
年
３

月
3
0
日
 

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

 

令
和

３
年

３
月

９
日

 

収
用

委
員

会
訓

令
第

１
号

 

  （
文

書
の

処
理

等
）
 

 

第
1
1
条

 
委
員

会
の

事
務

は
，

鹿
児
島

県
土

木
部

監
理

課
用

地

対
策

室
（

以
下

，
用

地
対

策
室

と
い

う
。
）

に
お

い
て

行

う
。

 

 ２
 

前
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

委
員
会

に
お

け
る

公
文

書

第
1
1
条

 
委
員

会
の

文
書

の
取

扱
は

，
鹿
児

島
県

文
書

管
理

規

程
（

昭
和

6
0年

鹿
児

島
県

訓
令

第
1
0
号

）
及

び
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規

程
（

平
成

1
4
年

鹿
児

島
県

訓
令
第

1
0
号

）
に

準
ず

る
。

 

２
 

委
員

会
の

事
務

は
，

鹿
児

島
県

土
木
部

監
理

課
用

地
対

策

「
鹿

児
島

県
公

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例

」
が

令
和

６
年

４
月

１
日

に
施

行
さ

れ
る

こ
と

に
伴

い
，

実
施

機
関

に
お

い
て

公
文

書
管

理
規

程
を

制
定

す
る
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（
平

成
15

年
３

月
７
日

収
用
委

員
会
訓

令
第

１
号

）
 

 

改
正

案
 

現
行
 

備
考
 

の
作

成
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

の
鹿

児
島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
（

令
和

５
年

鹿
児

島
県
条

例
第

４
号

）
第

 

1
0
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
公

文
書

に
関
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

，
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

（
令
和

６
年

鹿
児

島
県

訓
令

第
✕

号
）

の
例

に
よ

る
。

 

３
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る
場

合
の

鹿
児

島
県

公

文
書

管
理

規
程

第
３

条
第

１
項

の
総

括
文
書

管
理

者
は

用
地

対
策

室
長

を
充

て
，

鹿
児

島
県

公
文

書
管
理

規
程

第
５

条
第

１
項

の
文

書
管

理
者

は
，

用
地

対
策

室
長
補

佐
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

４
 

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
例

に
よ
る

場
合

の
鹿

児
島

県

公
文

書
管

理
規

程
第

2
8条

第
１

項
第

２
号
の

記
号

は
「

鹿
収

用
」

と
す

る
。

 

室
に

お
い

て
行

う
。

 

 

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

所
要

の
改

正
を

行
う

。
 

 施
行

期
日

：
R
６

.４
.
１
 

５
 

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
の

必
要
な

読
替

え
そ

の
他

必

要
な

事
項

は
，

用
地

対
策

室
長

が
定

め
る
。
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鹿
児

島
県

教
育
委

員
会

公
文

書
管

理
規

程
（

案
）
（

現
行

規
程

対
照

表
）

種
別

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
公

文
書

管
理

規
程

（
案

）
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

文
書

規
程

（
現

行
）

備
考

改
正

：
現

目
次

目
次

公
文

書
管

理
行

規
程

を
第

１
章

総
則

（
第

１
条

－
第

７
条

）
第

１
章

総
則

（
第

１
条

－
第

５
条

）
条

例
第

1
0
条

改
正

す
る

第
２

章
文

書
の

受
付

及
び

配
布

（
第

８
条

－
第

1
1
条

）
第

２
章

文
書

の
受

付
及

び
配

布
（

第
６

条
－

第
1
0
条

）
に

定
め

る
規

形
で

規
定

第
３

章
文

書
の

作
成

（
第

1
2
条

－
第

2
8
条

）
第

３
章

起
案

（
第

1
1
条

－
第

2
6
条

）
程

に
必

要
な

し
た

条
項

第
４

章
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

（
第

2
9
条

－
第

3
4
条

）
第

４
章

文
書

の
浄

書
及

び
発

送
（

第
2
7
条

－
第

3
3
条

）
規

定
事

項
第

５
章

公
文

書
の

整
理

（
第

3
5
条

－
第

4
2
条

）
第

５
章

公
文

書
の

保
管

（
第

3
4
条

－
第

4
0
条

）
新

：
今

回
第

６
章

公
文

書
の

保
存

（
第

4
3
条

－
第

4
7
条

）
第

６
章

公
文

書
の

保
存

（
第

4
1
条

－
第

4
8
条

）
作

成
，
整

理
，

の
規

程
整

第
７

章
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
（

第
4
8
条

－
第

4
9
条

）
第

７
章

公
文

書
の

管
理

の
特

例
（

第
4
9
条

）
保

存
，

公
文

備
に

あ
た

第
８

章
公

文
書

の
移

管
，

廃
棄

又
は

保
存

期
間

の
延

長
附

則
書

フ
ァ

イ
ル

り
新

た
に

（
第

5
0
条

－
第

5
3
条

）
管

理
簿

，
移

規
定

し
た

第
９

章
管

理
状

況
の

報
告

及
び

研
修

等
管

又
は

廃
条

項
（

第
5
4
条

－
第

5
7
条

）
棄

，
管

理
状

第
1
0
章

補
則

（
第

5
8
条

－
第

5
9
条

）
況

の
報

告
に

附
則

関
す

る
事

項

第
１

章
総

則
第

１
章

総
則

改
正

（
趣

旨
）

（
趣

旨
）

条
例

の
規

定
第

１
条

こ
の

訓
令

は
，

鹿
児

島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
第

１
条

こ
の

訓
令

は
，

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
に

お
け

る
に

基
づ

き
，

す
る

条
例
（

令
和

５
年

鹿
児

島
県

条
例

第
４

号
。
以

下
「

条
文
書
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

必
要

な
事

項
例

」
と

い
う

。
）

第
1
0
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
鹿

を
定

め
る

旨
児

島
県

教
育

委
員

会
に

お
け

る
公

文
書

の
管

理
に

つ
い

て
を

規
定

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

新
（

用
語

）
（

参
考

）
第

２
条

こ
の

訓
令

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

は
，

条
例

に
鹿

児
島

県
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。
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改
正

（
定

義
）

２
前

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
こ

の
訓

令
に

お
い

て
，

第
２

条
こ

の
訓

令
に

お
い

て
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

，
当

該
各

号
に

定
め

の
意

義
は

，
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

(
1
)

本
庁

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
の

行
政

組
織

等
に

関
(
1
)

本
庁

鹿
児

島
県

教
教

育
委

員
会

の
行

政
組

織
等

に
す

る
規

則
（

昭
和

3
6
年

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
規

則
第

関
す

る
規

則
（

昭
和

3
6
年

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
規

則
６

号
。

以
下

「
行

政
組

織
規

則
」

と
い

う
。

）
第

2
4
条

第
６

号
。

以
下

「
行

政
組

織
規

則
」

と
い

う
。

）
第

2
4

第
２

項
に

規
定

す
る

本
庁

を
い

う
。

条
第

２
項

に
規

定
す

る
本

庁
を

い
う

。
(
2
)

出
先

機
関

等
行

政
組

織
規

則
第

3
6
条

第
１

項
に

規
(
2
)

出
先

機
関

等
行

政
組

織
規

則
第

3
6
条

第
１

項
に

規
定

す
る

出
先

機
関

及
び

行
政

組
織

規
則

第
4
7
条

各
号

に
定

す
る

出
先

機
関

及
び

行
政

組
織

規
則

第
4
7
条

各
号

に
規

定
す

る
教

育
機

関
を

い
う

。
規

定
す

る
教

育
機

関
を

い
う

。
(
3
)

県
立

学
校

鹿
児

島
県

立
中

学
校

及
び

高
等

学
校

の
(
3
)

県
立

学
校

鹿
児

島
県

立
中

学
校

及
び

高
等

学
校

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

3
9
年

鹿
児

島
県

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
9
年

鹿
児

島
県

条
例

第
3
8
号

）
第

２
条

及
び

鹿
児

島
県

立
特

別
支

援
学

条
例

第
3
8
号

）
第

２
条

及
び

鹿
児

島
県

立
特

別
支

援
学

校
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
9
年

鹿
児

校
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
9
年

鹿
児

島
県

条
例

第
3
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
学

校
を

い
う

。
島

県
条

例
第

3
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
学

校
を

い
う

。
(
4
)

所
属

第
１

号
に

規
定

す
る

本
庁

の
課

並
び

に
前

２
(
4
)

所
属

第
１

号
に

規
定

す
る

本
庁

の
課

並
び

に
前

２
号

に
規

定
す

る
出

先
機

関
等

及
び

県
立

学
校

を
い

う
。

号
に

規
定

す
る

出
先

機
関

等
及

び
県

立
学

校
を

い
う

。
(
5
)

文
書

次
号

に
規

定
す

る
紙

文
書

及
び

第
７

号
に

規
(
5
)

文
書

次
号

に
規

定
す

る
紙

文
書

及
び

第
７

号
に

規
定

す
る

電
子

文
書

を
い

う
。

定
す

る
電

子
文

書
を

い
う

。
(
6
)

紙
文

書
職

員
が

職
務

上
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
(
6
)

紙
文

書
職

員
が

職
務

上
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
書

面
及

び
図

面
で

，
紙

に
表

記
さ

れ
た

も
の

を
い

う
。

書
面

及
び

図
面

で
，

紙
に

表
記

さ
れ

た
も

の
を

い
う

。
(
7
)

電
子

文
書

職
員

が
職

務
上

作
成

し
，

又
は

取
得

し
(
7
)

電
子

文
書

職
員

が
職

務
上

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
，

磁
気

的
方

式
そ

の
他

た
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

，
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
を

い
う

。
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
を

い
う

。
(
8
)

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

文
書

の
収

受
，
起

案
，
決

裁
，

(
8
)

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

文
書

の
収

受
，
起

案
，
決

裁
，

保
存

，
廃

棄
そ

の
他

の
文

書
の

管
理

に
関

す
る

事
務

を
保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

(
9
)

電
子

回
議

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

，
庶

務
事

務
シ

ス
(
9
)

電
子

回
議

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

，
庶

務
事

務
シ

ス
テ

ム
（

職
員

等
の

服
務

，
給

与
，

福
利

厚
生

，
旅

費
等

テ
ム

（
職

員
等

の
服

務
，

給
与

，
福

利
厚

生
，

旅
費

等
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

に
関

す
る

事
務

を
処

理
す

る
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
そ

の
他

の
業

務
シ

ス
テ

ム
の

機
能

う
。

以
下

同
じ

。
）

そ
の

他
の

業
務

シ
ス

テ
ム

の
機

能
を

利
用

し
て

行
う

回
議

を
い

う
。

を
利

用
し

て
行

う
回

議
を

い
う

。
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新
（

総
括

文
書

管
理

者
）

（
参

考
）

第
３

条
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

に
総

括
文

書
管

理
者

を
置

鹿
児

島
県

，
き

，
教

育
長

を
も

っ
て

こ
れ

に
充

て
る

。
山

形
県

，
熊

２
総

括
文

書
管

理
者

は
，

次
に

掲
げ

る
事

務
を

行
う

も
の

本
県

と
す

る
。

(
1
)

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

の
調

製
(
2
)

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る

文
書

管
理

者
と

の
調

整
及

び
必

要
な

改
善

措
置

の
実

施
(
3
)

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る

研
修

の
実

施
(
4
)

組
織

の
新

設
又

は
改

廃
に

伴
う

必
要

な
措

置
(
5
)

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

務
の

総
括

新
（

副
総

括
文

書
管

理
者

）
（

参
考

）
第

４
条

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
に

副
総

括
文

書
管

理
者

を
鹿

児
島

県
，

置
き

，
総

務
福

利
課

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

山
形

県
，

熊
本

県

２
副

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て

総
括

文
書

管
理

者
を

補
佐

す
る

も
の

と
す

る
。

（
改

正
）

（
総

括
文

書
管

理
責

任
者

及
び

文
書

管
理

責
任

者
の

職
務

）
３

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

各
所

属
の

文
書

事
務

を
随

時
第

４
条

総
務

福
利

課
長

は
，

教
育

委
員

会
に

お
け

る
文

書
調

査
し

，
文

書
事

務
が

適
正

か
つ

迅
速

に
処

理
さ

れ
る

よ
事

務
を

総
括

す
る

総
括

文
書

管
理

責
任

者
と

し
て

，
各

所
う

に
指

導
す

る
も

の
と

す
る

。
属

の
文

書
事

務
を

随
時

調
査

し
，

文
書

事
務

が
適

正
か

つ
迅

速
に

処
理

さ
れ

る
よ

う
に

指
導

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
（

文
書

管
理

者
）

（
総

括
文

書
管

理
責

任
者

及
び

文
書

管
理

責
任

者
の

職
務

）
（

参
考

）
（

改
正

）
第

５
条

各
所

属
に

当
該

所
属

の
所

掌
事

務
に

関
す

る
文

書
２

所
属

長
は

，
所

属
に

お
け

る
文

書
事

務
を

総
括

す
る

文
鹿

児
島

県
，

管
理

の
実

施
責

任
者

と
し

て
文

書
管

理
者

を
置

き
，

各
所

書
管

理
責

任
者

と
し

て
，

そ
の

所
属

の
文

書
事

務
が

適
正

山
形

県
，

熊
属

の
長

（
以

下
「

各
所

属
長

」
と

い
う

。
）

を
も

っ
て

こ
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
県

れ
に

充
て

る
。

２
文

書
管

理
者

は
，

そ
の

管
理

す
る

公
文

書
に

つ
い

て
，

次
に

掲
げ

る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。
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(
1
)

保
存

(
2
)

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置

の
設

定
(
3
)

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

へ
の

記
載

(
4
)

移
管

又
は

廃
棄

等
(
5
)

管
理

状
況

の
点

検
等

(
6
)

公
文

書
の

作
成

，
分

類
基

準
表

の
作

成
等

に
よ

る
公

文
書

の
整

理
そ

の
他

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る

職
員

の
指

導
等

改
正

（
文

書
主

任
）

（
文

書
主

任
）

第
６

条
各

所
属

に
文

書
主

任
を

置
き

，
各

課
に

あ
っ

て
は

第
５

条
各

所
属

に
文

書
主

任
を

置
き

，
各

課
に

あ
っ

て
は

条
ず

れ
改

正
庶

務
を

担
当

す
る

係
長

を
，

各
出

先
機

関
等

に
あ

っ
て

は
庶

務
を

担
当

す
る

係
長

を
，

各
出

先
機

関
等

に
あ

っ
て

は
（

参
考

）
庶

務
を

担
当

す
る

課
長

を
，

各
県

立
学

校
に

あ
っ

て
は

事
庶

務
を

担
当

す
る

課
長

を
，

各
県

立
学

校
に

あ
っ

て
は

事
鹿

児
島

県
務

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

た
だ

し
，

各
課

又
は

各
務

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

た
だ

し
，

各
課

又
は

各
出

先
機

関
等

に
お

い
て

，
庶

務
を

担
当

す
る

係
長

又
は

課
出

先
機

関
等

に
お

い
て

，
庶

務
を

担
当

す
る

係
長

又
は

課
長

の
職

が
置

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
，

文
書

管
理

者
が

指
長

の
職

が
置

か
れ

て
い

な
い

場
合

は
，

事
務

職
員

の
う

ち
定

す
る

者
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

か
ら

文
書

管
理

責
任

者
が

文
書

主
任

を
指

定
す

る
。

２
前

項
た

だ
し

書
き

の
規

定
に

よ
り

文
書

管
理

責
任

者
が

文
書

主
任

を
指

定
し

た
と

き
は

，
直

ち
に

そ
の

氏
名

を
総

括
文

書
管

理
責

任
者

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
文

書
主

任
は

，
前

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

事
務

を
補

３
文

書
主

任
は

，
そ

の
課

，
そ

の
出

先
機

関
等

又
は

そ
の

佐
す

る
ほ

か
，

文
書

の
受

付
及

び
発

送
等

に
係

る
事

務
を

県
立
学
校
に
お
け
る
次
の
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

行
う

も
の

と
す

る
。

(
1
)

文
書

事
務

の
改

善
及

び
指

導
(
2
)

文
書

の
受

付
，

配
布

及
び

発
送

(
3
)

文
書

の
整

理
，

保
管

及
び

引
継

ぎ
(
4
)

情
報

公
開

及
び

個
人

情
報

保
護

に
係

る
総

合
調

整

新
（

職
員

の
責

務
）

（
参

考
）

第
７

条
職

員
は

，
条

例
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
，

関
連

す
る

鹿
児

島
県

，
法

令
等

並
び

に
総

括
文

書
管

理
者

及
び

文
書

管
理

者
の

指
山

形
県

，
熊

示
い
従
い
，
公
文
書
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
県

第
２

章
文

書
の

受
付

及
び

配
布

第
２

章
文

書
の

受
付

及
び

配
布
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（
本

庁
で

の
受

付
及

び
配

布
）

（
本

庁
で

の
受

付
及

び
配

布
）

改
正

第
８

条
以

下
省

略
第

６
条

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ

ー
ル

等
条

ず
れ

改
正

（
電

子
メ

ー
ル

そ
の

他
の

そ
の

受
診

を
す

る
者

を
特

定
し

て
情

報
を

伝
達

す
る

た
め

に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信

（
電

気
通

信
事

業
法

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
8
6
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

電
気

通
信

を
い

う
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

本
庁

に
到

達
し

た
文

書
（

各
課

に
直

接
到

達
し

た
文

書
は

除
く

。
）

は
，

総
務

福
利

課
長

が
受

け
付

け
る

。

２
総

務
福

利
課

長
は

，
受

け
付

け
た

文
書

を
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
1
)

文
書

は
，
封

の
ま

ま
主

務
課

に
配

布
す

る
。
た

だ
し

，
開

封
し

な
け

れ
ば

配
布

先
が

判
明

し
な

い
封

書
は

開
封

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

改
正

(
2
)

前
号

の
場

合
に

お
い

て
，

特
別

送
達

に
係

る
文

書
は

(
2
)

前
号

の
場

合
に

お
い

て
，

特
別

送
達

に
係

る
文

書
は

様
式

号
ず

れ
特

別
送

達
文

書
受

領
簿
（

別
記

第
１

号
様

式
）
に

よ
り

，
特

別
送

達
文

書
受

領
簿
（

別
記

第
２

号
様

式
）
に

よ
り

，
改

正
書

留
，

配
達

証
明

等
に

係
る

文
書

は
書

留
文

書
等

受
領

書
留

，
配

達
証

明
等

に
係

る
文

書
は

書
留

文
書

等
受

領
簿

（
別

記
第

２
号

様
式

）
に

よ
り

，
そ

れ
ぞ

れ
，

主
務

簿
（

別
記

第
３

号
様

式
）

に
よ

り
，

そ
れ

ぞ
れ

，
主

務
課

の
職

員
に

直
接

配
布

す
る

。
課

の
職

員
に

直
接

配
布

す
る

。

(
3
)

２
以

上
の

課
に

関
係

の
あ

る
文

書
は

，
そ

の
関

係
の

最
も

深
い

課
に

配
布

す
る

。

３
郵

便
料

金
が

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
に

よ
る

文
書

は
，

公
務

に
関

係
が

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
料

金
を

納
め

て
受

け
付

け
る

。

改
正

（
本

庁
主

務
課

で
の

受
付

及
び

配
布

）
（

本
庁

主
務

課
で

の
受

付
及

び
配

布
）

条
ず

れ
改

正
第

９
条

以
下

省
略

第
７

条
文

書
主

任
は

，
毎

日
午

前
及

び
午

後
そ

れ
ぞ

れ
１

回
以

上
総

務
福

利
課

長
が

受
け

付
け

た
そ

の
属

す
る

課
の

所
掌

す
る

事
務

に
係

る
文

書
及

び
各

課
に

直
接

到
達

し
た
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文
書

の
有

無
を

確
認

し
，

当
該

文
書

を
受

領
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
文

書
主

任
は

，
前

項
の

規
定

に
よ

り
受

領
し

た
文

書
の

種
類

の
区

分
に

応
じ

，
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

課
長

の
判

断
に

よ
り

，
手

続
の

一
部

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

改
正

(
1
)

紙
文

書
(
1
)

紙
文

書
ア

文
書

の
余

白
に

各
所

属
受

付
日

付
印

（
別

記
第

３
ア

文
書

の
余

白
に

各
所

属
受

付
日

付
印

（
別

記
第

４
様

式
号

ず
れ

号
様

式
）

を
押

し
，

課
長

の
指

示
を

受
け

，
当

該
文

号
様

式
）

を
押

し
，

課
長

の
指

示
を

受
け

，
当

該
文

改
正

書
に

係
る

事
務

を
担

当
す

る
係

長
等

の
職

員
（

以
下

書
に

係
る

事
務

を
担

当
す

る
係

長
等

の
職

員
（

以
下

「
担

当
者

」
と

い
う

。
）

に
配

布
す

る
。

「
担

当
者

」
と

い
う

。
）

に
配

布
す

る
。

イ
親

展
文

書
（
「

秘
」

扱
い

の
文

書
を

含
む

。
以

下
イ

親
展

文
書

（
「

秘
」

扱
い

の
文

書
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
は

封
筒

に
，

小
包

は
封

皮
に

各
所

属
受

付
同

じ
。

）
は

封
筒

に
，

小
包

は
封

皮
に

各
所

属
受

付
日

付
印

を
押

し
，

封
の

ま
ま

各
宛

人
に

配
布

す
る

。
日

付
印

を
押

し
，

封
の

ま
ま

各
宛

人
に

配
布

す
る

。

(
2
)

電
子

文
書

ア
課

長
の

指
示

を
受

け
，

担
当

者
に

配
布

す
る

。
イ

文
書

の
内

容
を

確
認

し
，

当
該

文
書

に
電

子
署

名
（

電
子

署
名

及
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
2
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

電
子

署
名

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
が

あ
る

と
き

は
，

当
該

電
子

署
名

の
検

証
を

行
う

。
ウ

課
の

所
管

又
は

主
管

に
属

し
な

い
文

書
で

あ
る

と
き

は
，

直
ち

に
当

該
文

書
の

関
係

課
に

配
布

す
る

。

３
２

人
以

上
の

担
当

者
に

関
係

の
あ

る
文

書
は

，
そ

の
関

係
の

最
も

深
い

担
当

者
に

配
布

す
る

。

改
正

（
各

出
先

機
関

等
及

び
各

県
立

学
校

で
の

受
付

及
び

配
布

）
（

各
出

先
機

関
等

及
び

各
県

立
学

校
で

の
受

付
及

び
配

布
）

条
ず

れ
改

正
第

1
0
条

以
下

中
略

第
８

条
文

書
主

任
は

，
毎

日
午

前
及

び
午

後
そ

れ
ぞ

れ
１

回
以

上
所

属
あ

て
に

到
達

し
た

文
書

の
有

無
を

確
認

し
，

当
該

文
書

を
受

領
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ

ー
ル

そ
の

他
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の
方

法
に

よ
り

出
先

機
関

等
又

は
県

立
学

校
に

到
達

し
た

文
書

は
，

文
書

主
任

が
受

け
付

け
る

。
３

文
書

主
任

は
，

前
項

の
規

定
に

よ
り

受
領

し
た

文
書

の
種

類
の

区
分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
所

属
長

の
判

断
に

よ
り

，
手

続
の

一
部

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
1
)

紙
文

書
ア

文
書

の
余

白
に

各
所

属
受

付
日

付
印

（
別

記
第

４
号

様
式

）
を

押
し

，
各

所
属

長
の

指
示

を
受

け
，

担
当

者
に

配
布

す
る

。
イ

親
展

文
書

は
封

筒
に

，
小

包
は

封
皮

に
各

所
属

受
付
日
付
印
を
押
印
し
，
封
の
ま
ま
各
宛
人
に
配
布
す
る
。

(
2
)

電
子

文
書

ア
所

属
長

の
指

示
を

受
け

，
担

当
者

に
配

布
す

る
。

イ
文

書
の

内
容

を
確

認
し

，
当

該
文

書
に

電
子

署
名

が
あ

る
と

き
は

，
当

該
電

子
署

名
の

検
証

を
行

う
。

ウ
出

先
機

関
等

又
は

県
立

学
校

の
所

管
又

は
主

管
に

属
し

な
い

文
書

で
あ

る
と

き
は

，
直

ち
に

当
該

文
書

の
関

係
所

属
に

配
布

す
る

。
４

特
別

送
達

に
係

る
文

書
は

特
別

送
達

文
書

受
領

簿
に

よ
り

，
書

留
，

配
達

証
明

等
に

係
る

文
書

は
書

留
文

書
等

受
領

簿
に

よ
り

，
そ

れ
ぞ

れ
の

担
当

者
に

直
接

配
布

す
る

。
５

２
人

以
上

の
担

当
者

に
関

係
の

あ
る

文
書

は
，

そ
の

関
係

の
最

も
深

い
担

当
者

に
配

布
す

る
。

６
郵

便
料

金
が

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
に

よ
る

文
書

は
，

公
務

に
関

係
が

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
料

金
を

納
め

て
受

け
付

け
る

。

改
正

（
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

収
受

処
理

）
（

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
収

受
処

理
）

第
1
1
条

担
当

者
は

，
第

９
条

第
２

項
及

び
前

条
第

３
項

の
第

９
条

担
当

者
は

，
第

７
条

第
２

項
及

び
前

条
第

３
項

の
条

ず
れ

改
正

規
程

に
よ

り
受

領
し

た
文

書
及

び
担

当
者

が
直

接
受

領
し

規
程

に
よ

り
受

領
し

た
文

書
及

び
担

当
者

が
直

接
受

領
し

学
事

法
制

課
た

文
書

が
申

請
書

，
照

会
文

書
等

当
該

文
書

に
基

づ
き

，
た

文
書

が
申

請
書

，
照

会
文

書
等

当
該

文
書

に
基

づ
き

，
の

方
針

（
収

指
令

，
回

答
等

を
要

す
る

文
書

そ
の

他
所

属
長

が
必

要
と

指
令

，
回

答
等

を
要

す
る

文
書

そ
の

他
所

属
長

が
必

要
と

受
処

理
の

負
認

め
る

も
の

で
あ

る
場

合
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
認

め
る

も
の

で
あ

る
場

合
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
担

軽
減

）
に

り
収

受
の

処
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

り
収

受
の

処
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

合
わ

せ
改

正
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収
受

日
及

び
収

受
の

事
実

が
明

確
で

あ
る

も
の

で
，

第
1
5

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

起
案

に
添

付
す

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

新
第

３
章

文
書

の
作

成
第

３
章

起
案

【
作

成
】

新
（

文
書

主
義

の
原

則
）

（
文

書
に

よ
る

事
務

処
理

の
原

則
）

（
参

考
）

（
改

正
）

第
1
2
条

職
員

は
，

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
，

条
例

第
第

３
条

意
思

決
定

に
当

た
っ

て
は

，
次

に
掲

げ
る

場
合

を
鹿

児
島

県
４

条
の

規
定

に
基

づ
き

，
条

例
第

１
条

の
目

的
の

達
成

に
除

き
，

文
書

を
作

成
し

て
行

う
こ

と
と

す
る

。
資

す
る

た
め

，
経

緯
も

含
め

た
意

思
決

定
に

至
る

過
程

並
(
1
)

意
思

決
定

と
同

時
に

文
書

を
作

成
す

る
こ

と
が

困
難

び
に

事
務

及
び

事
業

の
実

績
を

合
理

的
に

跡
付

け
，

又
は

で
あ

る
場

合
で

事
後

に
文

書
を

作
成

す
る

場
合

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

，
処

理
に

係
る

事
案

が
軽

(
2
)

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る

場
合

微
な

も
の

で
あ

る
場

合
を

除
き

，
文

書
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
削

除
）

２
事

務
及

び
事

業
の

実
績

に
つ

い
て

は
，

処
理

に
係

る
事

第
１

項
に

内
案

が
軽

微
な

も
の

で
あ

る
場

合
を

除
き

，
文

書
を

作
成

す
容

を
含

め
る

る
こ

と
と

す
る

。
た

め
削

除

（
改

正
）

２
文

書
は

，
正

確
か

つ
迅

速
に

取
り

扱
い

，
処

理
経

過
を

３
文

書
は

，
正

確
か

つ
迅

速
に

取
り

扱
い

，
処

理
経

過
を

項
ず

れ
改

正
明

ら
か

に
し

，
及

び
適

正
に

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

明
ら

か
に

し
，
及

び
適

正
に

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
改

正
）

３
起

案
文

書
は

，
回

議
及

び
合

議
に

必
要

な
余

裕
を

お
い

４
起

案
文

書
は

，
回

議
及

び
合

議
に

必
要

な
余

裕
を

お
い

項
ず

れ
改

正
て

起
案

し
，

必
要

な
審

査
及

び
協

議
の

機
会

が
失

わ
れ

な
て

起
案

し
，

必
要

な
審

査
及

び
協

議
の

機
会

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

（
文

書
の

規
格

等
）

（
文

書
の

規
格

等
）

第
1
3
条

以
下

省
略

第
1
1
条

文
書

に
用

い
る

用
紙

は
，

原
則

と
し

て
日

本
産

業
条

ず
れ

改
正

規
格

Ａ
列

４
番

の
も

の
を

縦
長

に
し

て
用

い
る

。
２

文
書

は
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を

除
き

，
左

横
書

き
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
1
)

法
令

の
規

定
に

よ
り

書
式

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

(
2
)

他
の

官
公

署
が

書
式

を
定

め
て

い
る

も
の

(
3
)

祝
辞

，
賞

状
，

感
謝

状
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

３
文

書
は

，
原

則
と

し
て

左
側

を
と

じ
る

。
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改
正

（
起

案
）

（
起

案
等

）
第

1
4
条

以
下

省
略

第
1
2
条

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
条
ず
れ
等
改
正

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

２
次

に
掲

げ
る

場
合

等
で

あ
っ

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

２
次

に
掲

げ
る

場
合

等
で

あ
っ

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る

起
案

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る

起
案

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

起
案

用
紙

（
別

記
第

４
号

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

起
案

用
紙

（
別

記
第

６
号

様
式

号
ず

れ
様

式
）

又
は

別
に

定
め

ら
れ

た
帳

票
等

を
用

い
て

起
案

す
様

式
）

又
は

別
に

定
め

ら
れ

た
帳

票
等

を
用

い
て

起
案

す
改

正
る

こ
と

が
で

き
る

。
る

こ
と

が
で

き
る

。
(
1
)

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

場
合

(
1
)

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

場
合

(
2
)

法
令
等
に
よ
り
起
案
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

(
2
)

国
等

に
よ

り
起

案
の

方
法

が
定

め
ら

れ
て

い
る

場
合

（
参

考
）

(
3
)

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

以
外

の
業

務
シ

ス
テ

ム
を

利
用

(
3
)

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

以
外

の
業

務
シ

ス
テ

ム
を

利
用

鹿
児

島
県

す
る

方
法

に
よ

り
起

案
す

る
場

合
す

る
方

法
に

よ
り

起
案

す
る

場
合

(
4
)

起
案

の
内

容
，

添
付

書
類

等
が

電
子

化
に

な
じ

ま
な

(
4
)

起
案

の
内

容
，

添
付

書
類

等
が

電
子

化
に

な
じ

ま
な

い
も

の
で

あ
る

と
所

属
長

が
認

め
る

場
合

い
も

の
で

あ
る

と
所

属
長

が
認

め
る

場
合

改
正

（
起

案
の

要
領

）
（

起
案

の
要

領
）

第
1
5
条

以
下

省
略

第
1
3
条

文
書

の
起

案
は

，
次

の
要

領
に

よ
り

行
う

。
条

ず
れ

改
正

(
1
)

内
容

の
よ

く
分

か
る

題
名

を
付

け
る

。
(
2
)

文
章

は
，

分
か

り
や

す
く

，
簡

潔
に

す
る

。
(
3
)

必
要

に
よ

り
起

案
理

由
，

関
係

法
令

，
参

考
資

料
を

付
記

し
，

又
は

添
付

す
る

。
(
4
)

用
字

用
語

は
，

常
用

漢
字

表
（

平
成

2
2
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

，
現

代
仮

名
遣

い
（

昭
和

6
1
年

内
閣

告
示

第
１

号
）

及
び

送
り

仮
名

の
付

け
方

（
昭

和
4
8
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

に
よ

る
。

改
正

（
公

文
の

種
類

及
び

例
）

（
公

文
の

種
類

及
び

例
）

第
1
6
条

以
下

省
略

第
1
4
条

公
文

の
種

類
は

，
次

の
と

お
り

と
す

る
。

条
ず

れ
改

正
(
1
)

法
規

文
ア

条
例

地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

1
4
条

の
規

定
に

よ
り

制
定

さ
れ

る
も

の
イ

規
則

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
1
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

1
5
条

第
１
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項
の

規
定

に
よ

り
制

定
す

る
も

の
(
2
)

公
示

文
ア

告
示

行
政

行
為

又
は

行
政

行
為

の
効

果
若

し
く

は
事

実
を

公
示

す
る

も
の

イ
公

告
一

定
の

事
実

を
公

示
す

る
も

の
(
3
)

令
達

文
ア

訓
令

下
級

機
関

に
対

し
権

限
の

行
使

に
つ

い
て

指
揮

す
る

た
め

に
発

す
る

命
令

イ
指

令
住

民
に

対
し

て
発

す
る

下
命

，
禁

止
，

許
可

，
免

除
，

特
許

，
認

可
等

(
4
)

そ
の

他
の

公
文

通
達

，
通

知
，

照
会

，
回

答
等

２
公

文
例

は
，

別
表

第
１

の
と

お
り

と
す

る
。

改
正

（
例

文
処

理
）

（
例

文
処

理
）

第
1
7
条

以
下

省
略

第
1
5
条

定
例

的
な

告
示

及
び

公
告

に
つ

い
て

は
，

例
文

に
条

ず
れ

改
正

よ
り

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

各
課

長
は

，
例

文
に

よ
り

処
理

し
よ

う
と

す
る

事
案

に
つ

い
て

は
，

あ
ら

か
じ

め
総

務
福

利
課

長
に

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
総

務
福

利
課

長
は

，
前

項
の

協
議

が
あ

っ
た

と
き

は
，

審
査

を
行

い
，

適
当

と
認

め
る

と
き

は
，

告
示

・
公

告
例

文
承

認
台

帳
に

登
録

し
，

そ
の

旨
を

当
該

課
長

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

前
２

項
の

規
定

は
，

登
録

さ
れ

た
例

文
の

変
更

及
び

抹
消

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

改
正

（
決

裁
区

分
等

の
表

示
）

（
決

裁
区

分
等

の
表

示
）

第
1
8
条

中
略

第
1
6
条

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は

，
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
条

ず
れ

改
正

に
よ

り
決

裁
区

分
等

を
表

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
(
1
)

決
裁

区
分

は
，

本
庁

，
出

先
機

関
等

又
は

県
立

学
校

ご
と

に
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
決

裁
区

分
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を

表
示

す
る

。
ア

本
庁

決
裁

区
分

記
号

教
育

長
甲
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副
教

育
長

乙
教

育
次

長
丙

課
長

丁
課

長
補

佐
丁

２

係
長

丁
３

イ
出

先
機

関
等

決
裁

区
分

記
号

所
(
館

)
長

甲
次

(
副

館
)
長

乙
課

長
丙

ウ
県

立
学

校
決

裁
区

分
記

号
校

長
甲

教
頭

乙
事

務
長

丙

(
2
)

取
扱

区
分

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

文
書

の
区

分
に
応
じ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
取
扱
区
分
を
表
示
す
る
。

文
書

の
区

分
取

扱
区

分
鹿

児
島

県
公

報
に

登
載

す
公

報
登

載
る

も
の

議
案
と
し
て
提
出
す
る
も
の

議
案

特
殊
な
発
送
を
要
す
る
も
の

速
達

，
親

展
，

内
容

証
明

，
配

達
証

明
等

秘
密

を
要

す
る

も
の

秘

(
3
)

分
類

記
号

は
，

第
4
1
条

に
定

め
る

分
類

基
準

表
に

よ
(
3
)

分
類

記
号

は
，

第
3
6
条

に
定

め
る

分
類

基
準

表
に

よ
る

文
書

の
分

類
に

従
い

，
分

類
記

号
を

表
示

す
る

。
る

文
書

の
分

類
に

従
い

，
分

類
記

号
を

表
示

す
る

。

改
正

（
発

信
者

名
の

基
準

）
（

発
信

者
名

の
基

準
）

第
1
9
条

以
下

省
略

第
1
7
条

本
庁

に
お

け
る

公
文

は
，

事
案

の
軽

重
に

よ
り

，
条

ず
れ

改
正

教
育

委
員

会
名

又
は

教
育

長
名

を
も

っ
て

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
，

軽
易

又
は

定
例

的
な

も
の

は
，

副
教

育
長
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名
，

教
育

次
長

名
又

は
課

長
名

を
も

っ
て

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

改
正

（
担

当
者

の
所

属
等

の
表

示
）

（
担

当
者

の
所

属
等

の
表

示
）

第
2
0
条

以
下

省
略

第
1
8
条

発
送

す
る

文
書
（

以
下
「

発
送

文
書

」
と

い
う

。
）

条
ず

れ
改

正
の

う
ち

相
手

方
か

ら
の

照
会

等
が

予
想

さ
れ

る
文

書
に

は
，

文
書

の
末

尾
に

事
務

担
当

者
の

所
属

，
氏

名
及

び
電

話
番

号
を

記
載

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
教

育
委

員
会

名
，

教
育

長
名

，
副

教
育

長
名

及
び

教
育

次
長

名
を

用
い

て
発

す
る

文
書

に
は

，
文

書
の

日
付

の
下

に
括
弧
書
き
で
取
扱
所
属
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正

（
作

成
年

月
日

等
の

表
示

）
（

作
成

年
月

日
等

の
表

示
）

第
2
1
条

以
下

省
略

第
1
9
条

事
業

説
明

資
料

，
会

議
資

料
等

起
案

以
外

の
方

法
条

ず
れ

改
正

に
よ

り
作

成
す

る
文

書
に

は
，

そ
の

右
上

余
白

に
作

成
年

月
日

，
作

成
者

の
所

属
等

名
及

び
作

成
者

名
を

表
示

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
回

議
）

（
回

議
）

第
2
2
条

以
下

省
略

第
2
0
条

起
案

文
書

は
，

起
案

者
か

ら
順

次
直

属
の

上
司

を
条

ず
れ

改
正

経
て

，
決

裁
者

に
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

秘
密

の
取

扱
い

を
要

す
る

文
書

及
び

重
要

又
は

異
例

の
文

書
は

，
電

子
会

議
の

場
合

を
除

き
，

起
案

者
又

は
上

司
が

自
ら

持
ち

回
っ

て
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

（
合

議
）

（
合

議
）

第
2
3
条

起
案

文
書

の
内

容
が

他
の

課
又

は
他

の
部

等
が

所
第

2
1
条

起
案

文
書

の
内

容
が

他
の

課
が

所
管

す
る

事
務

に
条

ず
れ

改
正

管
す

る
事

務
に

関
係

が
あ

る
場

合
は

，
当

該
起

案
文

書
を

関
係

が
あ

る
場

合
は

，
当

該
起

案
文

書
を

関
係

の
課

長
又

運
用

に
合

わ
関
係
の
課
長
又
は
部
等
の
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
室

長
に

合
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

せ
る

た
め

改
正 組

織
改

変
に

よ
り

室
長

を
削

除

２
前

条
第

２
項

の
規

定
は

，
合

議
に

つ
い

て
準

用
す

る
。
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改
正

３
起

案
文

書
の

合
議

を
受

け
た

者
は

，
起

案
文

書
の

内
容

３
起

案
文

書
の

合
議

を
受

け
た

者
は

，
起

案
文

書
の

内
容

運
用

に
合

わ
に

異
議

が
あ

る
と

き
は

主
務

課
長

又
は

主
務

部
等

の
長

と
に

異
議

が
あ

る
と

き
は

主
務

課
長

と
協

議
し

て
調

整
す

る
せ

る
た

め
改

協
議

し
て

調
整

す
る

も
の

と
し

，
協

議
が

整
わ

な
い

と
き

も
の

と
し

，
協

議
が

整
わ

な
い

と
き

は
意

見
を

付
し

て
お

正
は

意
見

を
付

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

（
代

決
，

後
閲

，
廃

案
等

の
場

合
の

処
理

）
（

代
決

，
後

閲
，

廃
案

等
の

場
合

の
処

理
）

第
2
4
条

第
2
2
条

本
庁

及
び

出
先

機
関

等
に

あ
っ

て
は

，
鹿

児
島

県
条

ず
れ

改
正

教
育

庁
等

事
務

決
裁

規
程

（
昭

和
4
9
年

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
教

育
長

訓
令

第
２

号
）

第
1
1
条

，
県

立
学

校
に

あ
っ

て
は

，
鹿

児
島

県
立

学
校

管
理

規
則

（
昭

和
3
1
年

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
規

則
第

1
2
号

）
第

4
1
条

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

代
決

す
る

と
き

は
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

，
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

そ
の

旨
を

明
ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
1
)

電
子

会
議

の
場

合
代

決
者

と
し

て
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
そ

の
他

の
業

務
シ

ス
テ

ム
で

決
裁

す
る

こ
と

。
(
2
)

そ
の

他
の

場
合

当
該

起
案

文
書

の
決

裁
箇

所
に

「
代

」
と

記
載

す
る

こ
と

。

２
前

項
第

２
号

の
場

合
に

お
い

て
，

後
閲

を
要

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
「

後
閲

」
と

記
入

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

３
回

議
又

は
合

議
の

過
程

で
起

案
文

書
の

内
容

に
重

大
な

３
回

議
又

は
合

議
の

過
程

で
起

案
文

書
の

内
容

に
重

大
な

運
用

に
合

わ
修

正
が

加
え

ら
れ

た
と

き
又

は
起

案
が

廃
案

に
な

っ
た

と
修

正
が

加
え

ら
れ

た
と

き
又

は
起

案
が

廃
案

に
な

っ
た

と
せ

る
た

め
改

き
は

，
主

務
課

長
は

，
そ

の
と

き
ま

で
に

回
議

又
は

合
議

き
は

，
主

務
課

長
は

，
そ

の
と

き
ま

で
に

回
議

又
は

合
議

正
を

終
わ

っ
た

関
係

の
課

長
又

は
部

等
の

長
に

そ
の

旨
を

通
を

終
わ

っ
た

関
係

の
課

長
又

は
室

長
に

そ
の

旨
を

通
知

し
組

織
改

変
に

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

よ
り

室
長

を
削

除

４
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

る
起

案
が

廃
案

に
な

っ
た

と
き

は
，

起
案

者
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

廃
案

の
処

理
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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改
正

（
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
の

処
理

）
（

機
密

又
は

緊
急

を
要

す
る

事
案

の
処

理
）

第
2
5
条

以
下

省
略

第
2
3
条

機
密

又
は

緊
急

を
要

す
る

事
案

は
，

上
司

の
指

揮
条

ず
れ

改
正

を
受

け
て

通
常

の
手

続
に

よ
ら

ず
，

便
宜

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
事

後
に

所
定

の
手

続
を

と
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

（
法

制
上

の
審

査
）

（
法

制
上

の
審

査
）

第
2
6
条

規
則

，
訓

令
，

告
示

及
び

公
告

の
制

定
及

び
改

廃
第

2
4
条

規
則

，
訓

令
，

告
示

及
び

公
告

の
制

定
及

び
改

廃
条

ず
れ

改
正

又
は

法
令

の
解

釈
及

び
適

用
に

関
す

る
重

要
な

起
案

文
書

又
は

法
令

の
解

釈
及

び
適

用
に

関
す

る
重

要
な

起
案

文
書

運
用

に
合

わ
は

，
関

係
の

課
長

又
は

部
等

の
長

に
回

議
し

，
又

は
合

議
は

，
関

係
の

課
長

に
回

議
し

，
又

は
合

議
し

た
後

，
総

務
せ

る
た

め
改

し
た

後
，

総
務

福
利

課
長

に
合

議
し

，
法

制
上

の
審

査
を

福
利

課
長

に
合

議
し

，
法

制
上

の
審

査
を

受
け

な
け

れ
ば

正
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

第
1
7
条

第
３

項
の

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
第

1
5
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
告

規
定

に
よ

り
告

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

載
さ

れ
て

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

載
さ

れ
て

い
る

も
の

は
，

い
る

も
の

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

こ
の

限
り

で
な

い
。

２
総

務
福

利
課

長
は

，
前

項
の

規
定

に
よ

り
起

案
文

書
の

合
議

を
受

け
た

と
き

は
，

必
要

に
応

じ
，

法
令

審
議

委
員

会
に

付
議

す
る

も
の

と
す

る
。

改
正

（
決

裁
後

の
処

理
）

（
決

裁
後

の
処

理
）

第
2
7
条

以
下

省
略

第
2
5
条

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

起
条

ず
れ

改
正

案
し

た
決

裁
文

書
は

，
決

裁
年

月
日

を
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

２
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

以
外

の
方

法
に

２
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

以
外

の
方

法
に

様
式

号
ず

れ
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
は

，
各

所
属

に
お

い
て

，
決

裁
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
は

，
各

所
属

に
お

い
て

，
決

裁
改

正
日

付
印

（
別

記
第

５
号

様
式

）
を

押
印

し
な

け
れ

ば
な

ら
日

付
印

（
別

記
第

７
号

様
式

）
を

押
印

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
い

。

改
正

（
文

書
の

記
号

及
び

番
号

）
（

文
書

の
記

号
及

び
番

号
）

第
2
8
条

以
下

省
略

第
2
6
条

前
条

の
手

続
を

終
え

た
文

書
（

公
告

を
除

く
。

）
条

ず
れ

改
正

に
は

，
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

記
号

及
び

番
号

を
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

記
号

及
び

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

文
書

又
は

軽
易

な
文

書
に

は
，

こ
れ

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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改
正

(
1
)

規
則

に
は

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
を

，
告

示
及

び
訓

(
1
)

規
則

に
は

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
を

，
告

示
及

び
訓

様
式

号
ず

れ
令

に
は

教
育

委
員

会
が

発
す

る
も

の
に

あ
っ

て
は

鹿
児

令
に

は
教

育
委

員
会

が
発

す
る

も
の

に
あ

っ
て

は
鹿

児
改

正
島

県
教

育
委

員
会

，
教

育
長

が
発

す
る

も
の

に
あ

っ
て

島
県

教
育

委
員

会
，

教
育

長
が

発
す

る
も

の
に

あ
っ

て
は

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
教

育
長

を
そ

れ
ぞ

れ
冠

し
，

は
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

教
育

長
を

そ
れ

ぞ
れ

冠
し

，
総

務
福

利
課

に
備

え
付

け
の

規
則

等
番

号
簿

（
別

記
第

総
務

福
利

課
に

備
え

付
け

の
規

則
等

番
号

簿
（

別
記

第
６

号
様

式
）
に

よ
り

そ
の

種
類

ご
と

に
番

号
を

付
け

る
。

８
号

様
式

）
に

よ
り

そ
の

種
類

ご
と

に
番

号
を

付
け

る
。

改
正

(
2
)

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
次

に
掲

げ
る

記
号

(
2
)

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
次

に
掲

げ
る

記
号

様
式

号
ず

れ
を

付
け

，
か

つ
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番

号
を

を
付

け
，

か
つ

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

番
号

を
改

正
付

け
る

。
た

だ
し

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

障
害

が
発

付
け

る
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

等
の

理
由

に
よ

り
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

生
し

て
い

る
等

の
理

由
に

よ
り

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

，
文

よ
り

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

文
書
番
号
簿
（
別
記
第
７
号
様
式
）
に
よ
り
番
号
を
付
け
る
。

書
番
号
簿
（
別
記
第
９
号
様
式
）
に
よ
り
番
号
を
付
け
る
。

ア
本

庁
に

あ
っ

て
は

，
当

該
文

書
の

主
務

課
の

頭
文

ア
本

庁
に

あ
っ

て
は

，
当

該
文

書
の

主
務

課
の

頭
文

字
に

「
鹿

教
」

の
文

字
を

冠
し

た
も

の
字

に
「

鹿
教

」
の

文
字

を
冠

し
た

も
の

イ
出

先
機

関
等

又
は

県
立

学
校

に
あ

っ
て

は
，

そ
の

イ
出

先
機

関
等

又
は

県
立

学
校

に
あ

っ
て

は
，

そ
の

出
先

機
関

等
又

は
県

立
学

校
名

を
表

示
す

る
文

字
と

出
先

機
関

等
又

は
県

立
学

校
名

を
表

示
す

る
文

字
と

し
て

当
該

所
属

長
が

定
め

る
も

の
し

て
当

該
所

属
長

が
定

め
る

も
の

２
前

項
の

番
号

は
，

同
項

第
１

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
暦

年
，

同
項

第
２

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
会

計
年

度
に

よ
る

一
連

番
号

と
す

る
。

改
正

３
所

属
長

が
，

文
書

の
内

容
の

種
類

等
に

応
じ

同
一

番
号

３
所

属
長

が
，

文
書

の
内

容
の

種
類

等
に

応
じ

同
一

番
号

様
式

号
ず

れ
を

用
い

る
こ

と
を

適
当

と
認

め
る

文
書

に
つ

い
て

は
，

前
を

用
い

る
こ

と
を

適
当

と
認

め
る

文
書

に
つ

い
て

は
，

前
改

正
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，
支

号
簿
（

別
記

第
８

号
様

式
）

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
支

号
簿
（

別
記

第
1
0
号

様
式

）
に

よ
り

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
に

よ
り

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
４

章
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

第
４

章
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

改
正

（
浄

書
及

び
校

合
）

（
浄

書
及

び
校

合
）

第
2
9
条

以
下

省
略

第
2
7
条

原
則

と
し

て
，

決
裁

文
書

の
浄

書
は

起
案

者
が

行
条

ず
れ

改
正

い
，

浄
書

し
た

文
書

の
校

合
は

起
案

者
以

外
の

職
員

が
行

う
も

の
と

す
る

。
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改
正

（
公

印
の

押
印

及
び

電
子

署
名

）
（

公
印

の
押

印
及

び
電

子
署

名
）

第
3
0
条

以
下

省
略

第
2
8
条

発
送

文
書

に
は

，
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

公
印

規
条

ず
れ

改
正

程
（

昭
和

3
4
年

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
訓

令
第

３
号

）
に

定
め

る
公

印
を

押
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
次

に
掲

げ
る

文
書

に
つ

い
て

は
，

公
印

の
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
に

発
す

る
文

書
で

当
該

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
が

公
印

を
押

印
し

な
い

で
発

す
る

こ
と

を
認

め
た

も
の

。
(
2
)

県
教

育
委

員
会

の
機

関
相

互
間

の
文

書
(
3
)

権
利

の
得

喪
又

は
変

更
に

関
係

の
な

い
文

書

２
前

項
本

文
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
大

量
に

処
理

す
る

必
要

が
あ

る
発

送
文

書
に

は
，

本
庁

に
あ

っ
て

は
総

務
福

利
課

長
，

出
先

機
関

等
又

は
県

立
学

校
に

あ
っ

て
は

当
該

所
属

長
の

承
認

の
受

け
て

，
公

印
の

押
印

に
変

え
て

そ
の

印
影

を
印

刷
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

改
正

３
前

項
の

規
定

に
よ

る
印

刷
に

関
し

て
，

第
2
3
条

第
１

項
３

前
項

の
規

定
に

よ
る

印
刷

に
関

し
て

，
第

2
1
条

第
１

項
条

ず
れ

改
正

の
規

定
に

よ
る

合
議

を
総

務
福

利
課

長
に

行
う

場
合

は
，

の
規

定
に

よ
る

合
議

を
総

務
福

利
課

長
に

行
う

場
合

は
，

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

協
議

不
調

の
場

合
を

除
き

，
当

同
条

第
３

項
に

規
定

す
る

協
議

不
調

の
場

合
を

除
き

，
当

該
合
議
を
も
っ
て
，
前
項
の
承
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
合
議
を
も
っ
て
，
前
項
の
承
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
（

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
組

織
内

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
相

互
に

接
続

し
た

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
い

う
。

）
の

電
子

文
書

交
換

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
電

子
署

名
が

付
さ

れ
交

換
さ

れ
る

電
磁

的
記

録
を

い
う

。
）
を

送
信

す
る

と
き

は
，

電
子

署
名

を
行

う
も

の
と

す
る

。

５
電

子
署

名
を

行
う

た
め

に
必

要
な

手
続

そ
の

他
の

事
項

は
，

別
に

定
め

る
。

改
正

（
本

庁
に

お
け

る
郵

便
等

に
よ

る
文

書
の

発
送

）
（

本
庁

に
お

け
る

郵
便

等
に

よ
る

文
書

の
発

送
）
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第
3
1
条

郵
送

又
は

使
送

（
以

下
「

郵
便

等
」

と
い

う
。

）
第

2
9
条

郵
便

又
は

使
送

（
以

下
「

郵
便

等
」

と
い

う
。

）
条

ず
れ

改
正

に
よ

る
文

書
の

発
送

は
，

課
長

が
行

う
も

の
と

す
る

。
に

よ
る

文
書

の
発

送
は

，
総

務
福

利
課

長
が

行
う

も
の

と
運

用
に

合
わ

す
る

。
せ

る
た

め
改

正

改
正

２
主

務
課

長
は

，
郵

便
等

に
よ

る
文

書
の

発
送

を
依

頼
す

２
主

務
課

長
は

，
郵

便
等

に
よ

る
文

書
の

発
送

を
依

頼
す

運
用

に
合

わ
る

と
き

は
，

発
送

管
理

簿
（

別
記

第
９

号
様

式
）

又
は

決
る

と
き

は
，

発
送

管
理

簿
（

別
記

第
1
1
号

様
式

）
又

は
決

せ
る

た
め

改
裁

文
書

，
発

送
依

頼
票

（
別

記
第

９
号

様
式

の
２

）
及

び
裁

文
書

，
発

送
依

頼
票

（
別

記
第

1
1
号

様
式

の
２

）
及

び
正

発
送
文
書
を
学
事
法
制
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
送
文
書
を
総
務
福
利
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

削
除

３
総

務
福

利
課

長
は

，
郵

便
等

に
よ

る
文

書
の

発
送

の
依

鹿
児

島
県

公
頼

を
受

け
た

と
き

は
，

発
送

管
理

簿
又

は
決

裁
文

書
の

取
文

書
管

理
規

扱
区

分
の

表
示

に
従

っ
て

発
送

し
，

発
送

管
理

簿
又

は
決

程
第

3
1
条

第
裁

文
書

に
発

送
受

付
印

（
別

記
第

1
2
号

様
式

）
を

押
印

し
３

項
に

規
定

て
主

務
課

に
返

付
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

が
あ

る
た

め
て

，
取

扱
区

分
に

不
適

当
な

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
総

務
削

除
福

利
課

長
は

，
主

務
課

長
と

協
議

の
上

，
こ

れ
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

改
正

３
出

先
機

関
等

，
市

町
村

そ
の

他
の

官
公

署
へ

の
文

書
の

４
出

先
機

関
等

，
市

町
村

そ
の

他
の

官
公

署
へ

の
文

書
の

運
用

に
合

わ
発

送
は

，
原

則
と

し
て

使
送

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
発

送
は

，
原

則
と

し
て

使
送

に
よ

り
，

総
務

福
利

課
長

が
せ

る
た

め
改

行
う

も
の

と
す

る
。

正

改
正

（
本

庁
主

務
課

に
お

け
る

文
書

の
発

送
）

（
本

庁
主

務
課

に
お

け
る

文
書

の
発

送
）

第
3
2
条

以
下

省
略

第
3
0
条

勤
務

時
間

外
に

お
い

て
発

送
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
条

ず
れ

改
正

い
文

書
又

は
勤

務
時

間
内

で
あ

っ
て

も
緊

急
に

発
送

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
文

書
に

つ
い

て
は

，
主

務
課

の
文

書
主

任
が

発
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
第

3
0
条

第
１

項
た

だ
し

書
き

の
規

定
に

よ
り

公
印

の
押

２
第

2
8
条

第
１

項
た

だ
し

書
き

の
規

定
に

よ
り

公
印

の
押

条
ず

れ
改

正
印

を
省

略
し

た
文

書
に

つ
い

て
は

，
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
又

は
印

を
省

略
し

た
文

書
に

つ
い

て
は

，
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
又

は
電

子
メ

ー
ル

等
に

よ
り

，
主

務
課

の
文

書
主

任
が

発
送

す
電

子
メ

ー
ル

等
に

よ
り

，
主

務
課

の
文

書
主

任
が

発
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
る

こ
と

が
で

き
る

。

改
正

（
出

先
機

関
等

又
は

県
立

学
校

に
お

け
る

郵
便

等
に

よ
る

文
（

出
先

機
関

等
又

は
県

立
学

校
に

お
け

る
郵

便
等

に
よ

る
文
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書
の

発
送

）
書

の
発

送
）

第
3
3
条

以
下

省
略

第
3
1
条

郵
便

等
に

よ
る

文
書

の
発

送
を

依
頼

す
る

と
き

条
ず

れ
改

正
は

，
発

送
管

理
簿

又
は

決
裁

文
書

と
と

も
に

，
文

書
主

任
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
文

書
主

任
は

，
前

項
の

規
定

に
よ

り
送

付
さ

れ
た

文
書

を
発

送
管

理
簿

又
は

決
裁

文
書

の
取

扱
区

分
の

表
示

に
従

っ
て

発
送

し
，

発
送

管
理

簿
又

は
決

裁
文

書
に

発
送

受
付

印
を

押
印

し
て

担
当

者
に

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
取

扱
区

分
に

不
適

当
な

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
担

当
者

と
協

議
の

上
，

こ
れ

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
本

庁
，

出
先

機
関

等
，

県
立

学
校

，
市

町
村

そ
の

他
の

官
公

署
間

の
文

書
の

発
送

は
，

原
則

と
し

て
，

使
送

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

改
正

４
第

3
0
条

第
１

項
た

だ
し

書
き

の
規

定
に

よ
り

公
印

の
押

４
第

2
8
条

第
１

項
た

だ
し

書
き

の
規

定
に

よ
り

公
印

の
押

条
ず

れ
改

正
印

を
省

略
し

た
文

書
に

つ
い

て
は

，
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
又

は
印

を
省

略
し

た
文

書
に

つ
い

て
は

，
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
又

は
電

子
メ

ー
ル

等
に

よ
り

発
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
電

子
メ

ー
ル

等
に

よ
り

発
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

改
正

（
施

行
情

報
の

記
録

）
（

施
行

情
報

の
記

録
）

第
3
4
条

以
下

省
略

第
3
2
条

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

起
条

ず
れ

改
正

案
し

た
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

は
，

施
行

年
月

日
及

び
施

行
方

法
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

２
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

以
外

の
方

法
に

２
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

以
外

の
方

法
に

よ
り

起
案

し
た

決
裁

文
書

を
施

行
し

た
と

き
(
第

3
1
条

の
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

(
第

2
9
条

の
条

ず
れ

改
正

規
定

に
よ

り
発

送
し

た
場

合
を

除
く

。
）

は
，

施
行

年
月

規
定

に
よ

り
発

送
し

た
場

合
を

除
く

。
）

は
，

施
行

年
月

日
及

び
施

行
方

法
を

当
該

決
裁

文
書

に
記

入
し

な
け

れ
ば

日
及

び
施

行
方

法
を

当
該

決
裁

文
書

に
記

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

ら
な

い
。

新
第

５
章

公
文

書
の

整
理

第
５

章
公

文
書

の
保

管
【

整
理

】
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新
（

職
員

の
整

理
義

務
）

（
公

文
書

の
整

理
）

（
参

考
）

（
改

正
）

第
3
5
条

職
員

は
，

次
に

掲
げ

る
整

理
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
第

3
4
条

公
文

書
（

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
1
2
年

鹿
児

島
県

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

条
例

第
1
1
3
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

(
1
)

作
成

し
，
又

は
取

得
し

た
公

文
書

に
つ

い
て

整
理

し
，

公
文

書
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
は

，
常

に
整

然
と

分
類

名
称

を
付

す
る

と
と

も
に

，
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
し

て
整

理
し

，
必

要
な

と
き

に
直

ち
に

取
り

出
せ

る
よ

う
が

満
了

す
る

日
を

設
定

す
る

。
に

保
管

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
(
2
)

単
独

で
管

理
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
完

結
公

文
書

（
事

案
の

処
理

が
完

結
し

た
公

文
書

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
除

き
，

適
時

に
，

相
互

に
密

接
な

関
連

を
有

す
る

完
結

公
文

書
を

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と

め
る

。
(
3
)

前
号

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

分
類

し
，

名
称

を
付

す
る

と
と

も
に

，
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
が

満
了

す
る

日
を

設
定

す
る

。

改
正

（
完

結
公

文
書

の
フ

ォ
ル

ダ
へ

の
保

管
）

（
完

結
公

文
書

の
フ

ォ
ル

ダ
へ

の
保

管
）

第
3
6
条

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

処
第

3
6
条

の
２

事
案

の
処

理
が

完
結

し
た

公
文

書
（

以
下
「

完
条

ず
れ

改
正

理
し

た
完

結
公

文
書

は
，

一
会

計
年

度
ご

と
に

区
分

し
て

結
公

文
書

」
と

い
う

。
）

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

（
参

考
）

フ
ォ

ル
ダ

（
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

用
す

る
方

法
に

よ
り

保
管

し
な

け
れ

な
ら

な
い

。
鹿

児
島

県
り

公
文

書
を

保
管

す
る

た
め

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

を
い

２
完

結
公

文
書

は
，

一
会

計
年

度
ご

と
に

区
分

し
て

フ
ォ

第
２

項
及

び
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ル

ダ
（

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

公
第

３
項

を
統

文
書

を
保

管
す

る
た

め
の

単
位

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

合
に

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
フ

ォ
ル

ダ
は

，
一

会
計

年
度

当
初

に
（

当
該

会
計

年
度

の
途

中
に

新
た

に
フ

ォ
ル

ダ
を

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
そ

の
都

度
）

，
フ

ォ
ル

ダ
件

名
，

分
類

記
号

，
保

存
期

間
及

び
課

名
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
す

る
こ

と
に

よ
り

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
完

結
公

文
書

の
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

へ
の

保
管

）
（

完
結

公
文

書
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
へ

の
保

管
）

（
参

考
）

第
3
7
条

前
条

の
規

定
に

よ
り

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
第

3
7
条

前
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
保

管
す

る
こ

と
が

で
鹿

児
島

県
完

結
公

文
書

に
つ

い
て

は
，
同

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
き

な
い

完
結

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
同

項
の

規
定

に
か

か
前

条
第

２
項

指
定

フ
ァ

イ
ル

（
別

記
第

1
0
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

わ
ら

ず
，

指
定

フ
ァ

イ
ル

（
別

記
第

1
5
号

様
式

に
よ

る
表

及
び

第
３

項
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

と
じ

込
み

，
示

を
し

た
フ

ァ
イ

ル
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

と
じ

込
が

第
１

項
に
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保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

み
，

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

統
合

さ
れ

た
こ

と
に

よ
る

改
正

様
式

号
ず

れ
改

正

改
正

２
指

定
フ

ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管

に
適

し
な

い
完

結
公

文
書

２
指

定
フ

ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管

に
適

し
な

い
完

結
公

文
書

（
参

考
）

に
つ

い
て

は
，

と
じ

ひ
も

等
を

用
い

て
編

集
し

，
そ

の
背

に
つ

い
て

は
，

と
じ

ひ
も

等
を

用
い

て
編

集
し

，
そ

の
背

鹿
児

島
県

表
紙

部
分

及
び

表
紙

部
分

に
別

記
第

1
0
号

様
式

に
よ

る
表

表
紙

部
分

及
び

表
紙

部
分

に
別

記
第

1
5
号

様
式

に
よ

る
表

様
式

号
ず

れ
示

を
す

る
等

に
よ

り
当

該
公

文
書

の
所

属
年

度
及

び
保

存
示

を
す

る
等

に
よ

り
当

該
公

文
書

の
所

属
年

度
及

び
保

存
改

正
期

間
並

び
に

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

を
明

示
し

て
保

管
し

な
期

間
並

び
に

フ
ァ

イ
ル

名
を

明
示

し
て

保
管

し
な

け
れ

ば
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

ら
な

い
。

改
正

３
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

完
結

公
文

書
を

と
じ

込
ん

だ
指

３
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

完
結

公
文

書
を

と
じ

込
ん

だ
指

（
参

考
）

定
フ

ァ
イ

ル
等

（
以

下
▼

「
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

」
と

い
定

フ
ァ

イ
ル

等
（

以
下

単
に

「
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

」
と

い
鹿

児
島

県
う

。
）

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
文

書
件

名
表

（
別

記
第

1
1
号

様
う

。
）

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
文

書
件

名
表

（
別

記
第

1
6
号

様
様

式
号

ず
れ

式
）

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
保

存
期

式
）

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
保

存
期

改
正

間
が

１
年

未
満

又
は

１
年

の
完

結
公

文
書

に
係

る
指

定
フ

間
が

１
年

未
満

又
は

１
年

の
完

結
公

文
書

に
係

る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
は

，
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

改
正

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

管
用

具
）

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

管
用

具
）

第
3
8
条

文
書

管
理

者
は

，
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
第

3
8
条

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
は

，
そ

の
保

管
の

状
態

が
外

部
（

参
考

）
そ

の
保

管
の

状
態

が
外

部
か

ら
識

別
で

き
る

構
造

の
保

管
か

ら
識

別
で

き
る

構
造

の
保

管
用

具
に

保
管

し
な

け
れ

ば
鹿

児
島

県
用

具
に

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

個
人

情
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
5
年

法
律

第
5
7
号

）
第

（
平

成
1
5
年

法
律

第
5
7
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

個
人

情
報
（

以
下
「

個
人

情
報

」
個

人
情

報
（

以
下

「
個

人
情

報
」

と
い

う
。

）
が

整
理

さ
と

い
う

。
）

が
整

理
さ

れ
た

形
で

記
載

さ
れ

て
い

る
指

定
れ

た
形

で
記

載
さ

れ
て

い
る

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
そ

の
他

の
フ

ァ
イ

ル
等

そ
の

他
の

保
管

用
具

に
収

納
す

る
こ

と
が

不
保

管
用

具
に

収
納

す
る

こ
と

が
不

適
当

な
指

定
フ

ァ
イ

ル
適

当
な

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
は

，
そ

れ
ぞ

れ
適

切
等

に
つ

い
て

は
，

そ
れ

ぞ
れ

適
切

な
保

管
用

具
を

使
用

す
な

保
管

用
具

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
保

管
用

具
に

は
，

保
管

用
具

番
号

ラ
ベ

ル
を

貼
り

，
課

又
は
係
等
ご
と
の
通
し
番
号
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未

完
結

公
文

書
の

保
管

）
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第
3
9
条

事
案

の
処

理
が

完
結

し
て

い
な

い
公

文
書

は
，

そ
の

所
在

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
公

文
書

の
持

出
し

等
の

禁
止

）
第

4
0
条

公
文

書
は

，
公

務
に

よ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
，

各
所

属
の

外
に

持
ち

出
し

て
は

な
ら

な
い

。

改
正

２
公

文
書

は
，

文
書

管
理

者
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
，

２
公

文
書

は
，

文
書

管
理

責
任

者
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

（
参

考
）

関
係

者
以

外
の

者
に

閲
覧

さ
せ

，
若

し
く

は
謄

写
さ

せ
，

ば
，

関
係

者
以

外
の

者
に

閲
覧

さ
せ

，
若

し
く

は
謄

写
さ

鹿
児

島
県

又
は

そ
の

謄
写

し
た

も
の

（
電

磁
的

記
録

を
用

紙
に

出
力

せ
，

又
は

そ
の

謄
写

し
た

も
の

（
電

磁
的

記
録

を
用

紙
に

し
た

も
の

を
含

む
。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な
い

。
出

力
し

た
も

の
を

含
む

。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な
い

。

改
正

（
分

類
及

び
名

称
）

（
公

文
書

の
分

類
基

準
）

（
参

考
）

第
4
1
条

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

は
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
第

3
5
条

公
文

書
は

，
原

則
と

し
て

，
大

分
類

，
中

分
類

及
鹿

児
島

県
で

あ
る

も
の

を
除

き
，

当
該

所
属

の
事

務
及

び
事

業
の

性
び

小
分

類
に

分
類

す
る

も
の

と
す

る
。

現
行

第
3
5
条

質
，
内

容
等

に
応

じ
て

，
次

項
に

定
め

る
分

類
基

準
表
（

別
及

び
第

3
6
条

記
第

1
2
号

様
式

）
に

よ
り

大
分

類
，

中
分

類
及

び
小

分
類

（
分

類
基

準
表

及
び

電
磁

的
記

録
管

理
表

）
第

１
項

を
第

に
分

類
し

，
分

か
り

や
す

い
名

称
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

第
3
6
条

公
文

書
は

，
保

存
期

間
が

１
年

未
満

で
あ

る
も

の
4
1
条

に
統

合
な

い
。

た
だ

し
，

分
類

基
準

表
に

よ
り

分
類

す
る

こ
と

が
を

除
き

，
分

類
基

準
表

（
別

記
第

1
3
号

様
式

）
に

よ
り

分
様

式
号

ず
れ

困
難

で
あ

る
電

磁
的

記
録

に
つ

い
て

は
，

電
磁

的
記

録
管

類
し

，
及

び
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
分

改
正

理
表

（
別

記
第

1
3
号

様
式

）
に

よ
り

分
類

し
，

及
び

保
管

類
基

準
表

に
よ

り
分

類
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
電

磁
的

し
な

け
れ

ば
ら

な
い

。
記

録
に

つ
い

て
は

，
電

磁
的

記
録

管
理

表
（

別
記

第
1
4
号

様
式
）
に
よ
り
分
類
し
，
及
び
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正

２
文

書
管

理
者

は
，

毎
年

度
当

初
に

，
別

表
第

２
に

定
め

２
各

文
書

管
理

責
任

者
は

，
毎

年
度

４
月

末
日

ま
で

に
分

（
参

考
）

る
基

準
を

参
酌

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

類
基

準
表

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
文

鹿
児

島
県

法
に

よ
り

分
類

基
準

表
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

以
外

の
方

法
に

よ
り

た
だ

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の

作
成

し
た

分
類

基
準

表
に

つ
い

て
は

，
そ

の
写

し
を

総
括

方
法

に
よ

り
作

成
し

た
分

類
基

準
表

に
つ

い
て

は
，

そ
の

文
書

管
理

責
任

者
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

写
し
を
総
括
文
書
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正

３
文

書
管

理
者

は
，

毎
年

度
当

初
に

，
別

表
第

２
に

定
め

３
各

文
書

管
理

責
任

者
は

，
毎

年
度

４
月

末
日

ま
で

に
電

（
参

考
）

る
基

準
を

参
酌

し
，

電
磁

的
記

録
管

理
表

を
作

成
し

，
そ

磁
的

記
録

管
理

表
を

作
成

し
，

そ
の

写
し

を
総

括
文

書
管

鹿
児

島
県

の
写
し
を
総
括
文
書
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
責

任
者

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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改
正

（
▼

保
存

期
間

）
（

公
文

書
の

保
存

期
間

）
（

参
考

）
第

4
2
条

公
文

書
の

保
存

期
間

の
区

分
は

，
原

則
と

し
て

，
第

4
1
条

公
文

書
の

保
存

期
間

の
区

分
は

，
１

年
未

満
の

事
鹿

児
島

県
▼

１
年

，
３

年
，

５
年

，
1
0
年

▼
及

び
3
0
年

と
す

る
。

務
処

理
上

必
要

な
期

間
，

１
年

，
３

年
，

５
年

，
1
0
年

，
条

ず
れ

改
正

10
年
を
超
え
る
保
存
を
必
要
と
す
る
期
間
及
び
永
久
と
す
る
。

改
正

２
保

存
期

間
を

定
め

る
基

準
は

，
鹿

児
島

県
会

計
規

則
（

昭
２

保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

は
，
鹿

児
島

県
会

計
規

則
（

昭
（

参
考

）
和

6
2
年

鹿
児

島
県

規
則

第
3
0
号

）
そ

の
他

法
令

等
に

定
め

和
6
2
年

鹿
児

島
県

規
則

第
3
0
号

）
に

定
め

る
も

の
を

除
き

，
鹿

児
島

県
が

あ
る

も
の

を
除

き
，

別
表

第
２

の
と

お
り

と
す

る
。

別
表

第
２

の
と

お
り

と
す

る
。

改
正

３
第

3
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
は

，
分

３
各

所
属

長
は

，
前

項
の

基
準

に
基

づ
き

，
原

則
と

し
て

，
（

参
考

）
類

基
準

表
に

従
い

，
行

う
も

の
と

す
る

。
フ

ォ
ル

ダ
又

は
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

ご
と

に
保

存
期

間
を

定
鹿

児
島

県
め

る
も

の
と

す
る

。

新
４

第
3
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
及

び
分

類
基

準
表

（
参

考
）

に
お

い
て

は
，

条
例

第
２

条
第

３
項

の
歴

史
公

文
書

に
該

鹿
児

島
県

当
す

る
と

さ
れ

た
公

文
書

の
ほ

か
，

次
に

掲
げ

る
公

文
書

は
，

１
年

以
上

の
保

存
期

間
を

設
定

す
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)

行
政

が
適

正
か

つ
効

率
的

に
運

営
さ

れ
，

県
民

に
説

明
す

る
責

務
が

全
う

さ
れ

る
よ

う
，

意
思

決
定

過
程

や
事

務
及

び
事

業
の

実
績

の
合

理
的

な
跡

付
け

や
検

証
に

必
要

と
な

る
公

文
書

(
2
)

重
要

又
は

異
例

な
事

項
に

関
す

る
情

報
を

含
む

場
合

な
ど
，
合
理
的
な
跡
付
け
や
検
証
に
必
要
と
な
る
公
文
書

新
５

第
3
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
に

お
い

て
は

，
前

（
参

考
）

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
を

除
き

，
次

に
掲

げ
る

公
文

鹿
児

島
県

書
の

保
存

期
間

を
１

年
未

満
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
(
1
)

別
途

，
正

本
又

は
原

本
が

管
理

さ
れ

て
い

る
公

文
書

の
写

し
(
2
)

定
型

的
又

は
日

常
的

な
業

務
連

絡
，

日
程

表
等

(
3
)

出
版

物
又

は
公

表
物

を
編

集
し

た
文

書
(
4
)

所
掌

事
務

に
関

す
る

事
実

関
係

の
問

合
せ

へ
の

応
答

(
5
)

明
白

な
誤

り
等

の
客

観
的

な
正

確
性

の
観

点
か

ら
利

用
に

適
さ

な
く

な
っ

た
文

書
(
6
)

意
思

決
定

の
途

中
段

階
で

作
成

し
た

も
の

で
，

当
該
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意
思

決
定

に
与

え
る

影
響

が
な

い
も

の
と

し
て

，
長

期
間

の
保

存
を

要
し

な
い

と
判

断
さ

れ
て

い
る

文
書

改
正

６
第

3
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

４
保

存
期

間
は

，
処

理
完

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

項
ず

れ
改

正
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
日
（

以
下
「

文
書

作
成

取
得

日
」

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
，

と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

と
す

公
文

書
の

作
成

若
し

く
は

取
得

の
日

又
は

こ
れ

ら
の

日
以

る
。

た
だ

し
，

４
月

１
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ

後
の

特
定

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ

と
が

当
該

公
文

書
の

と
が

公
文

書
の

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

，
当

該
公

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
文

書
作

成
取

得
日

か
ら

１
年

文
書

の
作

成
若

し
く

は
取

得
の

日
又

は
特

定
の

日
を

起
算

以
内

の
日

で
文

書
管

理
者

が
定

め
る

日
と

す
る

。
日

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

新
７

第
3
5
条

第
３

号
の

保
存

期
間

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

（
参

考
）

ま
と

め
ら

れ
た

公
文

書
の

保
存

期
間

と
す

る
。

鹿
児

島
県

新
８

第
3
5
条

第
３

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

（
参

考
）

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と

め
た

日
の

う
ち

最
も

早
い

日
鹿

児
島

県
（

以
下

「
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
」

と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

と
す

る
。

た
だ

し
，

４
月

１
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ

と
が

公
文

書
の

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
か

ら
１

年
以

内
の

日
で

文
書

管
理

者
が

定
め

る
日

と
す

る
。

新
９

第
６

項
及

び
前

項
の

規
定

は
，

文
書

作
成

取
得

日
に

お
（

参
考

）
い

て
は

不
確

定
で

あ
る

期
間

を
保

存
期

間
と

す
る

公
文

書
鹿

児
島

県
及

び
当

該
公

文
書

が
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

は
，

適
用

し
な

い
。

第
６

章
公

文
書

の
保

存
第

６
章

公
文

書
の

保
存

【
保

存
】

改
正

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
）

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
と

じ
込

ん
だ

完
結

公
文

書
の

引
継

ぎ
）

（
参

考
）

第
4
3
条

文
書

管
理

者
は

，
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

を
，

次
の

各
第

4
2
条

第
3
7
条

の
規

定
に

よ
り

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

と
じ

鹿
児

島
県

号
に

掲
げ

る
▼

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
期

間
は

込
ん

だ
完

結
公

文
書

は
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る

公
文

書
の

条
ず

れ
改

正
各

所
属

に
お

い
て

，
適

切
な

保
存

及
び

利
用

を
確

保
す

る
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

は
各

所
属

に
お

い
誰

の
責

任
に
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た
め

に
必

要
な

場
所

に
保

管
し

，
又

は
保

存
し

な
け

れ
ば

て
保

管
し

，
又

は
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
お

い
て

何
を

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
文

書
管

理
者

が
他

の
場

所
に

お
い

所
属

長
が

他
の

場
所

に
お

い
て

保
管

し
，

又
は

保
存

す
る

保
存

す
る

を
て

保
管

し
，

又
は

保
存

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
認

め
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
こ

の
明

確
に

規
定

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

限
り

で
は

な
い

。
(
1
)

保
存

期
間

が
３

年
を

超
え

る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

当
(
1
)

保
存

期
間

が
１

年
を

超
え

る
文

書
当

該
第

3
7
条

の
該
指
定
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
期
間
の
う
ち
最
初
の
１
年
間

規
定

に
よ

り
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
と

じ
込

ん
だ

完
結

公
(
2
)

保
存

期
間

が
１

年
未

満
，

１
年

又
は

３
年

の
指

定
フ

文
書

の
保

存
期

間
ァ

イ
ル

等
当

該
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
期

間
(
2
)

保
存

期
間

が
１

年
未

満
又

は
１

年
の

文
書

当
該

第
3
7
条

の
規

定
に

よ
り

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

と
じ

込
ん

だ
完

結
公

文
書

の
保

存
期

間

改
正

２
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

保
管

の
期

間
を

満
了

し
た

２
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

保
管

の
期

間
を

満
了

し
た

（
参

考
）

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
は

，
各

所
属

に
常

備
し

，
常

に
執

務
上

完
結

公
文

書
は

，
年

度
を

超
え

て
事

務
室

に
常

備
し

，
常

鹿
児

島
県

使
用

す
る

も
の

（
以

下
「

常
用

文
書

」
と

い
う

。
）

を
除

に
執

務
上

使
用

す
る

完
結

公
文

書
（

以
下

「
常

用
文

書
」

現
行

規
程

別
き

，
本

庁
に

あ
っ

て
は

総
務

福
利

課
長

，
出

先
機

関
等

及
と

い
う

。
）
を

除
き

，
本

庁
に

あ
っ

て
は

総
務

福
利

課
長

，
表

３
の

第
７

び
県

立
学

校
に

あ
っ

て
は

文
書

主
任

（
以

下
こ

の
章

に
お

出
先

機
関

等
及

び
県

立
学

校
に

あ
っ

て
は

文
書

主
任

（
以

項
に

「
事

務
い

て
「

保
存

文
書

管
理

者
」

と
い

う
。
）

に
引

き
継

が
な

下
「

保
存

文
書

管
理

者
」

と
い

う
。

）
に

引
き

継
が

な
け

室
」

の
規

定
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
れ

ば
な

ら
な

い
。

は
な

い
こ

と
か

ら
，

現
行

第
4
2
条

第
１

項
の

文
言

「
各

所
属

」
に

修
正

改
正

３
前

項
の

規
定

に
よ

る
本

庁
に

お
け

る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

３
前

項
の

規
定

に
よ

る
本

庁
に

お
け

る
完

結
公

文
書

の
引

（
参

考
）

の
引

継
ぎ

は
，

次
の

要
領

に
よ

り
行

う
。

継
ぎ

は
，

次
の

要
領

に
よ

り
行

う
。

鹿
児

島
県

(
1
)

文
書

管
理

者
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
を

(
1
)

各
課

長
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
を

別
記

様
式

号
ず

れ
別

記
第

1
4
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

文
書

保
存

箱
に

第
1
7
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

文
書

保
存

箱
に

収
納

改
正

収
納

す
る

。
す

る
。

(
2
)

文
書

管
理

者
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

(
2
)

各
課

長
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

つ
い

て
，

文
書

保
存

箱
に

収
納

し
た

こ
と

を
文

書
管

理
て

，
文

書
保

存
箱

に
収

納
し

た
こ

と
を

文
書

管
理

シ
ス

シ
ス

テ
ム

に
登

録
す

る
。

テ
ム

に
登

録
す

る
。

(
3
)

保
存

文
書

管
理

者
は

，
引

継
ぎ

を
受

け
る

前
に

▼
引

(
3
)

総
務

福
利

課
長

は
，

引
継

ぎ
を

受
け

る
前

に
各

課
の

継
審

査
を

行
う

。
引

継
審

査
を

行
う

。
(
4
)

文
書

管
理

者
は

，
引

き
継

ぐ
文

書
保

存
箱

を
保

存
文

(
4
)

各
課

長
は

，
総

務
福

利
課

長
の

指
示

す
る

日
に

文
書
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書
管

理
者

が
指

示
す

る
文

書
庫

に
搬

入
す

る
。

保
存

箱
を

文
書

庫
に

搬
入

す
る

。
(
5
)

文
書

管
理

者
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

出
力

(
5
)

各
課

長
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

出
力

し
た

し
た

保
存

箱
ラ

ベ
ル

（
別

記
第

1
5
号

様
式

）
を

文
書

保
保

存
箱

ラ
ベ

ル
（

別
記

第
1
9
号

様
式

）
を

文
書

保
存

箱
存

箱
の

表
紙

の
裏

面
に

貼
る

。
の

表
紙

の
裏

面
に

貼
る

。

４
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

出
先

機
関

等
及

び
県

立
学

校
に

４
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

出
先

機
関

等
及

び
県

立
学

校
に

（
参

考
）

お
け

る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
引

継
ぎ

は
，

次
の

要
領

に
よ

お
け
る
完
結
公
文
書
の
引
継
ぎ
は
，
次
の
要
領
に
よ
り
行
う
。

鹿
児

島
県

り
行

う
。

(
1
)

文
書

管
理

者
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
を

(
1
)

担
当

者
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
を

別
記

新
規

程
第

５
別

記
第

1
4
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

文
書

保
存

箱
に

第
1
7
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

文
書

保
存

箱
に

収
納

条
に

お
い

収
納

す
る

。
す

る
。

て
，

保
存

は
(
2
)

文
書

管
理

者
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

(
2
)

担
当

者
は

，
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

文
書

管
理

者
つ

い
て

，
文

書
保

存
箱

に
収

納
し

た
こ

と
を

文
書

管
理

て
，

文
書

保
存

箱
に

収
納

し
た

こ
と

を
文

書
管

理
シ

ス
の

職
務

で
あ

シ
ス

テ
ム

に
登

録
す

る
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
テ

ム
に

登
録

す
る

。
た

だ
し

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

る
こ

と
を

踏
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

等
の

理
由

に
よ

り
登

録
す

障
害

が
発

生
し

て
い

る
等

の
理

由
に

よ
り

登
録

す
る

こ
ま

え
改

正
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

文
書

保
存

箱
に

収
納

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

，
文

書
保

存
箱

に
収

納
し

た
し

た
引

継
対

象
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
保

存
文

引
継

対
象

の
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

保
存

文
書

管
様

式
号

ず
れ

書
管

理
表
（

被
引

継
者

保
管

用
）（

別
記

第
1
6
号

様
式

）
理

表
（

被
引

継
者

保
管

用
）

（
別

記
第

1
8
号

様
式

）
を

改
正

を
２

部
作

成
し

，
▼

１
部

を
保

存
文

書
管

理
者

へ
送

付
２

部
作

成
し

，
文

書
主

任
に

送
付

し
，

文
書

主
任

は
１

す
る

。
部

を
総

務
福

利
課

長
へ

送
付

す
る

。
(
3
)

保
存

文
書

管
理

者
は

，
引

継
ぎ

を
受

け
る

前
に

引
継

(
3
)

文
書

主
任

は
，

引
継

ぎ
を

受
け

る
前

に
引

継
審

査
を

審
査

を
行

う
。

行
う

。
(
4
)

文
書

管
理

者
は

，
▼

文
書

保
存

箱
を

文
書

庫
（

文
書

(
4
)

担
当

者
は

，
文

書
主

任
の

指
示

す
る

日
に

文
書

保
存

庫
を

設
置

し
て

い
な

い
所

属
に

あ
っ

て
は

，
書

架
，

キ
箱

を
文

書
庫

（
文

書
庫

を
設

置
し

て
い

な
い

所
属

に
あ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
等

。
以

下
「

文
書

庫
」

と
い

う
。

）
に

搬
っ

て
は

，
書

架
，
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
等

。
以

下
「

文
書

庫
」

入
す

る
。

と
い

う
。
）

に
搬

入
す

る
。

(
5
)

文
書

管
理

者
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

出
力

(
5
)

文
書

主
任

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
出

力
し

し
た

保
存

箱
ラ

ベ
ル

（
別

記
第

1
5
号

様
式

）
を

文
書

保
た

保
存

箱
ラ

ベ
ル

（
別

記
第

1
9
号

様
式

）
を

文
書

保
存

存
箱

の
表

紙
の

裏
面

に
貼

る
。

た
だ

し
，

第
２

号
た

だ
箱

の
表

紙
の

裏
面

に
貼

る
。

た
だ

し
，

第
２

号
た

だ
し

し
書

き
の

規
定

に
よ

り
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
書

き
の

規
定

に
よ

り
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

し
な

い
と

き
は

，
文

書
管

理
者

は
保

存
文

書
管

理
表
（

文
な

い
と

き
は

，
文

書
主

任
は

保
存

文
書

管
理

表
（

文
書

書
保

存
箱

添
付

用
）

（
別

記
第

1
5
号

様
式

の
２

）
及

び
保

存
箱

添
付

用
）

（
別

記
第

1
9
号

様
式

の
２

）
及

び
保

保
存

文
書

管
理

表
（

検
索

用
）

（
別

記
第

1
7
号

様
式

）
存

文
書

管
理

表
（

検
索

用
）

（
別

記
第

2
0
号

様
式

）
を

を
作

成
し

，
▼

保
存

文
書

管
理

表
（

文
書

保
存

箱
添

付
担

当
者

に
送

付
し

，
担

当
者

は
保

存
文

書
管

理
表

（
文

用
）

を
文

書
保

存
箱

の
表

紙
の

裏
面

に
貼

る
。

書
保

存
箱

添
付

用
）

を
文

書
保

存
箱

の
表

紙
の

裏
面

に
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貼
る

。

改
正

（
保

存
文

書
の

管
理

）
（

保
存

文
書

の
管

理
）

（
参

考
）

第
4
4
条

保
存

文
書

管
理

者
は

，
前

条
の

規
定

に
よ

り
引

き
第

4
3
条

前
条

の
規

定
に

よ
り

引
き

継
が

れ
た

完
結

公
文

書
鹿

児
島

県
継

が
れ

た
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

（
以

下
「

保
存

文
書

」
と

い
（

以
下

「
保

存
文

書
」

と
い

う
。
）

は
，

文
書

庫
に

お
い

条
ず

れ
改

正
う

。
）

を
当

該
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
期

間
の

満
了

す
て

保
管

し
，

保
存

文
書

管
理

者
が

管
理

す
る

も
の

と
し

，
る

日
ま

で
の

間
，

文
書

庫
に

お
い

て
保

存
し

，
及

び
管

理
保

存
文

書
の

管
理

に
係

る
担

当
者

以
外

の
者

は
，

保
存

文
す

る
も

の
と

す
る

。
書

管
理

者
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
文

書
庫

内
に

立
ち

入
２

保
存

文
書

の
管

理
に

係
る

担
当

者
以

外
の

者
は

，
保

存
っ

て
は

な
ら

な
い

。
文

書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

文
書

庫
内

に
立

ち
入

っ
て

は
な

ら
な

い
。

改
正

（
保

存
文

書
の

閲
覧

等
）

（
保

存
文

書
の

閲
覧

等
）

（
参

考
）

第
4
5
条

▼
保

存
文

書
を

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

よ
う

と
第

4
4
条

文
書

庫
内

の
保

存
文

書
を

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
鹿

児
島

県
す

る
者

は
，

保
存

文
書

借
覧

簿
（

別
記

第
1
8
号

様
式

）
に

け
よ

う
と

す
る

者
は

，
保

存
文

書
借

覧
簿

（
別

記
第

2
1
号

条
ず

れ
改

正
所

要
事

項
を

記
入

し
て

保
存

文
書

管
理

者
の

承
認

を
受

け
様

式
）

に
所

要
事

項
を

記
入

し
て

保
存

文
書

管
理

者
の

承
様

式
号

ず
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

２
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
た

保
存

文
書

は
，

転
貸

し
，

抜
き

取
り

，
取

り
換

え
又

は
訂

正
し

て
は

な
ら

な
い

。

改
正

３
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
た

保
存

文
書

を
破

損
し

，
又

３
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
た

保
存

文
書

を
破

損
し

，
又

（
参

考
）

は
紛

失
し

た
と

き
は

，
直

ち
に

保
存

文
書

破
損

（
紛

失
）

は
亡

失
し

た
と

き
は

，
直

ち
に

保
存

文
書

破
損

（
亡

失
）

鹿
児

島
県

届
（

別
記

第
1
9
号

様
式

）
に

よ
り

保
存

文
書

管
理

者
に

届
届

（
別

記
第

2
2
号

様
式

）
に

よ
り

保
存

文
書

管
理

者
に

届
様

式
号

ず
れ

け
出

て
，

そ
の

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

け
出

て
，

そ
の

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

新
４

前
項

の
届

出
を

受
け

た
保

存
文

書
管

理
者

は
，

第
5
5
条

（
参

考
）

の
規

定
に

よ
り

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

鹿
児

島
県

改
正

（
保

存
文

書
の

借
受

期
間

等
）

（
保

存
文

書
の

借
受

期
間

等
）

条
ず

れ
改

正
第

4
6
条

以
下

省
略

第
4
5
条

保
存

文
書

の
借

受
期

間
は

，
原

則
と

し
て

3
0
日

以
内

と
す

る
。

改
正

２
前

項
の

期
間

を
超

え
て

保
存

文
書

を
借

り
受

け
よ

う
と

２
前

項
の

期
間

を
超

え
て

保
存

文
書

を
借

り
受

け
よ

う
と

様
式

号
ず

れ
す

る
と

き
は

，
長

期
借

用
承

認
申

請
書

（
別

記
第

2
0
号

様
す

る
と

き
は

，
長

期
借

用
承

認
申

請
書

（
別

記
第

2
3
号

様
改

正

－40－



式
）

に
よ

り
保

存
文

書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

式
）

に
よ

り
保

存
文

書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

ら
な

い
。

改
正

（
保

存
文

書
の

返
還

）
（

保
存

文
書

の
返

還
）

（
参

考
）

第
4
7
条

文
書

管
理

者
は

，
常

用
文

書
と

し
て

使
用

す
る

等
第

4
6
条

各
所

属
長

は
，

常
用

文
書

と
し

て
使

用
す

る
等

の
鹿

児
島

県
の

た
め

保
存

文
書

の
返

還
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
た

め
保

存
文

書
の

返
還

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

保
条

ず
れ

改
正

保
存

文
書

返
還

承
認

申
請

書
（

別
記

第
2
1
号

様
式

）
に

よ
存

文
書

返
還

承
認

申
請

書
（

別
記

第
2
4
号

様
式

）
に

よ
り

様
式

号
ず

れ
り
保
存
文
書
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
存

文
書

管
理

者
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

新
第

７
章

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

【公
文書

ファ
イル

管理
簿】

新
（

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

の
調

製
及

び
公

表
）

第
4
8
条

総
括

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
に

つ
い

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
も

っ
て

調
整

す
る

も
の

と
す

る
。

２
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
は

，
県

政
情

報
セ

ン
タ

ー
に

備
え

て
一

般
の

閲
覧

に
供

す
る

と
と

も
に

，
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
公

表
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
（

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

へ
の

記
載

）
第

4
9
条

文
書

管
理

者
は

，
年

１
回

，
管

理
す

る
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
（

保
存

期
間

が
１

年
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
の

現
況

に
つ

い
て

，
鹿

児
島

県
公

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則
（

令
和

６
年

度
鹿

児
島

県
規

則
第

号
。

※
規

則
制

定
以

下
「

施
行

規
則

」
と

い
う

。
）

第
５

条
各

号
に

掲
げ

る
後

，
番

号
入

事
項

を
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

力
ら

な
い

。
２

前
項

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
，

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
1
2
年

鹿
児

島
県

条
例

第
1
1
3
号

）
第

７
条

各
号

に
掲

げ
る

情
報

に
該

当
す

る
も

の
が

含
ま

れ
る

場
合

に
は

，
当

該
情

報
を

明
示

し
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
第

８
章

公
文

書
の

移
管

，
廃

棄
又

は
保

存
期

間
の

延
長

【
移

管
又

は
廃

棄
】
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新
（

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置

）
※

鹿
児

島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
（

参
考

）
第

5
0
条

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

第
５

条
第

５
項

実
施

機
関

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
及

び
鹿

児
島

県
別

表
第

２
の

規
定

に
基

づ
き

，
保

存
期

間
満

了
前

の
で

き
単

独
で

管
理

し
て

い
る

公
文

書
（

以
下

「
公

文
書

フ
ァ

る
だ

け
早

い
時

期
に

，
条

例
第

５
条

第
５

項
の

保
存

期
間

イ
ル

等
）

と
い

う
。

」
に

つ
い

て
，

保
存

期
間

（
延

長
が

満
了

し
た

と
き

の
措

置
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
さ

れ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
，

延
長

後
の

保
存

期
間

。
以

下
同

じ
。

）
の

満
了

前
の

で
き

る
限

り
早

い
時

期
に

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き

の
措

置
と

し
て

，
歴

史
公

文
書

に
該

当
す

る
者

に
あ

っ
て

は
知

事
へ

の
移

管
の

措
置

を
，

そ
れ

以
外

の
も

の
に

あ
っ

て
は

廃
棄

の
措

置
を

と
る

べ
き

こ
と

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
２

前
項

の
措

置
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ

の
記

載
（

参
考

）
に

よ
り

定
め

る
。

鹿
児

島
県

新
３

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

た
措

置
（

参
考

）
に

つ
い

て
，

そ
の

後
に

発
生

し
た

事
件

，
事

故
又

は
社

会
鹿

児
島

県
情

勢
の

変
化

等
を

参
酌

し
，

当
該

措
置

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

改
正

（
移

管
又

は
廃

棄
）

（
保

存
期

間
が

満
了

し
た

文
書

の
廃

棄
等

）
（

参
考

）
第

5
1
条

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

公
文

書
第

4
7
条

保
存

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期

間
を

経
過

し
た

保
鹿

児
島

県
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
前

条
第

１
項

又
は

第
３

項
の

規
存

文
書

に
つ

い
て

は
，

文
書

管
理

責
任

者
と

協
議

の
上

，
条

ず
れ

改
正

定
に

よ
る

定
め

に
基

づ
き

，
知

事
に

移
管

し
，

又
は

廃
棄

破
棄

若
し

く
は

保
存

期
間

の
延

長
又

は
県

政
情

報
セ

ン
タ

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ー
若

し
く

は
県

立
図

書
館

へ
の

引
継

ぎ
を

決
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
２

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

公
文

書
フ

ァ
（

参
考

）
イ

ル
等

を
廃

棄
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
あ

ら
か

じ
め

，
鹿

児
島

県
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
３

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
が

あ
※

鹿
児

島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
（

参
考

）
っ

た
と

き
は

，
条

例
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
，

知
第

８
条

第
２

項
実

施
機

関
は

，
前

項
の

規
定

に
よ

り
保

鹿
児

島
県

事
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

存
期

間
が

満
了

し
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
廃

棄
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
あ

ら
か

じ
め

，
知

事
に

報
告

し
な
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け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
４

文
書

管
理

者
は

，
条

例
第

８
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
（

参
考

）
通

知
さ

れ
た

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
委

員
会

の
意

見
が

公
鹿

児
島

県
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

が
歴

史
公

文
書

に
該

当
す

る
旨

の
意

見
で

あ
っ

た
と

き
は

，
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満

了
す

る
日

を
延

長
す

る
場

合
を

除
き

，
移

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
５

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
り

移
（

参
考

）
管

す
る

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
条

例
第

1
3
条

第
鹿

児
島

県
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

利
用

の
制

限
を

行
う

こ
と

が
適

切
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

，
総

括
文

書
管
理
者
に
そ
の
旨
の
意
見
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正

６
文

書
管

理
者

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
廃

棄
す

る
公

２
保

存
文

書
管

理
者

は
，

前
項

の
規

定
に

よ
り

廃
棄

を
決

（
参

考
）

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

う
ち

，
個

人
情

報
が

整
理

さ
れ

た
形

定
し

た
保

存
文

書
の

う
ち

，
個

人
情

報
が

整
理

さ
れ

た
形

鹿
児

島
県

で
記

載
さ

れ
た

も
の

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
個

人
情

で
記

載
さ

れ
た

も
の

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
個

人
情

現
行

第
２

項
報

文
書

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

秘
密

保
持

を
必

要
と

す
報

文
書

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

秘
密

保
持

を
必

要
と

す
及

び
第

３
項

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
▼

焼
却

，
裁

断
，

消
去

等
の

方
法

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
各

所
属

長
の

協
力

を
得

て
裁

断
，

を
ま

と
め

て
に

よ
り

確
実

に
廃

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
消
去
等
の
方
法
に
よ
り
確
実
に
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
６

項
に

改
３

保
存

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

廃
棄

を
正

決
定

し
た

保
存

文
書

（
個

人
情

報
文

書
そ

の
他

の
秘

密
保

持
を

必
要

と
す

る
も

の
を

除
く

。
）

は
，

焼
却

，
裁

断
等

の
方

法
に

よ
り

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
保

存
文

書
管

理
者

に
引

き
継

が
な

い
完

結
公

文
書

で
保

新
規

定
第

5
1

存
期

間
が

満
了

し
た

も
の

に
つ

い
て

は
，

文
書

管
理

責
任

条
第

１
項

に
者

が
廃

棄
若

し
く

は
保

存
期

間
の

延
長

又
は

県
政

情
報

セ
ま

と
め

改
正

ン
タ

ー
若

し
く

は
県

立
図

書
館

へ
の

引
継

ぎ
を

決
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
廃

棄
を

決
定

し
た

完
結

公
文

書
の

う
ち

個
人

情
報

文
書

そ
の

他
の

秘
密

保
持

を
必

要
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
，

焼
却

，
裁

断
，

消
去
等
の
方
法
に
よ
り
確
実
に
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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削
除

５
公

文
書

を
保

存
期

間
が

満
了

す
る

前
に

廃
棄

し
な

け
れ

保
存

期
間

満
ば

な
ら

な
い

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
き

は
，

当
該

保
存

期
了

前
の

廃
棄

間
の

満
了

前
で

あ
っ

て
も

，
廃

棄
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

は
行

わ
な

い
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

，
廃

棄
す

る
公

文
書

の
名

称
，

当
た

め
削

除
該

特
別

の
理

由
及

び
廃

棄
し

た
年

月
日

を
記

載
し

た
記

録
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

改
正

（
保

存
期

間
の

延
長

）
（

公
文

書
の

保
存

期
間

）
（

参
考

）
第

5
2
条

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規

則
第

４
条

第
１

項
に

掲
第

4
1
条

中
略

鹿
児

島
県

げ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，
同

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

５
次

の
各

号
に

掲
げ

る
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

保
存

期
間

条
ず

れ
改

正
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
保
存
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
満

了
す

る
日

以
後

に
お

い
て

も
，

そ
の

区
分

に
応

じ
て

施
行

規
則

に
２

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規

則
第

４
条

第
２

項
に

基
づ

き
，

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

が
満

了
す

る
日

ま
で

の
間

保
存

延
長

の
具

体
保

存
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
期

間
を

延
長

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
を

規
定

す
る

て
，

一
の

区
分

に
該

当
す

る
公

文
書

が
他

の
区

分
に

も
該

こ
と

か
ら

，
当

す
る

と
き

は
，

そ
れ

ぞ
れ

の
期

間
が

経
過

す
る

日
の

い
現

行
規

程
か

ず
れ

か
遅

い
日

ま
で

の
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ら
各

号
を

削
(
1
)

現
に

監
査

，
検

査
等

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
も

の
除

当
該

監
査

，
検

査
等

が
終

了
す

る
ま

で
の

間
(
2
)

現
に

係
属

し
て

い
る

訴
訟

に
お

け
る

手
続

上
の

行
為

を
す

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

も
の

当
該

訴
訟

が
終

結
す

る
ま

で
の

間
(
3
)

現
に

係
属

し
て

い
る

不
服

申
立

て
に

お
け

る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
当

該
不

服
申

立
て

に
対

す
る

裁
決

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

(
4
)

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

に
基

づ
く

開
示

請
求

が
あ

っ
た

も
の

当
該

開
示

請
求

に
係

る
開

示
又

は
不

開
示

の
決

定
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間
(
5
)

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
開

示
請

求
，

訂
正

請
求

ま
た

は
利

用
停

止
請

求
が

あ
っ

た
も

の
当

該
開

示
請

求
に

係
る

開
示

若
し

く
は

不
開

示
，

当
該

訂
正

請
求

に
係

る
訂

正
若

し
く

は
不

訂
正

又
は

当
該

利
用

訂
正

請
求

に
係

る
利

用
訂

正
若

し
く

は
利

用
不

停
止

の
決

定
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間
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削
除

６
公

文
書

が
保

存
期

間
内

に
，

使
用

又
は

保
存

に
耐

え
な

（
参

考
）

く
な

っ
た

場
合

等
に

は
，

当
該

公
文

書
に

代
え

て
，

内
容

鹿
児

島
県

を
同

じ
く

す
る

同
一

又
は

他
の

種
別

の
公

文
書

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る

。

新
３

文
書

管
理

者
は

，
前

２
項

の
保

存
期

間
の

延
長

に
つ

い
（

参
考

）
て

，
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
鹿

児
島

県

新
４

前
項

の
報

告
は

，
前

条
第

２
項

の
報

告
と

併
せ

て
行

う
（

参
考

）
も

の
と

す
る

。
鹿

児
島

県

改
正

（
県

政
情

報
セ

ン
タ

ー
で

の
資

料
保

管
）

（
県

政
情

報
セ

ン
タ

ー
で

の
資

料
保

管
）

（
参

考
）

第
5
3
条

以
下

省
略

第
4
8
条

公
開

で
き

る
刊

行
物

等
の

行
政

資
料

は
，

県
政

情
鹿

児
島

県
報

セ
ン

タ
ー

で
集

中
保

管
す

る
。

条
ず

れ
改

正

改
正

２
文

書
管

理
者

は
，

職
務

上
作

成
し

た
刊

行
物

等
の

行
政

２
各

文
書

管
理

責
任

者
は

，
職

務
上

作
成

し
た

刊
行

物
等

運
用

に
合

わ
資

料
で

公
開

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
作

成
し

た
都

度
，

の
行

政
資

料
で

公
開

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
作

成
し

せ
る

た
め

改
1
1
部

を
県

政
情

報
セ

ン
タ

ー
へ

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

た
都

度
，

総
括

文
書

管
理

責
任

者
が

別
に

定
め

る
部

数
を

正
い

。
た

だ
し

，
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
し

て
当

該
行

政
県

政
情

報
セ

ン
タ

ー
へ

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

資
料

を
公

開
す

る
と

き
は

，
６

部
送

付
す

れ
ば

足
り

る
。

改
正

３
文

書
管

理
者

は
，

県
教

育
委

員
会

以
外

の
も

の
が

作
成

３
各

文
書

管
理

責
任

者
は

，
県

教
育

委
員

会
以

外
の

も
の

（
参

考
）

し
た

刊
行

物
等

の
行

政
資

料
で

公
開

で
き

る
も

の
を

入
手

が
作

成
し

た
刊

行
物

等
の

行
政

資
料

で
公

開
で

き
る

も
の

鹿
児

島
県

し
た

と
き

は
，

職
務

上
常

用
す

る
の

も
の

を
除

き
，

県
政

を
入

手
し

た
と

き
は

，
職

務
上

常
用

す
る

の
も

の
を

除
き

，
情

報
セ

ン
タ

ー
へ

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

へ
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
県

立
学

校
に

お
け

る
前

３
項

の
事

務
に

つ
い

て
は

，
教

育
長

が
別

に
定

め
る

。

新
第

９
章

管
理

状
況

の
報

告
及

び
研

修
等

【
管

理
状

況
の

報
告

に
関

す
る

事
項

】

新
（

点
検

）
（

参
考

）
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第
5
4
条

文
書

管
理

者
は

，
そ

の
管

理
す

る
公

文
書

の
管

理
鹿

児
島

県
状

況
に

つ
い

て
，

少
な

く
と

も
年

１
回

点
検

を
行

い
，

そ
の
結
果
を
総
括
文
書
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
総

括
文

書
管

理
者

は
，

前
項

の
点

検
の

結
果

等
を

踏
ま

え
，

公
文

書
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。

新
（

紛
失

へ
の

対
応

）
（

参
考

）
第

5
5
条

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

の
紛

失
又

は
誤

廃
棄

が
鹿

児
島

県
明

ら
か

と
な

っ
た

場
合

は
，

直
ち

に
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
，

被
害

の
拡

大
防

止
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
総

括
文

書
管

理
者

は
，
前

項
の

報
告

を
受

け
た

と
き

は
，

直
ち

に
文

書
管

理
者

と
と

も
に

，
被

害
の

拡
大

防
止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

新
（

管
理

状
況

の
報

告
等

）
（

参
考

）
第

5
6
条

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
，

鹿
児

島
県

毎
年
度
，
総
括
文
書
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
（

研
修

）
（

参
考

）
第

5
7
条

総
括

文
書

管
理

者
は

，
職

員
に

対
し

，
公

文
書

等
鹿

児
島

県
の

管
理

を
適

正
か

つ
効

果
的

に
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

，
及

び
向

上
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と

す
る

。
２

文
書

管
理

者
は

，
総

括
文

書
管

理
者

そ
の

他
の

機
関

が
実

施
す

る
研

修
に

職
員

を
積

極
的

に
参

加
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

改
正

第
1
0
章

補
則

第
７

章
公

文
書

の
管

理
の

特
例

改
正

（
文

書
の

取
扱

い
の

特
例

）
第

4
9
条

こ
の

訓
令

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

公
文

書
の

分
（

参
考

）
第

5
8
条

以
下

省
略

類
，

作
成

，
保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

公
文

書
の

管
理

に
関

鹿
児

島
県

す
る

事
項

に
つ

い
て

法
令

又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

に
特

条
ず

れ
改

正
別

の
定

め
が

設
け

ら
れ

て
い

る
場

合
は

，
当

該
事

項
に

つ
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い
て

は
，

当
該

法
令

又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

２
県

立
学

校
に

お
け

る
個

人
情

報
が

記
載

さ
れ

た
公

文
書

の
管

理
に

つ
い

て
は

，
こ

の
訓

令
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

新
（

委
任

）
（

参
考

）
第

5
9
条

こ
の

訓
令

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

公
文

書
の

管
鹿

児
島

県
理

に
関

し
必

要
な

事
項

は
，
総

括
文

書
管

理
者

が
定

め
る

。

附
則

附
則

（
施

行
期

日
）

１
こ

の
訓

令
は

，
平

成
2
4
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
（

経
過

措
置

）
２

改
正

前
の

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
文

書
規

程
（

以
下
「

改
正

前
の

文
書

規
程

」
と

い
う

。
）

第
1
2
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
告

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

告
示

例
文

及
び

公
告

例
文

は
，

改
正

後
の

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
文

書
規

程
第

1
2
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
告

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す

。
３

改
正

前
の

文
書

規
程

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
様

式
は

，
当

分
の

間
，

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
電

子
署

名
規

程
の

改
正

）
４

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
電

子
署

名
規

程
（

平
成

1
4
年

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
訓

令
第

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
〔

次
の

よ
う

〕
略

附
則
（
平
成
26
年
３
月
25
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）

こ
の

訓
令

は
，

平
成

2
6
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
平
成
27
年
３
月
31
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）

１
こ

の
訓

令
は

，
平

成
2
7
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
２

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
6
年

法
律

第
7
6
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
の

場
合

に
お

い
て

は
，

第
１

条
の

規
定

に
よ
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る
改

正
後

の
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

公
印

規
程

第
２

条
及

び
別

表
の

規
定

，
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
電

子
署

名
規

程
第

４
条

及
び

別
表

の
規

定
並

び
に

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

文
書

規
程

第
1
4
条

，
第

1
7
条

，
第

1
8
条

及
び

別
表

第
１

の
規

定
は

適
用

せ
ず

，
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
公

印
規

程
第

２
条

及
び

別
表

の
規

定
，

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

電
子

署
名

規
程

第
４

条
及

び
別

表
の

規
定

並
び

に
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
文

書
規

程
第

1
4
条

，
第

1
7
条

，
第

1
8
条

及
び

別
表

第
１

の
規

定
は

，
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
。

附
則
（
平
成
28
年
３
月
29
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
４
号
）

１
こ

の
訓

令
は

，
平

成
2
8
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
２

こ
の

訓
令

に
よ

る
改

正
後

の
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

文
書

規
程

第
4
1
条

第
５

項
第

３
号

の
規

定
は

，
こ

の
訓

令
の

施
行

の
日

以
後

の
行

政
庁

の
処

分
そ

の
他

の
行

為
又

は
不

作
為

に
つ

い
て

の
不

服
申

立
て

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
適

用
し

，
同

日
前

の
行

政
庁

の
処

分
そ

の
他

の
行

為
又

は
不

作
為

に
つ

い
て

の
不

服
申

立
て

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
附

則
（
平
成
29
年
３
月
31
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
２
号
）

こ
の

訓
令

は
，

平
成

2
9
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
平
成
30
年
３
月
30
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）

こ
の

訓
令

は
，

平
成

3
0
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
令
和
元
年
５
月
21
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）

こ
の

訓
令

は
，

令
和

元
年

７
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
令
和
２
年
３
月
31
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）

こ
の

訓
令

は
，

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
令
和
３
年
３
月
30
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）

こ
の

訓
令

は
，

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
令
和
４
年
４
月
１
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
２
号
）

こ
の

訓
令

は
，

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
附

則
（
令
和
５
年
３
月
17
日
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）

こ
の

訓
令

は
，

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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追
加

附
則
（
令
和
６
年
３
月

日
教
育
委
員
会
訓
令
第

号
）

（
参

考
）

（
施

行
規

則
）

鹿
児

島
県

１
こ

の
訓

令
は

，
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

（
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

文
書

程
の

廃
止

）
２

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
文

書
規

程
（

平
成

2
4
年

教
育

委
員

会
訓

令
第

２
号

）
は

，
廃

止
す

る
。

（
経

過
措

置
）

３
こ

の
訓

令
の

規
定

は
，

こ
の

訓
令

の
施

行
の

日
（

以
下

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後

に
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
文

書
に

つ
い

て
適

用
す

る
も

の
と

し
，

施
行

日
前

に
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
文

書
（

以
下
「

施
行

日
前

公
文

書
」

と
い

う
。

）
の

管
理

に
つ

い
て

は
，

条
例

第
１

条
の

規
定

を
踏

ま
え

，
こ

の
訓

令
の

規
定

の
準

じ
て

管
理

す
る

も
の

と
す

る
。

４
施

行
日

に
お

い
て

，
各

所
属

が
保

有
す

る
永

久
又

は
3
0

年
を

超
え

る
保

存
期

間
が

定
め

ら
れ

て
い

る
施

行
日

前
公

文
書

は
，

保
存

期
間

が
3
0
年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

も
の

と
み

な
す

。
５

前
項

の
規

定
に

よ
り

保
存

期
間

が
3
0
年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

と
み

な
さ

れ
る

施
行

日
前

公
文

書
で

あ
っ

て
，

施
行

日
の

前
日

ま
で

に
保

存
期

間
が

満
了

し
て

い
る

と
み

な
さ

れ
る

施
行

日
前

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
文

書
管

理
者

が
第

5
1
条

の
規

定
に

よ
り

移
管

又
は

廃
棄

す
る

ま
で

は
，

保
存

期
間

が
延

長
さ

れ
て

い
る

も
の

と
み

な
す

。
た

だ
し

，
文

書
管

理
者

が
別

の
延

長
す

る
期

間
を

定
め

た
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

（
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

電
子

署
名

規
程

の
一

部
改

正
）

６
鹿

児
島

県
教

育
委

員
会

電
子

署
名

規
程

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

第
７

条
第

１
項

中
「

文
書

規
程

第
５

条
」

を
「

鹿
児

島
県

教
育

委
員

会
公

文
書

管
理

規
程

第
６

条
」

に
改

め
る

。

改
正

別
表

第
１

（
第

1
6
条

関
係

）
略

別
表

第
１

（
第

1
4
条

関
係

）
略

条
ず

れ
改

正
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別
表

第
２

（
第

4
1
条

関
係

）
別

表
第

２
（

第
4
1
条

関
係

）
（

略
）

※
別

途
検

討
（

略
）

※
別

途
検

討

改
正

別
記

第
１

号
様

式
（

第
８

条
関

係
）

別
記

第
２

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
２

号
様

式
（

第
８

条
関

係
）

別
記

第
３

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
３

号
様

式
（

第
９

条
関

係
）

別
記

第
４

号
様

式
（

第
７

条
関

係
）

条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
４

号
様

式
（

第
1
4
条

関
係

）
別

記
第

６
号

様
式

（
第

1
2
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
５

号
様

式
（

第
2
7
条

関
係

）
別

記
第

７
号

様
式

（
第

2
5
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
６

号
様

式
（

第
2
8
条

関
係

）
別

記
第

８
号

様
式

（
第

2
6
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
７

号
様

式
（

第
2
8
条

関
係

）
別

記
第

９
号

様
式

（
第

2
6
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
８

号
様

式
（

第
2
8
条

関
係

）
別

記
第

1
0
号

様
式

（
第

2
6
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
９

号
様

式
（

第
3
1
条

関
係

）
別

記
第

1
1
号

様
式

（
第

2
9
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
９

号
様

式
の

２
（

第
3
1
条

関
係

）
別

記
第

1
1
号

様
式

の
２

（
第

2
9
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
0
号

様
式

（
第

3
7
条

関
係

）
別

記
第

1
5
号

様
式

（
第

3
7
条

関
係

）
号

ず
れ

改
正

改
正

別
記

第
1
1
号

様
式

（
第

3
7
条

関
係

）
別

記
第

1
6
号

様
式

（
第

3
7
条

関
係

）
号

ず
れ

改
正

改
正

別
記

第
1
2
号

様
式

（
第

4
1
条

関
係

）
別

記
第

1
3
号

様
式

（
第

3
6
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
3
号

様
式

（
第

4
1
条

関
係

）
別

記
第

1
4
号

様
式

（
第

3
6
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
4
号

様
式

（
第

4
3
条

関
係

）
別

記
第

1
7
号

様
式

（
第

4
2
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
5
号

様
式

（
第

4
3
条

関
係

）
別

記
第

1
9
号

様
式

（
第

4
2
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正
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改
正

別
記

第
1
6
号

様
式

（
第

4
3
条

関
係

）
別

記
第

1
8
号

様
式

（
第

4
2
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
5
号

様
式

の
２

（
第

4
3
条

関
係

）
別

記
第

1
9
号

様
式

の
２

（
第

4
2
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
7
号

様
式

（
第

4
3
条

関
係

）
別

記
第

2
0
号

様
式

（
第

4
2
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
8
号

様
式

（
第

4
5
条

関
係

）
別

記
第

2
1
号

様
式

（
第

4
4
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
1
9
号

様
式

（
第

4
5
条

関
係

）
別

記
第

2
2
号

様
式

（
第

4
4
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
2
0
号

様
式

（
第

4
6
条

関
係

）
別

記
第

2
3
号

様
式

（
第

4
5
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正

改
正

別
記

第
2
1
号

様
式

（
第

4
7
条

関
係

）
別

記
第

2
4
号

様
式

（
第

4
6
条

関
係

）
条
号
ず
れ
改
正
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

改
正
：
現
行

規
程
を
改
正

す
る
形
で
規

定
し
た
条
項
 

 新
：
今
回
の

規
程
整
備
に

あ
た
り
新
た

に
規
定
し
た

条
項
 

 
 

公
文
書
管
理
条
例

第
10
条
に
定
め
る

規
程
に
必
要
な
規

定
事
項
：
 

作
成
，
整
理
，
 保

存
，
公
文
書
フ
ァ
イ

ル
管
理
簿
，
移
管
又

は
廃
棄
，
管
理
状
況

の
報
告
に
関
す
る

事
項
 

 
 

 
 

改
正
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
，
鹿

児
島

県
公

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る
条

例
（

令

和
５

年
鹿

児
島

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「
条

例
」
と

い
う

。
）
第

1
0
条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
，

公
文

書
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
，
文

書
の

収
受

，
文

書
の

管
理

等
に

関
し

必
要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
，

鹿
児

島
県

公
安
委

員
会

（
以

下
「

公
安

委
員
会

」

と
い
う

。
）

に
お

け
る

文
書

事
務

の
適

正
か

つ
迅

速
な

処
理

を
確

保
す

る
と

と
も

に
，
鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例
（

平
成

1
2
年

鹿
児

島
県

条
例

第
1
13
号

。

以
下
「

情
報
公

開
条

例
」
と

い
う

。
）
の
適

正
か

つ
円

滑
な

運
用

に
資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
 

 

改
正
 

（
用

語
）

 

第
２

条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

は
，

条
例

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る
用

語
の

意
義

は
，
当

該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
(
1
)
 
文

書
等

 
文

書
，
図
画

及
び

電
磁
的

記
録
（
電

子
的

方
式

，
磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で

作
ら
れ

た
記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）

を
い
う

。
 

 
(
2
)
 

公
文

書
 

情
報

公
開

条
例

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
公

文
書

を
い

う
。
 

 
(
3
)
 
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
 
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
組

織
内

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
相

互
に

接
続

し
た

情
報

通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

い
う

。
）

の
電

子
文

書
交

換
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

電
子

署
名
（
電

子
署

名
及

び
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
2年

法
律

第
1
0
2

号
）
第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
電

子
署
名

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
が
付

さ
れ
交

換
さ
れ

る
電

磁
的

記
録

を
い
う

。
 

 

改
正
 

（
公

安
委

員
会

の
保

有
す

る
公

文
書
）

 
（

公
安
委

員
会

の
保

有
す

る
公

文
書

）
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

第
３

条
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
（

以
下
「

公
安

委
員

会
」
と

い
う
。
）
が

保
有

す
る

公
文

書
は

，
次

に
掲

げ
る
と

お
り

と
す

る
。
 

(
1
)
 
鹿

児
島

県
公

安
委

員
会

運
営
規

則
（
昭

和
3
6
年
鹿

児
島

県
公
安

委
 

 
 

員
会

規
則

第
2
3
号

）
第

1
4
条

に
規

定
す

る
会

議
録
（

公
安

委
員

会
の
会
 

 
 

議
に

提
出

さ
れ

た
公

文
書

で
あ
っ

て
，

公
安

委
員

会
が

会
議

録
と
併

 

せ
て

保
有

す
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

た
も
の

を
含

む
。
）

 

(
2
)
 
警

察
法
（
昭

和
2
9
年
法

律
第
1
6
2
号
。
以

下
「
法

」
と

い
う

。）
第

4
3

条
の

２
に

規
定

す
る

事
務

に
関

す
る

公
文
書

 

(
3
)
 
法

第
7
9
条
に

規
定

す
る

苦
情
の

申
出
等

の
事

務
に

関
す

る
も
の

 

(
4
)
 
条

例
第

７
条

に
規

定
す

る
公
文

書
フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
 

(
5
)
 

そ
の

他
公

安
委

員
会

が
自

ら
保

有
す

る
こ

と
が

必
要

と
認

め
た

も

の
 

第
３

条
 

公
安

委
員

会
が

保
有

す
る

公
文

書
は

，
次

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す

る
。
 

 
(
1
)
 
鹿

児
島

県
公

安
委

員
会

運
営

規
則
（

昭
和

3
6年

鹿
児

島
県

公
安
委

員
会

規
則
第

2
3
号
）
第
1
4
条

に
規
定

す
る

会
議
録
（
公

安
委
員

会
の

会
議

に
提

出
さ
れ

た
公
文

書
で

あ
っ

て
，
公

安
委

員
会

が
会

議
録
と

併
せ

て
保

有
す

る
こ
と

が
必
要

と
認

め
た

も
の

を
含
む

。
）
 

(
2
)
 
警

察
法

（
昭

和
2
9
年
法

律
第

1
62
号

。
以
下

「
法
」

と
い

う
。
）

第
43
 

 
 

条
の

２
に

規
定

す
る

事
務

に
関

す
る
公

文
書
 

 
(
3
)
 
公

安
委

員
会

又
は

公
安

委
員

会
の
委

員
長

若
し

く
は

委
員

あ
て
の

苦
 

情
，
要

望
，
相

談
等

を
記

載
し

て
あ
る

も
の

（
以

下
「
苦

情
等

公
文

書
」
 

と
い
う

。
）
及

び
そ

の
処

理
に
関

す
る

公
文
書

 

 
(
4
)
 
そ

の
他

公
安

委
員

会
が

自
ら

保
有
す

る
こ

と
が

必
要

と
認

め
た
公

文
 
 

 
 

書
 

改
正
 

（
総

括
文

書
管

理
者

）
 

第
４

条
 

公
安

委
員

会
に

総
括

文
書
管

理
者

を
置

き
，

警
務

部
長

を
も
っ

 

て
こ

れ
に

充
て

る
。

 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
次

に
掲
げ

る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

(
1
)
 
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
の
調

製
 

(
2
)
 
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
研
修

の
実
施

 

(
3
)
 
組

織
の

新
設

又
は

改
廃

に
伴
う

必
要
な

措
置
 

(
4
)
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ
か

，
公
文

書
の

管
理

に
関

す
る
事

務
 

 

 
 

の
総

括
 

（
総

括
文

書
管

理
者

）
 

第
５

条
 

公
安

委
員

会
に

，
総

括
文

書
管
理

者
１

人
を

置
き

,
公

安
委
員

会
 

補
佐

室
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
次

に
掲

げ
る
事

務
を

行
う

。
 

 
(
1
)
 
文

書
事

務
の

管
理

に
関

す
る

規
程
類

の
整

備
 

 
(
2
)
 
文

書
管

理
表

及
び

電
磁

的
記

録
管
理

表
の

整
備
 

 
(
3
)
 

公
文

書
の

保
存

期
間

の
延

長
又

は
廃

棄
そ

の
他

文
書

の
適

正
な

管
理

の
実
施

 

 

改
正
 

（
文

書
管

理
者

）
 

第
５

条
 

公
安

委
員

会
に

所
掌

事
務

に
関

す
る

文
書

管
理

の
実

施
責

任
者

と
し

て
文

書
管

理
者

を
置

き
，

公
安

委
員

会
補

佐
室

長
を

も
っ

て
こ

れ

に
充

て
る

。
 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
そ

の
管

理
す
る

公
文
書

に
つ

い
て

，
次
に

掲
げ

る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

(
1
)
 
保

存
 

(
2
)
 
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き
の

措
置
の

設
定
 

(
3
)
 
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ
の

記
載
 

(
4
)
 
移

管
又

は
廃

棄
等
 

(
5
)
 
管

理
状

況
の

点
検

等
 

（
文

書
管

理
担

当
者

）
 

第
６

条
 

公
安

委
員

会
に

，
文

書
管
理

担
当

者
を

置
き
，
総

括
文

書
管
理

者
が

指
名

す
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

２
 

文
書

管
理

担
当

者
は

，
総

括
文

書
管
理

者
を

補
佐

す
る

も
の

と
す
る

。
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

(
6
)
 
公

文
書

の
作

成
，

分
類

基
準
表

の
作
成

等
に

よ
る

公
文

書
の
整

理
 

そ
の

他
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
職

員
の
指

導
等
 

新
 

（
文

書
主

任
）
 

第
６

条
 

公
安

委
員

会
に

文
書

主
任

を
置

き
，

文
書

管
理

者
が

指
名

す
る

者
を

も
っ

て
こ

れ
を

充
て

る
。

 

２
 

文
書

主
任

は
，
前

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

事
務

を
補

佐
す
る

ほ
か

，

文
書

の
受

付
及

び
発

送
等

に
係

る
事
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

改
正
 

（
受

付
及

び
配

布
）

 

第
７

条
 

文
書

の
配

布
を

受
け

た
文

書
主

任
は

，
文

書
の

余
白

に
文

書
受

付
印
（
別

記
第

１
号

様
式

）
を
押

し
，
文

書
管

理
者

が
必

要
と

認
め
た

文

書
に

つ
い

て
は

，
文

書
受

領
簿
（

別
記

第
２

号
様

式
）
に
記

載
す

る
も

の

と
す

る
。
た

だ
し
，
当

該
文
書
に

つ
い

て
文
書

管
理

者
が

受
付

手
続
の

必

要
が

な
い

と
認

め
た

と
き

は
，

受
付

の
手

続
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き

る
。
 

（
受

付
及

び
処

理
）

 

第
1
0
条
 

文
書

の
配

布
を

受
け

た
文

書
管
理

担
当

者
は
，
次

に
定

め
る

手
続

に

よ
り
，
当
該

文
書

を
受

け
付
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た
だ

し
，
当

該
文
書

に
つ

い
て

総
括

文
書

管
理

者
が

受
付

手
続

の
必

要
が

な
い

と
認

め
た

と
き

は
，

受
付

の
手

続
を

省
略

す
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

(
1
)
 
文

書
の

余
白

に
公

安
委

員
会

備
付

け
の

文
書

受
付

印
（

別
記
第

３
号

様

式
）
を

押
す
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 
受

け
付

け
た

文
書

の
う

ち
，
次

に
該
当

す
る

も
の

は
，
件

名
等

を
文

書

受
付
簿

（
別
記

第
４

号
様

式
）

に
記
載

す
る

も
の

と
す
る

。
 

 
 
 
ア
 

一
般

文
書

の
う

ち
重

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

 
 
 
イ
 

訴
訟

又
は

不
服

申
立

て
に

関
す

る
も

の
 

 
 
 
ウ
 

許
可

，
認

可
又

は
権

利
義

務
に

関
す

る
も

の
 

 
 
 
エ
 

現
金

，
金

券
又

は
有

価
証

券
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 
 
オ
 

そ
の

他
重

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

２
 

前
項

第
２

号
の

規
定

に
該

当
す

る
文
書

は
，
総

括
文

書
管

理
者
が

速
や

か

に
公

安
委

員
会

に
報

告
し

た
後

，
主

管
課

及
び

当
該

警
察

署
に

配
布
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

改
正
 

（
公

文
の

種
類

及
び

例
）
 

第
８

条
 

公
文

の
種

類
は

，
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
法

規
文
 

 
 

ア
 

条
例

 
地

方
自

治
法
（

昭
和

2
2年

法
律

第
67
号

）
第

1
4
条
の

規
定

に
よ

り
制

定
す

る
も

の
 

イ
 

規
則

 
警

察
法
（

昭
和
29
年

法
律

第
16
2
号

）
第

3
8
条
第

５
項

の

規
定

に
よ

り
制

定
す

る
も

の
 

 
(
2
)
 
公

示
文
 

 
 

ア
 

告
示

 
行

政
行

為
又

は
行

政
行

為
の

効
果

若
し

く
は

事
実

を
公

（
公

文
の

種
類

及
び

例
）
 

第
７

条
 

公
文

の
種

類
は

，
法

規
文

書
，
公

示
文

書
，
令
達

文
書

及
び
一

般
文

書
と

す
る

。
 

２
 

法
規

文
書

と
は

，
法

第
3
8
条

第
５

項
の

規
定

に
よ
り

制
定

す
る

公
安
委

員

会
規

則
を

い
う

。
 

３
 

公
示

文
書

と
は

，
次

に
掲

げ
る

も
の
を

い
う

。
 

 
(
1
)
 

告
示

 
公

安
委

員
会

が
法

令
の

規
定

又
は

職
務

上
の

権
限

に
基

づ
き

処
分

又
は

決
定

し
た

事
項

を
一

般
に

公
示
す

る
も

の
 

 
(
2
)
 
公

告
 

公
安

委
員

会
が

一
定

の
事
項

を
一

般
に

公
示

す
る

も
の
（

告
示
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

示
し

す
る

も
の

と
し

て
，

公
安

委
員

会
が

法
令

の
規

定
又

は
職

務
上

の
権

限
に

基
づ

き
処

分
又

は
決

定
し

た
事

項
を

一
般

に
公

示
す

る
も

の
 

イ
 

公
告

 
公

安
委

員
会

が
一

定
の

事
実
を

一
般

に
公

示
す

る
も
の

 

 
(
3
)
 
令

達
文
 

ア
 

規
程

 
公

安
委

員
会

の
権

限
の

行
使

そ
の

他
職

務
に

関
し

発
す

る
命

令
 

イ
 

指
令

 
住

民
に

対
し

て
発

す
る

下
命
，
禁

止
，
許

可
，
免

除
，
特

許
，
認

可
等

で
あ
り

，
公

安
委

員
会
が

，
個
人

，
法
人

又
は

団
体

の
申

請
，
願
出

等
に
対

し
て
，
許

可
，
認

可
，
承

認
等

を
す

る
も

の
 

ウ
 

達
 

公
安

委
員

会
が

，
個

人
，
法

人
又

は
団

体
に

対
し

て
発
す

る

も
の
 

(
4
)
 
一

般
文

書
と

は
，
通

報
，

通
知

，
連

絡
，

照
会

，
回

答
等

を
い

う
。 

２
 

公
文

例
は

，
別

表
第

１
の

と
お
り

と
す

る
。

 

を
除

く
。
）

 

４
 

令
達

文
書

と
は

，
次

に
掲

げ
る

も
の
を

い
う

。
 

 
(
1
)
 
規

程
 

公
安

委
員

会
の

権
限

の
行
使

そ
の

他
職

務
に

関
し

発
す
る

命
 

 
 

 

 
 

 
 

 
令
 

 
(
2
)
 
指

令
 

公
安

委
員

会
が

，
個

人
，
法

人
又

は
団

体
の

申
請

，
願
出

等
に

対
し

て
，

許
可

，
認

可
，

承
認

等
を

す
る
も

の
 

 
(
3
)
 
達

 
公

安
委

員
会

が
，

個
人

，
法
人

又
は

団
体

に
対

し
て

発
す
る

も
 

 
 

 
 

の
 

５
 

一
般

文
書

と
は

，
通

報
，

通
知

，
連
絡

，
照

会
，

回
答

等
を

い
う
。

 

６
 

公
文

例
は

，
別

表
の

と
お

り
と

す
る
。

 

新
 

（
公

文
書

の
発

信
者

名
）
 

第
９

条
 

公
文

書
の

発
信

者
名

は
，

原
則

と
し

て
公

安
委

員
会

名
を

用
い

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

改
正
 

（
令

達
等

の
原

簿
）

 

第
1
0
条
 

法
規

文
書

案
，
公
示

文
書
案
（

公
告
を

除
く

。
），

規
程

案
及

び
公

安
委

員
会

が
規

定
す

る
公

文
書

は
，

当
該

公
文

書
に

係
る

事
務

を
主

管

す
る

鹿
児

島
県

警
察

本
部

の
課
（

所
及
び

隊
を

含
む

。
以

下
「

主
管
課

」

と
い

う
。
）
に

お
い

て
立

案
し
，
公

安
委

員
会

の
決

裁
を

受
け
な

ら
な

い
。 

２
 
前

項
の

公
文

書
に

は
，

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
名

を
冠

し
，

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

公
安

委
員

会
補

佐
室

が
管

理
す

る
令

達
等

文
書

番
号

を
付

け
る

。
た

だ
し
，
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ
り

番
号

を

付
け

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

，
公

安
委

員
会

補
佐
室
に

備
付

け

の
令

達
等

文
書

番
号

簿
（

別
記

第
３

号
様

式
）

に
よ

り
，
そ

の
種

類

ご
と

に
，

番
号

を
付

け
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

当
該
番

号
は

，

公
文

書
の
種

類
ご

と
に

，
暦
年

に
よ

る
一

連
番
号

と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

公
文

書
以

外
の

公
文
書

（
公

告
を

除
く

。）
に

つ
い
て

は
，

主
管

課
に

備
付

け
の

文
書

番
号

簿
（
別

記
第

４
号

様
式

）
に

よ
り

，
番

号

を
付

け
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
当

該
番

号
は

，
公

文
書

の
種

類
ご

と

（
令

達
等

の
原

簿
）

 

第
８

条
 

法
規

文
書

案
，
公

示
文

書
案

，
規
程

案
及

び
公
安

委
員

会
が
規

定
す

る
公

文
書

は
，
当

該
公

文
書

に
係

る
事
務

を
主

管
す

る
鹿

児
島

県
警
察

本
部

の
課

（
所

及
び

隊
を

含
む

。
以

下
「

主
管

課
」
と

い
う

。
）

に
お

い
て

立
案

し
，
公

安
委

員
会

の
決

裁
を

受
け

た
後

，
公
安

委
員

会
に
備

付
け

の
令
達

等

文
書

番
号

簿
（

別
記

第
１

号
様

式
）
に

登
載

し
て
お

か
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

２
 

前
項

の
公

文
書

に
付

す
る

文
書

番
号
は

，
公
文

書
の

種
類

ご
と

に
，
年

間

を
通

じ
て

一
連

番
号

と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

公
文

書
以

外
の

公
文

書
に
つ

い
て

は
，
主

管
課

に
備
付

け
の

文

書
番

号
簿
（

別
記

第
２

号
様
式

）
に

登
載

の
上

，
文

書
番

号
を

記
入

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い
。
こ
の

場
合
に

お
い

て
，
当
該

文
書

番
号
は

，
公

文
書

の
種

類
ご

と
に

，
年

間
を

通
じ

て
一

連
番

号
と
す

る
。
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

に
，

暦
年

に
よ

る
一

連
番

号
と

す
る
。

 

改
正
 

（
公

印
の

押
印

）
 

第
1
1
条
 

鹿
児

島
県

警
察

以
外

の
機
関

へ
発

送
す

る
文

書
（

以
下
「
発

送
文

書
」
と

い
う

。
）
に

は
，
鹿
児
島

県
公

安
委
員

会
公

印
規

程
（

平
成

1
3
年

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
規

程
第

３
号

）
に

定
め

る
公

印
を

押
印

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
次
に

掲
げ

る
文
書

に
つ

い
て

は
，
公

印
の

押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
 
国

又
は

他
の

地
方

公
共

団
体
に

発
す
る

文
書

で
当

該
国

又
は
他

の
 

地
方

公
共

団
体

が
公

印
を

押
印

し
な

い
で
発

す
る

こ
と

を
認

め
た
も

 

の
 

(
2
)
 
県

の
機

関
相

互
間

の
文

書
 

 
(
3
)
 
権

利
の

得
喪

又
は

変
更

に
関
係

の
な

い
文

書
 

（
公

印
の

押
印

）
 

第
９

条
 

発
送

す
る

文
書

に
は

，
鹿

児
島

県
公

安
委

員
会

公
印

規
程
（

平
成

1
3

年
鹿

児
島

県
公

安
委

員
会

規
程

第
３

号
）
に

定
め
る

公
印

を
押

印
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

，
権

利
の

得
喪
又

は
変

更
に

関
係

の
な

い
文
書

に
つ

い
て

は
，

公
印

の
押

印
を

省
略

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 

改
正
 

（
分

類
，

保
存

期
間

等
）
 

第
1
2
条
 

分
類

，
保

存
期

間
等

の
設
定

に
つ
い

て
は

，
別

表
第
２

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

基
づ

き
行

う
も

の
と

す
る
。

 

（
公

文
書

の
保

存
期

間
等

）
 

第
16
条

 
公

文
書

を
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
と

き
は

，
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ
る

文
書
の

種
別

に
応

じ
，
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄
に

掲
げ

る
期

間
が

満
了
す

る
日
ま

で
の

間
，
適
切

に
保

存
す
る

も
の

と
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い
て

，
保
存

の
必

要
が

あ
る

と
き
は

，
当

該
公

文
書
に

代
え

て
，
内

容

を
同

じ
く

す
る

同
一

又
は

他
の

種
別

の
文

書
を

作
成

す
る

こ
と

が
で

き

る
。
 

第
３

条
第

１
項

に
規

定
す

る
公

文

書
 

1
0
年
 

同
条
第

２
号
に

規
定

す
る

公
文

書
 

５
年
 

同
条
第

３
号
に

規
定

す
る

公
文

書
 

当
該

苦
情

，
要
望

等
の
処

理
後

３
年
 

同
条
第

４
号
に

規
定

す
る

公
文

書
 

鹿
児

島
県

情
報
公

開
条

例
施

行
規

則

（
平

成
1
3
年

鹿
児

島
県

規
則

第
７

号
）

別
表

第
２
の

区
分

に
応

じ
，

公

安
委

員
会

が
決
め

る
期
間

 

２
 

公
文

書
の

保
存

期
間

は
，
当

該
公

文
書

を
作

成
し
，
又

は
取

得
し
た

日
の

属
す

る
年

の
翌

年
（

会
計

年
度

に
よ
る

も
の

は
公

文
書
を

作
成

し
，
又
は

取

得
し

た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

）
の

初
日

か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す

る
。
た
だ

し
，
保
存

期
間

が
１

年
未

満
の
公

文
書

は
，
当
該

公
文

書
を
作

成

又
は

取
得

し
た

日
か

ら
起

算
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 

改
正
 

（
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

保
存

）
 

（
公

文
書

の
保

管
）
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

第
1
3
条
 

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

は
，
文

書
管

理
者

の
責

任
に

お
い

て
，
施

錠

設
備

の
あ

る
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
に

収
納

し
て

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た
だ

し
，
文
書

管
理

者
が
他

の
場

所
に
お

い
て

保
管

す
る

こ
と
が

適

当
で

あ
る

と
認

め
る

も
の

に
つ

い
て
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

第
1
3
条
 

公
文

書
の

保
管

は
，
次

に
定

め
る

要
領

に
よ

り
行

わ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
公

文
書

は
，
前
条

の
規

定
に
よ

り
作

成
し

た
管
理

表
に

従
っ

て
，
文

書

フ
ァ
イ

ル
と
し

て
ま

と
め

，
指

定
フ

ァ
イ
ル
（
別

記
第
６

号
様

式
に

よ
る

表
示
を

し
た
フ

ァ
イ

ル
で

総
括

文
書
管

理
者

が
指

定
す
る

も
の

を
い

う
。

以
下
同

じ
。）

に
と

じ
込

み
，
及

び
保

管
す
る

。
 

 
(
2
)
 
文

書
フ

ァ
イ

ル
は

，
必

要
が

あ
る
場

合
は

，
分

割
し

，
又

は
統
合

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
(
3
)
 
指

定
フ

ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管

に
適
さ

な
い

公
文

書
に

つ
い

て
は
，
指

定

フ
ァ
イ

ル
以
外

の
フ

ァ
イ

ル
に

編
集
し

，
そ

の
背

表
紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
６

号
様

式
に

よ
る

表
示

を
す

る
等

に
よ

り
当

該
公

文
書

の

作
成
年
（

会
計

年
度

に
よ

る
も

の
は

作
成
年

度
）
及

び
保

存
期

間
並

び
に

文
書
フ

ァ
イ
ル

名
を

明
示

し
て

保
管
す

る
。
 

 
(
4
)
 
前

3
号

の
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

は
，
文
書

件
名

表
（
別

記
第

７
号
様

式
）
を

添
付
す

る
。
た

だ
し

，
１

年
未

満
保
存

の
公

文
書

に
係
る

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ
い

て
は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

２
 

公
文

書
は

，
総

括
文

書
管

理
者
の

責
任

に
お

い
て
，
公

安
委

員
会
の

施
錠

設
備

の
あ

る
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
に

収
納

し
て
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た

だ
し

，
総

括
文

書
管

理
者

が
他

の
場

所
に
お

い
て

保
管

す
る

こ
と

が
適
当

で

あ
る

と
認

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
，

こ
の
限

り
で

な
い

。
 
 

３
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
重

要
な
公

文
書

に
つ

い
て
は

，
前

項
の

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

に
保

管
し

，
当

該
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
に
「

非
常

持
出

」
の

表
示

を
し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

 
（

公
文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

閲
覧

及
び
貸

出
し

）
 

第
1
4
条
 

文
書

管
理

者
は

，
必

要
が
あ

る
と

認
め

る
場

合
は

，
公

文
書
フ

ァ

イ
ル

等
を

公
安

委
員

会
補

佐
室

に
置

か
れ

る
職

員
以

外
の

職
員

に
閲

覧

さ
せ

，
又

は
貸

し
出

す
こ

と
が

で
き
る

。
 

（
公

文
書

の
閲

覧
及

び
貸

出
し

）
 

第
1
8
条
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
必
要

が
あ

る
と

認
め
る

場
合

は
，
公
文

書
を

公
安

委
員

会
補

佐
室

に
置

か
れ

る
職

員
以

外
の

鹿
児

島
県

警
察

職
員

に
閲

覧
さ

せ
，

又
は

貸
し

出
す

こ
と

が
で

き
る
。

 

 

改
正
 

（
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き

の
措
置

）
 

第
1
5
条
 

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
別

表
第
２

の

規
定

に
基

づ
き

，
保

存
期

間
満

了
前

の
で
き

る
だ

け
早

い
時

期
に
，
条
例

第
５

条
第

５
項

の
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き

の
措

置
を

定
め

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

前
項

の
措

置
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ

の
記

載
に

よ
り

定
め

（
公

文
書

の
廃

棄
等

）
 

第
1
9
条
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期
間

の
満

了
し

た
公

文
書

を
廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
特

別
の
理

由
が

あ
る

と
き
は

，
公

安
委

員
会

の
承

認
を

得
て

保
存

期
間

が
満

了
す

る
前

に
公

文
書

を
廃

棄
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

る
。
 

３
 

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
定

め
た

措
置

に
つ
い

て
，
そ

の
後

に
発

生
し

た
事

件
，
事
故

又
は

社
会
情

勢
の

変
化

等
を

参
酌
し

，
当

該
措

置
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

３
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

公
文

書
を

廃
棄
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
廃
棄

し
よ

う
と

す
る

公
文

書
の

名
称

，
当

該
特

別
な
理

由
等

を
記

載
し

た
特

別
廃
棄

伺

書
（

別
記

第
８

号
様

式
）
を
用

い
て

承
認
を

得
，
廃
棄

し
た

年
月

日
を
記

載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期
間

が
満

了
し

た
公
文

書
に

つ
い

て
は

，
公

文
書

の
内

容
又

は
媒

体
に

応
じ

た
方

法
に
よ

り
廃

棄
す

る
も

の
と

す
る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
当

該
公
文

書
に

情
報
公

開
条

例
第

７
条

各
号

に
掲
げ

る

不
開

示
情

報
（

以
下
「
不

開
示
情

報
」
と

い
う
。
）
が

記
録

さ
れ

て
い

る
と
き

は
，
当
該

不
開

示
情

報
が

漏
え

い
し

な
い
よ

う
適

切
な

措
置

を
講

ず
る
も

の

と
す

る
。

 

 
 

（
公

文
書

の
保

存
期

間
の

延
長

）
 

第
1
7
条
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書
が

次
の

各
号

に
掲

げ
る

公
文
書

に
該

当
す

る
と

き
は

，
前

条
の

保
存

期
間
の

満
了

す
る

日
後
に

お
い

て
も

，
そ

れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

保
存

期
間

を
延

長
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

，
当

該
公

文
書

が
２
以

上

の
号

に
該

当
す

る
と

き
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の
期

間
が

経
過

す
る

日
の

い
ず
れ

か

遅
い

日
ま

で
の

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
(
1
)
 
現

に
監

査
，
検
査

等
の

対
象
に

な
っ

て
い

る
も
の

 
当

該
監

査
，
検

査

等
が
終

了
す
る

ま
で

の
間

 

 
(
2
)
 

現
に

係
属

し
て

い
る

訴
訟

に
お

け
る

手
続

上
の

行
為

を
す

る
た

め
に

必
要
と

さ
れ
る

も
の

 
当

該
訴

訟
が
終

結
す

る
ま

で
の
間

 

 
(
3
)
 

現
に

係
属

し
て

い
る

不
服

申
立

て
に

お
け

る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
 

当
該

不
服

申
立

て
に

対
す

る
裁

決
又

は

決
定
の

日
の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１
年

間
 

 
(
4
)
 

情
報

公
開

条
例

に
基

づ
く

開
示

請
求

が
あ

っ
た

も
の

 
情

報
公

開
条

例
第

1
1
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
決

定
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１

年
間
 

 
(
5
)
 
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律
（
平

成
1
5
年
法

律
第

5
7
号

。
以

下
「

個

人
情
報

保
護
法

」
と

い
う

。
）
に

基
づ
く

開
示

請
求

，
訂
正
請

求
又

は
利
用

停
止

請
求

が
あ

っ
た

も
の

 
個

人
情

報
保

護
法

第
8
2
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

，
第

9
3
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

又
は
第

1
01
条

第
１

項
若

し
く
は

第
２
項

の
決

定
の

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し

て
１
年

間
 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期
間

が
満

了
す

る
公
文

書
に

つ
い

て
，
職

務
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

の
遂

行
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は
，
一

定
の
期

間
を

定
め

て
当
該

保

存
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
当
該

延
長

に
係

る
保

存
期

間
が
満

了

す
る

後
に

こ
れ

を
更

に
延

長
す

る
と

き
も
，

同
様

と
す

る
。

 

改
正
 

（
補

則
）

 

第
1
6
条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
公

安
委

員
会

の
文

書
事

務

に
つ

い
て

は
，
鹿

児
島
県

警
察

公
文

書
管
理

規
程
（

令
和
６

年
鹿

児
島
県

警
察

本
部

訓
令

第
●

号
）

の
例

に
よ
る

。
 

２
 

鹿
児

島
県

警
察

本
部

長
は

，
鹿

児
島

県
警

察
公

文
書

管
理

規
程

の
う

ち
，
前

項
に
関

す
る

定
め

を
改

廃
す

る
場
合

は
，
公

安
委
員

会
の

承
認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
補

則
）

 

第
2
1
条
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

，
公

安
委

員
会

の
文

書
事
務

に
つ

い
て

は
，

鹿
児

島
県

警
察

の
文

書
事

務
の
例

に
よ

る
。
 

 

 
 

（
文

書
等

に
よ

る
事

務
処

理
の

原
則

）
 

第
４

条
 

公
安

委
員

会
の

意
思

決
定

並
び

に
事

務
及

び
事

業
の

実
績

に
つ

い

て
は
，
文
書

等
を

作
成

す
る
こ

と
を

原
則
と

す
る
。
た
だ
し

，
次

に
掲

げ
る

場
合

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

(
1
)
 
意

思
決

定
と

同
時

に
文

書
等

を
作

成
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ
る

場
合
 

(
2
)
 
処

理
に

係
る

事
案

が
軽

微
な

も
の

で
あ

る
場

合
 

２
 

前
項

第
１

号
の

場
合

に
あ

っ
て

は
，
事

後
に
文

書
等

を
作

成
す
る

も
の

と

す
る

。
 

３
 

文
書

等
は
，
常

に
そ
の

存
在

を
明

ら
か

に
し

，
正
確
か

つ
迅

速
に
取

り
扱

い
，
処

理
経

過
を
明

ら
か

に
し

，
及
び

適
正

に
管
理

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 

 
 

（
電

子
署

名
）
 

第
９

条
の

２
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
文

書
を

送
信

す
る

と
き

は
，
電

子
署

名
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

２
 

電
子

署
名

を
行

う
た

め
に

必
要

な
手
続

そ
の

他
の

事
項

は
，
警

察
本

部
長

が
別

に
定

め
る

。
 

 

 
 

（
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

受
信
及

び
処

理
）
 

第
1
0
条
の

２
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
文

書
の

受
信

は
，
文

書
管

理
担

当
者

が
行

う
。

 

２
 

文
書

管
理

担
当

者
は

，
受

信
し

た
総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書
を

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
)
 
受

信
し

た
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

電
子

署
名

を
検

証
す

 

る
。
 

(
2
)
 
受

信
し

た
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

形
式

を
確

認
し
，

当
該
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

 
 

文
書

の
発

信
者

に
対

し
て

，
形

式
上

の
誤

り
が

な
い

場
合

は
受

領
通

知

を
，
形

式
上
の

誤
り

が
あ

る
場

合
は
否

認
通

知
を

そ
れ
ぞ

れ
送

信
す

る
。
 

(
3
)
 
前

号
の

規
定

に
よ

り
受

領
通

知
を

行
っ

た
当

該
文

書
を

，
速
や

か
に
 

紙
に
出

力
す
る

。
 

３
 

文
書

管
理

担
当

者
は

，
原

則
と

し
て
定

時
に

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
文

書
の

着
信

状
況

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 

文
書

管
理

担
当

者
は

，
第

２
項

第
３
号

の
規

定
に

よ
り

出
力

を
行
っ

た
当

該
文
書

の
余

白
に

文
書

受
付

印
及

び
電

子
署

名
付

文
書

印
（

別
記

第
4
号

様

式
の

２
）

を
押

す
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
公

文
書

の
整

理
）

 

第
1
1
条
 

公
文

書
は

，
個
人

で
保

管
す
る

こ
と

な
く

常
に

整
然

と
分
類

し
て

整

理
し
，
必

要
な
と

き
に

直
ち

に
取

り
出
せ

る
よ

う
に

保
管

し
て

お
か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 

 
 

（
公

文
書

の
管

理
）

 

第
1
2
条
 

公
文

書
は

，
保
存

期
間

が
１

年
未

満
で

あ
る
も

の
を

除
き

，
文
書

及

び
図

画
に

つ
い

て
は

文
書

管
理

表
（

別
記

第
５

号
様

式
）
に

よ
り
，
電

磁
的

記
録

に
つ

い
て

は
電

磁
的

記
録

管
理

表
（

別
記

第
５

号
様

式
の

２
）
に

記
載

し
，

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は
，
毎

年
１
月

末
日

ま
で

に
，
そ
の

年
の

１
月
１

日
現

在
に

お
け

る
前

項
の

文
書

管
理

表
及

び
電
磁

的
記

録
管

理
表
（

以
下
「

管
理

表
」

と
い

う
。
）

を
整

理
し

，
そ

の
写

し
を

警
務

部
総
務

課
長

に
送

付
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 
総

括
文

書
管

理
者

は
，

毎
年

１
回

以
上

，
公

安
委

員
会

の
管

理
表

の
補

正
を
行

い
，
必

要
と

認
め

る
場

合
に
は

そ
の

改
定

を
行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の
場

合
に
お

い
て

，
総

括
文

書
管

理
者
は

，
当

該
改
定

し
た

管
理

表
の

写
し
を

警
務
部

総
務

課
長

に
送

付
す
る

も
の

と
す

る
。
 

４
 
管

理
表

は
，

公
安

委
員

会
の

情
報

公
開

窓
口

（
情

報
公

開
条

例
第

５
条

に
規
定

す
る
開

示
の

請
求

を
受

け
る
場

所
を

い
う

。
第
2
2
条

に
お
い

て
同

じ
。）

に
お
い

て
，

一
般

の
閲
覧

の
用

に
供
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

 
 

（
フ

ロ
ッ

ピ
ー

デ
ィ

ス
ク

等
の

保
管

）
 

第
1
5
条

 
フ

ロ
ッ

ピ
ー

デ
ィ

ス
ク

そ
の

他
の

電
磁

的
記

録
の

保
管

に
つ

い
て

は
，

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 

 
 

（
法

令
又

は
条

例
若

し
く

は
規

則
に

よ
る
適

用
除

外
）
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

第
2
0
条
 

法
令

又
は

条
例

若
し

く
は

規
則
の

規
定

に
よ

り
，
文

書
の
分

類
，
作

成
，
保

存
，
廃
棄

そ
の

他
の

文
書

の
管
理

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て
特

別
の

定
め

が
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て
は

，
当
該

法
令

又
は

条
例
若

し
く

は
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 
 

（
文

書
管

理
規

程
の

供
覧

）
 

第
2
2
条
 

こ
の

規
程

を
記

載
し

た
書

面
は
，
情

報
公

開
窓

口
に

据
え

置
き
，
一

般
の

閲
覧

の
用

に
供

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 

 
附

 
則

 
 

 

 
（

施
行
期

日
）
 

１
 

こ
の

規
程

は
，
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
た

だ
し

，
第

1
6

条
の

例
に

よ
る

定
め

は
，

令
和

６
年
３

月
５

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
２

 
こ
の

規
程

が
，
鹿
児

島
県

公
安

委
員
会

文
書

管
理

規
程
（

平
成

1
3年

鹿

児
島

県
公

安
委

員
会

規
程

第
２

号
）
の

規
程

に
矛

盾
し

，
又

は
抵

触
す

る

と
認

め
ら

れ
る

に
至

っ
た

場
合

は
，
こ

の
規

程
の

規
定

が
優

先
す

る
。
 

 
 

 
（

鹿
児
島

県
公

安
委

員
会

文
書

管
理
規

程
の

廃
止

）
 

３
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
文

書
管
理

規
程

は
，

廃
止

す
る

。
 

 
 

 
（

経
過
措

置
）
 

４
 

こ
の

規
程

の
規

定
は

，
こ

の
規
程

の
施

行
の

日
（

以
下
「

施
行

日
」
と

い
う

。）
以

後
に
作

成
し

，
又
は

取
得

し
た
文

書
に

つ
い

て
適

用
す
る

も

の
と

し
，
施

行
日
前

に
作

成
し
，
又

は
取

得
し

た
文

書
の

管
理
に

つ
い

て

は
，
な
お

従
前

の
と

お
り

と
し

，
条
例

第
１

条
の

規
定

を
踏

ま
え

，
こ
の

規
程

の
規

定
に

準
じ

て
管

理
す

る
よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

鹿
児
島

県
公

安
委

員
会

苦
情

処
理
規

程
の

一
部

改
正

）
 

５
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
苦

情
処

理
規

程
（

平
成

1
3
年

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
規

程
第

５
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

第
３

条
中
「

鹿
児
島

県
公

安
委
員

会
文

書
管

理
規

程
（

平
成

1
3
年
鹿

児

島
県

公
安

委
員

会
規

程
第

２
号

）
」
を
「

鹿
児
島

県
公

安
委

員
会

公
文

書

管
理

規
程
（
令

和
６

年
鹿

児
島

県
公

安
委
員

会
規

程
第

●
号

）
」
に

改
め

る
。
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鹿
児
島

県
公
安

委
員
会
公

文
書
管

理
規
程
（
案

）（
現

行
規
程

対
照
表

）
 

種
別
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
公

文
書

管
理
規

程
（

案
）

 
鹿

児
島

県
公
安

委
員

会
文

書
管

理
規

程
 

備
考
 

 
（

鹿
児
島

県
公

安
委

員
会

審
査

請
求
手

続
規

程
の

一
部

改
正

）
 

６
 

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
審

査
請

求
手

続
規

程
（

平
成

28
年

鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
規

程
第

４
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

第
５

条
中
「

鹿
児
島

県
公

安
委
員

会
文

書
管

理
規

程
（

平
成

1
3
年
鹿

児

島
県

公
安

委
員

会
規

程
第

２
号

）
」
を
「

鹿
児
島

県
公

安
委

員
会

公
文

書

管
理

規
程
（
令

和
６

年
鹿

児
島

県
公

安
委
員

会
規

程
第

●
号

）
」
に

改
め

る
。
 

 
 

 
別

表
第
１

（
第

８
条

関
係

）
 

（
略

）
 

別
表

（
第

７
条

関
係

）
 

（
略

）
 

 

 
別

表
第
２

（
第

1
2条

，
第

1
5条

関
係
）

 

（
略

）
 

 
 

 
別

記
第
１

～
４

号
様

式
 

（
略

）
 

別
記

第
１

～
８

号
様

式
 

（
略

）
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

改
正
：
現
行

規
程
を
改
正

す
る
形
で
規

定
し
た
条
項
 

 新
：
今
回
の

規
程
整
備
に

あ
た
り
新
た

に
規
定
し
た

条
項
 

目
次
 

第
１

章
 

総
則

（
第

１
条

－
第

８
条
）

 

 
第

２
章

 
文

書
の

受
付

及
び

配
布
（

第
９

条
－

第
1
3
条
）

 

 
第

３
章

 
文

書
の

作
成

（
第

1
4
条
－

第
3
1
条
）

 

 
第

４
章

 
文

書
の

校
合

及
び

送
達
（

第
3
2
条
－

第
3
6
条
）

 

 
第

５
章

 
公

文
書

の
整

理
（

第
3
7条

－
第

4
4条

）
 

 
第

６
章

 
公

文
書

の
保

存
（

第
4
5条

－
第

4
9条

）
 

 
第

７
章

 
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理
簿

（
第

5
0条

－
第

5
1条

）
 

 
第

８
章

 
公

文
書

の
移

管
，

廃
棄
又

は
保

存
期

間
の

延
長

（
第

5
2
条
－

第

5
5
条

）
 

 
第

９
章

 
管

理
状

況
の

報
告

及
び
研

修
等

（
第

5
6
条

－
第

5
9
条

）
 

 
第

1
0章

 
秘

密
文

書
等

に
関

す
る
特

例
（

第
6
0
条

－
第
7
6
条

）
 

 
第

1
1章

 
補

則
（

第
7
7
条
－

第
7
8条

）
 

附
則
 

目
次
 

第
１
章

 
総
則

（
第

１
条

－
第

７
条
）

 

第
２
章

 
文
書

の
種

類
及

び
形

式
（
第

８
条

－
第

1
0
条
）

 

第
３
章

 
文
書

の
収

受
，

配
布

，
受
付

及
び

処
理

（
第
1
1
条

－
第
1
3
条

の

３
）

 

第
４
章

 
文
書

の
起

案
（

第
14
条

－
第

2
3条

）
 

第
５
章

 
文
書

の
施

行
（

第
24
条

－
第

2
7条

）
 

第
６
章

 
文
書

の
校

合
及

び
送

達
 

第
１

節
 

校
合

等
（

第
2
8
条
－

第
2
9
条

の
２

）
 

第
２

節
 

送
達

（
第

3
0
条

・
第

3
1
条

）
 

 
第
７

章
 
公

文
書

の
整

理
及

び
保
管

 

 
 
第

１
節
 

公
文

書
の

整
理

等
（
第

3
2
条

－
第

3
3
条
）

 

第
２

節
 

公
文

書
の

保
管

等
（

第
3
4
条

－
第

3
6条

）
 

第
３

節
 

公
文

書
の

取
扱

上
の

注
意

（
第
3
7
条
・

第
3
8
条
）

 

第
８
章

 
公
文

書
の

保
管

（
第

3
9
条
－

第
4
5
条
）

 

第
９
章

 
秘
密

文
書

等
に

関
す

る
特
例

（
第

4
6条

－
第
6
2
条

）
 

第
10
章

 
雑
則

（
第

6
3条

－
第

6
6
条
）

 

附
則
 

 

 
第

１
章

 
総
則

 
第

１
章
 

総
則
 

 

改
正
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

訓
令

は
，

鹿
児

島
県
公

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例
（

令

和
５

年
鹿

児
島

県
条

例
第

４
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）
第

1
0
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
公

文
書

の
管
理

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め
る

も
の

と
す

る
。
 

（
趣
旨

）
 

第
１
条

 
こ
の

訓
令

は
，

文
書

の
収
受

，
文

書
の

管
理
等

に
関

し
必

要
な

事

項
を
定

め
る
こ

と
に

よ
り

，
鹿

児
島
県

警
察

に
お

け
る
文

書
事

務
の

適
正

か
つ
迅

速
な
処

理
を

確
保

す
る

と
と
も

に
，
鹿

児
島

県
情

報
公

開
条
例
（

平

成
12
年

鹿
児
島

県
条

例
第

1
1
3
号

。
以
下

「
情

報
公

開
条

例
」

と
い
う

。
）

の
適
正

か
つ
円

滑
な

運
用

に
資

す
る
こ

と
を

目
的

と
す
る

。
 

 

新
 

（
用

語
）

 

第
２

条
 

こ
の

訓
令

に
お

い
て

使
用
す

る
用

語
は

，
条

例
に

お
い

て
使
用

す

る
用

語
の

例
に

よ
る

。
 

 
 

改
正
 

２
 

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，
こ

の
訓

令
に

お
い

て
，

次
の

各
号
に

掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

，
当

該
各

号
に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
 
文

書
 

次
号
に

規
定

す
る

紙
文
書

及
び

第
３

号
に

規
定

す
る

電
子
文

書
を

い
う

。
 

(
2
)
 
紙

文
書

 
鹿

児
島

県
警

察
職
員
（

以
下
「

職
員

」
と

い
う

。
）
が
職

務

（
定
義

）
 

第
２
条

 
こ
の

訓
令

に
お

い
て

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る
用

語
の

意
義

は
，

そ

れ
ぞ
れ

当
該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

 
(
1)
 

文
書
等

 
文

書
，

図
画

及
び
電

磁
的

記
録

（
電
子

的
方

式
，

磁
気

的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

上
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
書

面
及

び
図
画

で
，

紙
に

表
記

さ
れ
た

も

の
を

い
う

。
 

(
3
)
 
電

子
文

書
 

職
員

が
職

務
上
作

成
し
，

又
は

取
得

し
た

電
磁
的

記
録
 

（
電

子
的

方
式

，
磁

気
的

方
式
そ

の
他

人
の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識
す

る
 

 
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作
ら

れ
た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
を

い
 

う
。

 

(
4
)
 
公

文
書

管
理
シ

ス
テ

ム
 

公
文
書

の
収

受
，

起
案

，
決

裁
，

保
存
，

廃
棄

そ
の

他
の

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る
事

務
を

処
理

す
る

電
子
情

報

処
理

組
織

を
い

う
。
 

(
5
)
 
所

属
 

鹿
児

島
県

警
察

本
部
（
以

下
「
本

部
」
と

い
う

。
）
の

課
（

所
 

及
び

隊
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
，

鹿
児

島
県

警
察

学
校

（
以

下
「

警
察

 

学
校

」
と

い
う

。
）

及
び

警
察
署

（
以
下

「
署

」
と

い
う

。）
を

い
う
。

 

(
6
)
 
所

属
長

 
所

属
の

長
を

い
う
。

 

(
7
)
 
本

庁
所

属
 
本

部
の

う
ち

留
置
管

理
課

，
免

許
管

理
課

，
免

許
試
験

課
，

交
通

機
動

隊
，

高
速

道
路

交
通

警
察
隊

及
び

機
動

隊
を

除
い
た

所

属
を

い
う

。
 

(
8
)
 
出

先
機

関
 
本

部
の

う
ち

本
庁
所

属
を

除
い

た
所

属
，

警
察

学
校
及

び
署

を
い

う
。

 

(
9
)
 
文

書
主

管
課
 

本
部

に
あ

っ
て
は

本
部

総
務

課
並

び
に

署
に

あ
っ
て

は
警

務
課

を
い

う
。
 

(
1
0
)
 
主

務
課

 
当

該
文

書
に

係
る
事

務
を

主
管

す
る

本
部

の
課

，
警
察

学
 

校
及

び
署

の
課

を
い

う
。

 

(
1
1
)
 
主

務
課

長
 

主
務

課
の

長
を
い

う
。
 

(
1
2
)
 
電

子
回

議
 

公
文

書
管

理
シ
ス

テ
ム

そ
の

他
の

業
務

シ
ス

テ
ム
の

機
 

能
を

利
用

し
て

行
う

回
議

を
い

う
。

 

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

を
い
う

。
 

 
(
2)
 

総
合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文
書

 
総

合
行

政
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
国

及

び
地

方
公

共
団

体
の

組
織

内
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

を
相

互
に

接
続

し
た

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
い

う
。
以
下

同
じ

。）
の

電
子

文
書
交

換
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

電
子

署
名

（
電

子
署

名
及

び
認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
2
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

電
子

署
名

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
が

付
さ
れ

交
換

さ
れ

る
電

磁
的

記
録

を
い

う
。
 

 
(
3)

 
公

文
書

 
情

報
公

開
条

例
第

2
条

第
2
項

に
規

定
す

る
公

文
書

を
い

う
。
 

 
(
4)
 

所
属
 

鹿
児

島
県

警
察

本
部
（

以
下
「

本
部

」
と

い
う

。
）
の

課
（

所

及
び

隊
を

含
む

。
以

下
同

じ
。）
，

鹿
児

島
県

警
察
学

校
（

以
下

「
警

察

学
校

」
と

い
う

。）
及

び
警
察

署
（

以
下

「
署

」
と

い
う

。
）
を

い
う

。
 

 
(
5)
 

所
属
長

 
所

属
の

長
を

い
う
。

 

 
(
6)
 

本
庁
 

本
部

の
う

ち
留

置
管
理

課
，

免
許

管
理
課

，
免

許
試

験
課

，

交
通

機
動

隊
，

高
速

道
路

交
通

警
察

隊
及
び

機
動

隊
を

除
い

た
所

属
を

い
う

。
 

 
(
7)
 

出
先
機

関
 

本
部

の
う

ち
前
号

の
本

庁
を

除
い
た

所
属

，
警

察
学

校

及
び

署
を

い
う

。
 

 
(
8)
 

文
書
主

管
課

 
本

部
に

あ
っ
て

は
本

部
総

務
課
，

署
に

あ
っ

て
は

警

務
課

を
い

う
。
 

 
(
9)
 

主
務
課

 
当

該
文

書
に

係
る
事

務
を

主
管

す
る
本

部
の

課
，

警
察

学

校
及

び
署

の
課

を
い

う
。
 

(
1
0)
 

主
務
課

長
 

主
務

課
の

長
を
い

う
。
 

 

改
正
 

（
総

括
文

書
管

理
者

）
 

第
３

条
 

本
部

に
総

括
文

書
管

理
者
を

置
き

，
警

務
部

長
を

も
っ

て
こ
れ

に
 

充
て

る
。

 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
次

に
掲
げ

る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

 
(
1
)
 
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
の
調

製
 

 
(
2
)
 
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
研
修

の
実

施
 

 
(
3
)
 
組

織
の

新
設

又
は

改
廃

に
伴
う

必
要

な
措

置
 

 
(
4
)
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ
か

，
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事
務

の
 

（
統
括

文
書
管

理
者

等
）

 

第
４
条

 
本
部

に
統

括
文

書
管

理
者
及

び
副

統
括

文
書
管

理
者

を
置

く
。
 

２
 
統

括
文
書

管
理

者
に

は
本

部
警
務

部
長
（

以
下
「
警

務
部

長
」
と

い
う

。
）

を
，
副

統
括
文

書
管

理
者

に
は

本
部
総

務
課

長
を

も
っ
て

そ
れ

ぞ
れ

充
て

る
。
 

３
 
統

括
文
書

管
理

者
は

，
鹿

児
島
県

警
察

に
お

け
る
文

書
事

務
を

総
括

的

に
管
理

す
る
と

と
も

に
，

各
所

属
に
お

け
る

文
書

事
務
の

取
扱

状
況

に
つ

い
て
随

時
調
査

し
，

文
書

事
務

が
適
正

か
つ

迅
速

に
処
理

さ
れ

る
よ

う
に
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
 

総
括

 
指
導

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 
副

統
括
文

書
管

理
者

は
，
統

括
文
書

管
理

者
を

補
佐

す
る

も
の
と

す
る

。 

新
 

（
副

総
括

文
書

管
理

者
）
 

第
４

条
 

本
部

に
副

総
括

文
書

管
理
者

を
置

き
，

総
務

課
長

を
も

っ
て
こ

れ
 

 
に

充
て

る
。
 

２
 

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

前
条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

事
務

に
つ
い

て
 

 
総

括
文

書
管

理
者

を
補

佐
す

る
も
の

と
す

る
。

 

３
 

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

各
所
属

の
文

書
事

務
を

随
時

調
査

し
，
文

書
 

 
事

務
が

適
正

か
つ

迅
速

に
処

理
さ
れ

る
よ

う
に

指
導

す
る

も
の

と
す
る

。
 

 
 

改
正
 

 
（

文
書

管
理

者
）

 

第
５

条
 

各
所

属
に

当
該

所
属

の
所
掌

事
務

に
関

す
る

文
書

管
理

の
実
施

責
 

 
任

者
と

し
て

文
書

管
理

者
を

置
き
，
各
所

属
長

を
も

っ
て
こ

れ
に

充
て
る

。 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
そ

の
管

理
す
る

公
文

書
に

つ
い

て
，

次
に

掲
げ
る

事
 

 
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
保

存
 

 
(
2
)
 
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き
の

措
置

の
設

定
 

 
(
3
)
 
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ
の

記
載
 

 
(
4
)
 
移

管
又

は
廃

棄
等
 

 
(
5
)
 
管

理
状

況
の

点
検

等
 

 
(
6
)
 
公

文
書

の
作

成
，

分
類

基
準
表

の
作

成
等

に
よ

る
公

文
書

の
整
理

そ
 

 
 

の
他

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る
職

員
の

指
導

等
 

 
（
指

定
文
書

管
理

官
）

 

第
５
条

 
本
部

各
部

に
指

定
文

書
管
理

官
を

置
き

，
各
部

の
庶

務
担

当
課

の

理
事
官

を
も
っ

て
充

て
る

。
 

２
 
指

定
文
書

管
理

官
は

，
統

括
文
書

管
理

者
の

命
を
受

け
，

各
部

に
お

け

る
情
報

公
開
及

び
個

人
情

報
の

保
護
に

係
る

事
務

の
総
合

調
整

並
び

に
文

書
事
務

の
指
導

に
当

た
る

も
の

と
す
る

。
 

  

 

改
正
 

 
（

副
文

書
管

理
者

）
 

第
６

条
 

各
所

属
に

副
文

書
管

理
者
を

置
き

，
本

部
の

課
に

あ
っ

て
は
理

事
 

 
官

（
副

所
長

及
び

副
隊

長
を

含
む
。
）
，

警
察
学

校
に

あ
っ

て
は

副
校
長

，
 

 
署

に
あ

っ
て

は
副

署
長

又
は

次
長
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

２
 

副
文

書
管

理
者

は
，
前
条

第
２
項

各
号

に
掲

げ
る

事
務

に
つ

い
て
文

書
 

管
理

者
を

補
佐

す
る

ほ
か

，
そ

の
所
属

に
お

い
て

起
案

さ
れ

る
文

書
の
形

式
，
法

制
上
の

適
否

等
の

審
査

並
び

に
鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例
（

平
成

1
2
年

鹿
児

島
県

条
例

第
1
1
3
号

）
及

び
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
⒂

年
法

律
第

5
7
号

）
に

係
る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
（
文

書
責
任

者
）
 

第
５
条

の
２
 

各
所

属
に

文
書

責
任
者

を
置

き
，
本

部
の

課
に

あ
っ

て
は

理
 

 
事
官
（

副
所

長
及

び
副

隊
長

を
含

む
。
）
，
警

察
学

校
に

あ
っ

て
は

副
校

長
，
 

 
署
に

あ
っ
て

は
副

署
長

又
は

次
長
を

も
っ

て
充

て
る
。

 

２
 
文

書
責
任

者
は

，
所

属
長

の
指

揮
監
督

の
下

，
そ
の

所
属

に
お

い
て

起
 

 
案
さ

れ
る
文

書
の

形
式

，
法

制
上
の

適
否

等
の

審
査
並

び
に

情
報

公
開

及
 

 
び
個

人
情
報

の
保

護
に

係
る

事
務
の

処
理

を
行

う
ほ
か

，
当

該
所

属
に

お
 

 
け
る

文
書
事

務
を

総
括

的
に

管
理
す

る
も

の
と

す
る
。

 

 

改
正
 

 
（

文
書

主
任

）
 

第
７

条
 

各
所

属
に

文
書

主
任

を
置
き

，
本

部
及

び
警

察
学

校
に

あ
っ
て

は
 

各
課

等
の

企
画

又
は

庶
務

を
担

当
す
る

係
長

，
署

に
あ

っ
て

は
警

務
課
の
 

 
（
文

書
担
当

者
）
 

第
６
条

 
所
属

長
は

，
当

該
所

属
に
お

け
る

文
書

事
務
の

処
理

に
つ

い
て

，
 

 
必
要

に
応
じ

て
文

書
担

当
者

を
指
定

す
る

も
の

と
す
る

。
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鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

警
部

補
又

は
同

相
当

職
を

も
っ

て
こ
れ

に
充

て
る

こ
と

と
し

，
そ

れ
ぞ
れ

文
書

管
理

者
が

指
定

す
る

も
の

と
す
る

。
 

２
 

文
書

主
任

は
，
第
５

条
第
２

項
各
号

に
掲

げ
る

事
務

を
補

佐
す

る
ほ
か

， 

 
文

書
の

受
付

及
び

発
送

等
に

係
る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 
文

書
担
当

者
は

，
次

に
掲

げ
る
事

務
を

処
理

す
る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
) 

文
書
等

の
受

付
及

び
配
布

に
関

す
る
こ

と
。
 

(
2
) 

文
書
等

の
整

理
及

び
保
管

に
関

す
る
こ

と
。
 

(
3
) 

文
書
等

の
保

存
及

び
引
継

ぎ
に

関
す
る

こ
と

。
 

(
4
) 

文
書
事

務
の

改
善

及
び
指

導
に

関
す
る

こ
と

。
 

(
5
) 

総
合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

文
書

の
送
信

及
び

受
信

に
関

す
る

こ
と
。

 

(
6
) 

そ
の
他

の
文

書
等

の
処
理

に
関

す
る
こ

と
。
 

改
正
 

 
（

職
員

の
責

務
）

 

第
８

条
 

職
員

は
，
条
例

の
趣

旨
に
の

っ
と

り
，
関

連
す
る

法
令

等
並
び

に

総
括

文
書

管
理

者
，
副
総

括
文

書
管

理
者
，
文
書

管
理

者
及

び
副

文
書
管

理
者

の
指

示
に

従
い

，
公

文
書

を
適
正

に
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 
（
公

文
書
の

適
正

な
取

扱
い

）
 

第
38
条

 
公
文

書
の

取
扱

い
に

つ
い
て

は
，
周

到
な
注

意
を

払
い

，
み

だ
り
 

 
に
放

置
し
，

損
傷

し
，

又
は

亡
失
し

て
は

な
ら

な
い
。

 

 

 
第

２
章

 
文
書

の
受

付
及

び
配

布
 

第
３

 
文

書
の

収
受

，
配

布
，

受
付

及
び
処

理
 

 

改
正
 

 
（

総
務

課
で

の
受

付
及

び
配

布
）
 

第
９

条
 

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
，

電
子

メ
ー

ル
等

（
電

子
メ
ー

ル

そ
の

他
の

そ
の

受
信

を
す

る
者

を
特
定

し
て

情
報

を
伝

達
す

る
た

め
に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信

（
電

気
通

信
事
業

法
（

昭
和

5
9
年

法
律

第
8
6
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

電
気

通
信
を

い
う

。
）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
本

庁
所

属
に
到

達
し

た
文

書
（

各
課

に
直

接
到
達

し
た

文
書

を
除

く
。
）

は
，
総
務

課
長

が
受
け

付
け

る
。

 

２
 

総
務

課
長

は
，

受
け

付
け

た
文
書

を
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
処

理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
(
1
)
 
文

書
は

，
封

の
ま

ま
主

務
課
に

配
布

す
る

。
た

だ
し

，
開

封
し
な

け
 

 
 

れ
ば

配
布

先
が

判
明

し
な

い
封
書

は
開

封
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
(
2
)
 
前

項
の

場
合

に
お

い
て

，
親
展

文
書

を
受

け
付

け
た

と
き

は
親
展

文

書
受

領
簿

（
別

記
第

１
号

様
式

）
に

よ
り
，

簡
易

書
留

郵
便

，
書
留

郵

便
，

配
達

証
明

郵
便

，
内

容
証

明
郵

便
，
特

別
送

達
そ

の
他

特
別
の

郵

便
物
（
以

下
「
特

殊
郵

便
」
と

い
う

。
）
を

受
け

付
け

た
と

き
は

特
殊
郵

便
受

領
簿

（
別

記
第

２
号

様
式

）
に

よ
り
，

そ
れ

ぞ
れ

，
主

務
課
の

職

員
に

直
接

配
布

す
る

。
 

 
(
3
)
 
２

以
上

の
課

に
関

係
の

あ
る
文

書
は

，
そ

の
関

係
の

最
も

深
い
課

に
 

 
 

配
布

す
る

。
 

３
 

郵
便

料
金

が
未

納
又

は
不

足
の
郵

便
に

よ
る

文
書

は
，

公
務

に
関
係

が

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は
不

足
の

郵
便

料
金

を
納

め
て

受
け
付

 
（
収

受
及
び

配
布

）
 

第
11
条

 
郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
，

電
子

メ
ー
ル

（
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ

ー
の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

を
利

用
し

た
文
書

の
伝

送
を

い
う
。
以

下
同
じ

。
）
そ

の
他
の

方
法
に

よ
り

本
庁

及
び

署
に
到

達
し

た
文

書
は
，

本
庁

に
あ

っ
て

は
本
部

総
務
課

長
，

署
に

あ
っ

て
は
警

務
課

長
（

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
本
部

総
務
課

長
等
」
と

総
称

す
る

。）
が

収
受

し
，
次
に

定
め

る
手

続
に

従
い
処

理
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
(
1)
 

文
書
は

，
そ

の
ま
ま

，
当

該
文
書

に
記

載
さ

れ
た

宛
先

に
配
布

す
る

。 

 
(
2)
 

宛
名
が

不
明

で
開

封
し

な
け
れ

ば
主

務
課

が
判
明

し
な

い
文

書
に

つ
 

 
 
い

て
は
，

本
部

総
務

課
長

等
が
開

封
し

，
主

務
課
に

配
布

す
る

。
 

 
(
3)
 

親
展
文

書
を

受
理

し
た

と
き
は

親
展

文
書

受
理
簿

（
別

記
第

１
号

様
 

 
 
式

）
に
，

簡
易

書
留

郵
便

，
書
留

郵
便

，
配

達
証
明

郵
便

，
内

容
証

明
 

 
 
郵

便
そ
の

他
特

別
の

郵
便

物
（

以
下
「

特
殊
郵

便
」
と
い

う
。
）
を

受
理
 

 
 
し

た
と
き

は
特

殊
郵

便
受

理
簿
（

別
記

第
２

号
様
式

）
に

そ
れ

ぞ
れ

記
 

 
 
載

し
た
上

，
名

宛
人

に
直

接
交
付

し
て

そ
の

受
領
印

を
受

け
る

。
 

 
(
4)
 

本
庁
に

到
達

し
た

文
書

の
う
ち

本
部

長
宛

の
親
展

文
書

に
つ

い
て
 

 
 
は

，
本
部

総
務

課
長

が
，

直
ち
に

本
部

長
に

提
出
す

る
。
 

２
 

前
項

第
１

号
及

び
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

配
布

を
受

け
た

文
書

が
苦

情
，
要

望
，
相

談
等

を
記

載
し

て
あ
る

も
の

（
以

下
「
苦

情
等

文
書

」
と

い
う
。
）
と

認
め

ら
れ
る

と
き
は

，
当

該
所

属
長

又
は

署
の

課
長

は
，
受

付

を
行
う

こ
と
な

く
，

当
該

苦
情

等
文
書

を
本

部
総

務
課
長

等
に

返
付

し
な
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鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
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）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

け
る

。
 

  

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
本

部
総
務

課
長

等
が

収
受

せ
ず
に

直
接

本
庁

の
所
属

又
は

署
の

課
に

到

達
し
た

文
書
の

う
ち

，
苦

情
等

文
書
と

認
め

ら
れ

る
も
の

は
，

当
該

所
属

長
又
は

署
の
課

長
は

受
付

を
行

う
こ
と

な
く

，
当

該
苦
情

等
文

書
を

本
部

総
務
課

長
等
に

回
付

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

４
 
執

務
時
間

外
に

到
達

し
た

文
書
は

，
次

に
定

め
る
手

続
に

従
い

処
理

し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1)
 

本
庁
に

あ
っ

て
は

総
合

当
直
主

任
，

署
に

あ
っ
て

は
当

番
勤

務
責

任
 

 
 
者

が
こ
れ

を
収

受
し

，
特

殊
郵
便

に
つ

い
て

は
特
殊

郵
便

受
理

簿
に

記
 

 
 
載

し
た
上

，
当

直
勤

務
又

は
警
察

署
当

番
勤

務
を
終

え
た

後
に

本
部

総
 

 
 
務

課
長
等

に
引

き
継

ぐ
。

 

 
(
2)
 

前
号
の

総
合

当
直

主
任

及
び
当

番
勤

務
責

任
者
は

，
警

察
庁

文
書

伝
 

 
 
送

シ
ス
テ

ム
そ

の
他

の
方

法
に
よ

り
特

別
至

急
又
は

至
急

の
文

書
を

収
 

 
 
受

し
た
場

合
に

お
い

て
は

，
文
書

が
到

達
し

た
旨
を

直
ち

に
，

関
係

所
 

 
 
属

長
へ
報

告
し

，
そ

の
指

揮
を
受

け
る

。
 

改
正
 

 
 

（
公
安

委
員

会
宛

て
の

文
書

の
取
扱

い
）
 

第
12
条

 
鹿
児

島
県

公
安

委
員

会
（
以

下
「

公
安

委
員
会

」
と

い
う

。
）
，

公
 

 
安
委

員
会
委

員
長

又
は

公
安

委
員
会

委
員

宛
て

の
文
書

が
あ

る
と

き
は

，
 

 
当
該

文
書
は

，
鹿

児
島

県
公

安
委
員

会
文

書
管

理
規
程

（
平

成
1
3
年

鹿
児
 

 
島
県

公
安
委

員
会

規
程

第
２

号
）
第

６
条

に
規

定
す
る

公
安

委
員

会
補

佐
 

 
室

長
付

の
公

安
委

員
会

文
書

管
理

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 

改
正
 

 
（

各
所

属
で

の
文

書
の

受
付

及
び
配

布
）
 

第
1
0
条
 

第
９

条
第

２
項

第
１

号
及
び

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
配

布
さ
れ

た

文
書

及
び

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
，

電
子

メ
ー

ル
等

そ
の

他
の
方

法
に

よ
り

所
属

に
直

接
到

達
し

た
文
書

は
，

文
書

主
任

が
受

け
付

け
る
。
 

２
 

文
書

主
任

は
，

前
項

の
規

定
に
よ

り
受

け
付

け
た

文
書

の
種

類
の
区

分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

処
理

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
所

属
長

の
判

断
に
よ

り
，

手
続

の
一

部
を

省
略

す
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
，

必
要

に
応
じ

，
文

書
受

領
簿

（
別

記
第

３
号
様

式
）

を
使

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
紙

文
書
 

 
 

ア
 

文
書

（
イ

及
び

第
３

項
に
規

定
す

る
文

書
を

除
く

。
）

を
開
封

し
， 

 
 

 
そ

の
余

白
に

文
書

受
付

印
（
別

記
第

４
号

様
式

）
を

押
し

，
上
司

の
 

 
（
受

付
及
び

処
理

）
 

第
13
条

 
文
書

の
配

布
を

受
け

た
文
書

担
当

者
は

，
次
に

定
め

る
手

続
に

よ

り
，
当

該
文
書

を
受

け
付

け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
た
だ

し
，

当
該

文
書

に
つ
い

て
主
務

課
長

が
受

付
手

続
の
必

要
が

な
い

と
認
め

た
と

き
は

，
受

付
の
手

続
を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 
(
1)
 

文
書
の

余
白

に
当

該
主

務
課
備

付
け

の
文

書
受
付

印
（

別
記

第
３

号
 

 
 
様

式
）
を

押
す

も
の

と
す

る
。
 

 
(
2)
 

受
け
付

け
た

文
書

の
う

ち
，
次

に
該

当
す

る
も
の

は
，

件
名

等
を

文
 

 
 
書

受
付
簿

（
別

記
第

４
号

様
式
）

に
記

載
し

て
当
該

事
務

を
担

当
す

る
 

 
 
係

に
配
布

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 
ア

 
令
達

文
書
 

 
 
イ

 
ー
般

文
書

の
う

ち
重

要
と
認

め
ら

れ
る

も
の
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鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
 

 
指

示
を

受
け

，
当

該
文

書
に
係

る
事

務
を

担
当

す
る

係
長

等
の
職

員
 

 
 

 
（

以
下

「
担

当
者

」
と

い
う
。
）

に
配
布

す
る

。
 

 
 

イ
 

親
展

文
書
（

第
60
条

に
規
定

す
る

秘
密

文
書

を
含

む
。）

は
，
封

の

ま
ま

名
宛

人
に

配
布

す
る

。
 

 
(
2
)
 
電

子
文

書
 

 
 

ア
 

上
司

の
指

示
を

受
け

，
担
当

者
に

配
布

す
る

。
 

 
 

イ
 

文
書

の
内

容
を

確
認

し
，
当

該
文

書
に

電
子

署
名

（
電

子
署
名

及
 

 
 

 
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律
（
平

成
1
2
年
法

律
第

10
2
号

）
第

２
条
第
 

 
 

 
１

項
に

規
定

す
る

電
子

署
名
を

い
う
。
以
下

同
じ

。）
が

あ
る

と
き
は

， 

 
 

 
当

該
電

子
署

名
の

検
証

を
行
う

。
 

 
 

ウ
 

当
該

所
属

の
所

管
又

は
主
管

に
属

し
な

い
も

の
で

あ
る

と
き
は

，
 

 
 

 
直

ち
に

当
該

文
書

の
関

係
所
属

に
配

布
す

る
。
 

３
 

親
展

文
書

を
受

け
付

け
た

と
き
は

親
展

文
書

受
領

簿
に

よ
り

，
特
殊

郵

便
を

受
け

付
け

た
と

き
は

特
殊

郵
便
受

領
簿

に
よ

り
，

そ
れ

ぞ
れ

担
当
者

に
直

接
配

布
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
，

第
９

条
第

２
項

第
２
号

の
規

定
に

よ
り

処
理

さ
れ

た
も

の
は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

４
 

２
人

以
上

の
担

当
者

に
関

係
の
あ

る
文

書
は

，
そ

の
関

係
の

最
も
深

い

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

５
 

郵
便

料
金

が
未

納
又

は
不

足
の
郵

便
に

よ
る

文
書

は
，

公
務

に
関
係

の

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は
不

足
の

郵
便

料
金

を
納

め
て

受
け
付

け
る

。
た

だ
し

，
第

９
条

第
３

項
の
規

定
に

よ
り

処
理

さ
れ

た
も

の
は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

６
 

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り
，

所
属

の
担

当
係

に
直

接
到

達
し
た

文

書
に

つ
い

て
は

，
担

当
係

の
職

員
の
受

付
を

も
っ

て
，

第
７

条
第

２
項
の

文
書

主
任

の
受

付
と

み
な

す
。

 

 
 
ウ

 
訴
訟

又
は

不
服

申
立

て
に
関

す
る

も
の

 

 
 
エ

 
許
可

，
認

可
又

は
権

利
義
務

に
関

す
る

も
の
 

 
 
オ

 
現
金

，
金

券
又

は
有

価
証
券

が
添

付
さ

れ
て
い

る
も

の
 

 
 
カ

 
そ
の

他
重

要
と

認
め

ら
れ
る

も
の
 

２
 
前

項
の
規

定
に

基
づ

き
文

書
の
配

布
を

受
け

た
係
の

者
は

，
当

該
文

書

を
速
や

か
に
所

属
長

に
報

告
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
当

該
所
属

長
は

，
法

令
等

に
従
い

当
該

文
書

に
係
る

事
案

を
適

正
か

つ
迅
速

に
処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

－70－



鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
7
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
 

 
（
総

合
行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書
の

受
信

及
び

処
理

）
 

第
13
条

の
２
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
文

書
の

受
信
は

，
文

書
担

当
者

が

行
う
。

 

２
 
文

書
担
当

者
は

，
受

信
し

た
総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
文

書
を

次
に

定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り

処
理

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1)
 

受
信

し
た

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

の
電

子
署

名
を

検
証

す
る

。
 

 
(
2)
 

受
信
し

た
総

合
行

政
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

文
書

の
形
式

を
確

認
し

，
当

該
 

 
 
文

書
の
発

信
者

に
対

し
て

，
形
式

上
の

誤
り

が
な
い

場
合

は
受

領
通

知
 

 
 
を

，
形

式
上
の

誤
り

が
あ

る
場

合
は

否
認

通
知

を
そ

れ
ぞ

れ
送
信

す
る

。 

 
(
3)
 

前
号
の

規
定

に
よ

り
受

領
通
知

を
行

っ
た

当
該
文

書
を

，
速

や
か

に
 

 
 
紙

に
出
力

す
る

。
 

３
 
文

書
担
当

者
は

，
原

則
と

し
て
定

時
に

総
合

行
政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書

の
着
信

状
況
を

確
認

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

４
 
文

書
担
当

者
は

，
第

２
項

第
３
号

の
規

定
に

よ
り
出

力
を

行
っ

た
当

該

文
書
の

余
白
に

文
書

受
付

印
及

び
電
子

署
名

付
文

書
印
（

別
記

第
４

号
様

式
の
２

）
を
押

す
も

の
と

す
る

。
 

実
情
に
合
っ
て
い

な
い
た
め
削
除
 

改
正
 

 

 
（

電
話

受
理

）
 

第
1
1
条
 

電
話

に
よ

り
受

理
し

た
事
項

の
う

ち
，
重
要

な
も
の

に
つ

い
て
は

，

原
則

と
し

て
，

電
話

受
発

用
紙

（
別
記

第
５

号
様

式
）

に
記

録
す

る
も
の

と
す

る
。

 

 
（
電

話
受
理

）
 

第
13
条

の
３
 

電
話

に
よ

り
受

理
し
た

事
項

の
う

ち
，
重

要
な

も
の

に
つ

い

て
は
，

原
則
と

し
て

，
電

話
受

発
用
紙

（
別

記
第

４
号
様

式
の

３
又

は
別

記
第
４

号
様
式

の
４

）
に

記
録

す
る
も

の
と

す
る

。
 

 

新
 

 
（

勤
務

時
間

外
の

受
付

）
 

第
1
2
条
 

勤
務

時
間

（
鹿

児
島

県
職
員

の
勤

務
時

間
，

休
暇

等
に

関
す
る

規

則
（

平
成

７
年

鹿
児

島
県

規
則

第
1
4号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
時

間
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
外

に
到

達
し

た
文

書
は
，
次

に
定

め
る
手

続
に

従
い
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
本

庁
所

属
に

あ
っ

て
は

総
合
当

直
主

任
，

本
部

の
出

先
機

関
及
び

警

察
学

校
に

あ
っ

て
は

当
直

員
又

は
当

務
員
，

署
に

あ
っ

て
は

当
番
勤

務

責
任

者
（

以
下

本
条

に
お

い
て
「

総
合

当
直

主
任

等
」
と
い

う
。
）
が

こ

れ
を

収
受

し
，

特
殊

郵
便

に
つ

い
て

は
特
殊

郵
便

受
領

簿
に

記
載
し

た

上
，

勤
務

終
了

時
，

本
庁

所
属

に
あ

っ
て
は

総
務

課
長

，
そ

れ
以
外

に

あ
っ

て
は

文
書

主
任

に
引

き
継

ぐ
。

 

 
(
2
)
 
総

合
当

直
主

任
等

は
，
至

急
の
文

書
を

収
受

し
た

場
合

に
お

い
て
は

， 

 
 

文
書

が
到

達
し

た
旨

を
直

ち
に
主

務
課

へ
連

絡
す

る
。
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鹿
児

島
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警
察
公

文
書
管
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規

程
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鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

新
 

 
（

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
る
収

受
処

理
）

 

第
1
3
条
 

担
当

者
は

，
第

1
0条

第
２
項

か
ら

第
４

項
ま

で
の

規
定

に
よ
り

受

け
付

け
た

文
書

及
び

担
当

者
が

直
接
受

け
付

け
た

文
書

が
申

請
書

，
照
会

文
書

等
当

該
文

書
に

基
づ

き
指

令
，
回

答
等

を
要

す
る

文
書

で
あ

る
場
合

は
，

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り
収

受
の

処
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
受

付
日

及
び

受
付
の

事
実

が
明

確
で

あ
る

も
の

で
，
第

1
7
条

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
起

案
に
添

付
す

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で
な

い
。
 

 
 

 
第

３
章

 
文
書

の
作

成
 

 
 

改
正
 

 
（

文
書

主
義

の
原

則
）
 

第
1
4
条
 

職
員

は
，

文
書

管
理

者
の
指

示
に

従
い

，
条

例
第

４
条

の
規
定

に
 

 
基

づ
き

，
条

例
第

１
条

の
目

的
の
達

成
に

資
す

る
た

め
，

経
緯

も
含
め

た
 

 
意

思
決

定
に

至
る

過
程

並
び

に
事
務

及
び

事
業

の
実

績
を

合
理

的
に
跡

付
 

 
け

，
又

は
検

証
す

る
こ

と
が

で
き
る

よ
う

，
処

理
に

係
る

事
案

が
軽
微

な
 

 
も

の
で

あ
る

場
合

を
除

き
，

文
書
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

公
文

書
は
，
正
確

か
つ
迅

速
に
取

り
扱

い
，
処

理
経
過

を
明

ら
か
に

し
，

及
び

適
正

に
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 

起
案

文
書

は
，

回
議

及
び

合
議
に

必
要

な
余

裕
を

お
い

て
起

案
し
，

必
 

 
要

な
審

査
及

び
協

議
の

機
会

が
失
わ

れ
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
 

 
い

。
 

 
（
文

書
等
に

よ
る

事
務

処
理

の
原
則

）
 

第
３
条

 
鹿
児

島
県

警
察

の
意

思
決
定

並
び

に
事

務
及
び

事
業

の
実

績
に

つ
 

 
い
て

は
，
文

書
等

を
作

成
す

る
こ
と

を
原

則
と

す
る
。

た
だ

し
，

次
に

掲
 

 
げ
る

場
合
に

つ
い

て
は

，
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

 
(
1)
 

意
思
決

定
と

同
時

に
文

書
等
を

作
成

す
る

こ
と
が

困
難

で
あ

る
場

合
 

 
(
2)
 

処
理
に

係
る

事
案

が
軽

微
な
も

の
で

あ
る

場
合
 

２
 
前

項
第
１

号
の

場
合

に
あ

っ
て
は

，
事

後
に

文
書
等

を
作

成
す

る
も

の
 

 
と
す

る
。
 

３
 
文

書
等
は

，
常

に
そ

の
存

在
を
明

ら
か

に
し

，
正
確

か
つ

迅
速

に
取

り
 

 
扱
い

，
処
理

経
過

を
明

ら
か

に
し
，

及
び

適
正

に
管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
 

 
な
い

。
 

 

改
正
 

（
文

書
の

規
格

等
）

 

第
1
5
条
 

文
書

に
用

い
る

用
紙

は
，
原

則
と

し
て

日
本

産
業

規
格

Ａ
列
４

番
 

 
の

も
の

を
縦

長
に

し
て

用
い

る
。
 

２
 

文
書

は
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を
除

き
，

左
横

書
き

と
し

な
け

れ
ば
な

ら
 

 
な

い
。

 

 
(
1
)
 
法

令
の

規
定

に
よ

り
書

式
が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

 

 
(
2
)
 
他

の
官

公
署

が
書

式
を

定
め
た

も
の
 

 
(
3
)
 
祝

辞
，

賞
状

，
感

謝
状

そ
の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

３
 

文
書

は
，

原
則

と
し

て
左

側
を
と

じ
る

。
 

 
（
文

書
の
形

式
）
 

第
９
条

 
文
書

に
用

い
る

用
紙

は
，
原

則
と

し
て

日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番

の
も
の

を
縦
長

に
し

て
用

い
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 
文

書
は
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を
除

き
，

左
横

書
き
と

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
。

 

 
(
1)
 

法
令
の

規
定

に
よ

り
書

式
が
定

め
ら

れ
て

い
る
も

の
 

 
(
2)
 

他
の
官

公
署

か
ら

書
式

を
指
定

さ
れ

た
も

の
 

 
(
3)
 

祝
辞
，

賞
状

，
感

謝
状

そ
の
他

本
部

長
が

特
に
指

定
し

た
も

の
 

３
 
用

字
用
語

は
，
「

常
用

漢
字

表
」（

平
成

2
2
年
内

閣
告

示
第

２
号
）
，
「

現

代
仮
名

遣
い
」
（

昭
和

6
1年

内
閣

告
示
第

１
号

）
，「

外
来

語
の

表
記
」
（

平

成
３
年

内
閣
示

第
２

号
）
，「

送
り

仮
名

の
付

け
方

」（
平
成

2
2
年

内
閣

訓
令

第
１
号

）
，「

公
用

文
に

お
け

る
漢

字
使

用
等

に
つ

い
て
」（

平
成

2
2年

内
閣

訓
令
第

１
号
）

及
び

別
に

定
め

る
公
用

文
の

作
成

要
領
に

よ
ら

な
け

れ
ば
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鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

な
ら
な

い
。
 

改
正
 

 
（

起
案

）
 

第
1
6
条
 

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は
，

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用
す

る

方
法

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

次
に

掲
げ

る
場

合
で

あ
っ

て
，
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す
る

方

法
に

よ
る

起
案

が
困

難
で

あ
る

と
き
は

，
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
，

起
案

用
紙

（
別

記
第

６
号

様
式

か
ら
第

８
号

様
式

ま
で

）
又

は
別

に
定
め

ら
れ

た
帳

票
等

を
用

い
て

起
案

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
(
1
)
 
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障
害

が
発

生
し

て
い

る
場

合
 

 
(
2
)
 
法

令
等

に
よ

り
起

案
の

方
法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
 

 
(
3
)
 
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

以
外
の

業
務

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方
法

に
 

 
 

よ
り

起
案

す
る

場
合
 

 
(
4
)
 
起

案
の

内
容

，
添

付
書

類
等
が

電
子

化
に

な
じ

ま
な

い
も

の
で
あ

る
 

 
 

と
所

属
長

が
認

め
る

場
合

 

 
（
起

案
）
 

第
14
条

 
起
案

文
書

は
，
原

則
と

し
て

係
長
（

こ
れ

に
相

当
す

る
職

を
含

む
。

以
下
同

じ
。）
以

上
の

職
に

あ
る

も
の
が

作
成

す
る

も
の
と

す
る
。
た
だ

し
，

定
型
的

又
は
軽

易
な

事
案

に
係

る
起
案

文
書

に
つ

い
て
は

，
こ

の
限

り
で

な
い
。

 

 

改
正
 

 
（

起
案

の
要

領
）

 

第
1
7
条
 

文
書

の
起

案
は

，
次

の
要
領

に
よ

り
行

う
。
 

 
(
1
)
 
内

容
の

よ
く

分
か

る
題

名
を
付

け
る

。
 

 
(
2
)
 
文

章
は

，
分

か
り

や
す

く
，
簡

潔
に

す
る

。
 

 
(
3
)
 
必

要
に

応
じ

，
起

案
理

由
，
関

係
法

令
，

参
考

資
料

を
付

記
し
，

又

は
添

付
す

る
。

 

 
(
4
)
 
用

字
用

語
は

，
常
用

漢
字

表
（
平

成
2
2
年
内

閣
告
示

第
２

号
），

現
代
 

 
 

仮
名

遣
い

（
昭

和
6
1
年
内

閣
告
示

第
１

号
）

及
び

送
り

仮
名

の
付
け

方
 

 
 

(昭
和

4
8
年
内

閣
告

示
第

２
号
)
に

よ
る

。
 

 
（
起

案
文
書

作
成

の
要

領
）

 

第
15
条

 
起
案

文
書

は
，
次
に

定
め

る
要

領
に

よ
り

作
成

す
る

も
の
と

す
る

。 

 
(
1)
 

起
案
文

書
の

表
紙

に
は

，
起
案

用
紙

（
別

記
第
５

号
様

式
か

ら
第

５
 

 
 
号

様
式
の

３
ま

で
）

を
用

い
る
こ

と
。

た
だ

し
，
定

型
的

又
は

軽
易

な
 

 
 
事

案
に
つ

い
て

は
，

付
せ

ん
，
文

書
の

余
白

等
に
処

理
案

を
記

載
し

て
 

 
 
起

案
文
書

に
代

え
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

 
(
2)
 

起
案
文

書
は

，
原

則
と

し
て
一

事
案

ご
と

に
作
成

す
る

。
 

 
(
3)
 

件
名
は

，
内

容
を

最
も

よ
く
表

わ
し

た
も

の
と
す

る
。
 

 
(
4)
 

内
容
は

，
分

か
り

や
す

く
，
正

確
で

簡
潔

な
も
の

と
す

る
。

 

２
 
起

案
文
書

に
は

，
必

要
に

よ
り
起

案
理

由
，

関
係
法

令
そ

の
他

の
参

考

事
項
を

付
記
し

，
又

は
関

係
資

料
を
添

付
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，
定

型
的
又

は
軽

易
な

も
の

は
，
こ

れ
を

省
略

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 

改
正
 

 
（

公
文

の
種

類
及

び
例

）
 

第
1
8
条
 

公
文

の
種

類
は

，
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
法

規
文
 

 
 

ア
 

条
例

 
地

方
自

治
法

（
昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7
号
）

第
1
4
条

の
規

定
 

 
 

 
 

 
 

に
よ

り
制

定
す

る
も
の

 

 
 

イ
 

規
則

 
地

方
自

治
法

第
1
5条

及
び

警
察

法
（

昭
和
2
9
年

法
律

第
1
6
2 

 
 

 
 

 
 

号
）

第
3
8
条
第

５
項
の

規
定

に
よ

り
制

定
す

る
も

の
 

 
（
公

文
の
種

類
）
 

第
８
条

 
公
文

の
種

類
は

，
公

示
文
書

，
令

達
文
書

及
び

一
般

文
書

と
す

る
。
 

２
 
公

示
文
書

と
は

，
次

に
掲

げ
る
も

の
を

い
う

。
 

(
1
) 

告
示

 
本

部
長

又
は

警
察

署
長
（

以
下
「

署
長

」
と

い
う

。
）
が

法
令
 

の
規

定
又

は
職

務
上

の
権

限
に

基
づ
き

処
分

又
は

決
定

し
た

事
 

項
を

一
般

に
公

示
す

る
も

の
 

(
2
) 

公
告

 
本

部
長

又
は

署
長

が
一

定
の

事
項
を

一
般

に
公

示
す

る
も

の
 

 

－73－



鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
0
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
(
2
)
 
公

示
文
 

 
 

ア
 

告
示

 
行

政
行

為
又

は
行
政

行
為

の
効

果
若

し
く

は
事

実
を
公

示

す
る

も
の

と
し

て
，
警

察
本
部

長
（

以
下
「

本
部
長

」
と
い

う
。
）
又

は
警

察
署

長
（

以
下
「

署
長

」
と

い
う
。
）
が
法

令
の

規
定

又
は

職
務

上
の

権
限

に
基

づ
き

処
分

又
は

決
定

し
た
事

項
を

一
般

に
公

示
す
る

も
の

 

 
 

イ
 

公
告

 
本

部
長

又
は

署
長
が

一
定

の
事

実
を

一
般

に
公

示
す
る

も
 

 
 

 
 

 
の
 

 
(
3
)
 
令

達
文
 

 
 

ア
 

訓
令

 
下

級
機

関
に

対
し
権

限
の

行
使

に
つ

い
て

指
揮

す
る
た

め
 

 
 

 
 

に
発

す
る

命
令

と
し

て
，
本

部
長

が
指

揮
監
督

権
に

基
づ

き
，

所
属

又
は

職
員

に
対

し
，

警
察

運
営

上
の
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

指
揮

命
令

す
る

も
の
 

 
 

イ
 

訓
 

警
察

学
校

長
又

は
署
長

が
そ

の
所

属
職

員
に

対
し

，
指
揮

命
 

 
 

 
 

 
令

す
る

も
の
 

 
 

ウ
 

指
令

 
住

民
に

対
し

て
発
す

る
下

命
，

禁
止

，
許

可
，

免
除
，

特
 

 
 

 
 

 
 

許
，

認
可

等
で

あ
り
，

本
部

長
又

は
署

長
が

，
個

人
，
法

人
 

 
 

 
 

 
 

又
は

団
体

の
申

請
，
願

出
等

に
対

し
て

，
許

可
，

認
可
，

承
 

 
 

 
 

 
 

認
等

を
す

る
も

の
 

 
(
4
)
 
一

般
文

書
 

 
 

ア
 

通
達

 
本

部
長

，
部

長
又
は

所
属

長
が

職
務

権
限

に
基

づ
き
，

警
 

 
 

 
 

 
 

察
運

営
の

細
目

的
事
項

，
法

規
の

解
釈

，
運

用
方

針
等
に

つ
 

 
 

 
 

 
 

い
て

，
所

属
又

は
職
員

に
対

し
，

指
揮

命
令

す
る

も
の
 

 
 

イ
 

往
復

文
書

 
報

告
，
上
申

，
通

報
，
通
知

，
連

絡
，
照
会

，
回

答
， 

 
 

 
 

 
 

 
 

協
議

，
依

頼
，
送

付
，

進
達

等
で

通
達

以
外

の
も
の

 

 
 

ウ
 

そ
の

他
の

一
般

文
書

 
ア
，

イ
の

い
ず

れ
に

も
属

し
な

い
も
の

 

２
 

公
文

例
は

，
別

表
第

１
の

と
お
り

と
す

る
。

 

 
 

（
告

示
を

除
く

。
）
 

３
 
令

達
文
書

と
は

，
次

に
掲

げ
る
も

の
を

い
う

。
 

 
(
1)
 

訓
令
 

本
部

長
が

指
揮

監
督
権

に
基

づ
き

，
所
属

又
は

鹿
児

島
県

警
 

 
 
 

 
 
察

職
員
（

以
下
「

職
員

」
と

い
う

。
）
に
対

し
，
警

察
運

営
上

の
 

 
 
 

 
 
基

本
的

事
項

に
つ

い
て
指

揮
命

令
す

る
も
の

 

 
(
2)
 

指
令
 

本
部

長
又

は
署

長
が
，

個
人

，
法

人
又
は

団
体

の
申

請
，

願
 

 
 
 

 
 
出

等
に

対
し

て
，

許
可
，

認
可

，
承

認
等
を

す
る

も
の

 

(
3
) 

訓
 

警
察

学
校

長
又

は
署

長
が

そ
の

所
属
職

員
に

対
し

，
指

揮
命

令
 

 
す

る
も

の
 

４
 
一

般
文
書

と
は

，
次

に
掲

げ
る
も

の
を

い
う

。
 

 
(
1)
 

通
達
 

本
部

長
，

部
長

又
は
所

属
長

が
職

務
権
限

に
基

づ
き

，
警

察
 

 
 
 

 
 
運

営
の

細
目

的
事

項
，
法
規

の
解

釈
，
運

用
方

針
等

に
つ

い
て

， 

 
 
 

 
 
所

属
又

は
職

員
に

対
し
，

指
揮

命
令

す
る
も

の
 

 
(
2)
 

往
復
文

書
 

報
告

，
上

申
，
通

報
，

通
知

，
連
絡

，
照

会
，

回
答

，
 

 
 
 

 
 
 

 
協

議
，

依
頼

，
送
付

，
進

達
等

で
通
達

以
外

の
も

の
 

 
(
3)
 

そ
の
他

の
一

般
文

書
 

前
２
号

の
い

ず
れ

に
も
属

し
な

い
も

の
 

新
 

 
（

決
裁

区
分

等
の

表
示

）
 

第
1
9
条
 

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は
，
次

に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
決
裁

区
 

 
分

等
を

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1
)
 
決

裁
区

分
 

 
 

ア
 

本
部

等
（

本
部

及
び

警
察
学

校
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

か
ら
第

2
1

条
ま

で
，
第

23
条

及
び
第

2
4条

に
お

い
て
同

じ
。
）
に
お

い
て

は
，
次
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
1
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
決

裁
区

分
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る

記
号

を
表

示
す

る
。
 

決
裁

区
分

 
記

号
 

公
安

委
員

会
，

本
部

長
 

Ａ
 

部
長

，
首

席
監

察
官

，
参

事
官

 
Ｂ

 

課
長

以
下

 
Ｃ

 

 
 

イ
 

署
に

お
い

て
は

，
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

決
裁

区
分

に
応
じ

同
 

 
 

 
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を
表

示
す

る
。

 

決
裁

区
分

 
記

号
 

署
長
 

Ａ
 

副
署

長
，
次

長
，
警

務
会

計
官

，
地

域
交

通
官

，
刑

事
官
，
天

文
館
・
地

域
安

全
対

策
官
 

Ｂ
 

課
長
 

Ｃ
 

 
 

ウ
 

知
事

部
局

に
お

け
る

決
裁
を

受
け

る
際

の
決

裁
区

分
の

表
示
に

つ
 

 
 

 
い

て
は

，
鹿

児
島

県
公

文
書
管

理
規

程
（

令
和

６
年

鹿
児

島
県
訓

令
 

 
 

 
第

○
号

）
第

1
8
条

の
例

に
よ
る

。
 

 
(
2
)
 
取

扱
区

分
は

，
知

事
等

に
決
裁

を
受

け
る

も
の

を
除

き
，

秘
密
の

程
 

 
 

度
に

応
じ

，
極

秘
，
秘

，
取

扱
注

意
，
一

般
の

い
ず

れ
か

を
表

示
す
る

。 

(
3
)
 
分

類
記

号
は

，
第

4
3条

に
定
め

る
分
類

基
準

表
に

よ
る

文
書
の

分
類
 

 
 

に
従

い
，

分
類

記
号

を
表

示
す
る

。
 

改
正
 

 
（

一
般

文
書

の
発

信
者

及
び

宛
名
）

 

第
2
0
条
 

一
般

文
書

の
発

信
者

は
，
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
本

部
等

か
ら
発

す
る

も
の

は
，
原

則
と

し
て

本
部

長
名

を
用

い
る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

，
軽

易
な

も
の

に
つ
い

て
は

，
部

長
名

又
は
所

属

長
名

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
2
)
 
署

か
ら

発
す

る
も

の
は

，
原
則

と
し
て

署
長

名
を

用
い

る
も
の

と
す
 

 
 

る
。

た
だ

し
，

署
長

が
認

め
た
も

の
に

つ
い

て
は

，
署

名
を

用
い
る

こ
 

 
 

と
が

で
き

る
。

 

(
3
)
 
発

信
者

の
連

名
を

必
要

と
す
る

と
き
は

，
主

管
の

部
長

名
又
は

所
属
 

 
 

長
名

を
先

に
す

る
も

の
と

す
る
。

 

２
 

一
般

文
書

の
宛

名
は

，
次

に
掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
本

部
等

か
ら

鹿
児

島
県

警
察
以

外
の
機

関
（

以
下
「

部
外

」
と
い

う
。
）

 
（
発

信
者
及

び
宛

名
）

 

第
10
条

 
一
般

文
書

の
発

信
者

は
，
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

 
(
1)
 

本
部
（

警
察

学
校

を
含

む
。
以

下
こ

の
条

及
び
第

17
条

に
お

い
て

同
 

 
 
じ

。）
か
ら

発
す

る
も

の
は

，
原

則
と

し
て

本
部

長
名

を
用

い
る

も
の

と
 

 
 
す

る
。
た

だ
し

，
軽

易
な

も
の
に

つ
い

て
は

，
部
長

名
又

は
所

属
長

名
 

 
 
を

用
い
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
(
2)
 

署
か
ら

発
す

る
も

の
は

，
原
則

と
し

て
署

長
名
を

用
い

る
も

の
と

す
 

 
 
る

。
た
だ

し
，

署
長

が
認

め
た
も

の
に

つ
い

て
は
，

署
名

を
用

い
る

こ
 

 
 
と

が
で
き

る
。
 

 
(
3)
 

発
信
者

の
連

名
を

必
要

と
す
る

と
き

は
，

主
管
の

部
長

名
又

は
所

属
 

 
 
長

名
を
先

に
す

る
も

の
と

す
る
。

 

２
 
一

般
文
書

の
宛

名
は

，
次

に
掲
げ

る
と

お
り

と
す
る

。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
2
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

に
対

し
て

発
す

る
と

き
は

，
原

則
と

し
て
宛

名
の

機
関

の
長

と
す
る

。

た
だ

し
，

発
信

者
が

部
長

又
は

所
属

長
の
と

き
は

，
対

応
す

る
補
助

機

関
名

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
2
)
 
本

部
等

か
ら

鹿
児

島
県

警
察
部

内
（

以
下
「

部
内
」
と
い

う
。
）
に

対

し
て

発
す

る
と

き
は

，
宛

名
は

部
長

名
又
は

所
属

長
名

と
し

，
必
要

に

応
じ

単
独

又
は

連
名

と
す

る
。

 

(
3
)
 
署

か
ら

本
部

等
に

発
す

る
と
き

は
，
原

則
と

し
て

本
部

長
名

と
す

る
。 

(
1
) 

本
部

か
ら

鹿
児

島
県

警
察

以
外

の
機

関
（
警

察
庁

及
び

他
都

道
府

県
 

 
 
警

察
を
含

む
。
以
下
「

部
外

」
と
い

う
。
）
に
対

し
て

発
信

す
る
と

き
は

，

原
則

と
し

て
宛

名
の

機
関

の
長

と
す

る
。
た

だ
し

，
発

信
者

が
部

長
又

は
所

属
長

の
と

き
は

，
対

応
す
る

補
助

機
関
名

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。 

(
2
) 

本
部
か

ら
鹿

児
島

県
警
察

部
内
（

以
下
「

部
内
」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
発

信
す

る
と

き
は

，
宛

名
は

部
長

名
及
び

所
属

長
名

と
し

，
必

要
に

応
じ

単
独

又
は

連
名

と
す

る
。

 

 
(
3)
 

署
か
ら

本
部

に
発

信
す

る
と
き

は
，
原

則
と
し

て
本

部
長

名
と

す
る

。 

新
 

 
（

担
当

者
等

の
表

示
）
 

第
2
1
条
 

部
内

宛
て

に
発

す
る

一
般
文

書
に

は
，

発
信

者
名

の
下

部
に
当

該

文
書

に
係

る
事

務
の

担
当

係
名

及
び

電
話

番
号

を
記

入
す

る
も

の
と

す

る
。
 

２
 

部
外

宛
て

に
発

す
る

一
般

文
書
の

う
ち

相
手

方
か

ら
の

照
会

等
が
予

想

さ
れ

る
文

書
に

は
，

文
書

の
末

尾
に
事

務
担

当
者

の
所

属
，

氏
名

及
び
電

話
番

号
を

記
載

す
る

よ
う

に
努

め
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

改
正
 

 
（

回
議

）
 

第
2
2
条
 

起
案

文
書

は
，

起
案

者
か
ら

順
次

直
属

の
上

司
を

経
て

，
決
裁

者

に
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

秘
密

の
取

扱
い

を
要

す
る

文
書
及

び
重

要
又

は
異

例
の

文
書

は
，
電

子

回
議

の
場

合
を

除
き

，
起

案
者

又
は
そ

の
直

属
の

上
司

が
自

ら
持

ち
回
っ

て
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（
回

議
）
 

第
16
条

 
起
案

文
書

は
，

起
案

者
か
ら

順
次

直
属

の
上
司

を
経

て
，

決
裁

者

に
回
議

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
秘

密
の
取

扱
い

を
要

す
る

文
書
及

び
重

要
又

は
異
例

な
文

書
は

，
起

案

者
又
は

そ
の
上

司
が

自
ら

持
ち

回
っ
て

回
議

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

改
正
 

 
（

合
議

）
 

第
2
3
条
 

本
部

に
あ

っ
て

は
，
起

案
文

書
の

内
容

が
他

の
部

又
は

他
の
課

等
 

 
が

所
管

す
る

事
務

に
関

係
が

あ
る
場

合
は

，
当

該
起

案
文

書
を

関
係
の

部
 

 
長

又
は

課
長

等
に

合
議

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

，
 

 
同

一
部

内
の

他
の

課
に

関
係

の
あ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
主

務
課

長
を
，
他
 

 
の

部
に

関
係

の
あ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
主

務
課

を
掌

理
す

る
部

長
（
決

裁
 

 
者

が
課

長
等

で
あ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
主

務
課

長
等

）
を

経
て

行
う
も

の
 

 
と

す
る

。
 

２
 

前
条

第
２

項
の

規
定

は
，

合
議
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 

３
 

起
案

文
書

の
合

議
を

受
け

た
者
は

，
起

案
文

書
の

内
容

に
異

議
が
あ

る
 

 
と

き
は

，
当

該
起

案
文

書
を

作
成
し

た
所

属
長

と
協

議
し

て
調

整
す
る

も
 

 
の

と
す

る
。
 

 
（
合

議
）
 

第
17
条

 
本
部

の
部

長
又

は
所

属
長
は

，
他

の
部

又
は
他

の
所

属
に

関
係

の
 

 
あ
る

事
案
の

処
理

に
つ

い
て

必
要
が

あ
る

と
認

め
る
と

き
は

，
関

係
部

長
 

 
又
は

所
属
長

に
合

議
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
前

条
第
2
項

の
規
定

は
，
合

議
に

つ
い
て

準
用

す
る

。
 

３
 
他

の
部
長

又
は

他
の

所
属

長
に
合

議
す

る
事

案
は
，

原
則

と
し

て
同

一
 

 
部
内

に
あ
っ

て
は

当
該

所
属

長
，
事

案
が

他
の

部
に
わ

た
る

場
合

に
あ

っ
 

 
て
は

当
該
所

属
の

部
長

を
経

た
後
，

合
議

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 
起

案
文
書

の
合

議
を

受
け

た
者
は

，
起

案
文

書
の
内

容
に

異
議

が
あ

る
 

 
と
き

は
，
当

該
起

案
文

書
を

作
成
し

た
所

属
長

と
協
議

し
て

調
整

す
る

も
 

 
の
と

す
る
。

 

 
 
こ

の
場
合

に
お

い
て

，
協

議
が
調

わ
な

い
と

き
は
，

そ
の

旨
意

見
を

付
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
3
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
協

議
が
調

わ
な

い
と

き
は

，
そ

の
旨

意
見
を

付
 

 
し

た
後

，
同

一
部

内
に

あ
っ

て
は
部

長
，

２
以

上
の

部
に

及
ぶ

も
の
に

あ
 

 
っ

て
は

本
部

長
の

決
裁

を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

署
に

お
け

る
合

議
は

，
本

部
に
お

け
る

合
議

方
法

を
準

用
す

る
。
 

し
た
後

，
同
一

部
内

に
あ

っ
て

は
部
長

，
部

の
相

互
間
に

あ
っ

て
は

本
部
 

長
の
決

裁
を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

５
 
合

議
を
受

け
た

文
書

の
結

果
を
知

る
必

要
が

あ
る
と

き
は

，
合

議
案

の
 

 
当
該

部
名
又

は
所

属
名

の
上

に
「
要

再
回

」
と

朱
書
し

，
又

は
付

せ
ん

に
 

 
よ
り

そ
の
旨

を
表

示
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

６
 
署

に
お
け

る
合

議
は

，
本

部
に
お

け
る

合
議

方
法
を

準
用

す
る

。
 

改
正
 

 
（

代
決

，
後

閲
，

廃
案

等
の

場
合
の

処
理

）
 

第
2
4
条
 

起
案

文
書

を
鹿

児
島

県
警
察

事
務

の
決

裁
に

関
す

る
訓

令
（
平

成
 

 
2
7
年
鹿

児
島

県
警

察
本

部
訓

令
第
３

号
）
第
６

条
の

規
定

に
よ

り
代
決

す
 

 
る

と
き

は
，
次

の
各
号

に
掲

げ
る
場

合
の

区
分

に
応

じ
，
当

該
各

号
に

定
 

 
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

そ
の

旨
を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
 
電

子
回

議
の

場
合

は
，

代
決
者

と
し
て

公
文

書
管

理
シ

ス
テ
ム

そ
の
 

他
の

業
務

シ
ス

テ
ム

で
決

裁
す

る
こ

と
。
 

(
2
) 

そ
の

他
の

場
合

は
，

当
該

起
案

文
書

の
決
裁

箇
所

に
「

代
」

と
記
載
 

す
る

こ
と

。
 

２
 

前
項

第
２

号
の

場
合

に
お

い
て

，
後

閲
を

要
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

「
後

閲
」

と
記

入
し

て
お

か
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

本
部

等
に

お
い

て
，
回
議

又
は
合

議
の

過
程

で
起

案
文

書
の

内
容
に

重

大
な

修
正

が
加

え
ら

れ
た

と
き

，
又
は

起
案

が
廃

案
に

な
っ

た
と

き
は
，

主
務

課
長

は
，
そ
の

と
き

ま
で

に
回
議

又
は

合
議

を
終

わ
っ

た
関

係
の
部

長
及

び
所

属
長

に
そ

の
旨

を
通

知
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

る
起

案
が

廃
案

と
な

っ
た

と
き

は
，
起

案
者
は

，
公

文
書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

廃
案

の
処
理

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

署
に

お
け

る
回

議
又

は
合

議
に

つ
い

て
も

第
３

項
に

お
け

る
方

法
を

準
用

す
る

。
 

 
（
代

決
，
後

閲
，

廃
案

等
の

場
合
の

処
理

）
 

第
18
条

 
起
案

文
書

を
鹿

児
島

県
警
察

事
務

の
決

裁
に
関

す
る

訓
令
（

平
成
 

 
27
年

鹿
児
島

県
警

察
本

部
訓

令
第
３

号
）
第
６

条
の
規

定
に

よ
り

代
決

し
 

 
た
者

は
，
当

該
起
案

文
書
の

決
裁

箇
所
に
「

代
」
と
，
同

訓
令

第
９
条

第
 

 
２
項

の
規
定

に
よ

り
後

閲
を

要
す
る

も
の

に
つ

い
て
は
「

後
閲

」
と
，
そ
 

 
れ
ぞ

れ
朱
書

し
て

お
か

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

回
議

又
は

合
議

の
過

程
で

起
案

文
書

の
内

容
に

重
大

な
修

正
が

加
え

ら
れ
た

と
き
，
又
は

起
案

が
廃

案
に

な
っ
た

と
き

は
，
当

該
起

案
主

務
課

長
は
，
速

や
か

に
，
そ
の

と
き

ま
で
に

回
議

又
は

合
議
を

終
わ

っ
た

関
係

部
長
及

び
所
属

長
に

そ
の

旨
を

通
知
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

改
正
 

 
（

機
密

又
は

緊
急

を
要

す
る

事
案
の

処
理

）
 

第
2
5
条
 

機
密

又
は

緊
急

を
要

す
る
事

案
は

，
上

司
の

指
揮

を
受

け
て
通

常
 

 
の

手
続

に
よ

ら
ず

，
便

宜
処

理
す
る

こ
と

が
で

き
る
。
た

だ
し

，
事

後
に

 

 
所

定
の

手
続

を
と

ら
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
文
書

取
扱
の

特
例

）
 

第
７
条

 
人
事

，
情

報
等

に
関

す
る
文

書
で

そ
の

性
質
上

こ
の

訓
令

に
定

め
 

 
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

が
不

適
当

な
も

の
及

び
特

に
急

を
要

す
る

文
書

に
つ
い

て
は
，
あ

ら
か

じ
め
警

察
本

部
長
（

以
下
「

本
部

長
」
と

い
う

。
）

の
承
認

を
受
け

た
上

，
所

属
長

に
お

い
て
，
特
別

な
取
扱

い
を

す
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

 

 
 

（
緊

急
を

要
す

る
事

案
の

処
理

）
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
4
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

第
19
条

 
緊
急

を
要

す
る

事
案

は
，
上

司
の

指
揮

を
受
け

て
通

常
の

手
続

に
 

 
よ
ら

ず
，
便
宜

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
た
だ

し
，
事

後
に

所
定
の

手
 

 
続
を

と
ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
（

文
書
の

審
査

）
 

第
2
6
条
 

条
例
，
規

則
，
規

程
，
訓

令
，
告

示
及

び
公

告
の

制
定

及
び
改

廃

又
は

そ
の

他
本

部
長

に
お

い
て

必
要

と
認

め
る

事
項

に
関

す
る

重
要

な

起
案

文
書

は
，

本
部

警
務

課
長

及
び

関
係

の
部

長
又

は
所

属
長

に
回

議

し
，
又

は
合

議
し

た
後

，
総
務

課
長

に
合
議

し
，
そ

の
審

査
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
審

査
は

，
次

に
掲

げ
る
事

項
に

つ
い

て
行

う
も

の
と

す
る
。

 

(
1
)
 
文

書
の

形
式

に
関

す
る

こ
と
。

 

(
2
)
 
法

制
上

の
適

否
に

関
す

る
こ
と

。
 

(
3
)
 
そ

の
他

総
務

課
長

に
お

い
て
必

要
と
認

め
る

事
項

 

３
 

第
１

項
の

審
査

を
受

け
よ

う
と
す

る
と

き
は

，
当

該
文

書
に

関
係
の

あ
 

 
る

文
書

又
は

資
料

を
添

付
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

４
 

総
務

課
長

は
，
審

査
を
終

え
た
文

書
の

う
ち

警
察

運
営

上
総

合
的
な

調
 

 
整

を
必

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に
つ

い
て

は
，
警

務
部
長

の
調

整
を
受

け
 

る
も

の
と

す
る

。
 

（
文
書

の
審
査

）
 

第
20
条

 
条
例

，
規
則

，
規
程

，
訓

令
，
告

示
及

び
公
告

の
制

定
並

び
に

改
 

廃
又

は
そ

の
他

本
部

長
に

お
い

て
必

要
と

認
め

る
事

項
に

関
す

る
重

要

な
起

案
文

書
は

，
本

部
警

務
課

長
及

び
関

係
部

長
又

は
所

属
長

に
回

議

し
，
又

は
合

議
し

た
後

，
本
部

総
務

課
長
に

合
議

し
，
そ
の

審
査

を
受
け

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
前

項
の
審

査
は

，
次

に
掲

げ
る
事

項
に

つ
い

て
行
う

も
の

と
す

る
。
 

 
(
1)
 

文
書
の

形
式

に
関

す
る

こ
と
。

 

(
2
) 

法
制
上

の
適

否
に

関
す
る

こ
と

。
 

 
(
3)
 

そ
の
他

本
部

総
務

課
長

に
お
い

て
必

要
と

認
め
る

事
項
 

３
 
第

１
項
の

審
査

を
受

け
よ

う
と
す

る
と

き
は

，
当
該

文
書

に
関

係
の

あ
 

る
文
書

又
は
資

料
を

添
付

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 
本

部
総
務

課
長

は
，
審

査
を

終
え

た
文

書
の

う
ち
警

察
運

営
上

総
合

的

な
調
整

を
必
要

と
認

め
ら

れ
る

も
の
に

つ
い

て
は

，
警
務

部
長

の
調

整
を

受
け
る

も
の
と

す
る

。
 

 

 
 

（
審
議

室
へ

の
付

議
）
 

第
2
7
条
 

本
部

警
務

課
長

は
，
前

条
の

規
定

に
よ

り
起

案
文

書
の

合
議
を

受

け
た

と
き

は
，
必

要
に
応

じ
，
鹿

児
島

県
警

察
審

議
室

の
設

置
に

関
す
る

訓
令
（

昭
和
5
5
年

鹿
児
島

県
警

察
本

部
訓
令

第
５

号
）
第
１

条
に

規
定
す

る
審

議
室

に
付

議
す

る
も

の
と

す
る
。

 

（
審
議

室
へ
の

付
議

）
 

第
21
条

 
本
部

警
務

課
長

は
，
前

条
の

規
定

に
よ

り
起
案

文
書

の
合

議
を

う

け
た
と

き
は
，
必
要

に
応

じ
，
鹿

児
島

県
警

察
審

議
室
の

設
置

に
関

す
る

訓
令
（
昭

和
5
5
年
鹿

児
島

県
警

察
本

部
訓
令

第
５

号
）
第

１
条

に
規

定
す

る
審
議

室
に
付

議
す

る
も

の
と

す
る
。

 

 

改
正
 

 
（

決
裁

後
の

処
理

）
 

第
2
8
条

 
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

起
案

し
た

決

裁
文

書
は

，
決

裁
年

月
日

を
公

文
書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

登
録

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用
す

る
方

法
以

外
の

方
法

に
よ

り
起
案

し

た
決

裁
文

書
は

，
決

裁
年

月
日

を
記
入

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
施
行

）
 

第
24
条

 
決
裁

者
の

決
裁

を
終

え
た
起

案
文

書
（
以

下
「
原

議
」
と

い
う

。）

は
，
起

案
者
に

お
い

て
決

裁
日

を
確
実

に
記

入
し

た
後
速

や
か

に
施

行
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
取

扱
者
は

，
施

行
済

み
の

原
議
に

速
や

か
に

施
行
年

月
日

を
記

入
し

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

改
正
 

（
公

示
）

 

第
2
9
条
 

本
部

に
お

け
る

告
示

及
び
公

告
は

，
法

令
等

に
特

別
の

定
め
が

あ

る
場

合
を

除
い

て
，

鹿
児

島
県

公
報
発

行
規

則
（

昭
和

2
7年

鹿
児

島
県
規

則
第

５
号

。
以

下
「
公

報
規
則

」
と

い
う

。）
第
１

条
に

規
定

す
る

鹿
児
島

（
公
示

）
 

第
25
条

 
本
部

告
示

及
び

公
告

は
，
鹿

児
島

県
公

報
発
行

規
則

（
昭

和
2
7
年

鹿
児
島

県
規
則

第
５

号
。
以
下
「

公
報

規
則

」
と

い
う
。
）
第

１
条
に

規
定

す
る
鹿

児
島
県

公
報
（

以
下
「

県
公
報

」
と
い

う
。
）
に

登
載

し
て

，
公

示
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
5
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

県
公

報
（

以
下
「

県
公

報
」
と

い
う
。
）
に
登

載
し

て
，
公
示

す
る

も
の
と

す
る

。
た

だ
し

，
天

災
地

変
そ

の
他
や

む
を

得
な

い
事

情
で

県
公

報
に
登

載
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
，
鹿

児
島

県
警

察
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト
へ

の
掲

載
な

ど
に

よ
り

，
登

載
に

代
え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

署
に

お
け

る
告

示
及

び
公

告
は
，

法
令

等
に

特
別

の
定

め
が

あ
る
場

合

を
除

い
て

，
そ

の
署

の
掲

示
板

に
掲
示

し
て

公
示

す
る

も
の

と
す

る
。
 

す
る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
，

天
災
地

変
そ

の
他

や
む
を

得
な

い
事

情
で

県
公
報

に
登
載

す
る

こ
と

が
で

き
な
い

場
合

は
，

本
部
の

掲
示

板
に

掲
示

し
て
登

載
に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

２
 
署

告
示
及

び
公

告
は

，
法

令
，
条

例
等

に
特

別
の
定

め
が

あ
る

場
合

を

除
い
て

，
そ
の

署
の

掲
示

板
に

掲
示
し

て
公

示
す

る
も
の

と
す

る
。

 

 
 

（
示

達
）
 

第
26
条

 
令
達

文
書

及
び

一
般

文
書
の

示
達

は
，

原
則
と

し
て

文
書

に
よ

り

行
う
も

の
と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い

て
，

各
宛

先
に
写

し
１

部
を

送
達

す
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 
前

項
の
写

し
を

受
領

し
た

所
属
で

こ
れ

を
更

に
複
写

し
て

配
布

す
る

場

合
に
お

い
て
は

，
複

写
文

の
右

上
部
余

白
に

必
ず

「
写
」

の
表

示
を

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

削
除
 

改
正
 

（
県

公
報

へ
の

登
載

手
続

）
 

第
3
0
条
 

県
公

報
に

登
載

す
る

文
書
に

つ
い

て
は

，
登

載
事

項
を

公
報
規

則

第
５

条
に

規
定

す
る

原
稿

用
紙

に
記
載

し
，

所
要

の
決

裁
を

終
え

た
上
，

発
行

予
定

日
（

毎
週

火
曜

日
と

金
曜
日

）
の

８
日

前
ま

で
に

，
原

議
（
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

よ
り

出
力

し
た

も
の

を
含

む
。
）

に
原

稿
１

部
を

添

え
，

総
務

課
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

県
公

報
に

登
載

す
る

文
書

を
受
領

し
た

総
務

課
長

は
，

直
ち

に
，
登

載

文
書

の
件

名
等

を
県

公
報

登
載

依
頼
簿

（
別

記
第

９
号

様
式

）
に

記
載
し

て
鹿

児
島

県
総

務
部

学
事

法
制

課
長
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
県
公

報
へ
の

登
載

手
続

）
 

第
27
条

 
県
公

報
に

登
載

す
る

文
書
に

つ
い

て
は

，
登
載

事
項

を
公

報
規

則

第
５
条

に
規
定

す
る

原
稿

用
紙

に
記
載

し
，

所
要

の
決
裁

を
終

え
た

上
，

発
行
予

定
日
（

毎
週

火
曜

日
と

金
曜
日

）
の

８
日

前
ま
で

に
，

原
議

に
原

稿
２
部

を
添
え

，
本

部
総

務
課

長
に
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
県

公
報
に

登
載

す
る

文
書

を
受
領

し
た

本
部

総
務
課

長
は

，
直

ち
に

，

登
載
文

書
の
件

名
等

を
県

公
報

登
載
依

頼
簿

（
別

記
第
８

号
様

式
）

に
記

載
し

て
鹿

児
島

県
総

務
部

学
事

法
制

課
長

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

 

改
正
 

（
文

書
の

記
号

及
び

番
号

）
 

第
3
1
条
 

決
裁

を
受

け
た

文
書
（

公
告

を
除
く

。
）
に
は

，
次

に
定

め
る
と

こ

ろ
に

よ
り

記
号

及
び

番
号

を
付

さ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
記
号

及
び

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
適

当
で
な

い
文

書
又

は
軽

易
な

文
書

に
は
，

こ
れ

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

(
1
) 
本

部
長

の
告
示

及
び

令
達

文
は

，
鹿

児
島
県

警
察

本
部

と
冠

し
，
公

文
 

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

総
務

課
が
管

理
す

る
令

達
等

文
書

番
号

を
付
け

る
。

た
だ

し
，

公
文

書
管

理
シ

ス
テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
こ

と
が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

総
務

課
に

備
付
け

の
令

達
等

文
書

番
号

簿
（

別
記
第

1
0
号

様
式

）
に

よ
り

そ
の

種
類

ご
と
に

番
号

を
付

け
る

。
 

(
2
) 

警
察

学
校

長
及

び
署

長
の

告
示

及
び

令
達
文

に
あ

っ
て

は
，

所
属
名
 

 
（
令

達
等
文

書
番

号
）

 

第
22
条

 
決
裁

を
受

け
た

令
達

文
書
及

び
告

示
は

，
令
達

等
文

書
番
号

簿
（

別

記
第
６

号
様
式

）
に

登
載

し
，

暦
年
ご

と
に

そ
の

種
別
に

従
い

，
一

連
番

号
を
付

さ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

２
 
令

達
等
文

書
番

号
簿

は
，

本
部
長

の
発

す
る

も
の
に

つ
い

て
は

本
部

総

務
課
に

，
そ
の

他
の

も
の

に
つ

い
て
は

各
所

属
に

備
え
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 

（
分
類

記
号
等

の
表

示
）

 
 

第
23
条

 
決
裁

を
受

け
た

一
般

文
書
に

は
，

保
存

種
別
，

保
存

期
間

，
こ

の

訓
令
の

規
定
に

よ
る

分
類

番
号

，
所
属

記
号

等
（

別
表
第

１
の

所
属

記
号

等
一
覧

表
に
よ

る
所

属
記

号
と

各
所
属

備
付

け
の

文
書
発

送
簿

（
別

記
第
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
6
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

を
冠

し
，

各
所

属
備

付
け

の
令

達
等

文
書
番

号
簿

に
よ

り
そ

の
種
類

ご

と
に

番
号

を
付

け
る

。
 

(
3
)
 
一

般
文

書
に

は
，

保
存

種
別
，

保
存
期

間
，

分
類

記
号

，
別
表

第
２
 

 
 

に
定

め
る

所
属

記
号

を
付

け
，
公

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番
号

を
 

付
け

る
。

た
だ

し
，

公
文

書
管

理
シ

ス
テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け
る

こ
 

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

，
文

書
番

号
簿
（

別
記

第
1
1
号

様
式

）
に

よ
 

り
番

号
を

付
け

る
。
 

２
 

前
項

の
番

号
は

，
暦

年
に

よ
る
一

連
番

号
と

す
る

。
 

７
号
様

式
）
に
よ

る
一

連
番

号
と

を
組

み
合

わ
せ

た
も
の

を
い

う
。
）
及

び

発
出
年

月
日
（

以
下
「

分
類

記
号

等
」
と
い

う
。
）
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ
し

，
分

類
記

号
等

を
付
す

る
こ

と
が

適
当
で

な
い

文
書

又
は

軽
易
な

文
書
は

，
当

該
分

類
記

号
等

の
一

部
を

省
略

す
る

こ
と

が
で
き

る
。 

２
 
部

内
宛
て

に
発

す
る

一
般

文
書
に

は
，

発
信

者
名
の

下
部

に
当

該
文

書

に
係
る

事
務
の

担
当

係
名

及
び

電
話
番

号
を

記
入

す
る
も

の
と

す
る

。
 

３
 
部

外
宛
て

に
発

す
る

一
般

文
書
の

う
ち

受
信

者
か
ら

の
照

会
が

予
想

さ

れ
る
も

の
に
は

，
文

書
の

末
尾

に
当
該

事
務

担
当

者
の
所

属
，

氏
名

及
び

電
話
番

号
を
記

載
す

る
も

の
と

す
る
。

 

 
第

４
章

 
文
書

の
浄

書
及

び
発

送
 

 
 

改
正
 

（
浄

書
及

び
校

合
）

 

第
3
2
条
 

原
則

と
し

て
，

決
裁

文
書
の

浄
書

は
起

案
者

が
行

い
，

浄
書
し

た

文
書

の
校

合
は

起
案

者
以

外
の

職
員
が

行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
校
合

及
び
印

刷
）
 

第
28
条

 
主
務

課
は
，
決

裁
を

終
え

た
と
き

は
，
直

ち
に

，
原

議
を

浄
書
し

，

校
合
す

る
も
の

と
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
決

裁
文

書
と

の
校

合
は

，

起
案
者

以
外
の

者
が

行
い

，
校

合
を
行

っ
た

者
は

，
起
案

用
紙

の
校

合
欄

に
押
印

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
文

書
を
印

刷
す

る
場

合
は

，
起
案

者
の

責
任

に
お
い

て
行

わ
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。
 

 

 
 

（
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の
浄

書
，

校
合

）
 

第
2
8
条

の
２

 
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

浄
書

及
び

校
合

に
つ

い

て
は
，
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
総

合
行
政

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
の

端
末

機
へ
の

入
力
を

も
っ

て
浄

書
と

み
な
し

，
端

末
機

に
入
力

し
た

内
容

と
決

裁
原
議

と
の
確

認
を

も
っ

て
校

合
と
み

な
す

。
 

 

改
正
 

（
公

印
の

押
印

及
び

電
子

署
名

）
 

第
3
3
条
 

部
外

へ
発

送
す

る
文

書
（
以

下
「

発
送

文
書

」
と

い
う

。）
に

は
，

鹿
児

島
県

警
察

に
お

け
る

公
印

に
関
す

る
訓

令
（

昭
和

3
6年

鹿
児

島
県
警

察
本

部
訓

令
第

1
7号

）
に

定
め

る
公
印

を
押

印
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
，
次
に

掲
げ

る
文

書
に

つ
い

て
は
，
公
印

の
押

印
を

省
略

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

(
1
)
 

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
に

発
す

る
文

書
で

当
該

国
又

は
他

の

地
方

公
共

団
体

が
公

印
を

押
印

し
な

い
で

発
す

る
こ

と
を

認
め

た
も

の
 

(
2
)
 
県

の
機

関
相

互
間

の
文

書
 

(
3
)
 
権

利
の

得
喪

又
は

変
更

に
関
係

の
な
い

文
書
 

（
公
印

の
押
印

）
 

第
29
条

 
発
送

す
る

文
書

に
は

，
鹿
児

島
県

警
察

に
お
け

る
公

印
に

関
す

る

訓
令
（
昭

和
3
6
年
鹿

児
島

県
警

察
本

部
訓
令

第
1
7
号
）
に

定
め

る
公

印
を

押
印
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

，
部

内
へ

の
文
書

又
は

権
利

の
得

喪
若
し

く
は
変

更
に

関
係

の
な

い
文
書

に
つ

い
て

は
，
公

印
の

押
印

を
省

略
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
7
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

２
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書
（

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
国
及

び

地
方

公
共

団
体

の
組

織
内

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
を

相
互

に
接

続
し

た
情

報
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
い

う
。
）
の

電
子
文

書
交
換

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
電

子
署

名
が
付

さ
れ

交
換

さ
れ

る
電

磁
的

記
録

を
い
う

。
）
を

送
信

す
る

と
き

は
，
電

子
署

名
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

３
 

電
子

署
名

を
行

う
た

め
に

必
要

な
手

続
そ

の
他

の
事

項
は

別
に

定
め

る
。
 

 
 

（
電

子
署

名
）

 

第
29
条

の
２
 

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
文

書
を

送
信
す

る
と

き
は

，
電

子

署
名
を

行
う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

電
子

署
名

を
行

う
た

め
に

必
要

な
手

続
そ

の
他

の
事

項
は

別
に

定
め

る
。
 

 

改
正
 

（
郵

便
等

に
よ

る
文

書
の

発
送

）
 

第
3
4
条
 

郵
便

又
は

使
送
（
以

下
「

郵
便

等
」
と

い
う

。
）
に

よ
る
文

書
の

発

送
は

，
本

庁
所

属
に

お
い

て
は

総
務

課
長
，
出
先

機
関

に
お

い
て

は
文
書

主
任

が
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

本
庁

所
属

，
出

先
機

関
，

市
町

村
そ
の

他
の

官
公

署
へ

の
文
書

の
発
送

は
，

原
則

と
し

て
，

使
送

に
よ

る
も
の

と
す

る
。

 

３
 

前
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定
に

よ
り

公
印

の
押

印
を

省
略

し
た
文

書

に
つ

い
て

は
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電
子

メ
ー

ル
等

に
よ

り
，

発
送

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

４
 

本
条

以
外

の
郵

便
等

の
依

頼
及
び

要
領

に
つ

い
て

は
，

別
に

定
め
る

。
 

（
送
達

の
方
法

）
 

第
30
条

 
文
書

の
送

達
は

，
使

送
便
，

郵
便

，
フ

ァ
ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ

ー

ル
そ
の

他
の
方

法
に

よ
り

行
う

も
の
と

す
る

。
 

２
 
総

合
行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書
の

送
達

は
，

端
末
機

に
よ

り
送

信
さ

れ

た
と
き

に
な
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す
。

 

 

 
 

 
（
使

送
）
 

第
31
条

 
使
送

の
依

頼
及

び
要

領
に
つ

い
て

は
，

別
に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

る
も
の

と
す
る

。
 

 

新
 

（
本

庁
所

属
主

務
課

に
お

け
る

文
書
の

発
送

）
 

第
3
5
条
 

勤
務

時
間

外
に

お
い

て
発
送

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
文

書
又
は

勤

務
時

間
内

で
あ

っ
て

も
緊

急
に

発
送
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

文
書

に
つ
い

て
は

，
本

庁
所

属
主

務
課

の
文

書
主
任

が
発

送
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
 

新
 

（
施

行
情

報
の

記
録

）
 

第
3
6
条
 

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

起
案

し
た
決

裁

文
書

を
施

行
し

た
と

き
は

，
施

行
年
月

日
及

び
施

行
方

法
を

公
文

書
管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
8
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

２
 

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用
す

る
方

法
以

外
の

方
法

に
よ

り
起
案

し

た
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

は
，
施

行
年

月
日

及
び

施
行

方
法

を
当
該

決
裁

文
書

に
記

入
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
第

５
章

 
公
文

書
の

整
理

 
 

 

改
正
 

（
職

員
の

整
理

義
務

）
 

第
3
7
条
 

職
員

は
，

次
に

掲
げ

る
整
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
)
 
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
公
文

書
に
つ

い
て

分
類

し
，

名
称
を

付
す
 

る
と

と
も

に
，
保
存

期
間

及
び
保

存
期

間
が
満

了
す

る
日

を
設

定
す
る

。 

(
2
)
 
単

独
で

管
理

す
る

こ
と

が
適
当

で
あ
る

と
文

書
管

理
者

が
認
め

る
完
 

 
 

結
公

文
書

（
事

案
の

処
理

が
完
結

し
た

公
文

書
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

を
除

き
，

適
時

に
，

相
互

に
密

接
な

関
連
を

有
す

る
完

結
公

文
書
を

公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
ま

と
め

る
。

 

(
3
)
 
前

号
の

公
文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ
い

て
分

類
し

，
名

称
を

付
す

る
と
と

も
に

，
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
が

満
了
す

る
日

を
設

定
す

る
。
 

（
公
文

書
の
整

理
）
 

第
32
条

 
公
文

書
は

，
個

人
で

保
管
す

る
こ

と
な

く
常
に

整
然

と
分

類
し

て

整
理
し

，
必
要

な
と

き
に

直
ち

に
取
り

出
せ

る
よ

う
に
保

管
し

て
お

か
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

 

新
 

（
完

結
公

文
書

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル
へ

の
保

管
）

 

第
3
8
条
 

公
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

処
理

し
た
完

結

公
文

書
は

，
公

文
書

の
種

類
に

応
じ
て

，
一

暦
年

又
は

一
会

計
年

度
ご
と

に
区

分
し

て
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

改
正
 

（
完

結
公

文
書

の
指

定
フ

ァ
イ

ル
等
へ

の
保

管
）

 

第
3
9
条
 

前
条

の
規

定
に

よ
り

保
管
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

完
結

公
文
書

に

つ
い

て
は

，
同

条
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
，

指
定

フ
ァ

イ
ル

（
別

記
第
1
2

号
様

式
に

よ
る

表
示

を
し

た
公

文
書
フ

ァ
イ

ル
で

，
総

務
課

長
が

指
定
す

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

に
と

じ
込
み

，
保

管
し

な
け

れ
ば
な

ら

な
い

。
 

２
 

指
定

フ
ァ

イ
ル

に
よ

る
保

管
に
適

し
な

い
完

結
公

文
書

に
つ

い
て
は

，

と
じ

ひ
も

等
を

用
い

て
編

集
し

，
そ
の

表
紙

部
分

に
別

記
第

1
2
号

様
式
に

よ
る

表
示

を
す

る
等

に
よ

り
当

該
完

結
公

文
書

の
所

属
年

又
は

所
属

年

度
，

分
類

番
号

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル
名

を
明

示
し

て
保

管
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
完

結
公
文

書
を

と
じ

込
ん

だ
指

定
フ

ァ
イ
ル

等

（
以

下
「

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
」

と
い
う

。
）

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
文

書
件

名

表
（

別
記

第
1
3
号
様

式
）

を
添

付
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，
保

存
期

間
が

１
年

未
 

満
又

は
１

年
の
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，
こ

（
公
文

書
の
保

管
）
 

第
34
条

 
公
文

書
の

保
管

は
，

次
に
定

め
る

要
領

に
よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な

ら
な
い

。
 

 
(
1)
 

公
文
書

は
，

前
条

の
規

定
に
よ

り
作

成
し

た
管
理

表
に

従
っ

て
，

文

書
フ

ァ
イ

ル
と

し
て

ま
と

め
，

指
定

フ
ァ
イ

ル
（

別
記

第
10
号

様
式

に

よ
る

表
示

を
し

た
フ

ァ
イ

ル
で

本
部

総
務
課

長
が

指
定

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
に

と
じ
込

み
，

及
び

保
管

す
る

。
 

 
(
2)
 

文
書
フ

ァ
イ

ル
は

，
必

要
が
あ

る
場

合
は

，
分
割

し
，

又
は

統
合

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
(
3)
 

指
定
フ

ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管
に

適
さ

な
い

公
文
書

に
つ

い
て

は
，

指

定
フ

ァ
イ

ル
以

外
の

フ
ァ

イ
ル

に
編

集
し
，

そ
の

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
10
号

様
式
に

よ
る

表
示
を

す
る

等
に

よ
り

当
該

公
文

書
の

作
成

年
（

会
計

年
度

に
よ

る
も

の
は
作

成
年

度
）

及
び

保
存

期
間

並
び

に
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

を
明

示
し

て
保
管

す
る

。
 

 
(
4)
 

前
３
号

の
文

書
フ

ァ
イ

ル
に
は

，
文

書
件
名

表
（
別

記
第

1
1号

様
式

）
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
1
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種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

の
限

り
で

な
い

。
 

を
添

付
す

る
。

た
だ

し
，

１
年

未
満

保
存
の

公
文

書
に

係
る

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

２
 
公

文
書
は

，
保

存
期

間
が

１
年
以

上
で

あ
る

も
の
に

あ
っ

て
は

当
該

公

文
書
を

作
成
し

，
又

は
取

得
し

た
日
の

属
す

る
年

の
翌
年

（
会

計
年

度
に

よ
る
も

の
は
当

該
公

文
書

を
作

成
し
，

又
は

取
得

し
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌
年

度
）
の

初
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
間

，
保

存
期
間

が
１

年
未

満
で

あ
る
も

の
に
あ

っ
て

は
そ

の
保

存
期
間

満
了

ま
で

の
間
，

所
属

長
の

責
任

に
お
い

て
，
当

該
主

務
課

の
施

錠
施
設

の
あ

る
キ

ャ
ビ
ネ

ッ
ト

又
は

書
庫

に
収
納

し
て
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
所
属

長
が

他
の

場
所

に
お
い

て
保
管

す
る

こ
と

が
適

当
で
あ

る
と

認
め

る
も
の

に
つ

い
て

は
，

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

３
 
所

属
長
は

，
重

要
な

公
文

書
に
つ

い
て

は
，

前
項
の

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

に

保
管
し

，
当
該

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

に
「
非

常
持

出
」

の
表
示

を
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

新
 

 
（

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
の

保
管

用
具
）

 

第
4
0
条
 

文
書

管
理

者
は

，
指

定
フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

施
錠

機
能
の

あ

る
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
又

は
文

書
庫

（
文
書

庫
を

設
置

し
て

い
な

い
出

先
機
関

に
あ

っ
て

は
，

倉
庫

そ
の

他
物

品
の
保

管
の

た
め

の
設

備
。

以
下

「
文
書

庫
等

」
と

い
う

。）
に

収
納
し
て

保
管

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

新
 

（
未

完
結

公
文

書
の

保
管

）
 

第
4
1
条
 

事
案

の
処

理
が

完
結

し
て
い

な
い

公
文

書
は

，
そ

の
所

在
を
明

ら

か
に

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

 
 

改
正
 

（
公

文
書

の
持

ち
出

し
等

の
禁

止
）
 

第
4
2
条
 

公
文

書
は

，
公

務
に

よ
る
場

合
を

除
く

ほ
か

，
庁

外
に

持
ち
出

し

て
は

な
ら

な
い

。
 

２
 

公
文

書
は

，
文

書
管

理
者

の
承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
，

関
係

者
以
外

の

者
に

閲
覧

さ
せ

，
若

し
く

は
謄

写
さ
せ

，
又

は
そ

の
謄

写
し

た
も

の
（
電

磁
的

記
録

を
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

を
含

む
。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な

い
。
 

（
公
文

書
の
持

ち
出

し
等

の
禁

止
）
 

第
37
条

 
公
文

書
は

，
公

務
に

よ
る
場

合
を

除
く

ほ
か
，

庁
舎

外
に

持
ち

出

し
て
は

な
ら
な

い
。
 

２
 
公

文
書
は

，
法

令
，

条
例

，
規
則

，
規

程
，

訓
令
，

訓
，

通
達

等
に

別

に
定
め

が
あ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
，
所

属
長

の
承

認
を
受

け
な

け
れ

ば
関

係
者
以

外
の
者

に
閲

覧
さ

せ
，
若

し
く
は

複
写

さ
せ

，
又

は
そ

の
写

し
（

電

磁
的
記

録
を
用

紙
に

出
力

し
た

も
の
を

含
む

。）
を
関

係
者

以
外

の
者

に
閲

覧
さ
せ

，
若
し

く
は

交
付

し
て

は
な
ら

な
い

。
 

 

 
（

分
類
及

び
名

称
）

 

第
4
3
条
 

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

は
，
保

存
期

間
が

１
年

未
満

で
あ

る
も
の

を

除
き

，
当

該
所

属
の

事
務

及
び

事
業
の

性
質

，
内

容
等

に
応

じ
て

，
次
項

（
公
文

書
の
分

類
の

基
準

）
 

第
32
条

の
２
 

公
文

書
は

，
原

則
と
し

て
，

文
書

分
類
表

（
別

記
第

９
号

様

式
）
に

よ
り

，
大
分

類
，
中
分

類
及

び
小

分
類

に
分

類
す

る
も

の
と
す

る
。 
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
0
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

に
定

め
る

分
類

基
準

表
（

別
記

第
1
4号

様
式

）
に

よ
り

大
分

類
，

中
分
類

及
び

小
分

類
に

分
類

し
，

分
か

り
や
す

い
名

称
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た
だ

し
，

分
類

基
準

表
に

よ
り
分

類
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
電
磁

的
記

録
に

つ
い

て
は

，
電

磁
的

記
録
管

理
表

（
別

記
第

1
5号

様
式

）
に
よ

り
分

類
し

，
及

び
管

理
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
毎

年
初

め
に
，
別

表
第

３
に

定
め
る

基
準

を
参
酌

し
，

分
類

基
準

表
及

び
電

磁
的

記
録

管
理
表

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

３
 

分
類

基
準

表
は

，
公

文
書

管
理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ
り

作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

（
公

文
書

の
管

理
）
 

第
33
条

 
公
文

書
は

，
保

存
期

間
が
１

年
未

満
で

あ
る
も

の
を

除
き

，
文

書

及
び
図

画
に
つ

い
て

は
文

書
管

理
表
（
別

記
第

９
号

様
式

の
２
）
に
よ

り
，

電
磁
的

記
録
に

つ
い

て
は

電
磁

的
記
録

管
理

表
（

別
記

第
９

号
様

式
の

３
）

に
記
載

し
，
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
所

属
長
は

，
毎

年
１

月
末

日
ま
で

に
，

そ
の

年
の
１

月
１

日
現

在
に

お

け
る
前

項
の
文

書
管

理
表

及
び

電
磁
的

記
録

管
理

表
（
以

下
「

管
理

表
」

と
い
う

。）
を
整

理
し
，
そ
の

写
し

を
本

部
総

務
課

長
に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
所

属
長
は

，
毎

年
１

回
以

上
，
当

該
所

属
に

お
け
る

管
理

表
の

補
正

を

行
い
，

必
要
と

認
め

る
場

合
に

は
そ
の

改
定

を
行

う
も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い
て

，
当

該
所

属
長

は
，
当

該
改

定
し

た
管
理

表
の

写
し

を
本

部
総
務

課
長
に

提
出

す
る

も
の

と
す
る

。
 

４
 
管

理
表
は

，
鹿

児
島

県
警

察
の
情

報
公

開
窓

口
（
情

報
公

開
条

例
第

５

条
に
規

定
す
る

開
示

の
請

求
を

受
け
付

け
る

場
所

を
い
う

。
第

6
6条

に
お

い
て
同

じ
。）

に
お

い
て

，
一
般

の
閲

覧
の
用

に
供

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 

改
正
 

（
保

存
期

間
）
 

第
4
4
条
 

公
文

書
の

保
存

期
間

の
区
分

は
，

１
年

未
満

，
１

年
，

３
年
，

５

年
，
1
0
年
，
1
0
年

を
超
え

る
保
存

を
必
要

と
す

る
期

間
及

び
3
0
年

と
す

る
。 

２
 

保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

は
，
法

令
等

に
定

め
が

あ
る

も
の

を
除
き

，

別
表

第
３

の
と

お
り

と
す

る
。

 

３
 

第
3
7
条

第
１
号

の
保

存
期

間
の
設

定
に

つ
い

て
は

，
分

類
基

準
表
に

従

い
，

行
う

も
の

と
す

る
。
 

４
 

第
3
7
条

第
１
号

の
保

存
期

間
の
設

定
及

び
分

類
基

準
表

に
お

い
て
は

，

（
公
文

書
の
保

存
期

間
等

）
 

第
39
条

 
公
文

書
を

作
成

し
，

又
は
取

得
し

た
と

き
は
，

公
文

書
の

保
存

期

間
の
区

分
に
従

い
，

当
該

公
文

書
の
保

存
期

間
の

満
了
す

る
日

ま
で

の
間

適
切
に

保
存
す

る
も

の
と

す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て
，

保
存

の
必

要
に

応
じ
，

当
該
公

文
書

に
代

え
て

，
内
容

を
同

じ
く

す
る
同

一
又

は
他

の
種

別
の
公

文
書
を

作
成

す
る

こ
と

が
で
き

る
も

の
と

す
る
。

 

２
 
公

文
書
の

保
存

期
間

の
区

分
は
，
1
年
未

満
，
１

年
，
３

年
，
５

年
，
1
0

年
，
1
0
年

を
超

え
る

保
存

を
必

要
と
す

る
期

間
及

び
30
年

と
す

る
。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
1
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

条
例

第
２

条
第

３
項

の
歴

史
公

文
書
に

該
当

す
る

と
さ

れ
た

公
文

書
の
ほ

か
，

次
に

掲
げ

る
公

文
書

は
，

１
年
以

上
の

保
存

期
間

を
設

定
す

る
も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
行

政
が

適
正
か

つ
効

率
的

に
運
営

さ
れ

，
県

民
に

説
明

す
る

責
務
が

全
う

さ
れ

る
よ

う
，

意
思

決
定

過
程

や
事
務

及
び

事
業

の
実

績
の
合

理

的
な

跡
付

け
や

検
証

に
必

要
と

な
る

公
文
書

 

(
2
)
 
重

要
又

は
異
例

な
事

項
に

関
す
る

情
報

を
含

む
場

合
な

ど
，

合
理
的

な
跡

付
け

や
検

証
に

必
要

と
な

る
公

文
書
 

５
 

第
3
7
条

第
１
号

の
保

存
期

間
の
設

定
に

お
い

て
は

，
前

項
の

規
定
に

該

当
す

る
場

合
を

除
き

，
次

に
掲

げ
る
公

文
書

の
保

存
期

間
を

１
年

未
満
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
 
別

途
，

正
本

又
は

原
本

が
管
理

さ
れ
て

い
る

公
文

書
の

写
し
 

(
2
)
 
定

型
的

又
は

日
常

的
な

業
務
連

絡
，
日

程
表

等
 

(
3
)
 
出

版
物

又
は

公
表

物
を

編
集
し

た
文
書

 

(
4
)
 
所

掌
事

務
に

関
す

る
事

実
関
係

の
問
合

せ
へ

の
応

答
 

(
5
)
 
明

白
な

誤
り

等
の

客
観

的
な
正

確
性
の

観
点

か
ら

利
用

に
適
さ

な
く
 

な
っ

た
文

書
 

(
6
)
 
 意

思
決

定
の

途
中

段
階

で
作
成

し
た
も

の
で

，
当

該
意

思
決
定

に
与
 

え
る

影
響

が
な

い
も

の
と

し
て

，
長

期
間
の

保
存

を
要

し
な

い
と
判

断

さ
れ

て
い

る
文

書
 

６
 

第
3
7
条

第
１
号

の
保

存
期

間
の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

作
成

し
，
又

は

取
得

し
た

日
（

以
下
「

文
書
作

成
取
得

日
」
と

い
う

。）
の
属

す
る

年
の
翌

年
（

会
計

年
度

に
よ

る
も

の
は

文
書
作

成
取

得
日

の
属

す
る

年
度

の
翌
年

度
）

の
初

日
と

す
る

。
た

だ
し

，
初
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ
と

が
公

文
書

の
適

切
な

管
理

に
資

す
る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に
あ

っ
て

は
，

文
書

作
成

取
得

日
か

ら
１
年

以
内

の
日

で
文

書
管

理
者

が
定
め

る
日

と
し

，
保

存
期

間
が

１
年

未
満
の

公
文

書
は

，
当

該
文

書
作

成
取
得

日
か

ら
起

算
す

る
も

の
と

す
る

。
 

７
 

第
3
7
条

第
３
号

の
保

存
期

間
は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と

め
ら
れ

た

公
文

書
の

保
存

期
間

と
す

る
。

 

８
 

第
3
7
条

第
３
号

の
保

存
期

間
の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

公
文

書
フ
ァ

イ

ル
に

ま
と

め
た

日
の

う
ち

最
も

早
い
日

（
以

下
「

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
作
成

日
」
と

い
う

。）
の

属
す
る

年
の

翌
年
（
会

計
年

度
に

よ
る
も

の
は

公
文
書

３
 
前

項
の
区

分
は

，
法

令
，

条
例
，

規
則

そ
の

他
の
規

程
で

定
め

る
も

の

を
除
き

，
別
表

第
２

の
基

準
に

よ
り
，

別
に

本
部

長
が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。

 

４
 
公

文
書
の

保
存

期
間

は
，

当
該
公

文
書

を
作

成
し
，

又
は

取
得

し
た

日

の
属
す

る
年
の

翌
年

（
会

計
年

度
に
よ

る
も

の
は

公
文
書

を
作

成
し

，
又

は
取
得

し
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌
年

度
）

の
初

日
か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す
る

。
た
だ

し
，

保
存

期
間

が
１
年

未
満

の
公

文
書
は

，
当

該
公

文
書

を
作
成

又
は
取

得
し

た
日

か
ら

起
算
す

る
も

の
と

す
る
。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
2
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
の

属
す

る
年

度
の
翌

年
度
）
の
初

日
と
す

る
。
た

だ
し
，

初
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ
と

が
公

文
書

の
適

切
な

管
理

に
資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に
あ

っ
て

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
作
成

日
か

ら
１

年
以

内
の

日
で

文
書

管
理
者

が
定

め
る

日
と

す
る

。
 

９
 

第
６

項
及

び
前

項
の

規
定

は
，
文

書
作

成
取

得
日

に
お

い
て

は
不
確

定

で
あ

る
期

間
を

保
存

期
間

と
す

る
公
文

書
及

び
当

該
公

文
書

が
ま

と
め
ら

れ
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

つ
い

て
は
，

適
用

し
な

い
。
 

 
第

６
章

 
公
文

書
の

保
存

 
 

 

改
正
 

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
）

 

第
4
5
条
 

文
書

管
理

者
は

，
指

定
フ
ァ

イ
ル

等
を

，
次

の
各

号
に

掲
げ
る

区
 

 
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
期
間

，
所

属
の

事
務

室
に

お
い
て

，
適

切
 

な
保

存
及

び
利

用
を

確
保

す
る

た
め
に

必
要

な
場

所
に

保
管

し
，
又

は
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
文

書
管
理

者
が

他
の

場
所

に
お
い

て
保

管
し

，
又

は
保

存
す

る
こ

と
が
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

も
の

に
つ
い

て
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 
(
1
)
 
保

存
期

間
が

１
年

を
超

え
る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

 
当

該
指

定
フ
ァ

イ
 

 
 

ル
等

の
保

存
期

間
の

う
ち

最
初
の

１
年

間
 

(
2
)
 
保

存
期

間
が

１
年

未
満

，
１
年

の
指
定

フ
ァ

イ
ル

等
 

当
該
指

定
フ
 

 
 

ァ
イ

ル
等

の
保

存
期

間
 

２
 

前
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
保

管
の

期
間

を
満

了
し

た
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

は
，
事

務
室

に
常

備
し
，
常

に
執
務

上
使

用
す

る
も
の
（

以
下
「

常

用
文

書
」
と

い
う

。）
を
除

き
，
本
庁

所
属

に
あ

っ
て

は
総

務
課

長
，
出

先

機
関

に
あ

っ
て

は
副

文
書

管
理

者
（

以
下
こ

の
章

に
お

い
て
「

保
存

文
書

管
理

者
」

と
い

う
。
）

に
引
き
継

が
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

フ
ァ
イ

ル
等

の
引

継
ぎ

は
，
次

の
要

領
に

よ

り
行

う
。

 

(
1
)
 
文

書
管

理
者

は
，
引

継
対

象
の
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

を
別

記
第

1
6
号
様
 

 
 

式
に

よ
る

表
示

を
し

た
文

書
保
存

箱
に

収
納

す
る

。
 

(
2
)
 
文

書
管

理
者

は
，

引
継

対
象
の

指
定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て
，

文
書
 

保
存

箱
に

収
納

し
た

こ
と

を
公

文
書

管
理
シ

ス
テ

ム
に

登
録

す
る
。

 

(
3
)
 
保

存
文

書
管

理
者

は
，

引
継
ぎ

を
受
け

る
前

に
引

継
審

査
を
行

う
。
 

(
4
)
 
文

書
管

理
者

は
，

引
き

継
ぐ
文

書
保
存

箱
を

保
存

文
書

管
理
者

が
指
 

 
 

示
す

る
文

書
庫

等
に

搬
入

す
る
。

 

 
（
公

文
書
の

引
継

ぎ
）

 

第
41
条

 
第
3
4
条

第
２
項

に
規

定
す
る

保
管

期
間

を
満
了

し
た

公
文

書
（

電

磁
的
記

録
を
除

く
。）

は
，
１

年
未

満
及

び
１

年
保

存
の
公

文
書

並
び

に
文

書
管
理

表
上
常

用
と

さ
れ

て
い

る
公
文

書
を

除
き

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る

機
関
ご

と
に
，

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号
に

定
め

る
者

に
引
き

継
が

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
1
) 

本
庁
 

本
部

総
務

課
長
 

(
2
) 

本
部
の

う
ち

本
庁

を
除
く

所
属

 
庶
務

を
担

当
す

る
係

長
 

(
3
) 

署
 
警

務
課

長
 

２
 
主

務
課
は

，
前

項
の

規
定

に
よ
る

引
継

ぎ
を

行
う
場

合
は

，
次

に
定

め

る
要
領

に
よ
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
) 

引
継
対

象
の

公
文

書
を
と

じ
込

ん
だ
フ

ァ
イ

ル
は
，
文
書

保
管

箱
（

別
 

 
 
記

第
1
2号

様
式

に
よ

る
表

示
を
し

た
保

存
箱

で
，
本

部
総

務
課

長
が

指

示
す

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
収

納
す
る

。
 

(
2
) 

文
書
保

存
箱

に
収
納

し
た

引
継
ぎ

に
係

る
フ

ァ
イ

ル
に

つ
い
て

引
継

文
書

入
力

票
（

別
記

第
1
3
号
様

式
）

を
作
成

し
，

本
部

総
務

課
長

に
送

付
す

る
。

た
だ

し
，

署
に

あ
っ

て
は

，
当
該

署
の

所
属

長
が

引
継

文
書

入
力

票
を

作
成

し
，

本
部

総
務

課
長

に
送
付

す
る

。
 

(
3
) 

引
継
ぎ

を
す

る
前

に
，
そ

れ
ぞ

れ
前
項

各
号

に
定

め
る

者
が

行
う
引

 

継
審

査
を

受
け

る
。

 

(
4
) 

引
継
ぎ

に
係

る
文
書

保
存

箱
を
そ

れ
ぞ

れ
前

項
各

号
に

定
め
る

者
が

指
示

す
る

日
に

，
本

部
総

務
課

長
及

び
出
先

機
関

の
長

が
指

示
す

る
文

書
庫

に
搬

入
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 
本

部
総
務

課
長

は
，
第
１

項
の

規
定

に
よ

る
引

継
ぎ

を
受

け
る
場

合
は

，

保
存
文

書
管
理

票
 
（

文
書

保
存

箱
添
付

用
）
（

別
記

第
1
4
号

様
式

）
及

び
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
3
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

(
5
)
 
文

書
管

理
者
は

，
公

文
書

管
理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

出
力

し
た

保
存
箱

ラ
ベ

ル
（

別
記
第

1
7
号

様
式
）
を

文
書

保
存
箱

の
表

紙
の

裏
面

に
貼
る

。 

保
存
文

書
管
理

票
（
検

索
用

）（
別

記
第
1
5
号

様
式
）
を
所

属
長

に
送

付
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
所

属
長
は

，
前

項
の
規

定
に

よ
り
送

付
を

受
け

た
保

存
文

書
管
理

票
（

文

書
保
存

箱
添
付

用
）

を
文

書
保

存
箱
の

上
表

紙
の

裏
面
に

貼
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

（
電
磁

的
記
録

媒
体

の
保

管
）

 

第
36
条

 
電
磁

的
記

録
媒

体
（

Ｕ
Ｓ

Ｂ
メ

モ
リ
，
外
付

け
ハ

ー
ド

デ
ィ

ス
ク

，

Ｄ
Ｖ
Ｄ

－
Ｒ
等

電
磁

的
記

録
（

電
子
的

方
式

，
磁

気
的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚
に

よ
っ
て

認
識

す
る

こ
と

の
で
き

な
い

方
式

で
作
ら

れ
た

記
録

を
い

う
。）

を
保

存
し

た
も
の

）
の
保

管
に

つ
い
て

は
，
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。

 

 

改
正
 

（
保

存
文

書
の

管
理

）
 

第
4
6
条
 

保
存

文
書

管
理

者
は

，
前
条

の
規

定
に

よ
り

引
き

継
が

れ
た
指

定

フ
ァ

イ
ル

等
（

以
下
「

保
存
文

書
」
と

い
う

。
）
を

当
該

指
定

フ
ァ

イ
ル
等

の
保

存
期

間
の

満
了

す
る

日
ま

で
の
間

，
文

書
庫

等
に

お
い

て
保

存
し
，

及
び

管
理

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

職
員

は
，

保
存

文
書

管
理

者
の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

文
書

庫
等
内

に

立
ち

入
っ

て
は

な
ら

な
い

。
 

（
保
存

文
書
の

管
理

）
 

第
42
条

 
前
条

の
規

定
に

よ
り

引
き
継

が
れ

た
公

文
書
（

以
下
「

保
存

文
書

」

と
い
う

。）
は

，
文
書

庫
に

お
い

て
保

管
し
，
本

庁
に

あ
っ

て
は

本
部

総
務

課
長
，
出

先
機

関
に

あ
っ

て
は

文
書

責
任

者
 （

以
下
「
保

存
文

書
管
理

者
」

と
い
う

。
）
が

管
理

す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 
職

員
は
，

保
存

文
書

管
理

者
の
承

認
を

受
け

な
け
れ

ば
文

書
庫

に
立

ち

入
っ
て

は
な
ら

な
い

。
 

 

改
正
 

（
保

存
文

書
の

閲
覧

等
）
 

第
4
7
条
 

保
存

文
書

を
閲

覧
し

，
又
は

借
り

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
，
備

え

付
け

の
保

存
文

書
貸

出
簿
（
別

記
第
1
8
号

様
式
）
に

所
定
事

項
を

記
入
し

，

保
存

文
書

管
理

者
の

承
認

を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保
存

文
書

は
，

転
貸

し
，

抜
き

取
り
，

取

り
換

え
又

は
訂

正
し

て
は

な
ら

な
い
。

 

３
 

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保
存

文
書

を
破

損
し

，
又

は
紛

失
し
た

と

き
は

，
直

ち
に

保
存

文
書

破
損

（
紛
失

）
届

（
別

記
第

1
9号

様
式

）
に
よ

り
保

存
文

書
管

理
者

に
届

け
出

て
，
そ

の
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 

前
項

の
届

け
出

を
受

け
た

保
存
文

書
管

理
者

は
，

第
57
条

の
規

定
に

よ

り
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
保
存

文
書
の

閲
覧

等
）

 

第
43
条

 
保
存

文
書

を
閲

覧
し

又
は
借

り
受

け
し

よ
う
と

す
る

と
き

は
，

備

付
け
の

保
存
文

書
貸

出
簿
（

別
記

第
1
6
号

様
式
）
に

所
定

事
項

を
記

入
し

，

保
存
文

書
管
理

者
の

承
認

を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

２
 
前

項
の
規

定
に

よ
り

借
り

受
け
た

公
文

書
は

，
用
済

後
速

や
か

に
返

還

し
な
け

れ
ば
な

ら
ず

，
み

だ
り

に
抜
き

取
り

，
取

り
替
え

，
つ

づ
り

増
し

し
，
複

写
し
，

又
は

関
係

者
以

外
の
者

に
貸

与
し

，
若
し

く
は

閲
覧

さ
せ

て
は
な

ら
な
い

。
 

３
 
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
借

り
受
け

た
公

文
書

を
破
損

し
，

又
は

亡
失

し

た
と
き

は
，
直

ち
に

保
存

文
書

破
損
（

亡
失

）
届

（
別
記

第
1
7
号
様

式
）

に
よ
り

保
存
文

書
管

理
者

に
届

け
出
て

，
そ

の
指

示
を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 

 
（

保
存
文

書
の

借
受

期
間

等
）

 

第
4
8
条
 

保
存

文
書

の
借

受
期

間
は
，

原
則

と
し

て
3
0
日
以

内
と

す
る
。

 

２
 

前
項

の
期

間
を

超
え

て
保

存
文
書

を
借

り
受

け
よ

う
と

す
る

と
き
は

，

（
保
存

文
書
の

借
受

期
間

等
）

 

第
44
条

 
保
存

文
書

の
借

受
期

間
は
，

原
則

と
し

て
30
日

以
内

と
す

る
。
 

２
 
前

項
の
期

間
を

超
え

て
保

存
文
書

を
借

り
受

け
よ
う

と
す

る
と

き
は

，
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
4
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

保
存

文
書

長
期

借
用

承
認

申
請

書
（
別

記
第

2
0号

様
式

）
に

よ
り

保
存
文

書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
，

保
存

文
書

管
理

者
は

，
当

該
申

請
に
係

る
保

存
文

書
の

利
用

状
況

に
つ
い

て
随

時
確

認
を

し
，

借
り

受
け

た
者
に

適
正

な
利

用
を

指
導

す
る

も
の
と

す
る

。
 

保
存
文

書
長
期

借
用

承
認

申
請

書
（
別

記
第

1
8号

様
式
）

に
よ

り
保

存
文

書
管
理

者
の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
の
場

合
に

お
い

て
，

保
存
文

書
管
理

者
は

，
当

該
申

請
に
係

る
保

存
文

書
の
利

用
状

況
に

つ
い

て
随
時

確
認
を

し
，

借
り

受
け

者
に
適

正
な

利
用

を
指
導

す
る

も
の

と
す

る
。
 

新
 

（
保

存
文

書
の

返
還

）
 

第
4
9
条
 

文
書

管
理

者
は

，
常

用
文
書

と
し

て
使

用
す

る
等

の
た

め
保
存

文

書
の

返
還

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き
は

，
保

存
文
書

返
還

承
認

申
請

書
（
別

記
第

2
1号

様
式

）
に

よ
り

保
存

文
書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

 
第

７
章

 
公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

 
 

 

新
 

（
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
の

調
製
及

び
公

表
）

 

第
5
0
条
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

に
つ

い
て
，

文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

も
っ

て
調

製
す
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

は
，
警

察
情

報
セ

ン
タ

ー
に

備
え

て
一
般

の

閲
覧

に
供

す
る

と
と

も
に

，
鹿

児
島
県

警
察

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

公
表
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

新
 

（
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ

の
記
載

）
 

第
5
1
条
 

文
書

管
理

者
は

，
年

１
回
，

管
理

す
る

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等
（

保

存
期

間
が

１
年

以
上

の
も

の
に

限
る
。
）
の

現
況
に

つ
い

て
，
鹿
児

島
県
公

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行
規

則
（

令
和

６
年

鹿
児

島
県

規
則
第

○
号

。
以

下
「

施
行
規

則
」
と

い
う

。
）
第

５
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
に

記
載

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
，
鹿

児
島

県
情

報
公

開
条

例
第

７
条
各

号

に
掲

げ
る

情
報

に
該

当
す

る
も

の
が
含

ま
れ

る
場

合
に

は
，

当
該

情
報
を

明
示

し
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
 

 
第

８
章

 
公
文

書
の

移
管

，
廃

棄
又

は
保
存

期
間

の
延

長
 

 
 

改
正
 

（
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き

の
措
置

）
 

第
5
2
条
 

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
別

表
第
３

の

規
定

に
基

づ
き

，
保

存
期

間
満

了
前
の

で
き

る
だ

け
早

い
時

期
に

，
条
例

第
５

条
第

５
項

の
保

存
期

間
が

満
了
し

た
と

き
の

措
置

を
定

め
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
措

置
は

，
公

文
書
フ

ァ
イ
ル

管
理

簿
へ

の
記

載
に

よ
り

定
め
る

。 

（
公
文

書
の
廃

棄
等

）
 

第
45
条

 
所
属

長
は

，
保

存
期

間
の
満

了
し

た
公

文
書
を

，
別

に
定

め
る

と

こ
ろ
に

よ
り
，

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
所

属
長
は

，
特

別
の

理
由

が
あ
る

と
き

は
，

本
部
長

の
承

認
を

得
て

保

存
期
間

が
満
了

す
る

前
に

公
文

書
を
廃

棄
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

３
 
前

項
の
規

定
に

よ
り

公
文

書
を
廃

棄
し

よ
う

と
す
る

と
き

は
，

廃
棄

し
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
5
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

３
 

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
定

め
た

措
置

に
つ

い
て
，

そ

の
後

に
発

生
し

た
事

件
，

事
故

，
社
会

情
勢

の
変

化
等

を
参

酌
し

，
当
該

措
置

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

よ
う
と

す
る
公

文
書

の
名

称
，

当
該
特

別
な

理
由

等
を
記

載
し

た
特

別
廃

棄
伺
書

（
別
記

第
1
9
号
様

式
）

を
用
い

て
承

認
を

得
，
廃

棄
し

た
年

月
日

を
記
載

す
る
も

の
と

す
る

。
 

４
 
所

属
長
は

，
保

存
期

間
が

満
了
し

た
公

文
書

に
つ
い

て
は

，
公

文
書

の

内
容
又

は
媒
体

に
応

じ
た

方
法

に
よ
り

廃
棄

す
る

も
の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
，

当
該

公
文

書
に

情
報
公

開
条

例
第

７
条
各

号
に

掲
げ

る
不

開
示
情

報
（

以
下
「

不
開
示

情
報

」
と

い
う

。
）
が

記
録
さ

れ
て

い
る

と
き

は
，
当

該
不
開

示
情

報
が

漏
え

い
し
な

い
よ

う
適

切
な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と
す

る
。
 

改
正
 

（
移

管
又

は
廃

棄
）

 

第
5
3
条
 

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期
間

が
満

了
し

た
公

文
書

フ
ァ

イ
ル
等

に

つ
い

て
，

前
条

第
１

項
又

は
第

３
項
の

規
定

に
よ

る
定

め
に

基
づ

き
，
知

事
に

移
管

し
，

又
は

廃
棄

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期

間
が
満

了
し

た
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を
廃

棄

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

あ
ら

か
じ
め

，
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の
規

定
に

よ
る

報
告

が
あ

っ
た

と
き
は

，

条
例

第
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り
，

知
事

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 

文
書

管
理

者
は

，
条

例
第

８
条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

さ
れ
た

鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

委
員

会
の

意
見
が

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
ま

と
め
ら

れ
た

公
文

書
が

歴
史

公
文

書
に

該
当
す

る
旨

の
意

見
で

あ
っ

た
と

き
は
，

当
該

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て
，

保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満
了

す
る

日
を

延
長

す
る

場
合

を
除

き
，
移

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

又
は
前

項
の

規
定

に
よ

り
移

管
す

る
公
文

書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

条
例

第
1
3条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
も
の

と
し

て
利

用
の

制
限

を
行

う
こ

と
が
適

切
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は
，

総
括

文
書

管
理

者
に

そ
の

旨
の

意
見
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

６
 

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
廃

棄
す

る
公

文
書

フ
ァ
イ

ル

等
の

う
ち

，
個

人
情

報
の

保
護

に
関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

項
に

規
定
す

る
個

人
情

報
（

以
下
「

個
人
情

報
」
と

い
う

。
）
が

整
理

さ
れ

た
形

で
記
載

さ
れ

た
も

の
そ

の
他

の
秘

密
保

持
を
必

要
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
，
焼

却
，
裁

断
，
消

去
等

の
方

法
に
よ

り
確
実

に
廃

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。 
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
6
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

改
正
 

（
保

存
期

間
の

延
長

）
 

第
5
4
条
 

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規
則

第
４

条
第

１
項

に
掲

げ
る

場
合
に

あ

っ
て

は
，

同
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
保
存

し
続

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規

則
第
４

条
第

２
項

に
基

づ
き

，
保

存
期
間

を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

文
書

管
理

者
は

，
前

２
項

の
保
存

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
，

総
括
文

書

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

４
 

前
項

の
報

告
は

，
前

条
第

２
項
の

報
告

と
併

せ
て

行
う

も
の

と
す
る

。
 

（
公
文

書
の
保

存
期

間
の

延
長

）
 

第
40
条

 
所
属

長
は

，
公

文
書

が
次
の

各
号

に
掲

げ
る
公

文
書

に
該

当
す

る

と
き
は

，
前
条

の
保

存
期

間
の

満
了
す

る
日

後
に

お
い
て

も
，

そ
れ

ぞ
れ

当
該
各

号
に
定

め
る

期
間

が
経

過
す
る

日
ま

で
の

間
保
存

期
間

を
延

長
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

，
当

該
公
文

書
が

２
以

上
の

号
に
該

当
す
る

と
き

は
，

そ
れ

ぞ
れ
の

期
間

が
経

過
す
る

日
の

い
ず

れ
か

遅
い
日

ま
で
の

間
保

存
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
) 

現
に
監

査
，

検
査

等
の
対

象
に

な
っ
て

い
る

も
の

 
当

該
監

査
，
検

 

 
 
査

等
が
終

了
す

る
ま

で
の

間
 

(
2
) 

現
に
係

属
し

て
い

る
訴
訟

に
お

け
る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め
に

 

 
 
必

要
と
さ

れ
る

も
の

 
当

該
訴
訟

が
終

結
す

る
ま
で

の
間
 

(
3
) 

現
に
係

属
し

て
い

る
不
服

申
立

て
に
お

け
る

手
続

上
の

行
為

を
す
る

 

 
 
た

め
に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
 
当

該
不

服
申

立
て
に

対
す

る
裁

決
又

は
 

 
 
決

定
の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し
て

１
年

間
 

(
4
) 

情
報
公

開
条

例
に

基
づ
く

開
示

請
求
が

あ
っ

た
も

の
 

情
報

公
開
条

 

例
第

1
1条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
決

定
の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１
 

年
間
 

(
5
) 

個
人
情

報
の

保
護

に
関
す

る
法

律
（
平

成
1
5
年
法

律
第

5
7
号

。
以
下

 

 
 
「
個

人
情

報
保

護
法

」
と

い
う
。
）
に
基

づ
く

開
示

請
求

，
訂
正

請
求

又
 

は
利

用
停

止
請

求
が

あ
っ

た
も

の
 

個
人
情

報
保

護
法

第
8
2
条

第
１

項
 

若
し

く
は

第
２

項
，
第
9
3
条

第
１

項
若

し
く
は

第
２

項
又

は
第

1
0
1
条

第
 

１
項

若
し

く
は

第
２

項
の

決
定

の
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間
 

２
 
所

属
長
は

，
保

存
期

間
が

満
了
す

る
文

書
に

つ
い
て

，
職

務
の

遂
行

に

必
要
が

あ
る
と

認
め

る
と

き
は

，
一
定

の
期

間
を

定
め
て

当
該

保
存

期
間

を
延
長

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該
延

長
に

係
る

保
存
期

間
が

満
了

す
る

後
に
こ

れ
を
更

に
延

長
す

る
と

き
も
，

同
様

と
す

る
。
 

 

新
 

（
警

察
情

報
セ

ン
タ

ー
で

の
資

料
保
管

）
 

第
5
5
条
 

総
務

課
長

は
，

公
開

で
き
る

刊
行

物
等

の
行

政
資

料
を

，
警
察

情

報
セ

ン
タ

ー
で

集
中

保
管

す
る

。
 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
所

属
で

作
成
し

た
刊

行
物

等
の

行
政

資
料

で
公
開

で

き
る

も
の

は
，

作
成

し
た

都
度

，
総
務

課
長

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 

 
第

９
章

 
管
理

状
況

の
報

告
及

び
研

修
等
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種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

新
 

（
点

検
）

 

第
5
6
条
 

文
書

管
理

者
は

，
そ
の

管
理
す

る
公

文
書

の
管

理
状

況
に

つ
い
て

，

少
な

く
と

も
年

１
回

点
検

を
行

い
，
そ

の
結

果
を

総
括

文
書

管
理

者
に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の
点

検
の

結
果

等
を

踏
ま

え
，

公
文
書

の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

新
 

（
紛

失
へ

の
対

応
）

 

第
5
7
条
 

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書
の

紛
失

又
は

誤
廃

棄
が

明
ら

か
と
な

っ

た
場

合
は

，
直

ち
に

総
括

文
書

管
理
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
，

被
害
の

拡
大

防
止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の
報

告
を

受
け

た
と

き
は

，
直

ち
に
文

書

管
理

者
と

と
も

に
，

被
害

の
拡

大
防
止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

新
 

（
管

理
状

況
の

報
告

等
）
 

第
5
8
条
 

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書
の

管
理

状
況

に
つ

い
て

，
毎

年
度
，

総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

新
 

（
研

修
）

 

第
5
9
条
 

総
括

文
書

管
理

者
は

，
職
員

に
対

し
，

公
文

書
等

の
管

理
を
適

正

か
つ

効
果

的
に

行
う

た
め

に
必

要
な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

，
及
び

向
上

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
研

修
を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

文
書

管
理

者
は

，
総

括
文

書
管
理

者
そ

の
他

の
機

関
が

実
施

す
る
研

修

に
職

員
を

積
極

的
に

参
加

さ
せ

る
も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
第

1
0
章

 
秘
密

文
書

等
に

関
す

る
特

例
 

 
 
 

第
９
章

 
秘

密
文

書
等

に
関
す

る
特

例
 

 

 
（

秘
密
文

書
）
 

第
6
0
条
 

第
6
2
条
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

指
定

を
受

け
た

公
文

書
（
以

下

「
秘

密
文

書
」
と

い
う

。）
の
秘

密
の

保
全
に

つ
い

て
は

，
こ

の
章

の
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

秘
密

文
書

の
種

類
は

，
次

に
掲
げ

る
秘

密
の

程
度

に
応

じ
，

極
秘
文

書

又
は

秘
文

書
と

す
る

。
 

(
1
)
 
極

秘
 

秘
密

保
全

の
必

要
度
が

高
く
，

そ
の

漏
え

い
が

国
の
安

全
又
 

 
 

 
 

 
は

利
益

に
損

害
を

与
え
る

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

 

(
2
)
 
秘

 
極

秘
に

つ
ぐ

程
度

の
秘
密

で
あ
っ

て
，

関
係

者
以

外
に
知

ら
せ
 

 
 

 
 

て
は

な
ら

な
い

も
の

 

（
秘
密

文
書
）

 

第
46
条

 
第
4
8
条

に
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

指
定

を
受
け

た
公

文
書

（
以

下

「
秘
密

文
書
」
と

い
う

。
）
の
秘

密
の

保
全
に

つ
い

て
は
，
こ

の
章
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 
秘

密
文
書

の
種

類
は

，
次

に
掲
げ

る
秘

密
の

程
度
に

応
じ

，
極

秘
文

書

又
は
秘

文
書
と

す
る

。
 

(
1
) 

極
秘
 

秘
密

保
全

の
必
要

度
が

高
く
，

そ
の

漏
え

い
が

国
の

安
全
又

 

 
 
 

 
 
は

利
益

に
損

害
を

与
え
る

お
そ

れ
が

あ
る
も

の
 

(
2
) 

秘
 
極

秘
に

つ
ぐ

程
度
の

秘
密

で
あ
っ

て
，

関
係

者
以

外
に

知
ら
せ

 

 
 
 

 
て
は

な
ら

な
い

も
の
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
2
8
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
（

秘
密
文

書
取

扱
責

任
者

）
 

第
6
1
条
 

所
属

に
秘

密
文

書
取

扱
責
任

者
（

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
「
取

扱

責
任

者
」
と

い
う

。
）
を
置

き
，
そ

の
所
属

の
副

文
書

管
理
者

を
も

っ
て
充

て
る

。
た

だ
し

，
文

書
管

理
者

は
，
こ

れ
ら

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
，
他

の
幹

部
を

臨
時

に
取

扱
責

任
者

と
し
て

指
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

取
扱

責
任

者
は

，
秘

密
文

書
登
録

票
（

別
記

第
2
2
号
様

式
）

の
管
理

そ

の
他

秘
密

文
書

の
取

扱
い

に
つ

い
て
の

事
務

を
行

う
。
 

３
 

文
書

管
理

者
は

，
取

扱
責

任
者
に

異
動

が
生

じ
た

と
き

は
，

秘
密
文

書

取
扱

責
任

者
名

簿
（

別
記

第
2
3
号

様
式

）
に

所
要
事

項
を

登
載

し
，

常
に

整
備

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

（
秘
密

文
書
取

扱
責

任
者

）
 

第
47
条

 
所
属

に
秘

密
文

書
取

扱
責
任

者
（

以
下

こ
の
章

に
お

い
て

「
取

扱

責
任
者

」
と

い
う

。）
を

置
き
，
そ

の
所
属

の
文

書
責

任
者

を
も

っ
て

充
て

る
。
た

だ
し
，

所
属

長
は

，
こ

れ
ら
に

事
故

が
あ

る
と
き

は
，

他
の

幹
部

を
臨
時

に
取
扱

責
任

者
と

し
て

指
示
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 
取

扱
責
任

者
は

，
秘

密
文

書
登
録

票
（

別
記

第
20
号

様
式

）
の

管
理

そ

の
他
秘

密
文
書

の
取

扱
い

に
つ

い
て
の

事
務

を
行

う
。
 

３
 
所

属
長
は

，
取

扱
責

任
者

に
異
動

が
生

じ
た

と
き
は

，
秘

密
文

書
取

扱

責
任
者

名
簿
（

別
記

第
21
号

様
式

）
に

所
要

事
項

を
登
載

し
，

常
に

整
備

し
て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

 
（

秘
密
文

書
の

指
定

）
  

第
6
2
条
 

秘
密

文
書

の
指

定
は

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

（
以

下
「
秘

密

区
分

」
と

い
う

。）
に

応
じ
，
そ

れ
ぞ

れ
当
該

各
号

に
掲

げ
る

者
が
行

う
。 

(
1
)
 
極

秘
文

書
 

本
部

の
部

長
 

(
2
)
 
秘

文
書

 
所

属
長
 

２
 

秘
密

文
書

の
指

定
は

，
必

要
最
小

限
度

に
と

ど
め

る
も

の
と

し
，
秘

密

保
全

の
必

要
に

応
じ

，
適

正
に

行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

秘
密

文
書

の
指

定
を

行
う

者
（
以

下
「

指
定
権

者
」
と

い
う

。
）
は

，
秘

密
文

書
の

指
定

に
際

し
，

秘
密

に
し
て

お
く

期
間

（
以

下
「

秘
密

期
間
」

と
い

う
。
）

を
定
め

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

４
 

指
定

権
者

は
，

秘
密

文
書

の
指
定

を
行

う
に

際
し

，
必

要
が

あ
る
と

認

め
る

と
き

は
，

当
該

秘
密

文
書

を
処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
の

範
囲
そ

の
他

そ
の

取
扱

い
の

細
目

に
つ

い
て
指

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
秘
密

文
書
の

指
定

）
 
 

第
48
条

 
秘
密

文
書

の
指

定
は

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る
区

分
（

以
下

「
秘

密

区
分
」

と
い
う

。
）

に
応

じ
，
そ

れ
ぞ

れ
当
該

各
号

に
掲

げ
る

者
が

行
う
。
 

(
1
) 

極
秘
文

書
 

本
部

の
部
長

 

(
2
) 

秘
文
書

 
所

属
長

 

２
 
秘

密
文
書

の
指

定
は

，
必

要
最
小

限
度

に
と

ど
め
る

も
の

と
し

，
秘

密

保
全
の

必
要
に

応
じ

，
適

正
に

行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
秘

密
文
書

の
指

定
を

行
う

者
（

以
下
「

指
定
権

者
」
と

い
う
。
）
は

，
秘

密
文
書

の
指
定

に
際

し
，

秘
密

に
し
て

お
く

期
間

（
以
下

「
秘

密
期

間
」

と
い
う

。
）
を

定
め

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

４
 
指

定
権
者

は
，

秘
密

文
書

の
指
定

を
行

う
に

際
し
，

必
要

が
あ

る
と

認

め
る
と

き
は
，

当
該

秘
密

文
書

を
処
理

す
る

こ
と

が
で
き

る
者

の
範

囲
そ

の
他
そ

の
取
扱

い
の

細
目

に
つ

い
て
指

示
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 

 
（

秘
密
文

書
の

表
示

）
 

第
6
3
条
 

秘
密

文
書

に
は

，
そ

の
種
類

に
応

じ
，

秘
密

区
分

及
び

秘
密
期

間

を
当

該
文

書
の

右
上

部
余

白
に

表
示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

表
示

の
様
式

は
，

秘
密

区
分

に
応

じ
，

そ
れ
ぞ

れ

別
記

第
2
4
号

様
式
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

（
秘
密

文
書
の

表
示

）
 

第
49
条

 
秘
密

文
書

に
は

，
そ

の
種
類

に
応

じ
，

秘
密
区

分
及

び
秘

密
期

間

を
当
該

文
書
の

右
上

部
余

白
に

表
示
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
前

項
の
規

定
に

よ
る

表
示

の
様
式

は
，

秘
密

区
分
に

応
じ

，
そ

れ
ぞ

れ

別
記
第

2
2
号
様

式
に

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

 

改
正
 

（
秘

密
文

書
の

作
成

及
び

配
布

）
 

第
6
4
条
 

秘
密

文
書

の
作

成
及

び
配
布

は
，

必
要

最
小

限
度

に
と

ど
め
な

け
 

 
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

取
扱

責
任

者
は

，
秘

密
文

書
を
作

成
す

る
と

き
は

，
配

布
先

ご
と
に

異
 

 
な

る
番

号
を

，
改

ざ
ん

さ
れ

る
こ
と

の
な

い
よ

う
に

記
入

し
な

け
れ
ば

な

（
秘
密

文
書
の

作
成

及
び

配
布

）
 

第
50
条

 
秘
密

文
書

の
作

成
及

び
配
布

は
，

必
要

最
小
限

度
に

と
ど

め
な

け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
取

扱
責
任

者
は

，
秘

密
文

書
を
作

成
す

る
と

き
は
，

配
布

先
ご

と
に

異

な
る
番

号
を
，

改
ざ

ん
さ

れ
る

こ
と
の

な
い

よ
う

に
記
入

し
な

け
れ

ば
な
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種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

ら
な

い
。

 

３
 

取
扱

責
任

者
は

，
秘

密
文

書
を
作

成
し

た
と

き
は

，
秘

密
文

書
の
作

成

部
数

，
秘

密
文

書
の

番
号

ご
と

の
配
布

先
等

所
要

事
項

を
秘

密
文

書
登
録

票
に

記
載

し
て

，
秘

密
文

書
の

登
録
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

秘
密

文
書

の
作

成
に

際
し

て
使
用

し
た

原
稿

，
原

紙
等

は
，

特
に
必

要

の
あ

る
も

の
を

除
き

，
速

や
か

に
，
復

元
で

き
な

い
よ

う
に

裁
断

す
る
等

適
切

な
方

法
に

よ
り

処
分

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

印
刷

物
，

地
図

等
を

秘
密

文
書
と

し
て

配
布

す
る

と
き

は
，

右
肩
に

配

布
年

月
日

及
び

登
録

番
号

を
記

入
す
る

も
の

と
す

る
。
 

６
 

秘
密

文
書

に
係

る
所

属
記

号
等
は

，
第

3
1条

の
方

法
を

準
用

す
る
こ

と

と
し

，
所

属
記

号
は

，
所

属
名

を
表
す

字
の

次
に

「
秘

」
の

文
字

を
付
し

た
も

の
と

す
る

。
 

ら
な
い

。
 

３
 
取

扱
責
任

者
は

，
秘

密
文

書
を
作

成
し

た
と

き
は
，

秘
密

文
書

の
作

成

部
数
，

秘
密
文

書
の

番
号

ご
と

の
配
布

先
等

所
要

事
項
を

秘
密

文
書

登
録

票
に
記

載
し
て

，
秘

密
文

書
の

登
録
を

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

４
 
秘

密
文
書

の
作

成
に

際
し

て
使
用

し
た

原
稿

，
原
紙

等
は

，
特

に
必

要

の
あ
る

も
の
を

除
き

，
速

や
か

に
，
復

元
で

き
な

い
よ
う

に
裁

断
す

る
等

適
切
な

方
法
に

よ
り

処
分

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 
印

刷
物
，

地
図

等
を

秘
密

文
書
と

し
て

配
布

す
る
と

き
は

，
右

肩
に

配

布
年
月

日
及
び

登
録

番
号

を
記

入
す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

第
51
条

 
削
除

 

 

 

 
（

秘
密
文

書
の

発
送

）
 

第
6
5
条
 

秘
密

文
書

の
発

送
は

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
こ
ろ

に
よ

り
行
う

。 

(
1
)
 
秘

密
文

書
は
，

こ
れ

を
直

接
名
宛

人
に

交
付

す
る

場
合

を
除

き
，
使

送
に

よ
り

送
達

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ
し

，
秘

文
書

に
つ

い
て
は

，

書
留

郵
便

又
は

警
察

文
書

伝
送

シ
ス

テ
ム
に

よ
る

送
信

に
よ

り
発
送

す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

(
2
)
 
直

接
名

宛
人
に

交
付

す
る

方
法
，

使
送

に
よ

り
送

達
す

る
方

法
又
は

書
留

郵
便

に
よ

り
発

送
す

る
秘

密
文

書
の
体

裁
は

，
次

の
と

お
り
と

す

る
。

た
だ

し
，

秘
密

文
書

を
直

接
名

宛
人
に

交
付

す
る

場
合

は
，
指

定

権
者

の
定

め
る

体
裁

と
す

る
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。

 

ア
 

二
重

封
筒

を
用

い
る

こ
と

。
 

イ
 

外
側

の
封

筒
に

は
，

秘
密

文
書

で
あ
る

こ
と

を
示

す
印

，
符
号

又
 

 
 

 
は

文
字

を
表

示
せ

ず
，

普
通
の

体
裁

と
す

る
こ

と
。

 

ウ
 

内
側

の
封

筒
に

は
，

赤
色

で
「

必
親
展

」
の

表
示

（
別

記
第
2
4
号
 

 
 

 
様

式
）

を
し

，
か

つ
，

極
秘
文

書
に

あ
っ

て
は

，
受

領
証

（
別
記

第
 

2
5
号

様
式

）
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
指

定
権

者
は

，
警

察
文

書
伝
送

シ
ス
テ

ム
に

よ
る

送
信

に
よ
る

秘
文
 

書
の

発
送

に
際

し
て

は
，

送
信

事
務

の
取
扱

者
及

び
送

信
す

る
相
手

方
 

を
指

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
秘
密

文
書
の

発
送

）
 

第
52
条

 
秘
密

文
書

の
発

送
は

，
次

の
各
号

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

。 

(
1
) 

秘
密
文

書
は

，
こ

れ
を
直

接
名

宛
人
に

交
付

す
る

場
合

を
除

き
，
使

 

 
 
送

に
よ
り

送
達

す
る

も
の

と
す
る

。
た

だ
し

，
秘
文

書
に

つ
い

て
は

，
 

 
 
書

留
郵
便

又
は

警
察

文
書

伝
送
シ

ス
テ

ム
に

よ
る
送

信
に

よ
り

発
送

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
2
) 
 
直

接
名

宛
人

に
交

付
す

る
方

法
，

使
送

に
よ

り
送

達
す

る
方
法

又
は

書
留

郵
便

に
よ

り
発

送
す

る
秘

密
文

書
の
体

裁
は

，
次

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
，

秘
密

文
書

を
直

接
名

宛
人
に

交
付

す
る

場
合

は
，

指
定

権
者

の
定

め
る

体
裁

と
す

る
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 
ア

 
二
重

封
筒

を
用

い
る

こ
と
。

 

 
 
イ

 
外
側

の
封

筒
に

は
，

秘
密
文

書
で

あ
る

こ
と
を

示
す

印
，

符
号

又
 

は
文

字
を

表
示

せ
ず

，
普

通
の

体
裁

と
す
る

こ
と

。
 

 
 
ウ

 
内
側

の
封

筒
に

は
，

赤
色
で

「
必

親
展

」
の
表

示
（

別
記

第
2
2
号
 

様
式

）
を

し
，

か
つ

，
極

秘
文

書
に

あ
っ
て

は
，

受
領

証
（

別
記

第
 

2
3
号

様
式

）
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

(
3
) 

指
定
権

者
は

，
警

察
文
書

伝
送

シ
ス
テ

ム
に

よ
る

送
信

に
よ

る
秘
文

 

 
 
書

の
発
送

に
際

し
て

は
，

送
信
事

務
の

取
扱

者
及
び

送
信

す
る

相
手

方

を
指

定
す

る
も

の
と

す
る

。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
0
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

(
4
)
 
警

察
文

書
伝

送
シ

ス
テ

ム
に
よ

る
送
信

に
よ

る
秘

文
書

の
発
送

は
，
 

 
 

所
定

の
暗

号
を

用
い

，
親

展
扱
い

に
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(
4
) 

警
察
文

書
伝

送
シ

ス
テ
ム

に
よ

る
送
信

に
よ

る
秘

文
書

の
発

送
は
，

 

 
 
所

定
の
暗

号
を

用
い

，
親

展
扱
い

に
し

て
行

う
も
の

と
す

る
。

 

 
（

緊
急
や

む
を

得
な

い
場

合
に

お
け
る

秘
密

文
書

の
発

送
）

 

第
6
6
条
 

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合
に

お
い

て
，

指
定

権
者

が
必

要
と
認

め

る
と

き
は

，
前

条
第

１
号

本
文

の
規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
次

の
各

号
に
掲

げ
る

秘
密

区
分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ
当

該
各

号
に

掲
げ

る
送

信
方

法
に
よ

り
発

送
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 
極

秘
文

書
 

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ
又

は
警
察

文
書

伝
送

シ
ス

テ
ム
に

よ
る
 

 
 

 
 

 
 

 
送

信
 

(
2
)
 
 秘

文
書

 
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
に
よ

る
送
信

 

２
 

指
定

権
者

は
，

前
項

の
規

定
に
よ

る
秘

密
文

書
の

発
送

に
際

し
て
は

，

そ
の

秘
密

区
分

に
応

じ
，

送
信

事
務
の

取
扱

者
，

送
信

す
る

相
手

方
及
び

送
信

方
法

を
指

定
す

る
も

の
と

す
る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
秘

密
文
書

の
発

送
は

，
次

の
各

号
に

掲
げ
る

送

信
方

法
の

区
分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ
当

該
各

号
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
に

よ
る

送
信
 

所
定
の

暗
号

を
用

い
て

行
う
こ

と
。
 

(
2
)
 
警

察
文

書
伝

送
シ

ス
テ

ム
に
よ

る
送
信

 
所

定
の

暗
号

を
用
い

，
又
 

 
 

は
親

展
扱

い
に

し
て

行
う

こ
と
。

 

（
緊
急

や
む
を

得
な

い
場

合
に

お
け
る

秘
密

文
書

の
発
送

）
 

第
52
条

の
２
 

緊
急

や
む

を
得

な
い
場

合
に

お
い

て
，
指

定
権

者
が

必
要

と

認
め
る

と
き
は

，
前

条
第

１
号

本
文
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
，

次
の

各
号

に
掲
げ

る
秘
密

区
分

に
応

じ
，

そ
れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に
掲

げ
る

送
信

方
法

に
よ
り

発
送
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

(
1
) 

極
秘
文

書
 

フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
又

は
警
察

文
書

伝
送

シ
ス

テ
ム

に
よ
る

 

 
 
 

 
 
 

 
送

信
 

(
2
) 

秘
文
書

 
フ

ァ
ク

シ
ミ
リ

に
よ

る
送
信

 

２
 
指

定
権
者

は
，

前
項

の
規

定
に
よ

る
秘

密
文

書
の
発

送
に

際
し

て
は

，

そ
の
秘

密
区
分

に
応

じ
，

送
信

事
務
の

取
扱

者
，

送
信
す

る
相

手
方

及
び

送
信
方

法
を
指

定
す

る
も

の
と

す
る
。

 

３
 
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
秘

密
文
書

の
発

送
は

，
次
の

各
号

に
掲

げ
る

送

信
方
法

の
区
分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ
当

該
各

号
に

掲
げ
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う
も

の
と
す

る
。
 

(
1
) 

フ
ァ
ク

シ
ミ

リ
に

よ
る
送

信
 

所
定
の

暗
号

を
用

い
て

行
う

こ
と
。

 

(
2
) 

警
察
文

書
伝

送
シ

ス
テ
ム

に
よ

る
送
信

 
所

定
の

暗
号

を
用

い
，
又

 

 
 
は

親
展
扱

い
に

し
て

行
う

こ
と
。

 

 

 
（

秘
密
文

書
の

受
付

）
 

第
6
7
条
 

秘
密

文
書

の
受

付
は

，
取
扱

責
任

者
が

行
う

。
 

２
 

取
扱

責
任

者
は

，
秘

密
文

書
を
受

け
付

け
た

と
き

は
，

名
宛

人
又
は

名

宛
人

が
特

に
指

定
し

た
者

に
交

付
す
る

も
の

と
す

る
。
 

３
 

秘
密

文
書

は
，

名
宛

人
又

は
名
宛

人
が

特
に

指
定

し
た

者
で

な
け
れ

ば

開
封

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

４
 

秘
密

文
書

の
交

付
を

受
け

た
者
は

，
取

扱
責

任
者

に
，

所
要

事
項
を

秘

密
文

書
登

録
票

に
記

載
さ

せ
る

も
の
と

す
る

。
 

５
 

極
秘

文
書

の
交

付
を

受
け

た
者
は

，
直

ち
に

受
領

証
に

記
名

押
印
し

て

発
送

者
に

返
納

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

受
領
証

に
用

い
る

字
句

は
，

当
該

極
秘

文
書
の

内
容

を
示

す
こ

と
の

な
い

よ
う
に

注
意

し
，

そ
の

返
送

は
，

秘
密

扱
い
と

せ
ず

普
通

の
方

法
に

よ
る

も
の
と

す
る

。
 

（
秘
密

文
書
の

受
付

）
 

第
53
条

 
秘
密

文
書

の
受

付
は

，
取
扱

責
任

者
が

行
う
。

 

２
 
取

扱
責
任

者
は

，
秘

密
文

書
を
受

け
付

け
た

と
き
は

，
名

宛
人

又
は

名

宛
人
が

特
に
指

定
し

た
者

に
交

付
す
る

も
の

と
す

る
。
 

３
 
秘

密
文
書

は
，

名
宛

人
又

は
名
宛

人
が

特
に

指
定
し

た
者

で
な

け
れ

ば

開
封
し

て
は
な

ら
な

い
。

 

４
 
秘

密
文
書

の
交

付
を

受
け

た
者
は

，
取

扱
責

任
者
に

，
所

要
事

項
を

秘

密
文
書

登
録
票

に
記

載
さ

せ
る

も
の
と

す
る

。
 

５
 
極

秘
文
書

の
交

付
を

受
け

た
者
は

，
直

ち
に

受
領
証

に
記

名
押

印
し

て

発
送
者

に
返
納

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

，
受

領
証

に
用
い

る
字
句

は
，

当
該

極
秘

文
書
の

内
容

を
示

す
こ
と

の
な

い
よ

う
に

注
意
し

，
そ
の

返
送

は
，

秘
密

扱
い
と

せ
ず

普
通

の
方
法

に
よ

る
も

の
と

す
る
。

 

 

 
（

秘
密
文

書
の

保
管

）
 

（
秘

密
文

書
の

保
管

）
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
1
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

第
6
8
条
 

秘
密

文
書

は
，

他
の

文
書
と

区
別

し
て

，
文

書
責

任
者

が
鍵
を

管

理
す

る
文

書
庫

等
の

秘
密

の
保

全
上
適

当
と

認
め

ら
れ

る
場

所
に

保
管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

取
扱

責
任

者
は

，
常

時
そ

の
保
管

す
る

秘
密

文
書

の
異

状
の

有
無
を

点

検
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
54
条

 
秘
密

文
書

は
，

他
の

文
書
と

区
別

し
て

，
施
錠

施
設

の
あ

る
キ

ャ

ビ
ネ
ッ

ト
又
は

金
庫

等
秘

密
の

保
全
上

適
当

と
認

め
ら
れ

る
場

所
に

保
管

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
取

扱
責
任

者
は

，
常

時
そ

の
保
管

す
る

秘
密

文
書
の

異
状

の
有

無
を

点

検
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

改
正
 

（
秘

密
文

書
の

廃
棄

）
 

第
6
9
条
 

第
5
4
条
に

よ
り

廃
棄

す
る
秘

密
文

書
は

，
取

扱
責

任
者

の
指
定

す

る
立

会
人

の
立

会
い

の
下

に
，
裁

断
す
る

等
復

元
で

き
な

い
方

法
に

よ
り
，

取
扱

責
任

者
の

指
定

す
る

者
が

行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

秘
密

文
書

を
廃

棄
し

た
場

合
に
は

，
取

扱
責

任
者

は
，

廃
棄

年
月
日

，

廃
棄

者
及

び
立

会
人

の
官

職
氏

名
を
秘

密
文

書
登

録
票

に
記

載
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
秘
密

文
書
の

廃
棄

）
 

第
55
条

 
秘
密

文
書

の
廃

棄
は

，
立
会

人
の

立
会

い
の
下

に
，

裁
断

す
る

等

復
元
で

き
な
い

方
法

に
よ

り
，

取
扱
責

任
者

の
指

定
す
る

者
が

行
わ

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
秘

密
文
書

を
廃

棄
し

た
場

合
に
は

，
取

扱
責
任

者
は

，
廃

棄
し
た

日
時

，

場
所
，

文
書
の

件
名

，
廃

棄
し

た
者
及

び
立

会
人

の
官
職

氏
名

を
秘

密
文

書
登
録

票
に
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

 
（

秘
密
文

書
の

紛
失

等
の

場
合

に
お
け

る
措

置
）

 

第
7
0
条
 

所
属

長
は

，
秘

密
文

書
を
紛

失
し

，
又

は
盗

視
若

し
く

は
盗
聴

さ

れ
た

と
認

め
た

と
き

は
，

直
ち

に
，
そ

の
状

況
を

本
部

長
に

報
告

し
，
併

せ
て

当
該

秘
密

文
書

の
指

定
権

者
に
報

告
し

，
又

は
通

報
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

指
定

権
者

は
，
前
項

の
規
定

に
よ
る

報
告

又
は

通
報

を
受

け
た

と
き
は

，

速
や

か
に

，
そ

の
状

況
を

調
査

し
，
か

つ
，

秘
密

保
全

上
必

要
な

措
置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

，
指

定
権

者
は

，
そ
の

旨
を

本
部

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
秘
密

文
書
の

紛
失

等
の

場
合

に
お
け

る
措

置
）

 

第
56
条

 
所
属

長
は

，
秘

密
文

書
を
紛

失
し

，
又

は
盗
視

若
し

く
は

盗
聴

さ

れ
た
と

認
め
た

と
き

は
，

直
ち

に
，
そ

の
状

況
を

本
部
長

に
報

告
し

，
併

せ
て
当

該
秘
密

文
書

の
指

定
権

者
に
報

告
し

，
又

は
通
報

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
指

定
権
者

は
，
前

項
の
規

定
に

よ
る

報
告

又
は

通
報

を
受

け
た
と

き
は

，

速
や
か

に
，
そ

の
状

況
を

調
査

し
，
か

つ
，

秘
密

保
全
上

必
要

な
措

置
を

講
じ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

，
指
定

権
者

は
，

そ
の

旨
を
本

部
長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 

 
（

指
定
の

解
除

等
）

 

第
7
1
条
 

秘
密

期
間

が
経

過
し

た
と
き

は
，

当
該

秘
密

文
書

の
指

定
は
解

除

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

秘
密

文
書

の
内

容
が

秘
密

を
要
し

な
く

な
っ

た
と

き
，

又
は

そ
の
程

度

を
緩

和
し

て
も

差
し

支
え

の
な

い
状
態

と
な

っ
た

と
き

は
，
指

定
権

者
は
，

当
該

秘
密

文
書

の
指

定
を

解
除

し
，
又

は
秘

密
区

分
若

し
く

は
秘

密
期
間

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

指
定

権
者

は
，

秘
密

文
書

の
指
定

を
解

除
し

，
又

は
秘

密
区

分
若
し

く

は
秘

密
期

間
を

変
更

し
た

と
き

は
，
当

該
秘

密
文

書
の

件
名

，
解

除
の
日

時
等

必
要

な
事

項
を

速
や

か
に

関
係
者

に
報

告
又

は
通

報
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
，
秘

密
文
書

の
指
定

が
解

除
さ
れ

，

（
指
定

の
解
除

等
）
 

第
57
条

 
秘
密

期
間

が
経

過
し

た
と
き

は
，

当
該

秘
密
文

書
の

指
定

は
解

除

さ
れ
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 
秘

密
文
書

の
内

容
が

秘
密

を
要
し

な
く

な
っ

た
と
き

，
又

は
そ

の
程

度

を
緩
和

し
て
も

差
し

支
え

の
な

い
状
態

と
な

っ
た

と
き
は

，
指

定
権
者

は
，

当
該
秘

密
文
書

の
指

定
を

解
除

し
，
又

は
秘

密
区

分
若
し

く
は

秘
密

期
間

を
変
更

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 
指

定
権
者

は
，

秘
密

文
書

の
指
定

を
解

除
し

，
又
は

秘
密

区
分

若
し

く

は
秘
密

期
間
を

変
更

し
た

と
き

は
，
当

該
秘

密
文

書
の
件

名
，

解
除

の
日

時
等
必

要
な
事

項
を

速
や

か
に

関
係
者

に
報

告
又

は
通
報

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

４
 
第

１
項
及

び
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
，
秘

密
文
書

の
指

定
が

解
除

さ
れ

，

 

－95－



鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
2
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

又
は

秘
密

区
分

の
変

更
が

あ
っ

た
と
き

は
，

当
該

秘
密

文
書

の
表

示
を
速

や
か

に
抹

消
又

は
変

更
す

る
と

と
も
に

，
所

要
事

項
を

秘
密

文
書

登
録
票

に
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

又
は
秘

密
区
分

の
変

更
が

あ
っ

た
と
き

は
，

当
該

秘
密
文

書
の

表
示

を
速

や
か
に

抹
消
又

は
変

更
す

る
と

と
も
に

，
所

要
事

項
を
秘

密
文

書
登

録
票

に
記
載

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（

秘
密
文

書
取

扱
上

の
注

意
）

 

第
7
2
条
 

秘
密

の
内

容
は

，
職

務
上
こ

れ
を

取
り

扱
う

者
以

外
の

者
に
知

ら

せ
て

は
な

ら
な

い
。

 

２
 

秘
密

文
書

の
取

扱
い

に
際

し
て
は

，
次

に
掲

げ
る

事
項

に
留

意
し
，

秘

密
保

全
に

つ
き

，
細

心
の

注
意

を
払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
1
)
 
秘

密
文

書
を

机
の

上
に

放
置
し

た
り
，

又
は

鍵
の

な
い

引
出
し

若
し
 

 
 

く
は

書
類

箱
に

入
れ

た
ま

ま
席
を

外
さ

な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 

秘
密

文
書

を
開

い
た

ま
ま

関
係

が
あ

る
者

以
外

の
者

と
談

話
し

た

り
，

又
は

み
だ

り
に

他
人

に
手

渡
し

た
り
し

な
い

こ
と

。
 

(
3
)
 
秘

密
文

書
を
閲

覧
す

る
際

は
，
漏

え
い

等
の

お
そ

れ
の

な
い

場
所
を

選
定

し
，

録
音

録
画

機
能

の
あ

る
機

材
を
持

ち
込

ま
な

い
こ

と
。
 

３
 

秘
密

文
書

の
指

定
を

要
す

る
と
認

め
ら

れ
る

文
書

の
起

案
者

そ
の
他

の

関
係

者
は

，
指

定
前

で
あ

っ
て

も
，
当

該
文

書
に

つ
い

て
，

前
２

項
に
準

じ
た

取
扱

い
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

４
 

緊
急

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ
り

，
警

察
施

設
を

放
棄
せ

ざ
る

を
得
ず

，

取
扱

責
任

者
が

秘
密

文
書

の
秘

密
の
保

全
が

困
難

と
判

断
す

る
と

き
は
，

文
書

管
理

者
の

指
示

を
受

け
，

原
則
と

し
て

秘
密

文
書

を
安

全
な

場
所
へ

移
動

さ
せ

，
又

は
廃

棄
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

（
秘
密

文
書
取

扱
上

の
注

意
）

 

第
58
条

 
秘
密

の
内

容
は

，
職

務
上
こ

れ
を

取
り

扱
う
者

以
外

の
者

に
知

ら

せ
て
は

な
ら
な

い
。
 

２
 
秘

密
文
書

の
取

扱
い

に
際

し
て
は

，
次

に
掲

げ
る
事

項
に

留
意

し
，

秘

密
保
全

に
つ
き

，
細

心
の

注
意

を
払
わ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
1
) 

秘
密
文

書
を

机
の

上
に
放

置
し

た
り
，

又
は

か
ぎ

の
な

い
引

出
し
若

 

 
 
し

く
は
書

類
箱

に
入

れ
た

ま
ま
席

を
外

さ
な

い
こ
と

。
 

(
2
) 

秘
密
文

書
を

開
い

た
ま
ま

関
係

が
あ
る

者
以

外
の

者
と

談
話

し
た
 

 
 
り

，
又
は

み
だ

り
に

他
人

に
手
渡

し
た

り
し

な
い
こ

と
。
 

３
 
秘

密
文
書

の
指

定
を

要
す

る
と
認

め
ら

れ
る

文
書
の

起
案

者
そ

の
他

の

関
係
者

は
，
指

定
前

で
あ

っ
て

も
，
当

該
文

書
に

つ
い
て

，
前

２
項

に
準

じ
た
取

扱
い
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 

 
（

秘
密
文

書
の

複
製

）
 

第
7
3
条
 

秘
密

文
書

は
，

複
製

し
て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
秘

文
書
に

つ

い
て

は
，

指
定

権
者

の
許

可
を

受
け
た

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り
複

製
し

た
場

合
は

，
原

本
（

原
本
に

代

え
て

保
管

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

文
書
を

含
む
。
以
下

同
じ

。）
と
同

様
の
取

扱
い

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
秘
密

文
書
の

複
製

）
 

第
59
条

 
秘
密

文
書

は
，

複
製

し
て
は

な
ら

な
い

。
た
だ

し
，

秘
文

書
に

つ

い
て
は

，
指
定

権
者

の
許

可
を

受
け
た

場
合

は
，

こ
の
限

り
で

な
い

。
 

２
 
前

項
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り
複

製
し

た
場

合
は
，

原
本

（
原

本
に

代

え
て
保

管
す
る

こ
と

と
さ

れ
た

文
書
を

含
む
。
以
下

同
じ

。
）
と

同
様
の

取

扱
い
を

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

 
（

報
告
処

理
文

書
の

取
扱

い
）

 

第
7
4
条
 

秘
密

文
書

の
処

理
又

は
報
告

に
関

す
る

公
文

書
は

，
原

本
と
同

一

の
秘

密
区

分
に

よ
る

取
扱

い
を

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
報
告

処
理
文

書
の

取
扱

い
）

 

第
60
条

 
秘
密

文
書

の
処

理
又

は
報
告

に
関

す
る

公
文
書

は
，

原
本

と
同

一

の
秘
密

区
分
に

よ
る

取
扱

い
を

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

 

改
正
 

（
取

扱
注

意
文

書
）

 

第
7
5
条
 

所
属

長
は

，
秘

密
文

書
の
指

定
は

要
し

な
い

が
，

そ
の

取
扱
い

に

慎
重

を
期

す
る

必
要

が
あ

る
公

文
書
（

以
下
「
取

扱
注

意
文

書
」
と

い
う
。
）

（
取
扱

注
意
文

書
）
 

第
61
条

 
所
属

長
は

，
秘

密
文

書
の
指

定
は

要
し

な
い
が

，
そ

の
取

扱
い

に

慎
重
を

期
す
る

必
要

が
あ

る
公

文
書
（

以
下
「
取

扱
注
意

文
書

」
と
い

う
。
）
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
3
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

に
つ

い
て

は
，

当
該

文
書

の
右

上
部
余

白
に

「
取

扱
注

意
」

の
表

示
（
別

記
第

2
4号

様
式

）
を

す
る

も
の

と
す
る

。
 

に
つ
い

て
は
，

秘
密

文
書

に
準

じ
て
，

そ
の

内
容

を
関
係

者
以

外
の

者
に

知
ら
せ

な
い
よ

う
適

切
な

措
置

を
講
ず

る
も

の
と

す
る
。

 

２
 
所

属
長
は

，
取

扱
注

意
文

書
に

は
，「

取
扱
注

意
」
の
表

示
（
別

記
第

2
2

号
様
式

）
を
当

該
文

書
の

右
上

部
余
白

に
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 
（

他
の
官

公
庁

か
ら

収
受

し
た

秘
密
文

書
等

の
取

扱
い

）
 

第
7
6
条
 

他
の

官
公

庁
か

ら
収

受
し
た

公
文

書
で

あ
っ

て
，

極
秘

若
し
く

は

秘
又

は
取

扱
注

意
の

表
示

が
あ

る
も
の

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

表
示
が

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
，

当
該

官
公
庁

に
お

け
る

秘
密

保
全

の
た

め
の
取

扱
い

を
尊

重
し

，
こ

の
章

に
定

め
る
取

扱
い

に
準

じ
て

取
り

扱
わ

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
他
の

官
公
庁

か
ら

収
受

し
た

秘
密
文

書
等

の
取

扱
い
）

 

第
62
条

 
他
の

官
公

庁
か

ら
収

受
し
た

公
文

書
で

あ
っ
て

，
極

秘
若

し
く

は

秘
又
は

取
扱
注

意
の

表
示

が
あ

る
も
の

そ
の

他
こ

れ
ら
に

類
す

る
表

示
が

あ
る
も

の
に
つ

い
て

は
，

当
該

官
公
庁

に
お

け
る

秘
密
保

全
の

た
め

の
取

扱
い
を

尊
重
し

，
こ

の
章

に
定

め
る
取

扱
い

に
準

じ
て
取

り
扱

わ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
4
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
 

（
凖

用
規

定
）

 

第
63
条

 
第
1
1
条

の
規
定

は
，

本
部
留

置
管

理
課

，
免
許

管
理

課
，

免
許

試

験
課
，

交
通
機

動
隊

，
高

速
道

路
交
通

警
察

隊
及

び
機
動

隊
並

び
に

警
察

学
校
に

お
け
る

文
書

の
収

受
及

び
配
布

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い

て
，
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定

中
同

表
の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
，

そ
れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲
げ

る
字

句
に

読
み
替

え
る

も
の

と
す

る
。
 

第
１

項
各

号
列

記

以
外

の
部

分
及

び

第
２

号
 

本
庁

 
本

部
出

先
機

関
（

警
察

学
校

を
含

む
。
 

 
本

部
総

務
課
長

 
庶

務
係
長

 

 
本

部
総

務
課
長

等
 

庶
務

係
長

等
 

 
主

務
課

 
本

部
出

先
機

関
に

あ
っ

て
は

担
当

係
，

署
に

あ

っ
て

は
主

務
課
 

第
１

項
第

４
号

 
本

庁
 

本
部

出
先

機
関
 

第
２

項
 

当
該

所
属

長
 

当
該

本
部

出
先

機
関

の

長
 

第
３

項
 

本
部

総
務

課
長

等
 

庶
務

係
長

等
 

 
本

庁
の

所
属
 

本
部

出
先

機
関

の
担

当

係
 

第
４

項
 

本
庁

 
本

部
出
先

機
関
 

 
総

合
当

直
主
任

 
当

直
員
又

は
当

務
員

 

 
本

部
総

務
課
長

等
 

庶
務

係
長

等
 

 

 

 
 

（
文

書
管

理
規

程
の

供
覧

）
 

第
66
条

 
こ
の

訓
令

を
記

載
し

た
書
面

は
，

情
報

公
開
窓

口
に

据
え

置
き

，

一
般
の

閲
覧
の

用
に

供
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 

 
 

 
 
第

1
1
章

 
補

則
 

 
 

 
（

こ
の
訓

令
の

特
例

）
 

第
7
7
条
 

こ
の

訓
令

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
分

類
，

作
成
，

保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

公
文

書
の

管
理
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
法

令
又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

に
特

別
の

定
め
が

設
け

ら
れ

て
い

る
場

合
は

，
当
該

（
法
令

又
は
条

例
若

し
く

は
規

則
に
よ

る
適

用
除

外
）
 

第
64
条

 
法
令

又
は

条
例

若
し

く
は
規

則
の

規
定

に
よ
り

，
文

書
の

分
類

，

作
成
，

保
存
，

廃
棄

そ
の

他
の

文
書
の

管
理

に
関

す
る
事

項
に

つ
い

て
特

別
の
定

め
が
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合
に

あ
っ

て
は

，
当
該

法
令

又
は

条
例
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種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

事
項

に
つ

い
て

は
，

当
該

法
令

又
は
条

例
若

し
く

は
規

則
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

若
し
く

は
規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

 
（

補
足
）

 

第
7
8
条
 

こ
の

訓
令

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
管

理
に

関
し
必

要

な
細

部
事

項
は

，
別

に
定

め
る

。
 

（
補
則

）
 

第
65
条

 
こ
の

訓
令

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

，
こ

の
訓
令

の
施

行
の

た
め

必

要
な
事

項
は
，

別
に

定
め

る
。

 

 

 
附

則
 

附
則
 

 

 
（

施
行
期

日
）
 

１
 

こ
の

訓
令

は
，

令
和

６
年

４
月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
，
第

２

条
，

第
1
0
条

，
第

13
条

，
第
1
6
条

，
第

2
4
条

，
第
2
8
条

，
第
3
0
条

，
第

31

条
，

第
3
6
条

か
ら
第

4
0
条

ま
で

及
び
第

4
3
条

か
ら

第
4
5
条
ま

で
の

規
定
は

令
和

６
年

３
月

５
日

か
ら

施
行

す
る
。

 

 
 

 
２

 
こ
の

訓
令

が
，

鹿
児

島
県

警
察
文

書
規

程
（

平
成

1
3年

鹿
児

島
県
警

察

本
部

訓
令

第
1
8
号
）

の
規

定
に

矛
盾
し

，
又

は
抵

触
す

る
と

認
め

ら
れ
る

に
至

っ
た

場
合

は
，

こ
の

訓
令

の
規
定

が
優

先
す

る
。
 

 
 

 
（

鹿
児
島

県
警

察
文

書
規

程
の

廃
止
）

 

３
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

規
程

は
，
廃

止
す

る
。

 

 
 

 
（

経
過
措

置
）
 

４
 

こ
の

訓
令

の
規

定
は

，
こ

の
訓
令

の
施

行
の

日
（

以
下

「
施

行
日
」

と

い
う

。）
以

後
に

作
成

し
，
又
は

取
得
し

た
文

書
に

つ
い

て
適

用
す

る
も
の

と
し

，
施

行
日

前
に

作
成

し
，

又
は
取

得
し

た
文

書
（

以
下

「
施

行
日
前

公
文

書
」

と
い

う
。
）

の
管
理
に

つ
い

て
は
，

な
お

従
前

の
と

お
り
と

し
，

条
例

第
１

条
の

規
程

を
踏

ま
え

，
こ
の

訓
令

の
規

定
に

準
じ

て
管

理
す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

鹿
児
島

県
警

察
に

お
け

る
公

印
に
関

す
る

訓
令

の
一

部
改

正
）

 

５
 

鹿
児

島
県

警
察

に
お

け
る

公
印
に

関
す

る
訓

令
（

昭
和

3
6
年

鹿
児
島

県

警
察

本
部

訓
令

第
1
7
号

）
の
一

部
を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

第
1
0
条

第
２
項

を
削

り
，

第
３
項

を
第

２
項

と
し

，
第

４
項

を
第
３

項

と
し

，
第

５
項

を
第

４
項

と
す

る
。
 

 
 

 
（

鹿
児
島

県
警

察
電

子
署

名
規

程
の
一

部
改

正
）

 

６
 

鹿
児

島
県

警
察

電
子

署
名

規
程
（

平
成

1
6年

鹿
児

島
県

警
察

本
部
訓

令

第
1
3
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

第
１

条
中

「
鹿

児
島

県
公

安
委
員

会
文

書
管

理
規

程
（

平
成

1
3
年
鹿

児

島
県

公
安

委
員

会
規

程
第

２
号

）
第
９

条
の

２
第

２
項

及
び

」
を

削
り
，
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県
警
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規
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（
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種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

「
鹿

児
島

県
警

察
文

書
管

理
規

程
（
平

成
1
3
年
鹿

児
島

県
警

察
本

部
訓
令

第
1
8
号
。
以
下
「

文
書

管
理
規

程
」
と

い
う

。
）
第
2
9
条

の
２

第
２

項
」
を

「
鹿

児
島

県
警

察
公

文
書

管
理

規
程
（

令
和

６
年

鹿
児

島
県

警
察

本
部
訓

令
第

●
号

。
以

下
「
公

文
書
管

理
規
程

」
と

い
う

。
）
第

3
3条

第
３

項
」
に

改
め

る
。

 

 
 

第
８

条
第

１
項

中
「

文
書

管
理
規

程
第

５
条

の
２

に
規

定
す

る
文
書

責

任
者

（
以

下
「

文
書

責
任

者
」

と
い
う

。
）
」

を
「

公
文

書
管

理
規

程
第
６

条
に

規
定

す
る

副
文

書
管

理
者

（
以
下

「
副

文
書

管
理

者
」

と
い

う
。
）」

に
，
同

条
第

２
項

，
第
３

項
，
第

９
条
第

１
項
，
第

２
項
，
第
４

項
中
「
文

書
責

任
者

」
を

「
副

文
書

管
理

者
」
に

改
め

る
。

 

 
（

鹿
児
島

県
警

察
の

当
直

勤
務

及
び
非

常
招

集
に

関
す

る
訓

令
の

一
部
改

正
）
 

７
 

鹿
児

島
県

警
察

の
当

直
勤

務
及
び

非
常

招
集

に
関

す
る

訓
令

（
平
成

2
5

年
鹿

児
島

県
警

察
本

部
訓

令
第

1
2
号
）
の
一

部
を

次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。 

第
1
3
条

第
４
号

中
「

鹿
児

島
県

警
察

文
書
管

理
規

程
（

平
成

1
3
年
鹿

児

島
県

警
察

本
部

訓
令

第
1
8
号
）」

を
「
鹿

児
島

県
警

察
公

文
書

管
理

規
程
（

令

和
６

年
鹿

児
島

県
警

察
本

部
訓

令
第
●

号
）
」
に

改
め

る
。

 

 
 

新
 

別
表

第
１

（
第

1
9条

関
係

）
 

（
略

）
 

 
 

改
正
 

別
表

第
２

（
第

3
2条

関
係

）
 

所
属

記
号

等
一

覧
表

 

 

 
１

 
本

部
各

課
の

所
属

記
号

等
 

部
 

名
 

課
 

名
 

所
属

記
号

 
所

属
記
号

等
 

 
警

務
課

 
鹿

 
務
 

鹿
務

第
〇

〇
〇

号
 

 
総

務
課

 
鹿

 
総
 

鹿
総

第
〇

〇
〇

号
 

 
会

計
課

 
鹿

 
会
 

鹿
会

第
〇

〇
〇

号
 

警
務

部
 

監
察

課
 

鹿
 

監
 

鹿
監

第
〇

〇
〇

号
 

 
厚

生
課

 
鹿

 
厚
 

鹿
厚

第
〇

〇
〇

号
 

 
情

報
管

理
課
 

鹿
 

情
 

鹿
情

第
〇

〇
〇

号
 

 
留

置
管

理
課
 

鹿
 

留
 

鹿
留

第
〇

〇
〇

号
 

別
表
第

１
（
第

2
3
条

関
係

）
 

所
属

記
号

等
一

覧
表

 

  
１
 

本
部
各

課
の

所
属

記
号

等
 

部
 

名
 

課
 

名
 

所
属

記
号
 

所
属

記
号

等
 

 
警

務
課
 

鹿
 

務
 

鹿
務

第
〇

〇
〇

号
 

 
総

務
課
 

鹿
 

総
 

鹿
総

第
〇

〇
〇

号
 

 
会

計
課
 

鹿
 

会
 

鹿
会

第
〇

〇
〇

号
 

警
務

部
 

監
察

課
 

鹿
 

監
 

鹿
監

第
〇

〇
〇

号
 

 
厚

生
課
 

鹿
 

厚
 

鹿
厚

第
〇

〇
〇

号
 

 
情

報
管
理

課
 

鹿
 

情
 

鹿
情

第
〇

〇
〇

号
 

 
留

置
管
理

課
 

鹿
 

留
 

鹿
留

第
〇

〇
〇

号
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種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

 
生

活
安

全
企
画

課
 

鹿
生

企
 

鹿
生

企
第

〇
〇

号
 

 
地

域
課

 
鹿

 
地
 

鹿
地

第
〇

〇
〇

号
 

生
活

安
全

部
 

人
身

安
全

・
少

年
課

 

鹿
人

少
 

鹿
人

少
第

〇
〇

号
 

 
生

活
環

境
課
 

鹿
生

環
 

鹿
生

環
第

〇
〇

号
 

 
サ

イ
バ

ー
犯
罪

対
策

課
 

鹿
サ

対
 

鹿
サ

対
第

〇
〇

号
 

 
刑

事
企

画
課
 

鹿
刑

企
 

鹿
刑

企
第

〇
〇

号
 

刑
事

部
 

捜
査

第
一

課
 

鹿
捜

一
 

鹿
捜

一
第

〇
〇

号
 

 
捜

査
第

二
課
 

鹿
捜

二
 

鹿
捜

二
第

〇
〇

号
 

 
組

織
犯

罪
対
策

課
 

鹿
組

対
 

鹿
組

対
第

〇
〇

号
 

 
鑑

識
課

 
鹿

 
鑑
 

鹿
鑑

第
〇

〇
〇

号
 

 
科

学
捜

査
研
究

所
 

鹿
科

研
 

鹿
科

研
第

〇
〇

号
 

 
交

通
企

画
課
 

鹿
交

企
 

鹿
交

企
第

〇
〇

号
 

 
交

通
指

導
課
 

鹿
交

指
 

鹿
交

指
第

〇
〇

号
 

 
交

通
規

制
課
 

鹿
交

規
 

鹿
交

規
第

〇
〇

号
 

交
通

部
 

免
許

管
理

課
 

鹿
免

管
 

鹿
免

管
第

〇
〇

号
 

 
免

許
試

験
課
 

鹿
免

試
 

鹿
免

試
第

〇
〇

号
 

 
交

通
機

動
隊
 

鹿
交

機
 

鹿
交

機
第

〇
〇

号
 

 
高

速
道

路
交
通

警
察

隊
 

鹿
高

速
 

鹿
高

速
第

〇
〇

号
 

 
公

安
課

 
鹿

 
公
 

鹿
公

第
〇

〇
〇

号
 

 
 

警
備

課
 

鹿
 

備
 

鹿
備

第
〇

〇
〇

号
 

警
備

部
 

警
衛

警
備

対
策

課
 

鹿
 

衛
 

鹿
衛

第
〇

〇
〇

号
 

 
機

動
隊

 
鹿

 
機
 

鹿
機

第
〇

〇
〇

号
 

警
 
察

 
学

 
校

 
鹿

警
学
 

鹿
警

学
第

〇
〇

号
 

 

  
２

 
警

察
署

の
所

属
記

号
等

 
 

 
生

活
安
全

企
画

課
 

鹿
生

企
 

鹿
生
企

第
〇
〇

号
 

 
地

域
課
 

鹿
 

地
 

鹿
地

第
〇

〇
〇

号
 

生
活

安
全

部
 

人
身

安
全

・
少

年
課
 

鹿
人

少
 

鹿
人
少

第
〇
〇

号
 

 
生

活
環
境

課
 

鹿
生

環
 

鹿
生

環
第

〇
〇

号
 

 
サ

イ
バ
ー

犯
罪

対
策

課
 

鹿
サ

対
 

鹿
サ
対

第
〇
〇

号
 

 
刑

事
企
画

課
 

鹿
刑

企
 

鹿
刑

企
第

〇
〇

号
 

刑
事

部
 

捜
査

第
一

課
 

鹿
捜

一
 

鹿
捜

一
第

〇
〇

号
 

 
捜

査
第
二

課
 

鹿
捜

二
 

鹿
捜

二
第

〇
〇

号
 

 
組

織
犯
罪

対
策

課
 

鹿
組

対
 

鹿
組
対

第
〇
〇

号
 

 
鑑

識
課
 

鹿
 

鑑
 

鹿
鑑

第
〇

〇
〇

号
 

 
科

学
捜
査

研
究

所
 

鹿
科

研
 

鹿
科
研

第
〇
〇

号
 

 
交

通
企
画

課
 

鹿
交

企
 

鹿
交

企
第

〇
〇

号
 

 
交

通
指
導

課
 

鹿
交

指
 

鹿
交

指
第

〇
〇

号
 

 
交

通
規
制

課
 

鹿
交

規
 

鹿
交

規
第

〇
〇

号
 

交
通

部
 

免
許

管
理

課
 

鹿
免

管
 

鹿
免

管
第

〇
〇

号
 

 
免

許
試
験

課
 

鹿
免

試
 

鹿
免

試
第

〇
〇

号
 

 
交

通
機
動

隊
 

鹿
交

機
 

鹿
交

機
第

〇
〇

号
 

 
高

速
道
路

交
通

警
察

隊
 

鹿
高

速
 

鹿
高
速

第
〇
〇

号
 

 
公

安
課
 

鹿
 

公
 

鹿
公

第
〇

〇
〇

号
 

 
 

警
備

課
 

鹿
 

備
 

鹿
備

第
〇

〇
〇

号
 

警
備

部
 

警
衛

警
備

対
策

課
 

鹿
 

衛
 

鹿
衛
第

〇
〇
〇

号
 

 
機

動
隊
 

鹿
 

機
 

鹿
機

第
〇

〇
〇

号
 

警
 
察

 
学

 
校
 

鹿
警

学
 

鹿
警

学
第

〇
〇

号
 

   
２
 

警
察
署

の
所

属
記

号
等

 

－101－



鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
8
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

所
 

属
 

所
属

記
号

 
所

属
記
号

等
 

鹿
児

島
中

央
 

中
 

中
〇

第
〇

〇
〇

号
 

鹿
児

島
西
 

西
 

西
〇

第
〇

〇
〇

号
 

鹿
児

島
南
 

南
 

南
〇

第
〇

〇
〇

号
 

指
宿

 
指

 
指

〇
第

〇
〇
〇

号
 

南
九

州
 

九
 

九
〇

第
〇

〇
〇

号
 

枕
崎

 
枕

 
枕

〇
第

〇
〇
〇

号
 

南
さ

つ
ま
 

さ
 

さ
〇

第
〇

〇
〇

号
 

日
置

 
日

 
日

〇
第

〇
〇
〇

号
 

い
ち

き
串

木
野

 
串

 
串

〇
第

〇
〇
〇

号
 

薩
摩

川
内
 

川
 

川
〇

第
〇

〇
〇

号
 

さ
つ

ま
 

つ
 

つ
〇

第
〇

〇
〇

号
 

阿
久

根
 

阿
 

阿
〇

第
〇

〇
〇

号
 

出
水

 
出

 
出

〇
第

〇
〇
〇

号
 

伊
佐

湧
水
 

佐
 

佐
〇

第
〇

〇
〇

号
 

姶
良

 
姶

 
姶

〇
第

〇
〇
〇

号
 

霧
島

 
霧

 
霧

〇
第

〇
〇
〇

号
 

曽
於

 
曽

 
曽

〇
第

〇
〇
〇

号
 

志
布

志
 

志
 

志
〇

第
〇

〇
〇

号
 

肝
付

 
肝

 
肝

〇
第

〇
〇
〇

号
 

鹿
屋

 
屋

 
屋

〇
第

〇
〇
〇

号
 

錦
江

 
錦

 
錦

〇
第

〇
〇
〇

号
 

種
子

島
 

種
 

種
〇

第
〇

〇
〇

号
 

屋
久

島
 

久
 

久
〇

第
〇

〇
〇

号
 

奄
美

 
奄

 
奄

〇
第

〇
〇
〇

号
 

瀬
戸

内
 

瀬
 

瀬
〇

第
〇

〇
〇

号
 

徳
之

島
 

徳
 

徳
〇

第
〇

〇
〇

号
 

沖
永

良
部
 

沖
 

沖
〇

第
〇

〇
〇

号
 

  
 

課
 

名
 

課
の

記
号

 

警
務

課
 

務
 

所
 

属
 

所
属

記
号

 
所

属
記
号

等
 

鹿
児

島
中

央
 

中
 

中
〇

第
〇

〇
〇

号
 

鹿
児

島
西
 

西
 

西
〇

第
〇

〇
〇

号
 

鹿
児

島
南
 

南
 

南
〇

第
〇

〇
〇

号
 

指
宿

 
指

 
指

〇
第

〇
〇
〇

号
 

南
九

州
 

九
 

九
〇

第
〇

〇
〇

号
 

枕
崎

 
枕

 
枕

〇
第

〇
〇
〇

号
 

南
さ

つ
ま
 

さ
 

さ
〇

第
〇

〇
〇

号
 

日
置

 
日

 
日

〇
第

〇
〇
〇

号
 

い
ち

き
串

木
野

 
串

 
串

〇
第

〇
〇
〇

号
 

薩
摩

川
内
 

川
 

川
〇

第
〇

〇
〇

号
 

さ
つ

ま
 

つ
 

つ
〇

第
〇

〇
〇

号
 

阿
久

根
 

阿
 

阿
〇

第
〇

〇
〇

号
 

出
水

 
出

 
出

〇
第

〇
〇
〇

号
 

伊
佐

湧
水
 

佐
 

佐
〇

第
〇

〇
〇

号
 

姶
良

 
姶

 
姶

〇
第

〇
〇
〇

号
 

霧
島

 
霧

 
霧

〇
第

〇
〇
〇

号
 

曽
於

 
曽

 
曽

〇
第

〇
〇
〇

号
 

志
布

志
 

志
 

志
〇

第
〇

〇
〇

号
 

肝
付

 
肝

 
肝

〇
第

〇
〇
〇

号
 

鹿
屋

 
屋

 
屋

〇
第

〇
〇
〇

号
 

錦
江

 
錦

 
錦

〇
第

〇
〇
〇

号
 

種
子

島
 

種
 

種
〇

第
〇

〇
〇

号
 

屋
久

島
 

久
 

久
〇

第
〇

〇
〇

号
 

奄
美

 
奄

 
奄

〇
第

〇
〇
〇

号
 

瀬
戸

内
 

瀬
 

瀬
〇

第
〇

〇
〇

号
 

徳
之

島
 

徳
 

徳
〇

第
〇

〇
〇

号
 

沖
永

良
部
 

沖
 

沖
〇

第
〇

〇
〇

号
 

  
 

課
 

名
 

課
の

記
号
 

警
務

課
 

務
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鹿
児

島
県
警

察
公
文
書

管
理

規
程
（
案
）
（
現
行

規
程
対

照
表
）
 

-
3
9
- 

 

種
別
 

鹿
児

島
県

警
察
公

文
書
管

理
規

程
（
案

）
 

鹿
児

島
県

警
察

文
書

管
理

規
程

 
備
考
 

会
計

課
 

会
 

生
活

安
全

課
 

生
 

地
域

課
 

地
 

生
活

安
全

刑
事

課
 

生
刑
 

刑
事

第
一

課
 

刑
一
 

刑
事

第
二

課
 

刑
二
 

刑
事

課
 

刑
 

交
通

課
 

交
 

警
備

課
 

備
 

天
文

館
対

策
課

 
天

 

  

留
置

管
理

課
 

留
管
 

会
計

課
 

会
 

生
活

安
全

課
 

生
 

地
域

課
 

地
 

生
活

安
全

刑
事

課
 

生
刑
 

刑
事

第
一

課
 

刑
一
 

刑
事

第
二

課
 

刑
二
 

刑
事

課
 

刑
 

交
通

課
 

交
 

警
備

課
 

備
 

天
文

館
対

策
課

 
天

 
 

新
 

別
表

第
３

（
第

4
4条

，
第

4
5条

，
第
5
3
条

関
係
）

 

（
略

）
 

 
 

改
正
 

別
記

第
１

～
2
5
号
様

式
 

（
略

）
 

別
記
第

１
～
2
3
号

様
式
 

（
略
）
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種
別

県
立

病
院

局
公
文

書
管

理
規

程
（

案
）

県
立

病
院

局
文

書
規

程
（

県
立

病
院

文
書

規
程
）

備
考

改
正

：
現

行
規

程
を

改
正

す
る

形
で

規
定

し
た

条
項

 新
：

今
回

の
規

程
整

備
に

あ
た

り
新

た
に

規
定

し
た

条
項

目
次

第
１

章
　

総
則

（
第

１
条

―
第
７

条
）

第
２

章
　

文
書

の
受

付
及

び
配

布
（

第
８

条
―

第
1
0
条

）
第

３
章

　
文

書
の

作
成

（
第

1
1
条

―
第

2
6
条

）
第

４
章

　
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

（
第
2
7
条

―
第

3
0
条

）
第

５
章

　
公

報
登

載
及

び
官

報
報

告
（

第
3
1
条

・
第

3
2
条

）
第

６
章

　
公

文
書

の
整

理
（

第
3
3
条

―
第

4
0
条

）
第

７
章

　
公

文
書

の
保

存
（

第
4
1
条

―
第

4
3
条

）
第

８
章

　
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
（

第
4
4
条

・
第

4
5
条

）
第

９
章

　
公

文
書

の
移

管
，

廃
棄

又
は

保
存

期
間

の
延

長
（

第
4
6
条

－
第

4
9
条

）
第

1
0
章

　
管

理
状

況
の

報
告

及
び

研
修

等
（

第
5
0
条

－
第

5
3
条

）
第

1
1
章

　
補

則
（

第
5
4
条

―
第

5
5
条

）
附

則

目
次

第
１

章
　

総
則

（
第

１
条

―
第

５
条
）

第
２

章
　

文
書

の
受

付
及

び
配

布
（

第
６

条
―

第
７
条

）
第

３
章

　
起

案
（

第
９

条
―

第
2
2
条

）
第

４
章

　
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

（
第
2
3
条

―
第

26
条

）
第

５
章

　
公

報
登

載
及

び
官

報
報

告
（

第
2
8
条

・
第
2
9
条

）
第

６
章

　
公

文
書

の
保

管
（

第
3
0
条

―
第

3
5
条

）
第

７
章

　
公

文
書

の
保

存
（

第
3
6
条

―
第

4
1
条

）
第

８
章

　
公

文
書

の
管

理
の

特
例

（
第

4
2
条

）
附

則

公
文

書
管

理
条

例
第

1
0
条

に
定

め
る

規
程

に
必

要
な

規
定

事
項

：
 
作

成
，

整
理

，
 
保

存
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

，
移

管
又

は
廃

棄
，

管
理

状
況

の
報

告
に

関
す

る
事

項

第
１

章
　

総
則

第
１

章
　

総
則

改
正

（
趣

旨
）

（
趣

旨
）

【
局

】
 

第
１

条
　

こ
の

規
程

は
，

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
（
県

立
病

院
局

組
織

規
程

（
平

成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管
理

規
程

第
７

号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

病
院

を
除

く
。

以
下

「
局
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
文

書
事

務
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る
も

の
と

す
る

。
（

趣
旨

）
【

病
院

】
 

第
１

条
　

こ
の

規
程

は
，

県
立

病
院

（
県

立
病

院
局
組

織
規

程
（

平
成

1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第
７
号

）
第

３
条

に
規

定
す

る
病

院
。

以
下

「
病

院
」

と
い

う
。

）
に
お
け

る
文

書
事

務
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

新
（

用
語

）
（

定
義

）
【

局
】

第
２

条
　

こ
の

規
程

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

は
，

条
例

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

改
正

２
　

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

こ
の

規
程

に
お

い
て

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
，

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

第
２

条
　

こ
の

規
程

に
お

い
て

，
次

の
各

号
に

掲
げ
る

用
語

の
意

義
は

，
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

(
1
)
　

文
書

　
次

号
に

規
定

す
る

紙
文

書
及

び
第

３
号

に
規

定
す
る

電
子

文
書

を
い

う
。

(
1
)
　

文
書

　
次

号
に

規
定

す
る

紙
文

書
及

び
第
３
号

に
規

定
す

る
電

子
文

書
を

い
う

。

県
立

病
院

局
公

文
書

管
理

規
程

（
案
）

（
現

行
規

程
新

旧
対

照
表
）

第
１

条
　

こ
の

規
程

は
，

鹿
児

島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
（

令
和

５
年

鹿
児

島
県

条
例

第
４

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
0
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
鹿

児
島

県
県

立
病

院
局

に
お

け
る

公
文

書
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

条
例

の
規

定
に

基
づ

き
，

必
要

な
事

項
を

定
め

る
旨

規
定
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(
2
)
　

紙
文

書
　

職
員

が
職

務
上

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

書
面
及

び
図

画
で

，
紙

に
表

記
さ

れ
た

も
の

を
い

う
。

(
2
)
　

紙
文

書
　

職
員

が
職

務
上

作
成

し
，

又
は
取
得

し
た

書
面

及
び

図
画

で
，

紙
に

表
記

さ
れ

た
も

の
を

い
う
。

(
3
)
　

電
子

文
書

　
職

員
が

職
務

上
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
，

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

い
う

。

(
3
)
　

電
子

文
書

　
職

員
が

職
務

上
作

成
し

，
又
は
取

得
し

た
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

，
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人
の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
た
記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
い

う
。

(
4
)
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

　
文

書
の

収
受

，
起

案
，

決
裁

，
保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

(
4
)
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

　
文

書
の

収
受

，
起
案
，

決
裁

，
保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

務
を
処

理
す

る
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
(
5
)
　

所
属

　
本

局
県

立
病

院
課

及
び

第
７

号
に

規
定

す
る

病
院
を

い
う

。
(
6
)
　

本
局

　
県

立
病

院
局

組
織

規
程

（
平

成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

７
号

）
第

３
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
本

局
を

い
う

。
(
7
)
　

病
院

　
県

立
病

院
局

組
織

規
程

（
平

成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

７
号

）
第

３
条

第
２

項
第

２
号

に
規

定
す

る
県

立
病

院
を

い
う

。
(
8
)
　

電
子

回
議

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
，

庶
務

事
務

シ
ス

テ
ム

（
職

員
等

の
服

務
，

給
与

，
福

利
厚

生
，

旅
費

等
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

そ
の

他
の

業
務

シ
ス

テ
ム

の
機

能
を

利
用

し
て

行
う

回
議

を
い

う
。

(
5
)
　

電
子

回
議

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
，

庶
務
事
務

シ
ス

テ
ム

（
職

員
等

の
服

務
，

給
与

，
福

利
厚

生
，

旅
費

等
に
関

す
る

事
務

を
処

理
す

る
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
以

下
同
じ
。

）
そ

の
他

の
業

務
シ

ス
テ

ム
の

機
能

を
利

用
し

て
行

う
回

議
を
い
う

。
新

（
総

括
文

書
管

理
者

）
第

３
条

　
県

立
病

院
局

に
総

括
文

書
管

理
者

を
置

き
，

県
立

病
院
局

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

２
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
次

に
掲

げ
る

事
務

を
行

う
も

の
と
す

る
。

(
1
)
　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

の
調
製

(
2
)
　

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る

研
修

の
実
施

(
3
)
　

組
織

の
新

設
又

は
改

廃
に

伴
う

必
要

な
措
置

(
4
)
　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
管

理
に

関
す
る

事
務

の
総

括

新
（

副
総

括
文

書
管

理
者

）
第

４
条

　
県

立
病

院
局

に
副

総
括

文
書

管
理

者
を

置
き

，
県

立
病
院

局
次

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

２
　

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

前
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

務
に

つ
い

て
総

括
文

書
管

理
者

を
補

佐
す

る
も

の
と

す
る
。

－106－



３
　

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

各
所

属
の

文
書

事
務

を
随

時
調
査

し
，

文
書

事
務

が
適

正
か

つ
迅

速
に

処
理

さ
れ

る
よ

う
に

指
導

す
る

も
の

と
す

る
。

新
（

文
書

管
理

者
）

（
県

立
病

院
課

長
の

職
務

）
【

局
】

第
５

条
　

各
所

属
に

当
該

所
属

の
所

掌
事

務
に

関
す

る
文

書
管

理
の

実
施

責
任

者
と

し
て

文
書

管
理

者
を

置
き

，
各

所
属

の
長

（
以
下

「
各

所
属

長
」

と
い

う
。

）
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

第
４

条
　

県
立

病
院

課
長

（
以

下
「

課
長

」
と

い
う
。

）
は

，
文

書
事

務
が

適
正

か
つ

迅
速

に
処

理
さ

れ
る

よ
う

に
努
め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 
文

書
管

理
者

は
，

そ
の

管
理

す
る

公
文

書
に

つ
い

て
，

次
に
掲

げ
る

事
務

を
行

う
も

の
と

す
る
。

(
1
)
　

保
存

(
2
)
　

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置

の
設
定

(
3
)
　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

へ
の

記
載

(
4
)
　

移
管

又
は

廃
棄

等
(
5
)
　

管
理

状
況

の
点

検
等

（
病

院
長

の
職

務
）

【
病

院
】

(
6
)
　

公
文

書
の

作
成

，
分

類
基

準
表

の
作

成
等

に
よ

る
公

文
書
の

整
理

そ
の

他
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
職

員
の

指
導
等

第
４

条
　

病
院

長
は

，
文

書
事

務
が

適
正

か
つ

迅
速
に

処
理

さ
れ

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

改
正

（
文

書
主

任
）

（
文

書
主

任
）

【
局

】
第

６
条

　
各

所
属

に
文

書
主

任
を

置
き

，
本

局
に

あ
っ

て
は

県
立
病

院
課

の
庶

務
を

担
当

す
る

係
長

，
病

院
に

あ
っ

て
は

病
院

の
長

（
以

下
「

病
院

長
」

と
い

う
。

）
が

，
病

院
の

役
付

職
員

の
職

に
あ

る
者

の
う

ち
か

ら
指

定
す

る
者

を
も

っ
て

こ
れ

に
充

て
る
。

第
５

条
　

県
立

病
院

課
に

文
書

主
任

を
置

き
，

総
務
人

事
係

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

２
　

文
書

主
任

は
，

前
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

務
を

補
佐

す
る

ほ
か

，
文

書
の

受
付

及
び

発
送

等
に

係
る

事
務

を
行

う
も

の
と
す

る
。

２
　

文
書

主
任

は
，

局
に

お
け

る
次
の

事
務

を
処

理
す
る

も
の

と
す

る
。

(
1
)
　

文
書

事
務

の
改

善
及

び
指

導
(
2
)
　

文
書

の
受

付
，

配
布

及
び

発
送

(
3
)
　

文
書

の
整

理
，

保
管

及
び

保
存

(
4
)
　

情
報

公
開

及
び

個
人

情
報

保
護

に
係

る
総
合
調

整
（

文
書

主
任

）
【

病
院

】
第

５
条

　
病

院
に

文
書

主
任

を
置

く
。

２
　

文
書

主
任

は
，

病
院

長
が

，
病

院
の

庶
務

を
担
当

す
る

役
付

職
員

の
職

に
あ

る
者

の
う

ち
か

ら
指

定
す

る
。

３
　

文
書

主
任

は
，

上
司

の
命

を
受

け
て

，
病

院
に
お

け
る

次
の

事
務

を
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。
(
1
)
　

文
書

事
務

の
改

善
及

び
指

導
(
2
)
　

文
書

の
受

付
，

配
布

及
び

発
送

(
3
)
　

文
書

の
整

理
，

保
管

及
び

保
存

(
4
)
　

情
報

公
開

及
び

個
人

情
報

保
護

に
係

る
総
合
調

整
新

（
職

員
の

責
務

）
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第
７

条
　

職
員

は
，

条
例

の
趣

旨
に

の
っ

と
り

，
関

連
す

る
法

令
等

並
び

に
総

括
文

書
管

理
者

及
び

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
，

公
文

書
を

適
正

に
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

第
２

章
　

文
書

の
受

付
及

び
配
布

第
２

章
　

文
書

の
受

付
及

び
配
布

改
正

（
各

所
属

で
の

文
書

の
受

付
及

び
配

布
）

（
文

書
の

受
付

及
び

配
布

）
【

局
】

第
８

条
　

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ

ー
ル

等
（

電
子

メ
ー

ル
そ

の
他

の
そ

の
受

信
を

す
る

者
を

特
定

し
て

情
報

を
伝

達
す

る
た

め
に

用
い

ら
れ

る
電

気
通

信
（

電
気

通
信

事
業

法
（

昭
和
5
9
年

法
律

第
8
6
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

電
気

通
信

を
い

う
。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
所

属
に

到
達

し
た

文
書

は
，

文
書

主
任

が
受

け
付

け
る
。

第
６

条
　

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ
ー

ル
等

（
電

子
メ

ー
ル

そ
の

他
の

そ
の

受
信

を
す

る
者

を
特

定
し
て
情

報
を

伝
達

す
る

た
め

に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信

（
電

気
通

信
事
業
法

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
8
6
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

電
気
通
信

を
い

う
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り
局
に

到
達

し
た

文
書

は
，

文
書

主
任

が
受

け
付

け
る
。

３
　

文
書

主
任

は
，

毎
日

午
前

及
び

午
後

そ
れ

ぞ
れ
１

回
以

上
第

１
項

に
規

定
す

る
文

書
の

有
無

を
確

認
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
実

情
に

合
っ

て
い

な
い

た
め

削
除

２
　

文
書

主
任

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ
り

受
け

付
け

た
文

書
の

種
類

の
区

分
に

応
じ

，
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

処
理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
所

属
の

長
（

以
下

「
所

属
長

」
と

い
う

。
）

の
判

断
に

よ
り

，
手

続
の

一
部

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
　

文
書

主
任

は
，

受
け

付
け

た
文

書
の

種
類

の
区
分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
課

長
の

判
断

に
よ

り
，

手
続

の
一

部
を

省
略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
1
)
　

紙
文

書
(
1
)
　

紙
文

書
ア

　
文

書
の

余
白

に
受

付
日

付
印

（
別

記
第

１
号

様
式

）
を

押
し
，

上
司

の
指

示
を

受
け

，
当

該
文

書
に

係
る

事
務

を
担

当
す

る
係

長
等

の
職

員
（

以
下

「
担

当
者

」
と

い
う

。
）

に
配

布
す

る
。

ア
　

文
書

の
余

白
に

受
付

日
付

印
（

別
記

第
１

号
様
式

）
を

押
し

，
課

長
の

指
示

を
受

け
，

主
務

係
長

に
配

布
す

る
。

イ
　

親
展

文
書

（
「

秘
」

扱
い

の
文

書
を

含
む

。
）
は

封
筒

に
，

小
包

は
封

皮
に

受
付

日
付

印
を

押
し

，
封

の
ま

ま
名

宛
人

に
配

布
す

る
。

イ
　

親
展

文
書

は
，

封
筒

に
受

付
日

付
印

を
押

し
，
封

の
ま

ま
名

宛
人

に
配

布
す

る
。

(
2
)
　

電
子

文
書

(
2
)
　

電
子

文
書

ア
　

上
司

の
指

示
を

受
け

，
担

当
者

に
配

布
す

る
。

ア
　

課
長

の
指

示
を

受
け

，
主

務
係

長
に

配
布

す
る

。

イ
　

文
書

の
内

容
を

確
認

し
，

当
該

文
書

に
電

子
署

名
（

電
子

署
名

及
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
2
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

電
子

署
名

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
あ
る

と
き

は
，

当
該

電
子

署
名

の
検

証
を

行
う
。

イ
　

文
書

の
内

容
を

確
認

し
，

当
該

文
書

に
電

子
署
名

（
電

子
署

名
及

び
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
（

平
成
1
2
年

法
律

第
1
0
2
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

電
子

署
名

を
い

う
。

以
下
同
じ

。
）

が
あ

る
と

き
は

，
当

該
電

子
署

名
の

検
証

を
行

う
。

ウ
　

当
該

所
属

の
所

管
又

は
主

管
に

属
し

な
い

も
の

で
あ

る
と

き
は

，
直

ち
に

当
該

文
書

の
関

係
所
属

に
配

布
す

る
。

ウ
　

課
の

所
管

又
は

主
管

に
属

し
な

い
文
書

で
あ

る
と
き

は
，

直
ち

に
当

該
文

書
の

関
係

課
に

配
布

す
る

。

５
　

主
務

係
長

は
，

受
領

し
た

文
書

を
，

処
理

期
限
を

明
示

し
て

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
文

書
の

受
付

及
び

配
布

）
【

病
院
】
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３
　

特
別

送
達

に
係

る
文

書
は

特
別

送
達

文
書

受
領

簿
（

別
記

第
２

号
様

式
）

に
よ

り
，

書
留

，
配

達
証

明
等

に
係

る
文

書
は

書
留

文
書

等
受

領
簿

（
別

記
第

３
号

様
式

）
に

よ
り

，
そ

れ
ぞ

れ
担

当
者

に
直

接
配

布
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

４
　

特
別

送
達

に
係

る
文

書
は

特
別

送
達

文
書

受
領
簿

（
別

記
第

２
号

様
式

）
に

よ
り

，
書

留
，

配
達

証
明

等
に

係
る
文
書

は
書

留
文

書
等

受
領

簿
（

別
記

第
３

号
様

式
）

に
よ

り
，

そ
れ
ぞ
れ

担
当

者
に

直
接

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
　

２
人

以
上

の
担

当
者

に
関

係
の

あ
る

文
書

は
，

そ
の

関
係

の
最

も
深

い
担

当
者

に
配

布
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

５
　

２
人

以
上

の
担

当
者

に
関

係
の

あ
る

文
書

は
，
そ

の
関

係
の

最
も

深
い

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
　

郵
便

料
金

が
未

納
又

は
不

足
の

郵
便

に
よ

る
文

書
は

，
公

務
に

関
係

の
あ

る
も

の
に

限
り

，
当

該
未

納
又

は
不

足
の

郵
便

料
金

を
納

め
て

受
け

付
け

る
。

２
　

郵
便

料
金

が
未

納
又

は
不

足
の

郵
便

に
よ

る
文
書

は
，

公
務

に
関

係
の

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は

不
足
の
郵

便
料

金
を

納
め

て
受

け
付

け
る

。
【

局
§

6
②

】
６

　
郵

便
料

金
が

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
に

よ
る
文
書

は
，

公
務

に
関

係
の

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は

不
足
の
郵

便
料

金
を

納
め

て
受

け
付

け
る

。
【

病
院

§
6
⑥

】
改

正
（

勤
務

時
間

外
の

受
付

）
（

勤
務

時
間

外
の

文
書

の
処

理
）

【
病

院
】

第
９

条
　

勤
務

時
間

（
鹿

児
島

県
立

病
院

事
業

職
員

就
業

規
程

（
平

成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第
1
1
号

）
第

３
条

に
規

定
す

る
時

間
を

い
う

。
）

外
に

病
院

に
到

達
し

た
文

書
は

，
病
院

長
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

第
９

条
　

勤
務

時
間

（
鹿

児
島

県
立

病
院

事
業

職
員
就

業
規

程
（

平
成

1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第
11
号

）
第

３
条

に
規

定
す

る
時

間
を

い
う

。
）

外
に

病
院

に
到

達
し
た
文

書
は

，
病

院
長

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

，
処

理
す

る
も

の
と
す
る

。

改
正

（
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

収
受

処
理
）

（
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

収
受

処
理

）
【

局
】

第
1
0
条

　
担

当
者

は
，

第
８

条
第

２
項

か
ら

第
４

項
ま
で

の
規

定
に

よ
り

受
領

し
た

文
書

及
び

担
当

者
が

直
接

受
領

し
た

文
書

が
申
請

書
，

照
会

文
書

等
当

該
文

書
に

基
づ

き
指

令
，

回
答

等
を

要
す

る
文

書
▼

で
あ

る
場

合
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

収
受

の
処

理
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
収

受
日

及
び

収
受

の
事

実
が

明
確

で
あ

る
も

の
で

，
第

1
4
条

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
起

案
に

添
付

す
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

第
７

条
　

担
当

者
は

，
前

条
第

５
項

の
規

定
に

よ
り
受

領
し

た
文

書
及

び
担

当
者

が
直

接
受

領
し

た
文

書
が

申
請

書
，
照
会

文
書

等
当

該
文

書
に

基
づ

き
指

令
，

回
答

等
を

要
す

る
文

書
そ
の
他

課
長

が
必

要
と

認
め

る
も

の
で

あ
る

場
合

は
，

文
書

管
理

シ
ス
テ
ム

に
よ

り
収

受
の

処
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
３

章
　

文
書

の
作

成
第

３
章

　
起

案

改
正

　
（

文
書

主
義

の
原

則
）

（
文

書
に

よ
る

事
務

処
理

の
原

則
）

【
局

】

第
1
1
条

　
職

員
は

，
文

書
管

理
者

の
指

示
に

従
い

，
条

例
第

４
条
の

規
定

に
基

づ
き

，
条

例
第

１
条

の
目

的
の

達
成

に
資

す
る

た
め

，
経

緯
も

含
め

た
意

思
決

定
に

至
る

過
程

並
び

に
事

務
及

び
事

業
の

実
績

を
合

理
的

に
跡

付
け

，
又

は
検

証
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
，

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る

場
合

を
除

き
，

文
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
３

条
　

意
思

決
定

に
当

た
っ

て
は

，
次

に
掲

げ
る
場

合
を

除
き

，
文

書
を

作
成

し
て

行
う

こ
と

と
す

る
。

(
1
)
　

意
思

決
定

と
同

時
に

文
書

を
作

成
す

る
こ
と
が

困
難

で
あ

る
場

合
で

事
後

に
文

書
を

作
成

す
る

と
き
。

(
2
)
　

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る
場
合

２
　

事
務

及
び

事
業

の
実

績
に

つ
い

て
は

，
処

理
に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る

場
合

を
除

き
，

文
書

を
作

成
す
る
こ

と
と

す
る

。

収
受

処
理

の
負

担
軽

減
の

た
め

改
正

参
考

：
長

野
県

第
2
4
条

第
２

項
第

５
号
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２
　

文
書

は
，

正
確

か
つ

迅
速

に
取

り
扱

い
，

処
理

経
過

を
明

ら
か

に
し

，
及

び
適

正
に

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

文
書

は
，

正
確

か
つ

迅
速

に
取

り
扱

い
，

処
理
経

過
を

明
ら

か
に

し
，

及
び

適
正

に
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

３
　

起
案

文
書

は
，

回
議

及
び

合
議

に
必

要
な

余
裕

を
お

い
て

起
案

し
，

必
要

な
審

査
及

び
協

議
の

機
会

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
　

起
案

文
書

は
，

回
議

に
必

要
な

余
裕

を
お

い
て
起

案
し

，
必

要
な

審
査

の
機

会
が

失
わ

れ
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

（
文

書
の

規
格

等
）

（
文

書
の

規
格

等
）

【
局

】
第

1
2
条

　
文

書
に

用
い

る
用

紙
は

，
原

則
と

し
て

日
本

産
業

規
格
A

列
４

番
の

も
の

を
縦

長
に

し
て

用
い

る
。

第
９

条
　

文
書

に
用

い
る

用
紙

は
，

原
則

と
し

て
日
本

産
業

規
格

A
列

４
番

の
も

の
を

縦
長

に
し

て
用

い
る
。

２
　

文
書

は
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を

除
き

，
左

横
書

き
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

文
書

は
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を

除
き

，
左

横
書
き

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

(
1
)
　

法
令

の
規

定
に

よ
り

書
式

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

(
1
)
　

法
令

の
規

定
に

よ
り

書
式

が
定

め
ら

れ
て
い
る

も
の

(
2
)
　

他
の

官
公

署
が

書
式

を
定

め
た

も
の

(
2
)
　

他
の

官
公

署
が

書
式

を
定

め
た

も
の

(
3
)
　

祝
辞

，
賞

状
，

感
謝

状
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も
の

(
3
)
　

祝
辞

，
賞

状
，

感
謝

状
そ

の
他

こ
れ

ら
に
類
す

る
も

の
３

　
文

書
は

，
原

則
と

し
て

左
側

を
と

じ
る
。

３
　

文
書

は
，

原
則

と
し

て
左

側
を

と
じ

る
。

（
起

案
）

（
起

案
）

【
局

】
第

1
3
条

　
文

書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利
用

す
る

方
法

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
1
0
条

　
文

書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

文
書

管
理
シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

次
に

掲
げ

る
場

合
で

あ
っ

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る

起
案

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

起
案

用
紙

（
別

記
第

４
号

様
式

）
又

は
別

に
定

め
ら

れ
た

帳
票

等
を

用
い

て
起

案
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　

次
に

掲
げ

る
場

合
で

あ
っ

て
，

文
書

管
理

シ
ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

る
起

案
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

，
前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
起

案
用

紙
（

別
記

第
３

号
様

式
）

又
は
別
に

定
め

ら
れ

た
帳

票
等

を
用

い
て

起
案

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

(
1
)
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

場
合

(
1
)
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て
い
る

場
合

(
2
)
　

法
令

等
に

よ
り

起
案

の
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場
合

(
2
)
　

国
等

に
よ

り
起

案
の

方
法

が
定

め
ら

れ
て

い
る
場

合

(
3
)
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

以
外

の
業

務
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る
方

法
に

よ
り

起
案

す
る

場
合

(
3
)
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

以
外

の
業

務
シ

ス
テ
ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
起

案
す

る
場

合
(
4
)
　

起
案

の
内

容
，

添
付

書
類

等
が

電
子

化
に

な
じ

ま
な

い
も
の

で
あ

る
と

所
属

長
が

認
め

る
場

合
(
4
)
　

起
案

の
内

容
，

添
付

書
類

等
が

電
子

化
に
な
じ

ま
な

い
も

の
で

あ
る

と
課

長
が

認
め

る
場

合

（
起

案
の

要
領

）
（

起
案

の
要

領
）

【
局

】
第

1
4
条

　
文

書
の

起
案

は
，

次
の

要
領

に
よ

り
行

う
。

第
1
1
条

　
文

書
の

起
案

は
，

次
の

要
領

に
よ

り
行
う
。

(
1
)
　

内
容

の
よ

く
分

か
る

題
名

を
付

け
る
。

(
1
)
　

内
容

の
よ

く
分

か
る

題
名

を
付

け
る
。

(
2
)
　

文
章

は
，

分
か

り
や

す
く

，
簡

潔
に

す
る
。

(
2
)
　

文
章

は
，

分
か

り
や

す
く

，
簡

潔
に

す
る
。

(
3
)
　

必
要

に
よ

り
起

案
理

由
，

関
係

法
令

，
参

考
資

料
を

付
記

し
，

又
は

添
付

す
る

。
(
3
)
　

必
要

に
よ

り
起

案
理

由
，

関
係

法
令

，
参
考
資

料
を

付
記

し
，

又
は

添
付

す
る

。

(
4
)
　

用
字

用
語

は
，

常
用

漢
字

表
（

平
成
2
2
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

，
現

代
仮

名
遣

い
（

昭
和
6
1
年

内
閣

告
示

第
１

号
）

及
び

送
り

仮
名

の
付

け
方

（
昭

和
4
8
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

に
よ

る
。

(
4
)
　

用
字

用
語

は
，

常
用

漢
字

表
（

平
成
2
2
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

，
現

代
仮

名
遣

い
（

昭
和
6
1
年

内
閣

告
示

第
１
号

）
及

び
送

り
仮

名
の

付
け

方
（

昭
和

4
8
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

に
よ

る
。

改
正

（
公

文
の

種
類

及
び

例
）

（
公

文
の

種
類

及
び

例
）

【
局
】

第
1
5
条

　
公

文
の

種
類

は
，

次
の

と
お

り
と

す
る
。

第
1
2
条

　
公

文
の

種
類

は
，

次
の

と
お

り
と

す
る
。
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(
1
)
　

管
理

規
程

　
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
2
7
年

法
律

第
2
9
2
号

）
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

制
定

す
る

も
の

(
1
)
　

管
理

規
程

　
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
2
7
年
法

律
第

2
9
2
号

）
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
り

制
定

す
る

も
の

(
2
)
　

告
示

　
行

政
行

為
又

は
行

政
行

為
の

効
果

若
し

く
は

事
実
を

公
示

す
る

も
の

(
2
)
　

告
示

　
行

政
行

為
又

は
行

政
行

為
の

効
果
若
し

く
は

事
実

を
公

示
す

る
も

の

(
3
)
　

公
告

　
一

定
の

事
実

を
公

示
す

る
も
の

(
3
)
　

公
告

　
一

定
の

事
実

を
公

示
す

る
も
の

(
4
)
　

訓
令

　
下

級
機

関
に

対
し

権
限

の
行

使
に

つ
い

て
指

揮
す
る

た
め

に
発

す
る

命
令

(
4
)
　

訓
令

　
下

級
機

関
に

対
し

権
限

の
行

使
に
つ
い

て
指

揮
す

る
た

め
に

発
す

る
命

令

(
5
)
　

指
令

　
住

民
に

対
し

て
発

す
る

下
命

，
禁

止
，

許
可

，
免

除
，

特
許

，
認

可
等

(
5
)
　

指
令

　
住

民
に

対
し

て
発

す
る

下
命

，
禁
止
，

許
可

，
免

除
，

特
許

，
認

可
等

(
6
)
　

そ
の

他
の

公
文

　
通

達
，

通
知

，
照

会
，

回
答
等

(
6
)
　

そ
の

他
の

公
文

　
通

達
，

通
知

，
照

会
，
回
答

等
２

　
公

文
例

は
，

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
（

令
和

６
年

鹿
児
島

県
訓

令
第

0
0
号

。
以

下
「

県
公

文
書

管
理

規
程

」
と

い
う

。
）

別
表

第
１

の
例

に
よ

る
。

２
　

公
文

例
は

，
鹿

児
島

県
文

書
規

程
（

昭
和
6
0
年
鹿

児
島

県
訓

令
第

1
0
号

。
以

下
「

県
文

書
規

程
」

と
い

う
。
）

別
表
第

１
の

例
に

よ
る

。
改

正
（

例
文

処
理

）
（

例
文

処
理

）
【

局
】

第
1
6
条

　
定

例
的

な
告

示
及

び
公

告
に

つ
い

て
は

，
例

文
に

よ
り
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
1
3
条

　
定

例
的

な
告

示
及

び
公

告
に

つ
い

て
は
，
例

文
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

　
県

立
病

院
課

長
は

，
例

文
に

よ
り

処
理

す
る

場
合

は
，

告
示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

課
長

は
，

例
文

に
よ

り
処

理
す

る
場

合
は

，
告
示

・
公

告
例

文
承

認
台

帳
に

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

病
院

長
は

，
例

文
に

よ
り

処
理

し
よ

う
と

す
る

事
案

に
つ

い
て

は
，

あ
ら

か
じ

め
県

立
病

院
課

長
に

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

病
院

長
は

，
例

文
に

よ
り

処
理

し
よ

う
と

す
る
事

案
に

つ
い

て
は

，
あ

ら
か

じ
め

県
立

病
院

課
長

に
協

議
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
【

病
院

§
1
4
②

】

４
　

県
立

病
院

課
長

は
，

前
項

の
協

議
が

あ
っ

た
と

き
は

，
審

査
を

行
い

，
適

当
と

認
め

る
と

き
は

，
告

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

録
し

，
そ

の
旨

を
病

院
長

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

３
　

県
立

病
院

課
長

は
，

前
項

の
協

議
が

あ
っ

た
と
き

は
，

審
査

を
行

い
，

適
当

と
認

め
る

と
き

は
，

告
示

・
公

告
例
文
承

認
台

帳
に

登
録

し
，

そ
の

旨
を

病
院

長
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

【
病

院
§

1
4
③

】
５

　
前

３
項

の
規

定
は

，
登

録
さ

れ
た

例
文

の
変

更
及

び
抹

消
に
つ

い
て

準
用

す
る

。
３

　
前

項
の

規
定

は
，

登
録

さ
れ

た
例

文
の

変
更
及
び

抹
消

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
【

局
§

1
3
③

】
】

４
　

前
２

項
の

規
定

は
，

登
録

さ
れ

た
例

文
の

変
更
及

び
抹

消
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

【
病

院
§

1
4
④

】
６

　
前

４
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

県
立

病
院

課
長

は
，

病
院
に

共
通

す
る

定
例

的
な

告
示

及
び

公
告

を
，

自
ら

例
文

と
し

て
告

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

録
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

５
　

前
３

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
県

立
病

院
課
長

は
，

病
院

に
共

通
す

る
定

例
的

な
告

示
及

び
公

告
を

，
自

ら
例
文
と

し
て

告
示

・
公

告
例

文
承

認
台

帳
に

登
録

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
【

病
院

§
1
4

⑤
】

改
正

（
決

裁
区

分
等

の
表

示
）

（
決

裁
区

分
等

の
表

示
）

【
局
】

第
1
7
条

　
文

書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

決
裁

区
分

等
を

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
1
4
条

　
文

書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

次
に

定
め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
決

裁
区

分
等

を
表

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

　
(
1
)
　

決
裁

区
分

(
1
)
　

決
裁

区
分

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

決
裁
区
分

に
応

じ
　

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を

表
示

す
る
。
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ア
　

本
局

に
お

い
て

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

決
裁

区
分

　
　

　
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を

表
示

す
る

。

　
　

イ
　

病
院

に
お

い
て

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

決
裁

区
分

　
　

　
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を

表
示

す
る

。
（

参
考

）
【

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
事

務
処

理
規

程
等

に
基

づ
く
県

立
病
院

の
専

決
事

項
】

（
参
考

）
鹿

児
島

県
出

先
機

関
文

書
規
程

管理者 甲 局長 乙 課長 丙 課長補佐 丁 係長 丁２  

決
裁

区
分
 

記
号
 

管
理
者

 
甲

 

局
長
 

乙
 

課
長
 

丙
 

課
長
補

佐
 

丁
 

係
長
 

丁
２
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(
2
)
　

取
扱

区
分

は
，

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
文

書
の

区
分

に
応

じ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

取
扱

区
分

を
表

示
す

る
。

(
2
)　

取
扱

区
分

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

文
書

の
区

分
に
応

じ
同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
取

扱
区

分
を

表
示

す
る
。

(
3
)
　

分
類

記
号

は
，

第
3
9
条

に
定

め
る

分
類

基
準

表
に

よ
る

文
書

の
分

類
に

従
い

，
分

類
記

号
を

表
示

す
る

。
(
3
)　

分
類

記
号

は
，

第
3
2
条

に
定

め
る

分
類

基
準

表
に

よ
る

文
書

の
分
類

に
従

い
，

分
類

記
号

を
表

示
す

る
。

改
正

（
発

信
者

名
の

基
準

）
（

発
信
者

名
の

基
準

）
【

局
】

第
1
8
条

　
第

1
5
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

規
定

す
る
公

文
▼

は
，

管
理

者
名

を
も
っ

て
発

す
る

も
の

と
す

る
。

第
15
条

　
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

規
定

す
る
公

文
の
発

信
者

名
は

，
管

理
者

名
を

も
っ

て
す

る
。

【
局
】

２
　

前
項

以
外

の
公

文
▼

は
，
原

則
と

し
て

管
理

者
名

を
も

っ
て
発

し
，

簡
易

又
は

実
例

的
な

も
の

は
，

局
長

名
又

は
課

長
名

を
も

っ
て

発
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　
前

項
以

外
の

公
文

の
発

信
者

名
は

，
原

則
と

し
て

管
理

者
名
を

も
っ
て

し
，

簡
易

又
は

実
例

的
な

も
の

は
，

局
長

名
又

は
課

長
名
を

も
っ
て

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
【

局
】

３
　

病
院

に
お

い
て

は
前

２
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
公

文
の

発
信

者
名

は
病

院
長

名
を

も
っ
て

す
る

も
の

と
す

る
。

第
16
条

　
公

文
の

発
信

者
名

は
，

病
院

長
名

を
も

っ
て

す
る

。
【
病

院
】

（
担

当
者

等
の

表
示

）
（

担
当

者
等

の
表

示
）

【
局

】
第

1
9
条

　
発

送
す

る
文

書
（

以
下

「
発

送
文

書
」

と
い

う
。

）
の
う

ち
相

手
方

か
ら

の
照

会
等

が
予

想
さ

れ
る

文
書

に
は

，
文

書
の

末
尾

に
事

務
担

当
者

の
所

属
，

氏
名

及
び

電
話

番
号

を
記

載
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
16
条

　
発

送
す

る
文

書
（

以
下

「
発

送
文

書
」

と
い

う
。

）
の
う

ち
相
手

方
か

ら
の

照
会

等
が

予
想

さ
れ

る
文

書
に

は
，

文
書

の
末
尾

に
事
務

担
当

者
の

所
属

，
氏

名
及

び
電

話
番

号
を

記
載

す
る

よ
う
に

努
め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
作

成
年

月
日

等
の

表
示

）
（

作
成

年
月

日
等

の
表

示
）

【
局

】
第

2
0
条

　
事

業
説

明
資

料
，

会
議

資
料

等
起

案
以

外
の

方
法

に
よ
り

作
成

す
る

文
書

に
は

，
そ

の
右

上
余

白
に

作
成

年
月

日
，

作
成

所
属

名
及

び
作

成
者

名
を

表
示

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
17
条

　
事

業
説

明
資

料
，

会
議

資
料

等
起

案
以

外
の

方
法

に
よ
り

作
成
す

る
文

書
に

は
，

そ
の

右
上

余
白

に
作

成
年

月
日

，
課

名
及
び

作
成
者

名
を

表
示

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
回

議
）

（
回
議

）
【

局
】

第
2
1
条

　
起

案
文

書
は

，
起

案
者

か
ら

順
次

直
属

の
上

司
を

経
て
，

決
裁

者
に

回
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
18
条

　
起

案
文

書
は

，
起

案
者

か
ら

順
次

直
属

の
上

司
を

経
て
，

決
裁
者

に
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

秘
密

の
取

扱
い

を
要

す
る

文
書

及
び

重
要

又
は

異
例

の
文
書

は
，

電
子

回
議

の
場

合
を

除
き

，
起

案
者

又
は

上
司

が
自

ら
持
ち

回
っ

て
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
秘

密
の

取
扱

い
を

要
す

る
文

書
及

び
重

要
又

は
異

例
の

文
書

は
，
電

子
回

議
の

場
合

を
除

き
，

起
案

者
又

は
上

司
が

自
ら

持
ち

回
っ
て

回
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

文書の区分取扱区分 公報に登載するもの 公報登載 議案資料として提出するもの議案 特殊な発送を要するもの速達，親展，内容証明，配達証明等 秘密を要するもの 秘  
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（
代

決
，

後
閲

，
廃

案
等

の
場

合
の

処
理
）

（
代

決
，

後
閲

，
廃

案
等

の
場

合
の

処
理

）
【

局
】

第
2
2
条

　
起

案
文

書
を

県
立

病
院

局
事

務
処

理
規

程
（

平
成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

９
号

）
の

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

代
決

す
る

と
き

は
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に
応

じ
，

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

，
そ

の
旨

を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
1
9
条

　
起

案
文

書
を

県
立

病
院

局
事

務
処

理
規
程
（

平
成

1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

９
号

）
の
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
代

決
す

る
と

き
は

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場
合
の

区
分

に
応

じ
，

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

，
そ

の
旨
を

明
ら

か
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
1
)
　

電
子

回
議

の
場

合
　

代
決

者
と

し
て

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム
そ

の
他

の
業

務
シ

ス
テ

ム
で

決
裁

す
る

こ
と
。

(
1
)
　

電
子

回
議

の
場

合
　

代
決

者
と

し
て

文
書
管
理

シ
ス

テ
ム

そ
の

他
の

業
務

シ
ス

テ
ム

で
決

裁
す

る
こ

と
。

(
2
)
　

そ
の

他
の

場
合

　
当

該
起

案
文

書
の

決
裁

箇
所

に
「

代
」
と

記
載

す
る

こ
と

。
(
2
)
　

そ
の

他
の

場
合

　
当

該
起

案
文

書
の

決
裁
箇
所

に
「

代
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

２
　

前
項

第
２

号
の

場
合

に
お

い
て

，
後

閲
を

要
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

「
後

閲
」

と
記

入
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

前
項

第
２

号
の

場
合

に
お

い
て

，
後

閲
を

要
す
る

も
の

に
つ

い
て

は
「

後
閲

」
と

記
入

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
３

　
本

局
に

お
い

て
，

回
議

の
過

程
で

起
案

文
書

の
内

容
に

重
大
な

修
正

が
加

え
ら

れ
た

と
き

，
又

は
起

案
が

廃
案

に
な

っ
た

と
き

は
，

県
立

病
院

課
長

は
，

そ
の

と
き

ま
で

に
回

議
を

終
わ

っ
た

関
係

の
病

院
長

に
そ

の
旨

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

４
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る

起
案

が
廃

案
と

な
っ

た
と

き
は

，
起

案
者

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
廃

案
の

処
理

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

３
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る
起

案
が

廃
案

と
な

っ
た

と
き

は
，

起
案

者
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ
ム
に

よ
り

廃
案

の
処

理
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
の

処
理
）

（
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
の

処
理

）
【

局
】

第
2
3
条

　
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
は

，
上

司
の

指
揮

を
受
け

て
通

常
の

手
続

に
よ

ら
ず

，
便

宜
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
，

事
後

に
所

定
の

手
続

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
2
0
条

　
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
は

，
上
司
の

指
揮

を
受

け
て

通
常

の
手

続
に

よ
ら

ず
，

便
宜

処
理

す
る

こ
と
が
で

き
る

。
た

だ
し

，
事

後
に

所
定

の
手

続
を

と
ら

な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
（

法
制

上
の

審
査

）
（

法
制

上
の

審
査

）
【

病
院

】
第

2
4
条

　
病

院
に

お
い

て
は

，
告

示
，

公
告

及
び

訓
令

の
制

定
及
び

改
廃

又
は

法
令

の
解

釈
及

び
適

用
に

関
す

る
重

要
な

起
案

文
書

は
，

決
裁

者
に

回
議

し
た

後
，

県
立

病
院

課
長

の
法

制
上

の
審

査
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
第
1
6
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
告

示
・

公
告

例
文

承
認

台
帳

に
登

録
さ

れ
て

い
る

も
の

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

第
2
2
条

　
告

示
，

公
告

及
び

訓
令

の
制

定
及

び
改
廃
又

は
法

令
の

解
釈

及
び

適
用

に
関

す
る

重
要

な
起

案
文

書
は

，
決
裁
者

に
回

議
し

た
後

，
県

立
病

院
課

長
の

法
制

上
の

審
査

を
受

け
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

第
1
4
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
告
示

・
公

告
例

文
承

認
台

帳
に

登
録

さ
れ

て
い

る
も

の
は

，
こ

の
限

り
で
は

な
い

。

（
決

裁
後

の
処

理
）

（
決

裁
後

の
処

理
）

【
局

】
第

2
5
条

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
起

案
し
た

決
裁

文
書

は
，

決
裁

年
月

日
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
2
1
条

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法
に
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
は

，
決

裁
年

月
日

を
文

書
管

理
シ

ス
テ
ム
に

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の

方
法

に
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
は

，
各

所
属

に
お

い
て
，

決
裁

日
付

印
（

別
記

第
５

号
様

式
）

を
押

印
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の
方

法
に

よ
り

起
案

し
た

決
裁

文
書

は
，

決
裁

日
付

印
（

別
記

第
４

号
様
式

）
を

押
印

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
文

書
の

記
号

及
び

番
号

）
（

文
書

の
記

号
及

び
番

号
）

【
局
】
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第
2
6
条

　
▼

文
書

（
公

告
を

除
く

。
）

に
は

，
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
記

号
及

び
番

号
を

付
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
記

号
及

び
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
文

書
又

は
軽

易
な

文
書

に
は

，
こ

れ
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

第
2
2
条

　
前

条
の

手
続

を
終

え
た

文
書

（
公

告
を

除
く
。

）
に

は
，

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
記

号
及

び
番

号
を

付
け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

記
号

及
び

番
号

を
付

け
る

こ
と
が
適

当
で

な
い

文
書

又
は

軽
易

な
文

書
に

は
，

こ
れ

を
省

略
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

(
1
)
　

管
理

規
程

，
告

示
及

び
訓

令
に

は
「

鹿
児

島
県

県
立

病
院
局

企
業

」
を

冠
し

，
管

理
規

程
等

文
書

番
号

簿
（

別
記

第
６

号
様

式
）

に
よ

り
，

そ
の

種
類

ご
と

に
番

号
を

付
け

る
。

た
だ

し
，

病
院
の

告
示

及
び

訓
令

に
は

，
病

院
名

を
冠

し
，

県
立

病
院

課
に

備
付

け
の
告

示
等

文
書

番
号

簿
（

別
記

第
７

号
様

式
）

に
よ

り
，

そ
の

種
類

ご
と

に
番

号
を

付
け

る
。

(
1
)
　

管
理

規
程

，
告

示
及

び
訓

令
に

は
，

「
鹿
児
島

県
県

立
病

院
局

企
業

」
を

冠
し

，
管

理
規

程
等

文
書

番
号

簿
（
別
記

第
５

号
様

式
）

に
よ

り
，

そ
の

種
類

ご
と

に
番

号
を

付
け

る
。
【

局
】

(
1
)
　

告
示

及
び

訓
令

に
は

，
病

院
名

を
冠

し
，
県
立

病
院

課
に

備
付

け
の

告
示

等
文

書
番

号
簿

（
別

記
第

７
号

様
式
）
に

よ
り

，
そ

の
種

類
ご

と
に

番
号

を
付

け
る

。
【

病
院
】

(
2
)
　

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
本

局
に

お
い

て
は

「
県

病
」

の
記

号
を

▼
，

病
院

に
お

い
て

は
病

院
名

の
略

称
を

用
い

た
記

号
を

そ
れ

ぞ
れ

付
け

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

番
号

を
付
け

る
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

等
の

理
由

に
よ

り
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

文
書

番
号

簿
（

別
記

第
８

号
様

式
）

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
。

(
2
)
　

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
「

県
病
」
の

記
号

を
付

け
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
。
た

だ
し

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

障
害

が
発

生
し

て
い

る
等

の
理
由
に

よ
り

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

困
難
で
あ

る
と

き
は

，
文

書
番

号
簿

（
別

記
第

６
号

様
式

）
に

よ
り

番
号

を
付
け

る
。

【
局

】
(
2
)
　

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
病

院
に
お
い

て
，

病
院

名
の

略
称

を
用

い
た

記
号

を
付

け
，

文
書

管
理

シ
ス
テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障
害
が

発
生

し
て

い
る

等
の

理
由

に
よ

り
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
り
番
号

を
付

け
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

文
書

番
号

簿
（

別
記
第
８

号
様

式
）

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
。

【
病

院
】

２
　

前
項

の
番

号
は

，
同

項
第

１
号

の
文

書
に

つ
い

て
は

暦
年

，
同

項
第

２
号

の
文

書
に

つ
い

て
は

会
計

年
度

に
よ

る
一

連
番

号
と
す

る
。

２
　

前
項

の
番

号
は

，
同

項
第

１
号

の
文

書
に

つ
い
て

は
暦

年
，

同
項

第
２

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
会

計
年

度
に

よ
る
一
連

番
号

と
す

る
。

【
局

】
３

　
▼

文
書

の
内

容
の

種
類

等
に

応
じ

同
一

番
号

を
用

い
る

こ
と
が

適
当

で
あ

る
文

書
に

つ
い

て
は

，
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

支
号

簿
（

別
記

第
９

号
様

式
）

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

課
長

が
，

文
書

の
内

容
の

種
類

等
に

応
じ

同
一
番

号
を

用
い

る
こ

と
を

適
当

と
認

め
る

文
書

に
つ

い
て

は
，

前
項

の
規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
支

号
簿

（
別

記
第

７
号

様
式

）
に

よ
り

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
【

局
】

第
４

章
　

文
書

の
浄

書
及

び
発
送

第
４

章
　

文
書

の
浄

書
及

び
発
送

（
浄

書
及

び
校

合
）

（
浄

書
及

び
校

合
）

【
局

】
第

2
7
条

　
原

則
と

し
て

，
決

裁
文

書
の

浄
書

は
起

案
者

が
行

い
，
浄

書
し

た
文

書
の

校
合

は
起

案
者

以
外

の
職

員
が

行
う

も
の

と
す

る
。

第
2
3
条

　
原

則
と

し
て

，
決

裁
文

書
の

浄
書

は
起
案
者

が
行

い
，

浄
書

し
た

文
書

の
校

合
は

起
案

者
以

外
の

職
員

が
行
う
も

の
と

す
る

。
（

公
印

の
押

印
及

び
電

子
署

名
）

（
公

印
の

押
印

及
び

電
子

署
名

）
【

局
】

第
2
8
条

　
発

送
文

書
に

は
，

県
立

病
院

局
公

印
規

程
（

平
成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

４
号

）
に

定
め

る
公

印
を
押

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

次
に

掲
げ

る
文

書
に

つ
い
て

は
，

公
印

の
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

第
2
4
条

　
発

送
文

書
に

は
，

県
立

病
院

局
公

印
規
程
（

平
成

1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

４
号

）
に
定
め

る
公

印
を

押
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
次

に
掲

げ
る
文
書

に
つ

い
て

は
，

公
印

の
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
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(
1
)
　

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
に

発
す

る
文

書
で

当
該

国
又
は

他
の

地
方

公
共

団
体

が
公

印
を

押
印

し
な

い
で

発
す

る
こ

と
を

認
め

た
も

の

(
1
)
　

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
に

発
す

る
文
書
で

当
該

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
が

公
印

を
押

印
し

な
い

で
発
す
る

こ
と

を
認

め
た

も
の

(
2
)
　

県
の

機
関

相
互

間
の

文
書

(
2
)
　

県
の

機
関

相
互

間
の

文
書

(
3
)
　

権
利

の
得

喪
又

は
変

更
に

関
係

の
な

い
文
書

(
3
)
　

権
利

の
得

喪
又

は
変

更
に

関
係

の
な

い
文
書

２
　

前
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

所
属

長
は

，
大

量
に

処
理

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
発

送
文

書
に

つ
い

て
，

公
印

の
押

印
に

代
え

て
そ

の
印

影
を

印
刷

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

２
　

前
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

大
量

に
処
理

す
る

必
要

が
あ

る
発

送
文

書
に

は
，

課
長

の
承

認
を

受
け

て
，
公
印

の
押

印
に

代
え

て
そ

の
印

影
を

印
刷

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

３
　

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

（
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

（
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
組

織
内

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
相

互
に

接
続

し
た

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
い

う
。

）
の

電
子

文
書

交
換

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
電

子
署

名
が

付
さ

れ
交

換
さ

れ
る

電
磁

的
記

録
を

い
う

。
）

を
送

信
す

る
と

き
は

，
電

子
署

名
を

行
う

も
の

と
す

る
。

３
　

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

（
総

合
行

政
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
組

織
内

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
を

相
互

に
接

続
し

た
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

い
う

。
）

の
電

子
文
書
交

換
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

電
子

署
名

が
付

さ
れ

交
換

さ
れ

る
電

磁
的
記
録

を
い

う
。

）
を

送
信

す
る

と
き

は
，

電
子

署
名

を
行

う
も

の
と
す
る

。
４

　
電

子
署

名
を

行
う

た
め

に
必

要
な

手
続

そ
の

他
の

事
項

は
，
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規

程
（

平
成
1
4
年

鹿
児

島
県

訓
令

第
1
0
号

）
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
第

４
条

第
１

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
「

管
理

者
」

と
，
▼

「
副

知
事

」
と

あ
る

の
は

「
県

立
病

院
局

長
」

と
，

「
出

先
機

関
の

長
」

と
あ

る
の

は
「

病
院

長
」

と
，

第
５

条
中

「
別

表
の

と
お

り
」

と
あ

る
の

は
，

本
局

に
お

い
て

は
「

県
立

病
院

課
長

」
と

，
病

院
に

お
い

て
は

「
病

院
長

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

４
　

電
子

署
名

を
行

う
た

め
に

必
要

な
手

続
そ

の
他
の

事
項

は
，

鹿
児

島
県

電
子

署
名

規
程

（
平

成
1
4
年

鹿
児

島
県

訓
令
第

1
0
号

）
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
第

４
条
第
１

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
「

管
理

者
」

と
，
中

「
副

知
事

」
と
あ

る
の

は
「

県
立

病
院

局
長

」
と

，
第

５
条

中
「

別
表

の
と
お
り

」
と

あ
る

の
は

「
県

立
病

院
課

長
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す
る
。

【
局

】
４

　
電

子
署

名
を

行
う

た
め

に
必

要
な

手
続

そ
の
他
の

事
項

は
，

鹿
児

島
県

電
子

署
名

規
程

（
平

成
1
4
年

鹿
児

島
県

訓
令
第

1
0
号

）
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
第

４
条
第
１

項
中

「
出

先
機

関
の

長
」

と
あ

る
の

は
「

病
院

長
」

と
，

第
５
条
中

「
別

表
の

と
お

り
」

と
あ

る
の

は
「

病
院

長
」

と
読

み
替

え
る
も
の

と
す

る
。

【
病

院
】

改
正

（
文

書
の

発
送

）
（

文
書

の
発

送
）

【
局

】
第

2
9
条

　
文

書
の

発
送

は
，

文
書

主
任

が
行

う
も

の
と

す
る
。

第
2
5
条

　
文

書
の

発
送

は
，

文
書

主
任

が
行

う
も
の
と

す
る

。
２

　
郵

便
等

に
よ

り
発

送
す

る
文

書
は

，
決

裁
文

書
と

と
も

に
，
文

書
主

任
に

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
2
8
条

　
発

送
文

書
は

，
決

裁
文

書
と

と
も

に
，
文
書

主
任

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
【

病
院
】

３
　

文
書

主
任

は
，

前
項

の
規

定
に

よ
り

送
付

さ
れ

た
文

書
を

決
裁

文
書

の
取

扱
区

分
の

表
示

に
従

っ
て

発
送

し
，

決
裁

文
書

に
発

送
受

付
印

（
別

記
第

1
0
号

様
式

）
を

押
印

し
て

担
当

者
に

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
取

扱
区

分
に

不
適

当
な

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
担

当
者

と
協

議
の

上
，

こ
れ

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
2
9
条

　
文

書
主

任
は

，
前

条
の

規
定

に
よ

り
送
付
さ

れ
た

文
書

を
決

裁
文

書
の

取
扱

区
分

の
表

示
に

従
っ

て
発

送
し
，
決

裁
文

書
に

発
送

受
付

印
（

別
記

第
1
0
号

様
式

）
を

押
印

し
て

担
当
者

に
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

取
扱

区
分
に
不

適
当

な
も

の
が

あ
る

と
き

は
，

担
当

者
と

協
議

の
上

，
こ

れ
を
変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
【

病
院

】
４

　
▼

県
の

機
関

，
市

町
村

そ
の

他
の

官
公

署
へ

の
文

書
の

発
送

は
，

原
則

と
し

て
使

送
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

２
　

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

県
の

機
関

，
市
町

村
そ

の
他

の
官

公
署

へ
の

文
書

の
発

送
は

，
県

文
書

規
程

第
2
7
条
第

４
項

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
【

病
院

】
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５
 
第

2
8
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
公

印
の

押
印

を
省
略

し
た

文
書

に
つ

い
て

は
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

又
は

電
子

メ
ー

ル
等

に
よ

り
，

発
送

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

３
　

第
2
7
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
公

印
の
押

印
を

省
略

し
た

文
書

に
つ

い
て

は
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

又
は

電
子
メ

ー
ル

に
よ

り
，

発
送

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
【

病
院
】

（
施

行
情

報
の

記
録

）
（

施
行

情
報

の
記

録
）

第
3
0
条

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
起

案
し
た

決
裁

文
書

を
施

行
し

た
と

き
は

，
施

行
年

月
日

及
び

施
行

方
法

を
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
2
6
条

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法
に
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

は
，

施
行

年
月

日
及
び
施

行
方

法
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の

方
法

に
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

（
前

条
の

規
定

に
よ

り
発

送
し

た
場

合
を

除
く

。
）

は
，

施
行

年
月

日
及

び
施

行
方

法
を

当
該

決
裁

文
書

に
記

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の
方

法
に

よ
り

起
案

し
た

決
裁

文
書

を
施

行
し

た
と

き
（

前
条

の
規
定
に

よ
り

発
送

し
た

場
合

を
除

く
。

）
は

，
施

行
年

月
日

及
び

施
行
方
法

を
当

該
決

裁
文

書
に

記
入

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
５

章
　

公
報

登
載

及
び

官
報

報
告

第
５

章
　

公
報

登
載

及
び

官
報

報
告

改
正

（
公

報
登

載
）

（
公

報
登

載
）

【
局

】
第

3
1
条

　
公

報
に

登
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，

公
報

発
行

規
則

（
昭

和
2
7
年

鹿
児

島
県

規
則

第
５

号
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。

第
2
8
条

　
公

報
に

登
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，
公
報

発
行

規
則

（
昭

和
2
7
年

鹿
児

島
県

規
則

第
５

号
）

の
定

め
る
と
こ

ろ
に

よ
る

。
２

　
病

院
に

お
い

て
，

告
示

，
公

告
，

訓
令

等
で

公
報

に
登

載
す
る

必
要

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
病

院
で

原
稿

を
作

成
し

，
決

裁
を

受
け

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
資

料
を

添
付

し
て

，
県

立
病

院
課

長
に

公
報

登
載

の
依

頼
を

す
る

も
の

と
す

る
。

第
2
5
条

　
告

示
，

公
告

，
訓

令
等

で
公

報
に

登
載
す
る

必
要

が
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
病

院
で

原
稿

を
作

成
し

，
決
裁
を

受
け

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
資

料
を

添
付

し
て

，
県

立
病

院
課
長
に

公
報

登
載

の
依

頼
を

す
る

も
の

と
す

る
。

【
病

院
】

（
官

報
報

告
）

（
官

報
報

告
）

【
局

】
第

3
2
条

　
官

報
に

掲
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，

官
報

報
告

規
則

（
昭

和
3
0
年

鹿
児

島
県

規
則

第
1
0
2
号

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
2
9
条

　
官

報
に

掲
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，
官
報

報
告

規
則

（
昭

和
3
0
年

鹿
児

島
県

規
則

第
1
0
2
号

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
６

章
　

公
文

書
の

整
理

第
６

章
　

公
文

書
の

保
管

改
正

（
職

員
の

整
理

義
務

）
（

公
文

書
の

整
理

）
【

局
】

第
3
3
条

　
職

員
は

，
次

に
掲

げ
る

整
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
3
0
条

　
公

文
書

（
鹿

児
島

県
情

報
公

開
条

例
（
平
成

1
2
年

鹿
児

島
県

条
例

第
1
1
3
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る
公
文

書
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
は

，
常

に
整

然
と

分
類

し
て

整
理
し
，

必
要

な
と

き
に

直
ち

に
取

り
出

せ
る

よ
う

に
保

管
し

て
お

か
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(
1
)
　

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

公
文

書
に

つ
い

て
分

類
し

，
名
称

を
付

す
る

と
と

も
に

，
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
が

満
了

す
る

日
を

設
定

す
る

。
(
2
)
 
　

単
独

で
管

理
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

文
書

管
理

者
が
認

め
る

完
結

公
文

書
（

事
案

の
処

理
が

完
結

し
た

公
文

書
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

除
き

，
適

時
に

，
相

互
に

密
接

な
関

連
を

有
す

る
完

結
公

文
書

を
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
ま

と
め

る
。
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(
3
)
　

前
号

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

分
類

し
，

名
称

を
付
す

る
と

と
も

に
，

保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満

了
す

る
日

を
設

定
す

る
。

改
正

（
完

結
公

文
書

の
フ

ォ
ル

ダ
へ

の
保

管
）

（
完

結
公

文
書

の
フ

ォ
ル

ダ
へ

の
保

管
）

【
局
】

第
3
4
条

　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
処

理
し
た

完
結

公
文

書
は

，
一

会
計

年
度

ご
と

に
区

分
し

て
フ

ォ
ル

ダ
（

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

公
文

書
を

保
管

す
る

た
め

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
3
2
条

の
２

　
事

案
の

処
理

が
完

結
し

た
公

文
書
（
以

下
「

完
結

公
文

書
」

と
い

う
。

）
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を
利
用

す
る

方
法

に
よ

り
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

完
結

公
文

書
は

，
一

会
計

年
度

ご
と

に
区

分
し
て

フ
ォ

ル
ダ

（
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
公
文

書
を

保
管

す
る

た
め

の
単

位
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

保
管
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

フ
ォ

ル
ダ

は
，

一
会

計
年

度
当

初
に

（
当

該
会
計

年
度

の
途

中
に

新
た

に
フ

ォ
ル

ダ
を

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
場
合
に

あ
っ

て
は

，
そ

の
都

度
）

，
フ

ォ
ル

ダ
件

名
，

分
類

記
号

，
保
存
期

間
及

び
課

名
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
す

る
こ

と
に

よ
り
作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
完

結
公

文
書

の
フ

ァ
イ

ル
等

へ
の

保
管
）

（
完

結
公

文
書

の
フ

ァ
イ

ル
等

へ
の

保
管

）
【

局
】

第
3
5
条

　
前

条
▼

の
規

定
に

よ
り

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
完
結

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
同

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
指

定
フ

ァ
イ

ル
（

別
記

第
1
1
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
で
，

県
立

病
院

課
長

が
指

定
す

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
と

じ
込

み
，

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
3
3
条

　
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
完

結
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

同
項

の
規

定
に

か
か
わ
ら

ず
，

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
1
0
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

フ
ァ

イ
ル

に
と

じ
込

み
，

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

指
定

フ
ァ

イ
ル

に
よ

る
保

管
に

適
し

な
い

完
結

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
と

じ
ひ

も
等

を
用

い
て

編
集

し
，

そ
の

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
1
1
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

す
る

等
に

よ
り

当
該
完

結
公

文
書

の
所

属
年

度
及

び
保

存
期

間
並

び
に

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

を
明

示
し

て
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

フ
ァ

イ
ル

に
よ

る
保

管
に

適
し

な
い

完
結

公
文
書

に
つ

い
て

は
，

と
じ

ひ
も

等
を

用
い

て
編

集
し

，
そ

の
背

表
紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
1
0
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

す
る

等
に
よ

り
当

該
完

結
公

文
書

の
所

属
年

度
及

び
保

存
期

間
並

び
に

フ
ァ
イ
ル

名
を

明
示

し
て

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
完

結
公

文
書

を
と

じ
込

ん
だ

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
（

以
下

「
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

」
と

い
う

。
）

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
文

書
件

名
表

（
別

記
第

1
2
号

様
式

）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
又

は
１

年
の

完
結

公
文

書
に

係
る

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
は

，
こ

の
限

り
で

な
い
。

３
　

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
完

結
公

文
書

を
と

じ
込
ん

だ
フ

ァ
イ

ル
等

（
以

下
単

に
「

フ
ァ

イ
ル

等
」

と
い

う
。

）
に
は
，

そ
れ

ぞ
れ

文
書

件
名

表
（

別
記

第
1
1
号

様
式

）
を

添
付

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
保

存
期

間
が

１
年

未
満

又
は

１
年

の
完
結
公

文
書

に
係

る
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

管
用

具
）

（
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

管
用

具
）

【
局
】
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第
3
6
条

　
文

書
管

理
者

は
，

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

そ
の

保
管

の
状

態
が

外
部

か
ら

識
別

で
き

る
構

造
の

保
管

用
具

に
保

管
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法
律

（
平

成
1
5
年

法
律

第
5
7
号

）
第

２
条

第
１

項
▼

に
規

定
す

る
個

人
情

報
（

以
下

「
個

人
情

報
」

と
い

う
。

）
が

整
理

さ
れ

た
形

で
記

載
さ

れ
て

い
る

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
そ

の
他

の
当

該
保

管
用

具
に

収
納

す
る

こ
と

が
不

適
当

な
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

そ
れ

ぞ
れ

適
切

な
保

管
用

具
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

第
3
4
条

　
フ

ァ
イ

ル
等

は
，

そ
の

保
管

の
状

態
が

外
部
か

ら
識

別
で

き
る

構
造

の
保

管
用

具
に

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

，
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
5
年

法
律
第

5
7
号

）
第

２
条

第
１

項
及

び
鹿

児
島

県
個

人
情

報
の

保
護

に
関
す
る

法
律

施
行

条
例

（
令

和
４

年
鹿

児
島

県
条

例
第
3
3
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
個

人
情

報
（

以
下

「
個

人
情

報
」

と
い

う
。

）
が

整
理
さ
れ

た
形

で
記

載
さ

れ
て

い
る

フ
ァ

イ
ル

等
そ

の
他

の
当

該
保

管
用
具
に

収
納

す
る

こ
と

が
不

適
当

な
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

そ
れ
ぞ
れ

適
切

な
保

管
用

具
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

２
　

保
管

用
具

に
は

，
保

管
用

具
番

号
ラ

ベ
ル

を
貼

り
，

通
し

番
号

を
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

保
管

用
具

に
は

，
保

管
用

具
番

号
ラ

ベ
ル

を
貼
り

，
課

又
は

係
ご

と
の

通
し

番
号

を
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
未

完
結

公
文

書
の

保
管

）
（

未
完

結
公

文
書

の
保

管
）

【
局
】

第
3
7
条

　
事

案
の

処
理

が
完

結
し

て
い

な
い

公
文

書
は

，
そ

の
所
在

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
3
4
条

の
２

　
事

案
の

処
理

が
完

結
し

て
い

な
い
公
文

書
は

，
そ

の
所

在
を

明
ら

か
に

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

（
公

文
書

の
持

出
し

等
の

禁
止
）

（
公

文
書

の
持

出
し

等
の

禁
止

）
【

局
】

第
3
8
条

　
公

文
書

は
，

公
務

に
よ

る
場

合
を

除
く

ほ
か

，
庁

外
に
持

ち
出

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
3
5
条

　
公

文
書

は
，

公
務

に
よ

る
場

合
を

除
く
ほ
か

，
庁

外
に

持
ち

出
し

て
は

な
ら

な
い

。
２

　
公

文
書

は
，

文
書

管
理

者
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
，

関
係
者

以
外

の
者

に
閲

覧
さ

せ
，

若
し

く
は

謄
写

さ
せ

，
又

は
そ

の
謄

写
し

た
も

の
（

電
磁

的
記

録
を

用
紙

に
出

力
し

た
も

の
を

含
む

。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
　

公
文

書
は

，
課

長
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
，
関

係
者

以
外

の
者

に
閲

覧
さ

せ
，

若
し

く
は

謄
写

さ
せ

，
又

は
そ
の
謄

写
し

た
も

の
（

電
磁

的
記

録
を

用
紙

に
出

力
し

た
も

の
を

含
む
。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な
い

。
改

正
（

分
類

及
び

名
称

）
（

公
文

書
の

分
類

の
基

準
）

【
局

】
第

3
9
条

　
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
は

，
保

存
期

間
が

１
年

未
満

で
あ
る

も
の

を
除

き
，

当
該

所
属

の
事

務
及

び
事

業
の

性
質

，
内

容
等

に
応

じ
て

，
次

項
に

定
め

る
分

類
基

準
表

（
別

記
第

1
3
号

様
式

）
に

よ
り

大
分

類
，

中
分

類
及

び
小

分
類

に
分

類
し

，
分

か
り

や
す

い
名

称
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
分

類
基

準
表

に
よ

り
分

類
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
電

磁
的

記
録

に
つ

い
て

は
，

電
磁

的
記

録
管

理
表

（
別

記
第

1
4
号

様
式

）
に

よ
り

分
類

し
，

及
び

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
3
1
条

　
公

文
書

は
，

原
則

と
し

て
，

大
分

類
，

中
分
類

及
び

小
分

類
に

分
類

す
る

も
の

と
す

る
。

（
分

類
基

準
表

及
び

電
磁

的
記

録
管

理
表

）
【

局
】

第
3
2
条

　
公

文
書

は
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
で
あ
る

も
の

を
除

き
，

分
類

基
準

表
（

別
記

第
８

号
様

式
）

に
よ

り
分
類

し
，

及
び

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

分
類

基
準
表

に
よ

り
分

類
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
電

磁
的

記
録

に
つ

い
て

は
，
電

磁
的

記
録

管
理

表
（

別
記

第
９

号
様

式
）

に
よ

り
分

類
し

，
及
び
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
改

正
２

　
文

書
管

理
者

は
，

毎
年

度
当

初
に

，
県

公
文

書
管

理
規

程
別
表

第
３

に
定

め
る

基
準

を
参

酌
し
，

分
類

基
準

表
及

び
電

磁
的

記
録
管

理
表

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

課
長

は
，

毎
年

度
４

月
末

日
ま

で
に

分
類

基
準
表

及
び

電
磁

的
記

録
管

理
表

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

新
３

　
分

類
基

準
表

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に
よ

り
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

改
正

（
▼

保
存

期
間

）
（

公
文

書
の

保
存

期
間

）
【

局
】
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第
4
0
条

　
公

文
書

の
保

存
期

間
の

区
分

は
，

原
則

と
し

て
，

１
年

，
３

年
，

５
年

，
1
0
年

及
び

3
0
年

と
す

る
。

第
3
6
条

　
公

文
書

の
保

存
期

間
の

区
分

は
，

１
年
未
満

，
１

年
，

３
年

，
５

年
，

1
0
年

，
1
0
年

を
超

え
る

保
存

を
必

要
と
す

る
期

間
及

び
永

久
と

す
る

。

２
　

保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

は
，

鹿
児

島
県

立
病

院
事

業
会

計
規

程
（

平
成

1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第
1
5
号

）
そ

の
他

法
令

等
に

定
め

が
あ

る
も

の
を

除
き

，
県

公
文

書
管

理
規
程

別
表

第
３

の
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
満

了
時

の
措

置
の

設
定

基
準
を

定
め

る
例

に
よ

る
。

２
　

保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

は
，

鹿
児

島
県

立
病
院

事
業

会
計

規
程

（
平

成
1
8
年

鹿
児

島
県

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規
程

第
1
5
号

）
に

定
め

る
も

の
を

除
き

，
県

文
書

規
程

別
表

第
３

の
保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

の
例

に
よ

る
。

改
正

３
　

第
3
3
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
は

，
分

類
基
準

表
に

従
い

，
行

う
も

の
と

す
る
。

３
　

課
長

は
，

前
項

の
基

準
に

基
づ

き
，

原
則

と
し
て

，
フ

ォ
ル

ダ
又

は
フ

ァ
イ

ル
等

ご
と

に
保

存
期

間
を

定
め

る
も
の
と

す
る

。

新
４

　
第

3
3
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
及

び
分

類
基

準
表

に
お
い

て
は

，
条

例
第

２
条

第
３

項
の

歴
史

公
文

書
に

該
当

す
る

と
さ

れ
た

公
文

書
の

ほ
か

，
次

に
掲

げ
る

公
文

書
は

，
１

年
以

上
の

保
存

期
間

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。

(
1
)
　

行
政

が
適

正
か

つ
効

率
的

に
運

営
さ

れ
，

県
民

に
説

明
す
る

責
務

が
全

う
さ

れ
る

よ
う

，
意

思
決

定
過

程
や

事
務

及
び

事
業

の
実

績
の

合
理

的
な

跡
付

け
や

検
証

に
必

要
と

な
る

公
文
書

(
2
)
　

重
要

又
は

異
例

な
事

項
に

関
す

る
情

報
を

含
む

場
合

な
ど
，

合
理

的
な

跡
付

け
や

検
証

に
必

要
と

な
る

公
文
書

新
５

　
第

3
3
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
に

お
い

て
は

，
前

項
の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

を
除

き
，

次
に

掲
げ

る
公

文
書

の
保

存
期

間
を

１
年

未
満

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
1
)
　

別
途

，
正

本
又

は
原

本
が

管
理

さ
れ

て
い

る
公

文
書

の
写
し

(
2
)
　

定
型

的
又

は
日

常
的

な
業

務
連

絡
，

日
程

表
等

(
3
)
　

出
版

物
又

は
公

表
物

を
編

集
し

た
文
書

(
4
)
　

所
掌

事
務

に
関

す
る

事
実

関
係

の
問

合
せ

へ
の

応
答

(
5
)
　

明
白

な
誤

り
等

の
客

観
的

な
正

確
性

の
観

点
か

ら
利

用
に
適

さ
な

く
な

っ
た

文
書

(
6
)
　

意
思

決
定

の
途

中
段

階
で

作
成

し
た

も
の

で
，

当
該

意
思
決

定
に

与
え

る
影

響
が

な
い

も
の

と
し

て
，

長
期

間
の

保
存

を
要

し
な

い
と

判
断

さ
れ

て
い

る
文

書
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改
正

６
　

第
3
3
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

日
（

以
下

「
文

書
作

成
取

得
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
１

日
と

す
る
。

た
だ

し
，

４
月

１
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ

と
が

公
文

書
の

適
切

な
管

理
に
資

す
る

と
文

書
管

理
者

が
認

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

文
書

作
成

取
得

日
か

ら
１

年
以

内
の

日
で

文
書

管
理

者
が

定
め

る
日

と
す

る
。

４
　

保
存

期
間

は
，

処
理

完
結

の
日

の
属

す
る

年
度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
，

保
存
期

間
が

１
年

未
満

の
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

公
文

書
の

作
成

若
し
く

は
取

得
の

日
又

は
こ

れ
ら

の
日

以
後

の
特

定
の

日
を

起
算

日
と
す
る

。

新
７

　
第

3
3
条

第
３

号
の

保
存

期
間

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と
め

ら
れ

た
公

文
書

の
保

存
期

間
と

す
る
。

３
　

課
長

は
，

前
項

の
基

準
に

基
づ

き
，

原
則

と
し
て

，
フ

ォ
ル

ダ
又

は
フ

ァ
イ

ル
等

ご
と

に
保

存
期

間
を

定
め

る
も
の
と

す
る

。
改

正
８

　
第

3
3
条

第
３

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

公
文
書

フ
ァ

イ
ル

に
ま

と
め

た
日

の
う

ち
最

も
早

い
日

（
以

下
「

公
文
書

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
」

と
い

う
。
）

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４
月

１
日

と
す

る
。

た
だ

し
，

４
月

１
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ

と
が

公
文

書
の

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
か

ら
１

年
以

内
の

日
で

文
書

管
理

者
が

定
め

る
日

と
す

る
。

４
　

保
存

期
間

は
，

処
理

完
結

の
日

の
属

す
る

年
度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
，

保
存
期

間
が

１
年

未
満

の
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

公
文

書
の

作
成

若
し
く

は
取

得
の

日
又

は
こ

れ
ら

の
日

以
後

の
特

定
の

日
を

起
算

日
と
す
る

。

新
９

　
第

６
項

及
び

前
項

の
規

定
は

，
文

書
作

成
取

得
日

に
お

い
て
は

不
確

定
で

あ
る

期
間

を
保

存
期

間
と

す
る

公
文

書
及

び
当

該
公

文
書

が
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

は
，

適
用

し
な

い
。

５
　

次
の

各
号

に
掲

げ
る

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
保
存

期
間

の
満

了
す

る
日

以
後

に
お

い
て

も
，

そ
の

区
分

に
応

じ
て
当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

保
存

期
間

を
延
長
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

一
の

区
分

に
該
当
す

る
公

文
書

が
他

の
区

分
に

も
該

当
す

る
と

き
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の
期
間

が
経

過
す

る
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

ま
で

の
間

保
存

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

(
1
)
　

現
に

監
査

，
検

査
等

の
対

象
に

な
っ

て
い
る
も

の
　

当
該

監
査

，
検

査
等

が
終

了
す

る
ま

で
の
間

(
2
)
　

現
に

係
属

し
て

い
る

訴
訟

に
お

け
る

手
続
上
の

行
為

を
す

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

も
の

　
当

該
訴

訟
が

終
結
す
る

ま
で

の
間

(
3
)
　

現
に

係
属

し
て

い
る

不
服

申
立

て
に

お
け
る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
　

当
該

不
服
申
立

て
に

対
す

る
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年
間

(
4
)
　

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

に
基

づ
く

開
示
請
求

が
あ

っ
た

も
の

　
当

該
開

示
請

求
に

係
る

開
示

又
は

不
開

示
の
決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間
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(
5
)
　

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
及

び
鹿
児
島

県
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

に
基

づ
く

開
示
請
求

，
訂

正
請

求
又

は
利

用
停

止
請

求
が

あ
っ

た
も

の
　

当
該

開
示
請
求

に
係

る
開

示
若

し
く

は
不

開
示

，
当

該
訂

正
請

求
に

係
る

訂
正
若
し

く
は

不
訂

正
又

は
当

該
利

用
停

止
請

求
に

係
る

利
用

停
止

若
し
く
は

利
用

不
停

止
の

決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

６
　

公
文

書
が

使
用

又
は

保
存

に
耐

え
な

く
な

っ
た
場

合
等

に
は

，
当

該
公

文
書

に
代

え
て

，
内

容
を

同
じ

く
す

る
同
一
又

は
他

の
種

別
の

公
文

書
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

第
７

章
　

公
文

書
の

保
存

第
７

章
　

公
文

書
の

保
存

（
保

存
文

書
の

管
理

）
（

保
存

文
書

の
管

理
）

【
局

】
第

4
1
条

　
フ

ァ
イ

ル
等

に
よ

り
保

管
し

た
完

結
公

文
書

（
以

下
「
保

存
文

書
」

と
い

う
。

）
は

，
文

書
管

理
者

が
管

理
す

る
も

の
と

す
る

。

第
3
7
条

　
フ

ァ
イ

ル
等

に
よ

り
保

管
し

た
完

結
公
文
書

（
以

下
「

保
存

文
書

」
と

い
う

。
）

は
，

課
長

が
管

理
す

る
も

の
と
す

る
。

（
保

存
文

書
の

閲
覧

等
）

（
保

存
文

書
の

閲
覧

等
）

【
局
】

第
4
2
条

　
保

存
文

書
を

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
，

文
書

主
任

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

第
3
8
条

　
保

存
文

書
を

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け
よ
う

と
す

る
者

は
，

文
書

主
任

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保

存
文

書
は

，
転

貸
し

，
抜

き
取

り
，

取
り

換
え

▼
又

は
訂

正
し

て
は

な
ら

な
い

。
２

　
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
た

保
存

文
書

は
，
転
貸

し
，

抜
き

取
り

，
取

り
換

え
，

又
は

訂
正

し
て

は
な

ら
な

い
。

３
　

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保

存
文

書
を

破
損

し
，

又
は

紛
失

し
た

と
き

は
，

直
ち

に
文

書
主

任
に

届
け

出
て

，
そ

の
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
　

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保

存
文

書
を

破
損
し

，
又

は
亡

失
し

た
と

き
は

，
直

ち
に

文
書

主
任

に
届

け
出

て
，
そ
の

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
保

存
文

書
の

借
受

期
間

等
）

（
保

存
文

書
の

借
受

期
間

等
）

【
局
】

第
4
3
条

　
保

存
文

書
の

借
受

期
間

は
，

原
則

と
し

て
3
0
日

以
内

と
す

る
。

第
3
9
条

　
保

存
文

書
の

借
受

期
間

は
，

原
則

と
し
て
3
0
日

以
内

と
す

る
。

２
　

前
項

の
期

間
を

超
え

て
保

存
文

書
を

借
り

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
文

書
主

任
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

前
項

の
期

間
を

超
え

て
保

存
文

書
を

借
り

受
け
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

文
書

主
任

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
第

８
章

　
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理
簿

新
（

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

の
調

製
及

び
公

表
）

第
4
4
条

　
総

括
文

書
管

理
者

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

に
つ
い

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
も

っ
て

調
製

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

は
，

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

に
備

え
て

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
と

と
も

に
，

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
（

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

へ
の

記
載
）
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第
4
5
条

　
文

書
管

理
者

は
，

年
１

回
，

管
理

す
る

公
文

書
フ

ァ
イ
ル

等
（

保
存

期
間

が
１

年
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
の

現
況

に
つ
い

て
，

鹿
児

島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
（

令
和

６
年

鹿
児

島
県

規
則

第
○

号
。

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
第

５
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
２

　
前

項
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

，
鹿

児
島

県
情

報
公

開
条

例
（
平

成
1
2
年

鹿
児

島
県

条
例

第
1
1
3
号

）
第

７
条

各
号

に
掲

げ
る

情
報
に

該
当

す
る

も
の

が
含

ま
れ

る
場

合
に

は
，

当
該

情
報

を
明

示
し

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

第
９

章
　

公
文

書
の

移
管

，
廃

棄
又

は
保

存
期

間
の

延
長

新
（

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置
）

第
4
6
条

　
文

書
管

理
者

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
県
公

文
書

管
理

規
程

別
表

第
３

の
規

定
に

基
づ

き
，

保
存

期
間

満
了

前
の

で
き

る
だ

け
早

い
時

期
に

，
条

例
第

５
条

第
５

項
の

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
２

　
前

項
の

措
置

は
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

へ
の

記
載

に
よ
り

定
め

る
。

新
３

　
文

書
管

理
者

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
定

め
た

措
置

に
つ
い

て
，

そ
の

後
に

発
生

し
た

事
件

，
事

故
又

は
社

会
情

勢
の

変
化

等
を

参
酌

し
，

当
該

措
置

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

改
正

（
移

管
又

は
廃

棄
）

（
保

存
期

間
が

満
了

し
た

文
書

の
廃

棄
等

）
【

局
】

第
4
7
条

　
文

書
管

理
者

は
，

保
存

期
間

が
満

了
し

た
公

文
書

フ
ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
前

条
第

１
項

又
は

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
定

め
に

基
づ

き
，

知
事

に
移

管
し

，
又

は
廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
4
0
条

　
課

長
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

保
存

文
書
に

つ
い

て
は

，
廃

棄
若

し
く

は
保

存
期

間
の

延
長

又
は

県
政
情
報

セ
ン

タ
ー

若
し

く
は

県
立

図
書

館
へ

の
引

き
継

ぎ
を

決
定

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
新

２
　

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
廃

棄
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
あ

ら
か

じ
め

，
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
３

　
総

括
文

書
管

理
者

は
，

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

が
あ

っ
た
と

き
は

，
条

例
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
，

知
事

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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新
４

　
文

書
管

理
者

は
，

条
例

第
８

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

通
知
さ

れ
た

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
委

員
会

の
意

見
が

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

が
歴

史
公

文
書

に
該

当
す

る
旨

の
意

見
で

あ
っ

た
と

き
は

，
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満

了
す

る
日

を
延

長
す

る
場

合
を

除
き

，
移

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
５

　
文

書
管

理
者

は
，

第
１

項
又

は
前

項
の

規
定

に
よ

り
移

管
す
る

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
条

例
第
1
3
条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

利
用

の
制

限
を

行
う

こ
と

が
適

切
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

，
総

括
文

書
管

理
者

に
そ

の
旨

の
意

見
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

６
　

文
書

管
理

者
は

，
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

廃
棄

す
る

公
文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

う
ち

，
個

人
情

報
が

整
理

さ
れ

た
形

で
記

載
さ

れ
た

も
の

▼
そ

の
他

の
秘

密
保

持
を

必
要

と
す

る
も

の
に

つ
い
て

は
，

焼
却

，
裁

断
，

消
去

等
の

方
法

に
よ

り
確

実
に

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

２
　

保
存

文
書

を
廃

棄
す

る
場

合
に

お
い

て
，

当
該
保

存
文

書
の

う
ち

個
人

情
報

が
整

理
さ

れ
た

形
で

記
載

さ
れ

た
も
の
，

そ
の

他
の

秘
密

保
持

を
必

要
と

す
る

も
の

▼
は

，
▼

裁
断

，
消

去
等
の

方
法

に
よ

り
確

実
に

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

局
に

お
い

て
保

存
す

る
完

結
公

文
書

で
保

存
期
間

が
満

了
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
課

長
が

廃
棄

若
し

く
は

保
存
期
間

の
延

長
又

は
県

政
情

報
セ

ン
タ

ー
若

し
く

は
県

立
図

書
館

へ
の
引
継

ぎ
を

決
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
廃
棄
を

決
定

し
た

完
結

公
文

書
の

う
ち

個
人

情
報

文
書

そ
の

他
の

秘
密
保
持

を
必

要
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
，

裁
断

，
消

去
等

の
方

法
に
よ
り

確
実

に
廃

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

　
公

文
書

を
保

存
期

間
が

満
了

す
る

前
に

廃
棄
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

き
は

，
当

該
保

存
期
間
の

満
了

前
で

あ
っ

て
も

，
廃

棄
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
は

，
廃

棄
す

る
公

文
書

の
名

称
，

当
該

特
別

の
理

由
及
び
廃

棄
し

た
年

月
日

を
記

載
し

た
記

録
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

改
正

（
保

存
期

間
の

延
長

）

第
4
8
条

　
文

書
管

理
者

は
，

施
行

規
則

第
４

条
第

１
項

に
掲

げ
る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
同

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
保

存
し

続
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

５
　

次
の

各
号

に
掲

げ
る

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
保
存

期
間

の
満

了
す

る
日

以
後

に
お

い
て

も
，

そ
の

区
分

に
応

じ
て
当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

保
存

期
間

を
延
長
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

一
の

区
分

に
該
当
す

る
公

文
書

が
他

の
区

分
に

も
該

当
す

る
と

き
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の
期
間

が
経

過
す

る
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

ま
で

の
間

保
存

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

２
　

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規

則
第

４
条

第
２

項
に

基
づ

き
，

保
存

期
間

を
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
1
)
　

現
に

監
査

，
検

査
等

の
対

象
に

な
っ

て
い
る
も

の
　

当
該

監
査

，
検

査
等

が
終

了
す

る
ま

で
の
間

(
2
)
　

現
に

係
属

し
て

い
る

訴
訟

に
お

け
る

手
続
上
の

行
為

を
す

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

も
の

　
当

該
訴

訟
が

終
結
す
る

ま
で

の
間
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(
3
)
　

現
に

係
属

し
て

い
る

不
服

申
立

て
に

お
け
る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
　

当
該

不
服
申
立

て
に

対
す

る
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年
間

(
4
)
　

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

に
基

づ
く

開
示
請
求

が
あ

っ
た

も
の

　
当

該
開

示
請

求
に

係
る

開
示

又
は

不
開

示
の
決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

(
5
)
　

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
及

び
鹿
児
島

県
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

に
基

づ
く

開
示
請
求

，
訂

正
請

求
又

は
利

用
停

止
請

求
が

あ
っ

た
も

の
　

当
該

開
示
請
求

に
係

る
開

示
若

し
く

は
不

開
示

，
当

該
訂

正
請

求
に

係
る

訂
正
若
し

く
は

不
訂

正
又

は
当

該
利

用
停

止
請

求
に

係
る

利
用

停
止

若
し
く
は

利
用

不
停

止
の

決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

【
局
§
3
6
⑤

】
】

新
３

　
文

書
管

理
者

は
，

前
２

項
の

保
存

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
，
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

新
４

　
前

項
の

報
告

は
，

前
条

第
２

項
の

報
告

と
併

せ
て

行
う

も
の
と

す
る

。
改

正
（

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

で
の

資
料

保
管
）

（
公

開
で

き
る

刊
行

物
等

の
保
管

）
【

局
】

第
4
9
条

　
公

開
で

き
る

刊
行

物
等

の
保

管
に

つ
い

て
は

，
県

公
文
書

管
理

規
程

第
5
2
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
本

局
に

お
い

て
は

，
第

２
項

中
「

所
属

で
作

成
し

た
」

と
あ

る
の

は
，

「
局

で
作

成
し

た
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

病
院

に
お

い
て

は
，

第
２

項
及

び
第

３
項

中
「

学
事

法
制

課
長

」
と

あ
る

の
は
，

「
県

立
病

院
課

長
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

第
4
1
条

　
公

開
で

き
る

刊
行

物
等

の
保

管
に

つ
い
て
は

，
県

文
書

規
程

第
4
3
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て
，

▼
第

２
項

中
「

そ
の

課
で

作
成

し
た

」
と

あ
る

の
は

，
「

局
で
作

成
し

た
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

【
局
】

第
4
5
条

　
公

開
で

き
る

刊
行

物
等

の
保

管
に

つ
い
て
は

，
県

出
先

文
書

規
程

第
4
1
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

，
第

２
項

及
び

第
３

項
中

「
学

事
法

制
課

長
」

と
あ

る
の
は
，

「
県

立
病

院
課

長
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

【
病

院
】

第
1
0
章

　
管

理
状

況
の

報
告

及
び

研
修
等

新
（

点
検

）

第
5
0
条

　
文

書
管

理
者

は
，

そ
の

管
理

す
る

公
文

書
の

管
理

状
況
に

つ
い

て
，

少
な

く
と

も
年

１
回

点
検

を
行

い
，

そ
の

結
果

を
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

２
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の

点
検

の
結

果
等

を
踏

ま
え

，
公

文
書

の
管

理
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

新
（

紛
失

へ
の

対
応

）

第
5
1
条

　
文

書
管

理
者

は
，

公
文

書
の

紛
失

又
は

誤
廃

棄
が

明
ら
か

と
な

っ
た

場
合

は
，

直
ち

に
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
，

被
害

の
拡

大
防

止
等

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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２
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の

報
告

を
受

け
た

と
き

は
，

直
ち

に
文

書
管

理
者

と
と

も
に

，
被

害
の

拡
大

防
止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

新
（

管
理

状
況

の
報

告
等

）

第
5
2
条

　
文

書
管

理
者

は
，

公
文

書
の

管
理

状
況

に
つ

い
て

，
毎
年

度
，

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
（

研
修

）

第
5
3
条

　
総

括
文

書
管

理
者

は
，

職
員

に
対

し
，

公
文

書
等

の
管
理

を
適

正
か

つ
効

果
的

に
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

，
及

び
向

上
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と
す

る
。

２
　

文
書

管
理

者
は

，
総

括
文

書
管

理
者

そ
の

他
の

機
関

が
実

施
す

る
研

修
に

職
員

を
積

極
的

に
参

加
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

第
1
1
章

　
補

則
第

８
章

　
公

文
書

の
管

理
の

特
例

（
こ

の
規

程
の

特
例

）
第

5
4
条

　
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
分

類
，
作

成
，

保
存

，
廃

棄
そ

の
他

の
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
法

令
又

は
条

例
若

し
く

は
規

則
に

特
別

の
定

め
が

設
け

ら
れ

て
い

る
場

合
は

，
当

該
事

項
に

つ
い

て
は

，
当

該
法

令
又

は
条

例
若

し
く

は
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る
。

第
4
2
条

　
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
公
文
書

の
分

類
，

作
成

，
保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

公
文

書
の

管
理

に
関
す
る

事
項

に
つ

い
て

法
令

又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

に
特

別
の

定
め
が
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

は
，

当
該

事
項

に
つ

い
て

は
，

当
該

法
令
又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
委

任
）

第
5
5
条

　
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
管

理
に
関

し
必

要
な

事
項

は
，

総
括

文
書

管
理

者
が

定
め

る
。

附
則

（
施

行
期

日
）

１
　

こ
の

規
程

は
，

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る
。

（
県

立
病

院
局

文
書

規
程

及
び

県
立

病
院

文
書

規
程

の
廃

止
）

２
　

県
立

病
院

局
文

書
規

程
（

平
成
1
8
年

3
月

3
1
日

県
立

病
院

局
企

業
管

理
規

程
第

2
号

）
及

び
県

立
病

院
文

書
規

程
(
平

成
1
8
年

3
月

3
1

日
県

立
病

院
局

企
業

管
理

規
程

第
3
号

)
（

以
下

「
旧

規
程

」
と

い
う

。
）

は
，

廃
止

す
る

。
（

経
過

措
置

）
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３
　

こ
の

規
程

の
規

定
は

，
こ

の
規

程
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
以

後
に

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

文
書

に
つ

い
て

適
用

す
る

も
の

と
し

，
施

行
日

前
に

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

文
書

（
以

下
「

施
行

日
前

公
文

書
」

と
い

う
。

）
の

管
理

に
つ

い
て

は
，

条
例

第
１

条
の

規
定

を
踏

ま
え

，
こ

の
規

程
の

規
定

に
準

じ
て

管
理

す
る

も
の

と
す

る
。

４
　

施
行

日
に

お
い

て
，

各
所

属
が

保
有

す
る

永
久

又
は
3
0
年

を
超

え
る

保
存

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

施
行

日
前

公
文

書
は

，
保

存
期

間
が

3
0
年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

も
の

と
み

な
す
。

５
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

保
存

期
間

が
3
0
年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

と
み

な
さ

れ
る

施
行

日
前

公
文

書
で

あ
っ

て
，

施
行

日
の

前
日
ま

で
に

保
存

期
間

が
満

了
し

て
い

る
と

み
な

さ
れ

る
施

行
日

前
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

文
書

管
理

者
が

第
4
7
条

の
規

定
に

よ
り

移
管

又
は

廃
棄

す
る

ま
で

は
，

保
存

期
間

が
延

長
さ

れ
て

い
る

も
の

と
み

な
す
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

者
が

別
の

延
長

す
る

期
間

を
定

め
た

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。
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種
別

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

公
文

書
管

理
規

程
（

案
）

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

文
書

規
程

備
考

改
正

：
現

行
規

程
を

改
正

す
る

形
で

規
定

し
た

条
項

 新
：

今
回

の
規

程
整

備
に

あ
た

り
新

た
に

規
定

し
た

条
項

目
次

第
１

章
　

総
則

（
第

１
条

―
第

７
条

）
第

２
章

　
文
書

の
受

付
及

び
配

布
（

第
８

条
―

第
1
0条

）
第

３
章

　
文
書

の
作

成
（

第
1
1条

―
第

2
7条

）
第

４
章

　
文
書

の
浄

書
及

び
発

送
（

第
2
8条

―
第

3
1条

）
第

５
章

　
公
報

登
載

及
び

官
報

報
告

（
第

3
2条

・
第

3
3条

）
第

６
章

　
公
文

書
の

整
理

（
第

3
4条

―
第

4
1条

）
第

７
章

　
公
文

書
の

保
存

（
第

4
2条

―
第

4
4条

）
第

８
章

　
公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

（
第

4
5条

・
第

4
6条

）
第

９
章

　
公
文

書
の

移
管

，
廃

棄
又

は
保

存
期

間
の

延
長

（
第

4
7条

－
第

50
条

）
第

10
章

　
管
理

状
況

の
報

告
及

び
研

修
等

（
第

5
1条

－
第

5
4条

）
第

11
章

　
補
則

（
第

5
5条

・
第

5
6条

）
附

則

目
次

第
１
章

　
総

則
（

第
１

条
―

第
５

条
）

第
２
章

　
文

書
の

受
付

及
び

配
布

（
第

６
条

―
第

８
条

）
第

３
章

　
起

案
（

第
９

条
―

第
2
2条

）
第

４
章

　
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

（
第

2
3条

―
第

2
7条

）
第

５
章

　
公

報
登

載
及

び
官

報
報

告
（

第
2
8条

・
第

2
9条

）
第

６
章

　
公

文
書

の
保

管
（

第
3
0条

―
第

3
5条

）
第

７
章

　
公

文
書

の
保

存
（

第
3
6条

―
第

4
1条

）
第

８
章

　
公

文
書

の
管

理
の

特
例

（
第

4
2条

）
附

則

公
文

書
管

理
条

例
第

1
0条

に
定

め
る

規
程

に
必

要
な

規
定

事
項

：
 
作

成
，

整
理

，
 
保

存
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

，
移

管
又

は
廃

棄
，

管
理

状
況

の
報

告
に

関
す

る
事

項

第
１

章
　

総
則

第
１
章

　
総

則
改

正
（

趣
旨

）
（
趣

旨
）

第
１
条

　
こ

の
規

程
は

，
▼

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

（
以

下
「

工
業

用
水

道
部

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

文
書

事
務

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

新
（

用
語

）
（

定
義
）

第
２

条
　

こ
の

規
程

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

は
，

条
例

に
お

い
て

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

改
正

２
　

前
項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
こ

の
規

程
に

お
い

て
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る
用

語
の

意
義

は
，

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
２
条

　
こ

の
規

程
に

お
い

て
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

，
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

(1
)　

文
書

　
次

号
に

規
定

す
る

紙
文

書
及

び
第

３
号

に
規

定
す

る
電

子
文

書
を
い

う
。

(1
)　

文
書

等
　

文
書

，
図

画
及

び
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

，
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
た

記
録

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
い

う
。

(2
)　

紙
文

書
　

職
員

が
職

務
上

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

書
面

及
び

図
画

で
，
紙

に
表

記
さ

れ
た

も
の

を
い

う
。

(2
)　

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（

国
及

び
地

方
公

共
団

体
の

組
織

内
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

相
互

に
接

続
し

た
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

電
子

文
書

交
換

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
電

子
署

名
（

電
子

署
名

及
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
2年

法
律

第
1
02

号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
電

子
署

名
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

付
さ

れ
交

換
さ

れ
る

電
磁

的
記

録
を

い
う

。
(3

)　
電

子
文

書
　

職
員

が
職

務
上

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
，

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

た
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

い
う

。

(3
)　

電
子

申
請

シ
ス

テ
ム

文
書

　
鹿

児
島

県
電

子
申

請
共

同
運

営
シ

ス
テ

ム
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

介
し

て
知

事
等

（
鹿

児
島

県
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

規
則

（
平

成
16

年
鹿

児
島

県
規

則
第

7
0号

）
第

２
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
知

事
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
対

す
る

申
請

，
届

出
等

を
受

け
付

け
，

又
は

知
事

等
か

ら
の

処
分

の
通

知
そ

の
他

の
通

知
を

行
う

シ
ス

テ
ム

を
い

う
。

）
に

よ
り

送
信

し
，

又
は

受
信

す
る

電
磁

的
記

録
を

い
う

。

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

公
文

書
管

理
規

程
（

案
）

（
新

旧
対

照
表

）

条
例

の
規

定
に

基
づ

き
，

必
要

な
事

項
を

定
め

る
旨

規
定

第
１

条
　

こ
の

規
程

は
，

鹿
児

島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
（

令
和

５
年

鹿
児

島
県

条
例

第
４

号
。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
第

10
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
鹿

児
島

県
工

業
用

水
道

部
（

以
下

「
工

業
用

水
道

部
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
公

文
書

の
管

理
に

つ
い

て
必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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新
(4

)　
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
　

文
書

の
収

受
，

起
案

，
決

裁
，

保
存

，
廃

棄
そ
の

他
の

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

新
(5

)　
電

子
回

議
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

，
庶

務
事

務
シ

ス
テ

ム
（

職
員

等
の
服

務
，

給
与

，
福

利
厚

生
，

旅
費

等
に

関
す

る
事

務
を

処
理

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

そ
の

他
の

業
務

シ
ス

テ
ム

の
機

能
を

利
用

し
て

行
う

回
議

を
い

う
。

新
（

総
括

文
書
管

理
者

）
第

３
条

　
工
業

用
水

道
部

に
総

括
文

書
管

理
者

を
置

き
，

工
業

用
水

道
部

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

２
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
次

に
掲

げ
る

事
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。
(1

)　
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
の

調
製

(2
)　

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る

研
修

の
実

施
（

同
規

程
第

53
条

）

(3
)　

組
織

の
新

設
又

は
改

廃
に

伴
う

必
要

な
措

置

(4
)　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

務
の

総
括

新
（

副
総

括
文
書

管
理

者
）

第
４

条
　

工
業

用
水

道
部

に
副

総
括

文
書

管
理

者
を

置
き

，
工

業
用

水
道

部
次

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

２
　

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

前
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

務
に

つ
い

て
総

括
文

書
管

理
者

を
補

佐
す

る
も

の
と

す
る

。

３
　

副
総

括
文

書
管

理
者

は
，

工
業

用
水

道
部

の
文

書
事

務
を

随
時

調
査

し
，

文
書

事
務

が
適

正
か

つ
迅

速
に

処
理

さ
れ

る
よ

う
に

指
導

す
る

も
の

と
す

る
。

新
（

文
書

管
理
者

）
（

工
業

用
水

課
長

の
職

務
）

第
５

条
　

工
業

用
水

課
に

工
業

用
水

課
の

所
掌

事
務

に
関

す
る

文
書

管
理

の
実

施
責

任
者

と
し

て
文

書
管

理
者

を
置

き
，

工
業

用
水

課
長

（
以

下
「

課
長

」
と

い
う

。
）

を
も

っ
て

こ
れ

に
充

て
る

。

第
４
条

　
▼

工
業

用
水

課
長

（
以

下
「

課
長

」
と

い
う

。
）

は
，

文
書

事
務

が
適

正
か

つ
迅

速
に

処
理

さ
れ

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 文

書
管

理
者

は
，

そ
の

管
理

す
る

公
文

書
に

つ
い

て
，

次
に

掲
げ

る
事

務
を
行

う
も

の
と

す
る

。

(1
)　

保
存

(2
)　

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置

の
設

定

(3
)　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

へ
の

記
載

(4
)　

移
管

又
は

廃
棄

等

(5
)　

管
理

状
況

の
点

検
等

(6
)　

公
文

書
の

作
成

，
分

類
基

準
表

の
作

成
等

に
よ

る
公

文
書

の
整

理
そ

の
他
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
職

員
の

指
導

等

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

（
文

書
主
任

）
（
文

書
主

任
）

第
６

条
　

工
業

用
水

課
に

文
書

主
任

を
置

き
，

庶
務

を
担

当
す

る
係

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

第
５
条

　
工

業
用

水
課

に
文

書
主

任
を

置
き

，
管

理
係

長
を

も
っ

て
こ

れ
に

充
て

る
。

２
　

文
書

主
任

は
，

前
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

務
を

補
佐

す
る

ほ
か

，
文

書
の

受
付

及
び

発
送

等
に

係
る

事
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。

２
　
文

書
主

任
は

，
工

業
用

水
道

部
に

お
け

る
次

の
事

務
を

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

(1
)　

文
書

事
務

の
改

善
及

び
指

導
(2

)　
文

書
の

受
付

，
配

布
及

び
発

送
(
3
)
　

文
書

の
審

査
(4

)　
文

書
等

の
整

理
，

保
管

及
び

保
存

(5
)　

情
報

公
開

及
び

個
人

情
報

保
護

に
係

る
総

合
調

整
(6

)　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

送
信

及
び

受
信

(7
)　

電
子

申
請

シ
ス

テ
ム

文
書

の
送

信
及

び
受

信

新
（

職
員

の
責
務

）
第

７
条

　
職
員

は
，

条
例

の
趣

旨
に

の
っ

と
り

，
関

連
す

る
法

令
等

並
び

に
総

括
文

書
管

理
者

及
び

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
，

公
文

書
を

適
正

に
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
２

章
　

文
書

の
受

付
及

び
配

布
第

２
章

　
文

書
の

受
付

及
び

配
布

改
正

（
文

書
の

受
付

及
び

配
布

）
（

文
書

の
受

付
及

び
配

布
）

第
８

条
　

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ

ー
ル

等
（

電
子

メ
ー

ル
そ

の
他

の
そ

の
受

信
を

す
る

者
を

特
定

し
て

情
報

を
伝

達
す

る
た

め
に

用
い

ら
れ

る
電

気
通

信
（

電
気

通
信

事
業

法
（

昭
和

5
9年

法
律

第
86

号
）

第
２

条
第

１
号

に
規

定
す

る
電

気
通

信
を

い
う

。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
工

業
用

水
道

部
に

到
達

し
た

文
書

は
，

文
書

主
任

が
受

け
付

け
る

。

第
６
条

　
郵

便
，

使
送

，
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
，

電
子

メ
ー

ル
（

コ
ン

ピ
ュ
ー

タ
ー

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

利
用

し
た

文
書

の
伝

送
を

い
う

。
）

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
工

業
用

水
道

部
に

到
達

し
た

文
書

は
，
文

書
主

任
が

受
け

付
け

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

３
　
文

書
主

任
は

，
毎

日
午

前
及

び
午

後
そ

れ
ぞ

れ
１

回
以

上
第

１
項

に
規

定
す

る
文

書
の

有
無

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
実

情
に

合
っ

て
い

な
い

た
め

削
除

２
　

文
書

主
任
は

，
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

受
け

付
け

た
文

書
の

種
類

の
区

分
に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
課

長
の

判
断

に
よ

り
，

手
続

の
一

部
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
　

文
書

主
任

は
，

受
け

付
け

た
文

書
を

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
課

長
の

判
断

に
よ

り
，

手
続
の

一
部

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

(1
)　

紙
文

書
ア

　
文

書
（

次
号

に
規

定
す

る
文

書
を

除
く

。
）

を
開

封
し

，
そ

の
余

白
に

受
付
日

付
印

（
別

記
第

１
号

様
式

）
を

押
し

，
課

長
の

指
示

を
受

け
，

主
務

係
長

等
の

職
員

（
以

下
「

担
当

者
」

と
い

う
。

）
に

配
布

す
る

。

(1
)　

文
書

（
次

号
に

掲
げ

る
文

書
を

除
く

。
）

は
，

全
て

開
封

し
，
そ

の
余

白
に

受
付

日
付

印
（

別
記

第
１

号
様

式
）

を
押

し
，

課
長

の
指

示
を

受
け

，
主

務
係

長
に

配
布

す
る

。

イ
　

親
展

文
書
（

「
秘

」
扱

い
の

文
書

を
含

む
。

）
は

封
筒

に
，

小
包

は
封

皮
に
受

付
日

付
印

を
押

し
，

封
の

ま
ま

名
宛

人
に

配
布

す
る

。

(2
)　

親
展

文
書

（
「

秘
」

扱
い

の
文

書
を

含
む

。
）

は
封

筒
に

，
小

包
は

封
皮

に
受

付
日

付
印

を
押

し
，

封
の

ま
ま

名
宛

人
に

配
布

す
る

。
(2

)　
電

子
文

書
ア

　
課

長
の
指

示
を

受
け

，
担

当
者

に
配

布
す

る
。

イ
　

文
書

の
内

容
を

確
認

し
，

当
該

文
書

に
電

子
署

名
（

電
子

署
名

及
び

認
証

業
務

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
2年

法
律

第
1
02

号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
電

子
署

名
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

あ
る

と
き

は
，

当
該

電
子

署
名

の
検

証
を

行
う

。
ウ

　
工

業
用
水

課
の

所
管

に
属

し
な

い
文

書
で

あ
る

と
き

は
，

直
ち

に
当

該
文

書
の

関
係

所
属

に
配

布
す

る
。

５
　
主

務
係

長
は

，
受

領
し

た
文

書
を

，
処

理
期

限
を

明
示

し
て

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

実
情

に
合

っ
て

い
な

い
た

め
削

除鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

－131－



新
３

　
特

別
送
達

に
係

る
文

書
は

特
別

送
達

文
書

受
領

簿
（

別
記

第
２

号
様

式
）

に
よ

り
，

書
留

，
配

達
証

明
等

に
係

る
文

書
は

書
留

文
書

等
受

領
簿

（
別

記
第

３
号

様
式

）
に

よ
り

，
そ

れ
ぞ

れ
担

当
者

に
直

接
配

布
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

４
　

２
人

以
上

の
担

当
者

に
関

係
の

あ
る

文
書

は
，

そ
の

関
係

の
最

も
深

い
担

当
者

に
配

布
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

５
　

郵
便

料
金
が

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
に

よ
る

文
書

は
，

公
務

に
関

係
の

あ
る
も

の
に

限
り

，
当

該
未

納
又

は
不

足
の

郵
便

料
金

を
納

め
て

受
け

付
け

る
。

２
　

郵
便

料
金

が
未

納
又

は
不

足
の

郵
便

に
よ

る
文

書
は

，
公

務
に

関
係
の

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
料

金
を

納
め

て
受

け
付

け
る

。
【

工
水

§
6
②

】

新
（

勤
務

時
間
外

の
受

付
）

第
９

条
　

勤
務

時
間

（
鹿

児
島

県
工

業
用

水
道

部
職

員
の

服
務

等
に

関
す

る
規

程
（

昭
和

4
5年

鹿
児

島
県

企
業

管
理

規
程

第
９

号
）

に
規

定
す

る
時

間
を

い
う

。
）

外
に

到
達

し
た

文
書

は
，

課
長

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

改
正

（
文

書
管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
収

受
処

理
）

（
総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

の
受

信
及

び
処

理
）

第
10

条
　

担
当

者
は

，
第

８
条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規

定
に

よ
り

受
領

し
た

文
書

及
び

担
当

者
が

直
接

受
領

し
た

文
書

が
申

請
書

，
照

会
文
書

等
当

該
文

書
に

基
づ

き
指

令
，

回
答

等
を

要
す

る
文

書
で

あ
る

場
合

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
収

受
の

処
理

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

収
受

日
及

び
収

受
の

事
実

が
明

確
で

あ
る

も
の

で
，

第
1
4条

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
起

案
に

添
付

す
る

場
合

は
，
こ

の
限

り
で

な
い

。

第
７
条

　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

受
信

は
，

文
書

主
任

が
行

う
。

２
　
文

書
主

任
は

，
受

信
し

た
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
を

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

(1
)　

受
信

し
た

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

の
電

子
署

名
を

検
証

す
る

。
(2

)　
受

信
し

た
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

形
式

を
確

認
し

，
当

該
文

書
の

発
信

者
に

対
し

て
，

形
式

上
の

誤
り

が
な

い
場

合
は

受
領

通
知

を
，

形
式

上
の

誤
り

が
あ

る
場

合
は

否
認

通
知

を
そ

れ
ぞ

れ
送

信
す

る
。

(3
)　

前
号

の
規

定
に

よ
り

受
領

通
知

を
行

っ
た

当
該

文
書

を
，

速
や

か
に

紙
に

出
力

す
る

。

３
　
文

書
主

任
は

，
原

則
と

し
て

定
時

に
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

着
信

の
状

況
を

確
認

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
　

文
書

主
任

は
，

第
２

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

出
力

を
行

っ
た

当
該

文
書

の
余

白
に

受
付

日
付

印
及

び
電

子
署

名
付

文
書

印
（

別
記

第
２

号
様

式
）

を
押

し
，

課
長

の
指

示
を

受
け

，
主

務
係

長
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
　
主

務
係

長
は

，
受

領
し

た
文

書
を

，
処

理
期

限
を

明
示

し
て

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

－132－



（
電
子

申
請

シ
ス

テ
ム

文
書

の
受

信
及

び
処

理
）

第
８
条

　
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
文

書
の

受
信

は
，

文
書

主
任

又
は

主
務

係
長

が
行

う
。

２
　
文

書
主

任
又

は
主

務
係

長
は

，
受

信
し

た
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
文

書
を

速
や

か
に

紙
に

出
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　
文

書
主

任
又

は
主

務
係

長
は

，
原

則
と

し
て

定
時

に
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
文

書
の

着
信

の
状

況
を

確
認

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
　
文

書
主

任
は

，
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

出
力

を
行

っ
た

当
該

文
書

の
余

白
に

受
付

日
付

印
を

押
し

，
課

長
の

指
示

を
受

け
，

主
務

係
長

に
配

布
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

５
　
主

務
係

長
は

，
受

領
し

た
文

書
を

，
処

理
期

限
を

明
示

し
て

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
３

章
　

文
書

の
作

成
第

３
章

　
起

案

改
正

　
（

文
書
主

義
の

原
則

）
（

文
書

等
に

よ
る

事
務

処
理

の
原

則
）

第
11

条
　

職
員

は
，

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
，

条
例

第
４

条
の

規
定

に
基

づ
き

，
条

例
第

１
条

の
目

的
の

達
成

に
資

す
る

た
め

，
経

緯
も

含
め

た
意

思
決

定
に

至
る

過
程

並
び

に
事

務
及

び
事

業
の

実
績

を
合

理
的

に
跡

付
け

，
又

は
検

証
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
，

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る

場
合

を
除

き
，

文
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
３
条

　
意

思
決

定
に

当
た

っ
て

は
，

次
に

掲
げ

る
場

合
を

除
き

，
文

書
等

を
作

成
し

て
行

う
こ

と
と

す
る

。
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

に
準

じ
た

改
正

(1
)　

意
思

決
定

と
同

時
に

文
書

等
を

作
成

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

場
合

で
事

後
に

文
書

等
を

作
成

す
る

と
き

。

(2
)　

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る

場
合

２
　
事

務
及

び
事

業
の

実
績

に
つ

い
て

は
，

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の
で

あ
る

場
合

を
除

き
，

文
書

等
を

作
成

す
る

こ
と

と
す

る
。

２
　

文
書

は
，
正

確
か

つ
迅

速
に

取
り

扱
い

，
処

理
経

過
を

明
ら

か
に

し
，

及
び
適

正
に

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

文
書

等
は

，
正

確
か

つ
迅

速
に

取
り

扱
い

，
処

理
経

過
を

明
ら

か
に
し

，
及

び
適

正
に

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

起
案

文
書
は

，
回

議
及

び
合

議
に

必
要

な
余

裕
を

お
い

て
起

案
し

，
必

要
な
審

査
及

び
協

議
の

機
会

が
失

わ
れ

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
　

起
案

文
書

は
，

回
議

▼
に

必
要

な
余

裕
を

お
い

て
起

案
し

，
必

要
な
審

査
▼

の
機

会
が

失
わ

れ
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
文

書
の
規

格
等

）
（
文

書
の

規
格

等
）

第
12

条
　

文
書

に
用

い
る

用
紙

は
，

原
則

と
し

て
日

本
産

業
規

格
A

列
４

番
の

も
の

を
縦

長
に

し
て

用
い

る
。

第
９
条

　
文

書
に

用
い

る
用

紙
は

，
原

則
と

し
て

日
本

産
業

規
格

A
列

４
番

の
も

の
を

縦
長

に
し

て
用

い
る

。

２
　

文
書

は
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を

除
き

，
左

横
書

き
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　
文

書
は

，
次

に
掲

げ
る

も
の

を
除

き
，

左
横

書
き

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

(1
)　

法
令

の
規

定
に

よ
り

書
式

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

(1
)　

法
令

の
規

定
に

よ
り

書
式

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

(2
)　

他
の

官
公

署
が

書
式

を
定

め
た

も
の

(2
)　

他
の

官
公

署
が

書
式

を
定

め
た

も
の

(3
)　

祝
辞

，
賞

状
，

感
謝

状
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
(3

)　
祝

辞
，

賞
状

，
感

謝
状

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

３
　

文
書

は
，

原
則

と
し

て
左

側
を

と
じ

る
。

３
　
文

書
は

，
原

則
と

し
て

左
側

を
と

じ
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

（
起

案
）

（
起
案

用
紙

等
）

第
13

条
　

文
書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
10

条
　

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は

，
原

則
と

し
て

起
案

用
紙

（
別

記
第
３

号
様

式
）

を
用

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

次
に

掲
げ

る
場

合
で

あ
っ

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る

起
案

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
，

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

起
案

用
紙

（
別

記
第

４
号

様
式

）
又

は
別

に
定

め
ら

れ
た

帳
票

等
を

用
い

て
起

案
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　
軽

易
な

事
案

及
び

定
例

的
に

取
り

扱
う

事
案

に
係

る
起

案
は

，
起

案
用

紙
を

用
い

ず
，

文
書

の
余

白
を

利
用

し
，

又
は

簡
易

な
帳

票
を

用
い

て
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
，

起
案

年
月

日
，

起
案

者
，

決
裁

年
月

日
等

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

(1
)　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
障

害
が

発
生

し
て

い
る

場
合

(2
)　

法
令

等
に

よ
り

起
案

の
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合

(3
)　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

以
外

の
業

務
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
起
案

す
る

場
合

(4
)　

起
案

の
内

容
，

添
付

書
類

等
が

電
子

化
に

な
じ

ま
な

い
も

の
で

あ
る

と
課
長

が
認

め
る

場
合

改
正

（
起

案
の

要
領

）
（

起
案

の
要

領
）

第
14

条
　

文
書

の
起

案
は

，
次

の
要

領
に

よ
り

行
う

。
第

11
条

　
文

書
の

起
案

は
，

次
の

要
領

に
よ

り
行

う
。

(1
)　

内
容

の
よ

く
分

か
る

題
名

を
付

け
る

。
(1

)　
内

容
の

よ
く

分
か

る
題

名
を

付
け

る
。

(2
)　

文
章

は
，

分
か

り
や

す
く

，
簡

潔
に

す
る

。
(2

)　
文

章
は

，
分

か
り

や
す

く
，

簡
潔

に
す

る
。

(3
)　

必
要

に
よ

り
起

案
理

由
，

関
係

法
令

，
参

考
資

料
を

付
記

し
，

又
は

添
付

す
る

。
(3

)　
必

要
に

よ
り

起
案

理
由

，
関

係
法

令
，

参
考

資
料

を
付

記
し

，
又

は
添

付
す

る
。

(4
)　

用
字

用
語

は
，

常
用

漢
字

表
（

平
成

22
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

，
現

代
仮

名
遣

い
（

昭
和

6
1年

内
閣

告
示

第
１

号
）

及
び

送
り

仮
名

の
付

け
方

（
昭

和
4
8年

内
閣

告
示

第
２

号
）

に
よ

る
。

(4
)　

用
字

用
語

は
，

常
用

漢
字

表
（

平
成

22
年

内
閣

告
示

第
２

号
）
，

現
代

仮
名

遣
い

（
昭

和
6
1年

内
閣

告
示

第
１

号
）

及
び

送
り

仮
名
の

付
け

方
（

昭
和

4
8年

内
閣

告
示

第
２

号
）

に
よ

る
。

改
正

（
公

文
の
種

類
及

び
例

）
（
公

文
の

種
類

及
び

例
）

第
15

条
　

公
文

の
種

類
は

，
次

の
と

お
り

と
す

る
。

第
12
条

　
公

文
の

種
類

は
，

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(1
)　

管
理

規
程

　
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
27

年
法

律
第

29
2号

）
第

10
条

の
規
定

に
よ

り
制

定
す

る
も

の
(1

)　
管

理
規

程
　

地
方

公
営

企
業

法
（

昭
和

27
年

法
律

第
29

2号
）

第
10
条

の
規

定
に

よ
り

制
定

す
る

も
の

(2
)　

告
示

　
行

政
行

為
又

は
行

政
行

為
の

効
果

若
し

く
は

事
実

を
公

示
す

る
も
の

(2
)　

告
示

　
行

政
行

為
又

は
行

政
行

為
の

効
果

若
し

く
は

事
実

を
公

示
す

る
も

の

(3
)　

公
告

　
一

定
の

事
実

を
公

示
す

る
も

の
(3

)　
公

告
　

一
定

の
事

実
を

公
示

す
る

も
の

(4
)　

訓
令

　
下

級
機

関
に

対
し

権
限

の
行

使
に

つ
い

て
指

揮
す

る
た

め
に

発
す
る

命
令

(4
)　

訓
令

　
下

級
機

関
に

対
し

権
限

の
行

使
に

つ
い

て
指

揮
す

る
た

め
に

発
す

る
命

令

(5
)　

指
令

　
住

民
に

対
し

て
発

す
る

下
命

，
禁

止
，

許
可

，
免

除
，

特
許

，
認

可
等

(5
)　

指
令

　
住

民
に

対
し

て
発

す
る

下
命

，
禁

止
，

許
可

，
免

除
，
特

許
，

認
可

等

(6
)　

そ
の

他
の

公
文

　
通

達
，

通
知

，
照

会
，

回
答

等
(6

)　
そ

の
他

の
公

文
　

通
達

，
通

知
，

照
会

，
回

答
等

２
　

公
文

例
は

，
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

（
令

和
６

年
鹿

児
島

県
訓

令
第

00
号

。
以

下
「

県
公

文
書

管
理

規
程

」
と

い
う

。
）

別
表

第
１

の
例

に
よ

る
。

２
　
公

文
例

は
，

鹿
児

島
県

文
書

規
程

（
昭

和
6
0年

鹿
児

島
県

訓
令

第
10
号

。
以

下
「

県
文

書
規

程
」

と
い

う
。

）
別

表
第

１
の

例
に

よ
る

。
改

正
（

例
文

処
理
）

（
例
文

処
理

）
第

16
条

　
定

例
的
な

告
示

及
び

公
告

に
つ

い
て

は
，

例
文

に
よ

り
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
13
条

　
定

例
的

な
告

示
及

び
公

告
に

つ
い

て
は

，
例

文
に

よ
り

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
　

例
文

に
よ

り
処

理
す

る
事

案
に

つ
い

て
は

，
県

公
文

書
管

理
規

程
第

17
条

第
２

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
す

る
。

２
　
課

長
は

，
例

文
に

よ
り

処
理

す
る

場
合

は
，

告
示

・
公

告
例

文
承

認
台

帳
に

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

前
項

の
規

定
は

，
登

録
さ

れ
た

例
文

の
変

更
及

び
抹

消
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

３
　
前

項
の

規
定

は
，

登
録

さ
れ

た
例

文
の

変
更

及
び

抹
消

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

（
決

裁
区
分

等
の

表
示

）
（

決
裁

区
分

等
の

記
入

）

第
17

条
　

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は

，
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

決
裁

区
分

等
を

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
14
条

　
文

書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
決

裁
区

分
等

を
明

記
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
(1

)　
決

裁
区

分
は

，
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
決

裁
区

分
に

応
じ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

記
号

を
表

示
す

る
。

(2
)　

取
扱

区
分

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

文
書

の
区

分
に

応
じ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

取
扱

区
分

を
表

示
す

る
。

(2
)　

起
案

用
紙

の
取

扱
区

分
欄

に
は

，
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
文

書
の

区
分

に
応

じ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

取
扱

区
分

を
記

入
す

る
。

(3
)　

分
類

記
号

は
，

第
40

条
に

定
め

る
分

類
基

準
表

に
よ

る
文

書
の

分
類

に
従
い

，
分

類
記

号
を

表
示

す
る

。
(3

)　
起

案
用

紙
の

分
類

記
号

欄
及

び
保

存
期

間
欄

に
は

，
第

32
条

に
定
め

る
文

書
管

理
表

に
よ

る
文

書
の

分
類

に
従

い
，

分
類

記
号

及
び

保
存

期
間

を
記

入
す

る
。

改
正

（
発

信
者
名

の
基

準
）

（
発

信
者

名
の

基
準

）

第
18

条
　

第
15
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

規
定

す
る

公
文

の
発

信
者
名

は
，

管
理

者
名

を
も

っ
て

す
る

。
第

15
条

　
第

1
2条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に

規
定

す
る

公
文

の
発

信
者

名
は

，
管

理
者

名
を

も
っ

て
す

る
。

２
　

前
項

以
外

の
公

文
の

発
信

者
名

は
，

原
則

と
し

て
管

理
者

名
を

も
っ

て
し

，
簡

易
又

は
実

例
的

な
も

の
は

，
部

長
名

又
は

課
長

名
を

も
っ

て
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　
前

項
以

外
の

公
文

の
発

信
者

名
は

，
原

則
と

し
て

管
理

者
名

を
も

っ
て

し
，

簡
易

又
は

実
例

的
な

も
の

は
，

部
長

名
又

は
課

長
名

を
も

っ
て

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
３

　
前

２
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
照

会
に

対
す

る
回

答
の

発
信

者
名

は
，

照
会

を
受

け
た

者
の

名
を

も
っ

て
す

る
。

３
　
前

２
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

照
会

に
対

す
る

回
答

の
発

信
者

名
は

，
照

会
を

受
け

た
者

の
名

を
も

っ
て

す
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
(1

)　
起

案
用

紙
の

決
裁

区
分

欄
に

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

決
裁
区

分
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を

記
入

す
る

。
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改
正

（
担

当
者
等

の
表

示
）

（
担

当
者

等
の

表
示

）

第
19

条
　

発
送

す
る

文
書

（
以

下
「

発
送

文
書

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
相

手
方

か
ら

の
照

会
等

が
予

想
さ

れ
る

文
書

に
は

，
文

書
の

末
尾

に
事

務
担

当
者

の
所

属
，

氏
名

及
び

電
話

番
号

を
記

載
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
16
条

　
発

送
す

る
文

書
（

以
下

「
発

送
文

書
」

と
い

う
。

）
の

う
ち

相
手

方
か

ら
の

照
会

等
が

予
想

さ
れ

る
文

書
に

は
，

文
書

の
末

尾
に

事
務

担
当

者
の

所
属

，
氏

名
及

び
電

話
番

号
を

記
載

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
作

成
年
月

日
等

の
表

示
）

（
作

成
年

月
日

等
の

表
示

）

第
20

条
　

事
業

説
明

資
料

，
会

議
資

料
等

起
案

以
外

の
方

法
に

よ
り

作
成

す
る

文
書

に
は

，
そ

の
右

上
余

白
に

作
成

年
月

日
，

課
名

及
び

作
成

者
名

を
表

示
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
17
条

　
事

業
説

明
資

料
，

会
議

資
料

等
起

案
用

紙
を

用
い

ず
に

作
成

す
る

文
書

に
は

，
そ

の
右

上
余

白
に

作
成

年
月

日
，

課
名

及
び

作
成

者
名

を
記

入
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

改
正

（
回

議
）

（
回
議

）
第

21
条

　
起

案
文
書

は
，

起
案

者
か

ら
順

次
直

属
の

上
司

を
経

て
，

決
裁

者
に

回
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
18
条

　
起

案
文

書
は

，
起

案
者

か
ら

順
次

直
属

の
上

司
を

経
て

，
決

裁
者

に
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　

秘
密

の
取

扱
い

を
要

す
る

文
書

及
び

重
要

又
は

異
例

の
文

書
は

，
電

子
回
議

の
場

合
を

除
き

，
起

案
者

又
は

上
司

が
自

ら
持

ち
回

っ
て

回
議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
秘

密
の

取
扱

い
を

要
す

る
文

書
及

び
重

要
又

は
異

例
の

文
書

は
，
▼

起
案

者
又

は
上

司
が

自
ら

持
ち

回
っ

て
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
（

合
議

）

第
22

条
　

起
案

文
書

の
内

容
が

他
の

部
等

が
所

管
す

る
事

務
に

関
係

が
あ

る
場

合
は

，
当

該
起

案
文

書
を

関
係

の
部

等
の

長
に

合
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
他

の
部

等
に

関
係

あ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
主

務
部

等
の

長
（

決
裁

者
が

課
長

で
あ

る
も

の
に

あ
っ

て
は

主
務

課
長

）
を

経
て

行
う

も
の

と
す

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

２
　

前
条

第
２

項
の

規
定

は
，

合
議

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

３
　

起
案

文
書

の
合

議
を

受
け

た
者

は
，

起
案

文
書

の
内

容
に

異
議

が
あ

る
と

き
は

起
案

文
書

を
作

成
し

た
主

務
部

等
の

長
と

協
議

し
て

調
製

す
る

も
の

と
し

，
協

議
が

調
わ

な
い

と
き

は
意

見
を

付
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
代

決
，
後

閲
，

廃
案

等
の

場
合

の
処

理
）

（
代

決
，

後
閲

の
場

合
の

処
理

）

第
23

条
　

起
案

文
書

を
鹿

児
島

県
工

業
用

水
道

部
事

務
決

裁
規

程
（

昭
和

45
年
鹿

児
島

県
企

業
管

理
規

程
第

４
号

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
代

決
す

る
と

き
は

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
，

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

，
そ

の
旨

を
明

ら
か

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
19
条

　
起

案
文

書
を

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

事
務

決
裁

規
程

（
昭
和

4
5年

鹿
児

島
県

企
業

管
理

規
程

第
４

号
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

代
決

し
た

者
は

，
当

該
起

案
文

書
の

決
裁

箇
所

に
「

代
」

と
記

載
し

，
後

閲
を

要
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
「

後
閲

」
と

記
入

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

(1
)　

電
子

回
議

の
場

合
　

代
決

者
と

し
て

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

そ
の

他
の

業
務
シ

ス
テ

ム
で

決
裁

す
る

こ
と

。

(2
)　

そ
の

他
の

場
合

　
当

該
起

案
文

書
の

決
裁

箇
所

に
「

代
」

と
記

載
す

る
こ
と

。

２
　

前
項

第
２

号
の

場
合

に
お

い
て

，
後

閲
を

要
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

「
後

閲
」

と
記

入
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
る

起
案

が
廃

案
と

な
っ

た
と

き
は

，
起

案
者

は
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
廃

案
の

処
理

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

改
正

（
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
の

処
理

）
（

機
密

又
は

緊
急

を
要

す
る

事
案

の
処

理
）

第
24

条
　

機
密

又
は

緊
急

を
要

す
る

事
案

は
，

上
司

の
指

揮
を

受
け

て
通

常
の

手
続

に
よ

ら
ず

，
便

宜
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
，

事
後

に
所

定
の

手
続

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
20
条

　
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
は

，
上

司
の

指
揮

を
受

け
て

通
常

の
手

続
に

よ
ら

ず
，

便
宜

処
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
事

後
に

所
定

の
手

続
を

と
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
（

法
制

上
の
審

査
）

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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第
25

条
　

管
理

規
程

，
訓

令
，

告
示

及
び

公
告

の
制

定
及

び
改

廃
又

は
法

令
の

解
釈

及
び

適
用

に
関

す
る

重
要

な
起

案
文

書
は

，
県

公
文

書
管

理
規

程
第

2
6条

第
１

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
す

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

（
決

裁
後
の

処
理

）
（

文
書

の
審

査
及

び
決

裁
日

付
印

）

第
26

条
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

起
案

し
た

決
裁

文
書

は
，

決
裁

年
月

日
を

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
登

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
21
条

　
決

裁
を

受
け

た
起

案
文

書
（

以
下

「
決

裁
文

書
」

と
い

う
。
）

は
，

文
書

主
任

の
審

査
を

受
け

た
後

，
決

裁
日

付
印

（
別

記
第

４
号

様
式

）
の

押
印

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の

方
法

に
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
は

，
決

裁
日

付
印

（
別

記
第

５
号

様
式

）
を

押
印

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　
前

項
の

審
査

は
，

第
1
1条

に
規

定
す

る
事

項
そ

の
他

必
要

な
事

項
に
つ

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

改
正

（
文

書
の
記

号
及

び
番

号
）

（
文

書
の

記
号

及
び

番
号

）

第
27

条
　

▼
文

書
（

公
告

を
除

く
。

）
に

は
，

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
記

号
及

び
番

号
を

付
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
記

号
及

び
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
文

書
又

は
軽

易
な

文
書

に
は

，
こ

れ
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
22
条

　
前

条
の

手
続

を
終

え
た

文
書

（
公

告
を

除
く

。
）

に
は

，
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

記
号

及
び

番
号

を
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

記
号

及
び

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

文
書

又
は

軽
易

な
文

書
に

は
，

こ
れ

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

(1
)　

管
理

規
程

，
告

示
及

び
訓

令
に

は
,「

鹿
児

島
県

企
業

」
を

冠
し

，
管

理
規
程

等
文

書
番

号
簿

（
別

記
第

６
号

様
式

）
に

よ
り

，
そ

の
種

類
ご

と
に

番
号

を
付

け
る

。

(1
)　

管
理

規
程

，
告

示
及

び
訓

令
に

は
，

「
鹿

児
島

県
企

業
」

を
冠

し
，

管
理

規
程

等
文

書
番

号
簿

（
別

記
第

５
号

様
式

）
に

よ
り

，
そ

の
種

類
ご

と
に

番
号

を
付

け
る

。

(2
)　

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
「

鹿
工

水
」

の
記

号
を

付
け

，
文

書
管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

，
文

書
番
号

簿
（

別
記

第
７

号
様

式
）

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
。

(2
)　

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
「

鹿
工

水
」

の
記

号
を

付
け

，
文

書
番

号
簿

（
別

記
第

６
号

様
式

）
に

よ
り

番
号

を
付

け
る

。

２
　

前
項

の
番

号
は

，
同

項
第

１
号

の
文

書
に

つ
い

て
は

暦
年

，
同

項
第

２
号

の
文

書
に

つ
い

て
は

会
計

年
度

に
よ

る
一

連
番

号
と

す
る

。

２
　
前

項
の

番
号

は
，

同
項

第
１

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
暦

年
，

同
項

第
２

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
会

計
年

度
に

よ
る

一
連

番
号

と
す

る
。

３
　

▼
文

書
の

内
容

の
種

類
等

に
応

じ
同

一
番

号
を

用
い

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
文

書
に

つ
い

て
は

，
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
支

号
簿

（
別

記
第

８
号

様
式

）
に

よ
り

番
号

を
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
　
課

長
が

，
文

書
の

内
容

の
種

類
等

に
応

じ
同

一
番

号
を

用
い

る
こ

と
を

適
当

と
認

め
る

文
書

に
つ

い
て

は
，

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

支
号

簿
（

別
記

第
７

号
様

式
）

に
よ

り
番

号
を

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
４

章
　

文
書

の
浄

書
及

び
発

送
第

４
章

　
文

書
の

浄
書

及
び

発
送

改
正

（
浄

書
及

び
校

合
）

（
浄
書

及
び

校
合

）
第

28
条

　
原

則
と
し

て
，

決
裁

文
書

の
浄

書
は

起
案

者
が

行
い

，
浄

書
し

た
文

書
の

校
合

は
起

案
者

以
外

の
職

員
が

行
う

も
の

と
す

る
。

第
23
条

　
原

則
と

し
て

，
決

裁
文

書
の

浄
書

は
起

案
者

が
行

い
，

浄
書

し
た

文
書

の
校

合
は

起
案

者
以

外
の

職
員

が
行

う
も

の
と

す
る

。

改
正

（
公

印
の
押

印
及

び
電

子
署

名
）

（
公

印
の

押
印

及
び

電
子

署
名

）

第
29

条
　

発
送

文
書

に
は

，
鹿

児
島

県
工

業
用

水
道

部
公

印
規

程
（

昭
和

45
年
鹿

児
島

県
企

業
管

理
規

程
第

２
号

）
に

定
め

る
公

印
を

押
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
次

に
掲

げ
る

文
書

に
つ

い
て

は
，

公
印

の
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

(1
)　

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
に

発
す

る
文

書
で

当
該

国
又

は
他

の
地

方
公
共

団
体

が
公

印
を

押
印

し
な

い
で

発
す

る
こ

と
を

認
め

た
も

の

(2
)　

県
の

機
関

相
互

間
の

文
書

(3
)　

権
利

の
得

喪
又

は
変

更
に

関
係

の
な

い
文

書

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

第
24
条

　
発

送
文

書
に

は
，

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

公
印

規
程

（
昭
和

4
5年

▼
企

業
管

理
規

程
第

２
号

）
に

定
め

る
公

印
を

押
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
県

の
機

関
相

互
間

の
文

書
又

は
権

利
の

得
喪

若
し

く
は

変
更

に
関

係
の

な
い

文
書

に
つ

い
て

は
，

公
印

の
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

－138－



改
正

２
　

前
項
本

文
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
課

長
は

，
大

量
に

処
理

す
る

必
要

が
あ
る

発
送

文
書

に
つ

い
て

，
公

印
の

押
印

に
代

え
て

そ
の

印
影

を
印

刷
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　
前

項
本

文
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
▼

大
量

に
処

理
す

る
必

要
が

あ
る

発
送

文
書

に
は

，
課

長
の

承
認

を
受

け
て

，
公

印
の

押
印

に
代

え
て

そ
の

印
影

を
印

刷
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

（
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（

国
及

び
地
方

公
共

団
体

の
組

織
内

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
相

互
に

接
続

し
た

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
い

う
。

）
の

電
子

文
書

交
換

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
電

子
署

名
が

付
さ

れ
交

換
さ

れ
る

電
磁

的
記

録
を

い
う

。
）

を
送

信
す

る
と

き
は

，
電

子
署

名
を

行
う

も
の

と
す

る
。

３
　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
▼

を
送

信
す

る
と

き
は

，
電

子
署

名
を

行
う

も
の

と
す

る
。

４
　

電
子

署
名

を
行

う
た

め
に

必
要

な
手

続
そ

の
他

の
事

項
は

，
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規

程
（

平
成

1
4年

鹿
児

島
県

訓
令

第
1
0号

）
の

規
定

を
準

用
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

▼
第

４
条

第
１

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
「

管
理

者
」

と
，

▼
「

副
知

事
」

と
あ

る
の

は
「

工
業

用
水
道

部
長

」
と

，
第

５
条

中
「

別
表

の
と

お
り

」
と

あ
る

の
は

「
工

業
用

水
課

長
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

４
　
電

子
署

名
を

行
う

た
め

に
必

要
な

手
続

そ
の

他
の

事
項

は
，

鹿
児

島
県

電
子

署
名

規
程

（
平

成
1
4年

鹿
児

島
県

訓
令

第
1
0号

）
の

規
定

を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
鹿

児
島

県
電

子
署

名
規

程
第

４
条

第
１

号
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
「

管
理

者
」

と
，

同
条

第
２

号
中

「
副

知
事

」
と

あ
る

の
は

「
工

業
用

水
道

部
長

」
と

，
第

５
条

中
「

別
表

の
と

お
り

」
と

あ
る

の
は

「
工

業
用

水
課

長
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

改
正

（
文

書
の
発

送
）

（
文

書
の

発
送

）

第
30

条
　

文
書

の
発

送
は

，
文

書
主

任
が

行
う

も
の

と
す

る
。

第
25
条

　
文

書
の

発
送

は
，

文
書

主
任

が
行

う
も

の
と

す
る

。

２
　

▼
県

の
機

関
，

市
町

村
そ

の
他

の
官

公
署

へ
の

文
書

の
発

送
は

，
原

則
と
し

て
使

送
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

２
　
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
県

の
機

関
，

市
町

村
そ

の
他

の
官

公
署

へ
の

文
書

の
発

送
は

，
県

文
書

規
程

第
2
7条

第
４

項
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

改
正

（
施

行
情
報

の
記

録
）

（
総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

文
書

の
浄

書
，

校
合

及
び

発
送

）

第
31

条
　

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

起
案

し
た

決
裁

文
書

を
施

行
し

た
と

き
は

，
施

行
年

月
日

及
び

施
行

方
法

を
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
に

登
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
26
条

　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

浄
書

及
び

校
合

に
つ

い
て

は
，

第
2
3条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

総
合

行
政

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
端
末

機
（

以
下

「
端

末
機

」
と

い
う

。
）

へ
の

入
力

を
も

っ
て

浄
書

と
み

な
し

，
端

末
機

に
入

力
し

た
内

容
と

決
裁

文
書

と
の

確
認

を
も

っ
て

校
合

と
み

な
す

。
２

　
文

書
管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
以

外
の

方
法

に
よ

り
起

案
し

た
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

は
，

施
行

年
月

日
及

び
施

行
方

法
を

当
該

決
裁

文
書

に
記

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
総

合
行

政
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
文

書
の

発
送

は
，

文
書

主
任

が
行

う
も

の
と

し
，

端
末

機
に

よ
り

送
信

さ
れ

た
時

に
発

送
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す

。

（
電
子

申
請

シ
ス

テ
ム

文
書

の
浄

書
，

校
合

及
び

発
送

）
第

27
条

　
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
文

書
の

浄
書

及
び

校
合

に
つ

い
て

は
，
第

2
3条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

端
末

機
へ

の
入

力
を

も
っ

て
浄

書
と

み
な

し
，

端
末

機
に

入
力

し
た

内
容

と
決

裁
文

書
と

の
確

認
を

も
っ

て
校

合
と

み
な

す
。

２
　
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
文

書
の

発
送

は
，

文
書

主
任

又
は

主
務

係
長

が
行

う
も

の
と

し
，

端
末

機
に

よ
り

送
信

さ
れ

た
時

に
発

送
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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第
５

章
　

公
報

登
載

及
び

官
報

報
告

第
５
章

　
公

報
登

載
及

び
官

報
報

告

改
正

（
公

報
登
載

）
（
公

報
登

載
）

第
32

条
　

公
報

に
登

載
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

，
鹿

児
島

県
公

報
発

行
規

則
（

昭
和

2
7年

鹿
児

島
県

規
則

第
５

号
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
28
条

　
公

報
に

登
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，

公
報

発
行

規
則

（
昭
和

2
7年

鹿
児

島
県

規
則

第
５

号
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
正

式
名

称
に

改
正

改
正

（
官

報
報

告
）

（
官
報

報
告

）
第

33
条

　
官

報
に
掲

載
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

，
官

報
報

告
規

則
（

昭
和

30
年
鹿

児
島

県
規

則
第

1
02

号
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
29
条

　
官

報
に

掲
載

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
，

官
報

報
告

規
則

（
昭
和

3
0年

鹿
児

島
県

規
則

第
1
02

号
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
第

６
章

　
公
文

書
の

整
理

第
６
章

　
公

文
書

の
保

管

改
正

（
職

員
の
整

理
義

務
）

（
公

文
書

の
整

理
）

第
34

条
　

職
員

は
，

次
に

掲
げ

る
整

理
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

30
条

　
公

文
書

（
鹿

児
島

県
情

報
公

開
条

例
（

平
成

1
2年

鹿
児

島
県

条
例

第
1
13

号
）

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
公

文
書

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）
は

，
常

に
整

然
と

分
類

し
て

整
理

し
，

必
要

な
と

き
に

直
ち

に
取

り
出

せ
る

よ
う

に
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

(1
)　

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

公
文

書
に

つ
い

て
分

類
し

，
名

称
を

付
す

る
と
と

も
に

，
保

存
期

間
及

び
保

存
期

間
が

満
了

す
る

日
を

設
定

す
る

。
(2

) 
　

単
独
で

管
理

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
文

書
管

理
者

が
認

め
る

完
結

公
文

書
（

事
案

の
処

理
が

完
結

し
た

公
文

書
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

除
き

，
適

時
に

，
相

互
に

密
接

な
関

連
を

有
す

る
完

結
公

文
書

を
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
ま

と
め

る
。

(3
)　

前
号

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

分
類

し
，

名
称

を
付

す
る

と
と

も
に
，

保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満

了
す

る
日

を
設

定
す

る
。

改
正

（
完

結
公
文

書
の

フ
ォ

ル
ダ

へ
の

保
管

）

第
35

条
　

文
書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
処

理
し

た
完

結
公

文
書
は

，
一

会
計

年
度

ご
と

に
区

分
し

て
フ

ォ
ル

ダ
（

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

公
文

書
を

保
管

す
る

た
め

の
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
導

入
に

伴
い

条
文

の
追

加
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改
正

（
完

結
公
文

書
の

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
へ

の
保

管
）

（
完

結
公

文
書

の
フ

ァ
イ

ル
へ

の
保

管
）

第
36

条
　

前
条

の
規

定
に

よ
り

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
完

結
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

同
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
，

指
定

フ
ァ

イ
ル

（
別

記
第

９
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

し
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
で

，
工

業
用

水
課

長
が

指
定

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
と

じ
込

み
，

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
33
条

　
事

案
の

処
理

が
完

結
し

た
公

文
書

（
以

下
「

完
結

公
文

書
」
と

い
う

。
）

は
，

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
1
0号

様
式
に

よ
る

表
示

を
し

た
▼

フ
ァ

イ
ル

▼
に

と
じ

込
み

，
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

２
　

指
定

フ
ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管

に
適

し
な

い
完

結
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

と
じ
ひ

も
等

を
用

い
て

編
集

し
，

そ
の

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
９

号
様

式
に

よ
る

表
示

を
す

る
等

に
よ

り
当

該
完

結
公

文
書

の
所

属
年

度
及

び
保

存
期

間
並

び
に

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
名

を
明

示
し

て
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
フ

ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管

に
適

し
な

い
完

結
公

文
書

に
つ

い
て

は
，
と

じ
ひ

も
等

を
用

い
て

編
集

し
，

そ
の

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
1
0号

様
式

に
よ

る
表

示
を

す
る

等
に

よ
り

当
該

完
結

公
文
書

の
所

属
年

度
及

び
保

存
期

間
並

び
に

▼
フ

ァ
イ

ル
名

を
明

示
し

て
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
　

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
完

結
公

文
書

を
▼

と
じ

込
ん

だ
指

定
フ

ァ
イ

ル
等
（

以
下

▼
「

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
」

と
い

う
。

）
に

は
，

そ
れ

ぞ
れ

文
書

件
名

表
（

別
記

第
1
0号

様
式

）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

，
保

存
期

間
が

１
年

未
満

又
は

１
年

の
▼

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。

３
　
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

完
結

公
文

書
（

電
磁

的
記

録
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
と

じ
込

ん
だ

フ
ァ

イ
ル

等
（

以
下

単
に

「
フ

ァ
イ

ル
等

」
と

い
う

。
）

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
文

書
件

名
表

（
別

記
第

1
1号

様
式

）
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，
保

存
期

間
が

１
年

未
満

又
は

１
年

の
完

結
公

文
書

に
係

る
▼

フ
ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

（
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

管
用

具
）

（
▼
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

管
用

具
）

改
正

第
37

条
　

文
書

管
理

者
は

，
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
そ

の
保

管
の

状
態

が
外

部
か

ら
識

別
で

き
る

構
造

の
保

管
用

具
に

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

15
年
法

律
第

5
7号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

個
人

情
報

（
以

下
「

個
人

情
報

」
と

い
う

。
）

が
整

理
さ

れ
た

形
で

記
載

さ
れ

て
い

る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

そ
の

他
の

当
該

保
管

用
具

に
収

納
す

る
こ

と
が

不
適

当
な

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
は

，
そ

れ
ぞ

れ
適

切
な

保
管

用
具

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
34
条

　
▼

フ
ァ

イ
ル

等
▼

は
，

そ
の

保
管

の
状

態
が

外
部

か
ら

識
別

で
き

る
構

造
の

保
管

用
具

に
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
鹿

児
島

県
個

人
情

報
保

護
条

例
（

平
成

1
4年

鹿
児

島
県

条
例

第
67

号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
個

人
情

報
（

以
下

「
個

人
情

報
」
と

い
う

。
）

が
整

理
さ

れ
た

形
で

記
載

さ
れ

て
い

る
▼

フ
ァ

イ
ル

等
そ

の
他

の
当

該
保

管
用

具
に

収
納

す
る

こ
と

が
不

適
当

な
▼

フ
ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

そ
れ

ぞ
れ

適
切

な
保

管
用

具
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

２
　

保
管

用
具

に
は

，
保

管
用

具
番

号
ラ

ベ
ル

を
貼

り
，

▼
通

し
番

号
を

付
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
保

管
用

具
に

は
，

保
管

用
具

番
号

ラ
ベ

ル
を

貼
り

，
課

又
は

係
ご

と
の

通
し

番
号

を
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
（

未
完

結
公
文

書
の

保
管

）

第
38

条
　

事
案

の
処

理
が

完
結

し
て

い
な

い
公

文
書

は
，

そ
の

所
在

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

（
公

文
書
の

持
出

し
等

の
禁

止
）

（
公

文
書

の
持

出
し

等
の

禁
止

）

第
39

条
　

公
文

書
は

，
公

務
に

よ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
，

部
外

に
持

ち
出

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
35
条

　
公

文
書

は
，

公
務

に
よ

る
場

合
を

除
く

ほ
か

，
部

外
に

持
ち

出
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
　

公
文

書
は

，
文

書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

，
関

係
者

以
外

の
者

に
閲

覧
さ

せ
，

若
し

く
は

謄
写

さ
せ

，
又

は
そ

の
謄

写
し

た
も

の
（

電
磁

的
記

録
を

用
紙

に
出

力
し

た
も

の
を

含
む

。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
　
公

文
書

は
，

課
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

，
関

係
者

以
外

の
者

に
閲

覧
さ

せ
，

若
し

く
は

謄
写

さ
せ

，
又

は
そ

の
謄

写
し

た
も

の
（

電
磁

的
記

録
を

用
紙

に
出

力
し

た
も

の
を

含
む

。
）

を
交

付
し

て
は

な
ら

な
い

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

（
分

類
及
び

名
称

）
（

公
文
書

の
分

類
の

基
準

）

第
40

条
　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

は
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
で

あ
る

も
の

を
除

き
，

当
該

所
属

の
事

務
及

び
事

業
の

性
質

，
内

容
等

に
応

じ
て

，
次

項
に

定
め

る
分

類
基

準
表

（
別

記
第

1
1号

様
式

）
に

よ
り

大
分

類
，

中
分

類
及

び
小

分
類

に
分

類
し

，
分

か
り

や
す

い
名

称
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
分

類
基

準
表

に
よ

り
分

類
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
電

磁
的

記
録

に
つ

い
て

は
，

電
磁

的
記

録
管

理
表

（
別

記
第

1
2号

様
式

）
に

よ
り

分
類

し
，

及
び

管
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
31
条

　
公

文
書

は
，

原
則

と
し

て
，

大
分

類
，

中
分

類
及

び
小

分
類

に
分

類
す

る
も

の
と

す
る

。
（

文
書

管
理

表
及

び
電

磁
的

記
録

管
理

表
）

第
32
条

　
公

文
書

は
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
で

あ
る

も
の

を
除

き
，
文

書
及

び
図

画
に

つ
い

て
は

文
書

管
理

表
（

別
記

第
８

号
様

式
）
に

よ
り

，
電

磁
的

記
録

に
つ

い
て

は
電

磁
的

記
録

管
理

表
（

別
記

第
９

号
様

式
）

に
よ

り
分

類
し

，
及

び
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
改

正
２

　
文

書
管

理
者

は
，

毎
年

度
当

初
に

，
県

公
文

書
管

理
規

程
別

表
第

３
に

定
め
る

基
準

を
参

酌
し

，
分

類
基

準
表

及
び

電
磁

的
記

録
管

理
表

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　
課

長
は

，
毎

年
度

４
月

末
日

ま
で

に
文

書
管

理
表

及
び

電
磁

的
記

録
管

理
表

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

に
準

じ
た

改
正

新
３

　
分

類
基
準

表
は

，
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

に
準

じ
た

改
正

改
正

（
▼

保
存

期
間

）
（

公
文

書
の

保
存

期
間

）
第

41
条

　
公

文
書
の

保
存

期
間

の
区

分
は

，
原

則
と

し
て

，
１

年
，

３
年

，
５

年
，

1
0年

及
び

3
0年

と
す

る
。

第
36
条

　
公

文
書

の
保

存
期

間
の

区
分

は
，

１
年

未
満

，
１

年
，

３
年

，
５

年
，

1
0年

，
1
0年

を
超

え
る

保
存

を
必

要
と

す
る

期
間

及
び

永
久
と

す
る

。

２
　

保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

は
，

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

会
計

規
程

（
昭

和
4
5年

鹿
児

島
県

企
業

管
理

規
程

第
３

号
）

そ
の

他
法

令
等

に
定

め
が
あ

る
も

の
を

除
き

，
県

公
文

書
管

理
規

程
別

表
第

３
▼

の
例

に
よ

る
。

２
　
保

存
期

間
を

定
め

る
基

準
は

，
鹿

児
島

県
工

業
用

水
道

部
会

計
規

程
（

昭
和

4
5年

鹿
児

島
県

企
業

管
理

規
程

第
３

号
）

に
定

め
る

も
の

を
除

き
，

県
文

書
規

程
別

表
第

３
の

保
存

期
間

を
定

め
る

基
準

の
例

に
よ

る
。

３
　

第
34

条
第

１
号

の
保

存
期

間
の

設
定

に
つ

い
て

は
，

分
類

基
準

表
に

従
い

，
行

う
も

の
と

す
る

。
３

　
課

長
は

，
前

項
の

基
準

に
基

づ
き

，
原

則
と

し
て

，
フ

ァ
イ

ル
等

ご
と

に
保

存
期

間
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

新
４

　
第

34
条
第

１
号

の
保

存
期

間
の

設
定

及
び

分
類

基
準

表
に

お
い

て
は

，
条

例
第

２
条

第
３

項
の

歴
史

公
文

書
に

該
当

す
る

と
さ

れ
た

公
文

書
の

ほ
か

，
次

に
掲

げ
る

公
文

書
は

，
１

年
以

上
の

保
存

期
間

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

(1
)　

行
政

が
適

正
か

つ
効

率
的

に
運

営
さ

れ
，

県
民

に
説

明
す

る
責

務
が

全
う
さ

れ
る

よ
う

，
意

思
決

定
過

程
や

事
務

及
び

事
業

の
実

績
の

合
理

的
な

跡
付

け
や

検
証

に
必

要
と

な
る

公
文

書

(2
)　

重
要

又
は

異
例

な
事

項
に

関
す

る
情

報
を

含
む

場
合

な
ど

，
合

理
的

な
跡
付

け
や

検
証

に
必

要
と

な
る

公
文

書

新
５

　
第

34
条
第

１
号

の
保

存
期

間
の

設
定

に
お

い
て

は
，

前
項

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

を
除

き
，

次
に

掲
げ

る
公

文
書

の
保

存
期

間
を

１
年

未
満

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(1
)　

別
途

，
正

本
又

は
原

本
が

管
理

さ
れ

て
い

る
公

文
書

の
写

し

(2
)　

定
型

的
又

は
日

常
的

な
業

務
連

絡
，

日
程

表
等

(3
)　

出
版

物
又

は
公

表
物

を
編

集
し

た
文

書

(4
)　

所
掌

事
務

に
関

す
る

事
実

関
係

の
問

合
せ

へ
の

応
答

(5
)　

明
白

な
誤

り
等

の
客

観
的

な
正

確
性

の
観

点
か

ら
利

用
に

適
さ

な
く

な
っ
た

文
書

(6
)　

意
思

決
定

の
途

中
段

階
で

作
成

し
た

も
の

で
，

当
該

意
思

決
定

に
与

え
る
影

響
が

な
い

も
の

と
し

て
，

長
期

間
の

保
存

を
要

し
な

い
と

判
断

さ
れ

て
い

る
文

書

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

６
　

第
34

条
第
１

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

日
（

以
下

「
文

書
作

成
取

得
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
１

日
と

す
る

。
た

だ
し

，
４

月
１

日
以

外
の

日
を

起
算

日
と

す
る

こ
と

が
公

文
書

の
適

切
な

管
理

に
資

す
る

と
文

書
管

理
者

が
認

め
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

文
書

作
成

取
得

日
か

ら
１

年
以

内
の

日
で

文
書

管
理

者
が

定
め

る
日

と
す

る
。

４
　

保
存

期
間

は
，

処
理

完
結

の
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
１
日

か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
の

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
公

文
書

の
作

成
若

し
く

は
取

得
の

日
又

は
こ

れ
ら

の
日

以
後

の
特

定
の

日
を

起
算

日
と

す
る

。

新
７

　
第

34
条
第

３
号

の
保

存
期

間
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

の
保

存
期

間
と

す
る

。
３

　
課

長
は

，
前

項
の

基
準

に
基

づ
き

，
原

則
と

し
て

，
フ

ァ
イ

ル
等

ご
と

に
保

存
期

間
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

に
準

じ
た

改
正

改
正

８
　

第
34

条
第
３

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

公
文

書
を

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
に
ま

と
め

た
日

の
う

ち
最

も
早

い
日

（
以

下
「

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
作
成

日
」

と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

と
す

る
。

た
だ

し
，

４
月

１
日

以
外

の
日

を
起

算
日

と
す

る
こ

と
が

公
文

書
の

適
切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
か

ら
１

年
以

内
の

日
で

文
書

管
理

者
が

定
め

る
日

と
す

る
。

４
　
保

存
期

間
は

，
処

理
完

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

４
月

１
日

か
ら

起
算

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
の

公
文

書
に

つ
い

て
は

，
公

文
書

の
作

成
若

し
く

は
取

得
の

日
又

は
こ

れ
ら

の
日

以
後

の
特

定
の

日
を

起
算

日
と

す
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

新
９

　
第

６
項
及

び
前

項
の

規
定

は
，

文
書

作
成

取
得

日
に

お
い

て
は

不
確

定
で

あ
る

期
間

を
保

存
期

間
と

す
る

公
文

書
及

び
当

該
公

文
書

が
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
つ

い
て

は
，

適
用

し
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

５
　
次

の
各

号
に

掲
げ

る
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

保
存

期
間

の
満

了
す

る
日

以
後

に
お

い
て

も
，

そ
の

区
分

に
応

じ
て

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

保
存

期
間

を
延

長
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

一
の

区
分

に
該

当
す

る
公

文
書

が
他

の
区

分
に

も
該

当
す

る
と

き
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の

期
間

が
経

過
す

る
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

ま
で

の
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
4
9条

へ

(1
)　

現
に

監
査

，
検

査
等

の
対

象
に

な
っ

て
い

る
も

の
　

当
該

監
査

，
検

査
等

が
終

了
す

る
ま

で
の

間

(2
)　

現
に

係
属

し
て

い
る

訴
訟

に
お

け
る

手
続

上
の

行
為

を
す

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

も
の

　
当

該
訴

訟
が

終
結

す
る

ま
で

の
間

(3
)　

現
に

係
属

し
て

い
る

不
服

申
立

て
に

お
け

る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
　

当
該

不
服

申
立

て
に

対
す

る
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間

(4
)　

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

に
基

づ
く

開
示

請
求

が
あ

っ
た

も
の

　
当

該
開

示
請

求
に

係
る

開
示

又
は

不
開

示
の

決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

(5
)　

鹿
児

島
県

個
人

情
報

保
護

条
例

に
基

づ
く

開
示

請
求

，
訂

正
請

求
又

は
利

用
停

止
請

求
が

あ
っ

た
も

の
　

当
該

開
示

請
求

に
係

る
開

示
若

し
く

は
不

開
示

，
当

該
訂

正
請

求
に

係
る

訂
正

若
し

く
は

不
訂

正
又

は
当

該
利

用
停

止
請

求
に

係
る

利
用

停
止

若
し

く
は

利
用

不
停

止
の

決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

６
　
公

文
書

が
使

用
又

は
保

存
に

耐
え

な
く

な
っ

た
場

合
等

に
は

，
当

該
公

文
書

に
代

え
て

，
内

容
を

同
じ

く
す

る
同

一
又

は
他

の
種

別
の

公
文

書
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。
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第
７

章
　

公
文

書
の

保
存

第
７
章

　
公

文
書

の
保

存

（
保

存
文

書
の

管
理

）
（

保
存

文
書

の
管

理
）

第
42

条
　

指
定
フ

ァ
イ

ル
等

に
よ

り
保

存
し

た
完

結
公

文
書

（
以

下
「

保
存

文
書
」

と
い

う
。

）
は

，
文

書
管

理
者

が
管

理
す

る
も

の
と

す
る

。

第
37
条

　
▼

フ
ァ

イ
ル

等
に

よ
り

保
管

し
た

完
結

公
文

書
（

以
下

「
保
存

文
書

」
と

い
う

。
）

は
，

課
長

が
管

理
す

る
も

の
と

す
る

。
鹿

児
島

県
公

文
書

管
理

規
程

に
準

じ
た

改
正

（
保

存
文

書
の

閲
覧

等
）

（
保
存

文
書

の
閲

覧
等

）

第
43

条
　

保
存

文
書

を
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

，
▼

文
書
主

任
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
38
条

　
保

存
文

書
を

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
，
保

存
文

書
借

覧
簿

（
別

記
第

1
2号

様
式

）
に

所
要

事
項

を
記

入
し

て
文

書
主

任
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

２
　

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保

存
文

書
は

，
▼

転
貸

し
，

▼
抜

き
取

り
，

取
り

換
え

又
は

訂
正

し
て

は
な

ら
な

い
。

２
　
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
た

保
存

文
書

は
，

他
人

に
転

貸
し

，
又

は
抜

き
取

り
，

取
り

換
え

，
若

し
く

は
訂

正
し

て
は

な
ら

な
い

。

３
　

閲
覧

し
，

又
は

借
り

受
け

た
保

存
文

書
を

破
損

し
，

又
は

紛
失

し
た

と
き

は
，

直
ち

に
文

書
主

任
に

届
け

出
て

，
そ

の
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

３
　
閲

覧
し

，
又

は
借

り
受

け
た

保
存

文
書

を
破

損
し

，
又

は
亡

失
し

た
と

き
は

，
直

ち
に

文
書

主
任

に
届

け
出

て
，

そ
の

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
保

存
文

書
の

借
受

期
間

等
）

（
保
存

文
書

の
借

受
期

間
等

）

第
44

条
　

保
存

文
書

の
借

受
期

間
は

，
原

則
と

し
て

3
0日

以
内

と
す

る
。

第
39
条

　
保

存
文

書
の

借
受

期
間

は
，

原
則

と
し

て
3
0日

以
内

と
す

る
。

２
　

前
項

の
期

間
を

超
え

て
保

存
文

書
を

借
り

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
文

書
主

任
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　
前

項
の

期
間

を
超

え
て

保
存

文
書

を
借

り
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

文
書

主
任

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
８

章
　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

新
（

公
文

書
フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
の

調
製

及
び

公
表

）

第
45

条
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
に

つ
い

て
，

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
も

っ
て

調
製

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

は
，

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

に
備

え
て

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
と

と
も

に
，

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
（

公
文

書
フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ

の
記

載
）

第
46

条
　

文
書

管
理

者
は

，
年

１
回

，
管

理
す

る
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
（

保
存

期
間

が
１

年
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
の

現
況

に
つ

い
て

，
鹿

児
島
県

公
文

書
等

の
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
（

令
和

６
年

鹿
児

島
県

規
則

第
○

号
。

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
第

５
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

新
２

　
前

項
の
記

載
に

当
た

っ
て

は
，

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
12

年
鹿

児
島

県
条

例
第

1
13

号
）

第
７

条
各

号
に

掲
げ

る
情

報
に

該
当

す
る

も
の

が
含

ま
れ

る
場

合
に

は
，

当
該

情
報

を
明

示
し

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

－144－



第
９

章
　

公
文

書
の

移
管

，
廃

棄
又

は
保

存
期

間
の

延
長

新
（

保
存

期
間
が

満
了

し
た

と
き

の
措

置
）

第
47

条
　

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

県
公

文
書

管
理

規
程

別
表

第
３

の
例

に
よ

り
，

保
存

期
間

満
了

前
の

で
き

る
だ

け
早

い
時

期
に

，
条

例
第

５
条

第
５

項
の

保
存

期
間

が
満

了
し

た
と

き
の

措
置

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
２

　
前

項
の
措

置
は

，
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿
へ

の
記

載
に

よ
り

定
め

る
。

新
３

　
文

書
管
理

者
は

，
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

た
措

置
に

つ
い

て
，

そ
の

後
に

発
生

し
た

事
件

，
事

故
又

は
社

会
情

勢
の

変
化

等
を

参
酌

し
，

当
該

措
置

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

改
正

（
移

管
又
は

廃
棄

）
（

保
存
文

書
の

廃
棄

等
）

第
48

条
　

文
書

管
理

者
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
前

条
第

１
項

又
は

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
定

め
に

基
づ

き
，

知
事

に
移

管
し

，
又

は
廃

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
40
条

　
課

長
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

保
存

文
書

に
つ

い
て

は
，
廃

棄
若

し
く

は
保

存
期

間
の

延
長

又
は

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

若
し

く
は

県
立

図
書

館
へ

の
引

き
継

ぎ
を

決
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
２

　
文

書
管
理

者
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
廃

棄
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

，
あ

ら
か

じ
め

，
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

新
３

　
総

括
文
書

管
理

者
は

，
前

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
が

あ
っ

た
と

き
は

，
条

例
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
，

知
事

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
４

　
文

書
管
理

者
は

，
条

例
第

８
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
さ

れ
た

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
委

員
会

の
意

見
が

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
ま

と
め

ら
れ

た
公

文
書

が
歴

史
公

文
書

に
該

当
す

る
旨

の
意

見
で

あ
っ

た
と

き
は

，
当

該
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満

了
す

る
日

を
延

長
す

る
場

合
を

除
き

，
移

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
５

　
文

書
管
理

者
は

，
第

１
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
り

移
管

す
る

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
条

例
第

1
3条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

利
用

の
制

限
を

行
う

こ
と

が
適

切
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

，
総

括
文

書
管

理
者

に
そ

の
旨

の
意

見
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

改
正

６
　

文
書

管
理
者

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
廃

棄
す

る
公

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
の

う
ち

，
個

人
情

報
が

整
理

さ
れ

た
形

で
記

載
さ

れ
た

も
の

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
個

人
情

報
文

書
」

と
い

う
。

）
そ

の
他

の
秘

密
保

持
を

必
要

と
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

，
焼

却
，

裁
断

，
消

去
等
の

方
法

に
よ

り
確

実
に

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　
保

存
文

書
を

廃
棄

す
る

場
合

に
お

い
て

，
当

該
保

存
文

書
の

う
ち

個
人

情
報

が
整

理
さ

れ
た

形
で

記
載

さ
れ

た
も

の
，

▼
そ

の
他

の
秘

密
保

持
を

必
要

と
す

る
も

の
▼

は
，

▼
裁

断
，

消
去

等
の

方
法

に
よ

り
確

実
に

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　
公

文
書

を
保

存
期

間
が

満
了

す
る

前
に

廃
棄

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

き
は

，
当

該
保

存
期

間
の

満
了

前
で

あ
っ
て

も
，

廃
棄

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

，
廃

棄
す

る
公

文
書

の
名

称
，

当
該

特
別

の
理

由
及

び
廃

棄
し

た
年

月
日

を
記

載
し

た
記

録
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

実
情

に
合

っ
て

い
な

い
た

め
削

除鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正
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改
正

（
保

存
期
間

の
延

長
）

第
49

条
　

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規

則
第

４
条

第
１

項
に

掲
げ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
同

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

公
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

を
保

存
し

続
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

５
　
次

の
各

号
に

掲
げ

る
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

保
存

期
間

の
満

了
す

る
日

以
後

に
お

い
て

も
，

そ
の

区
分

に
応

じ
て

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

保
存

期
間

を
延

長
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

一
の

区
分

に
該

当
す

る
公

文
書

が
他

の
区

分
に

も
該

当
す

る
と

き
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の

期
間

が
経

過
す

る
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

ま
で

の
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

２
　

文
書

管
理

者
は

，
施

行
規

則
第

４
条

第
２

項
に

基
づ

き
，

保
存

期
間

を
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(1
)　

現
に

監
査

，
検

査
等

の
対

象
に

な
っ

て
い

る
も

の
　

当
該

監
査

，
検

査
等

が
終

了
す

る
ま

で
の

間

(2
)　

現
に

係
属

し
て

い
る

訴
訟

に
お

け
る

手
続

上
の

行
為

を
す

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

も
の

　
当

該
訴

訟
が

終
結

す
る

ま
で

の
間

(3
)　

現
に

係
属

し
て

い
る

不
服

申
立

て
に

お
け

る
手

続
上

の
行

為
を

す
る

た
め

に
必

要
と

さ
れ

る
も

の
　

当
該

不
服

申
立

て
に

対
す

る
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間

(4
)　

鹿
児

島
県

情
報

公
開

条
例

に
基

づ
く

開
示

請
求

が
あ

っ
た

も
の

　
当

該
開

示
請

求
に

係
る

開
示

又
は

不
開

示
の

決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

(5
)　

鹿
児

島
県

個
人

情
報

保
護

条
例

に
基

づ
く

開
示

請
求

，
訂

正
請

求
又

は
利

用
停

止
請

求
が

あ
っ

た
も

の
　

当
該

開
示

請
求

に
係

る
開

示
若

し
く

は
不

開
示

，
当

該
訂

正
請

求
に

係
る

訂
正

若
し

く
は

不
訂

正
又

は
当

該
利

用
停

止
請

求
に

係
る

利
用

停
止

若
し

く
は

利
用

不
停

止
の

決
定

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間

【
工

水
§

3
6⑤

】

新
３

　
文

書
管
理

者
は

，
前

２
項

の
保

存
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

，
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

新
４

　
前

項
の
報

告
は

，
前

条
第

２
項

の
報

告
と

併
せ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
改

正
（

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

で
の

資
料

保
管

）
（

公
開

で
き

る
刊

行
物

等
の

保
管

）

第
50

条
　

公
開

で
き

る
刊

行
物

等
の

保
管

に
つ

い
て

は
，

県
公

文
書

管
理

規
程

第
5
2条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

第
２

項
中

「
所
属

で
作

成
し

た
」

と
あ

る
の

は
，

「
工

業
用

水
道

部
で

作
成

し
た

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

第
41
条

　
公

開
で

き
る

刊
行

物
等

の
保

管
に

つ
い

て
は

，
県

文
書

規
程

第
4
3条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

▼
第

２
項

中
「
そ

の
課

で
作

成
し

た
」

と
あ

る
の

は
，

「
工

業
用

水
道

部
で

作
成

し
た

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

－146－



第
10

章
　

管
理

状
況

の
報

告
及

び
研

修
等

新
（

点
検

）

第
51

条
　

文
書

管
理

者
は

，
そ

の
管

理
す

る
公

文
書

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
，

少
な

く
と

も
年

１
回

点
検

を
行

い
，

そ
の

結
果

を
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の

点
検

の
結

果
等

を
踏

ま
え

，
公

文
書

の
管

理
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

新
（

紛
失

へ
の
対

応
）

第
52

条
　

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

の
紛

失
又

は
誤

廃
棄

が
明

ら
か

と
な

っ
た

場
合

は
，

直
ち

に
総

括
文

書
管

理
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
，

被
害

の
拡

大
防

止
等

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
前

項
の

報
告

を
受

け
た

と
き

は
，

直
ち

に
文

書
管

理
者

と
と

も
に

，
被

害
の

拡
大

防
止

等
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

新
（

管
理

状
況
の

報
告

等
）

第
53

条
　

文
書

管
理

者
は

，
公

文
書

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
，

毎
年

度
，

総
括

文
書

管
理

者
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

新
（

研
修

）

第
54

条
　

総
括

文
書

管
理

者
は

，
職

員
に

対
し

，
公

文
書

等
の

管
理

を
適

正
か

つ
効

果
的

に
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

，
及

び
向

上
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と

す
る

。
２

　
文

書
管
理

者
，

総
括

文
書

管
理

者
そ

の
他

の
機

関
が

実
施

す
る

研
修

に
職

員
を

積
極

的
に

参
加

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。

第
11

章
　

補
則

第
８
章

　
公

文
書

の
管

理
の

特
例

改
正

（
こ

の
規
程

の
特

例
）

第
55

条
　

こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

公
文

書
の

分
類

，
作

成
，

保
存

，
廃

棄
そ

の
他

の
公

文
書

の
管

理
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
法

令
又

は
条

例
若

し
く

は
規

則
に

特
別

の
定

め
が

設
け

ら
れ

て
い

る
場

合
は

，
当

該
事

項
に

つ
い

て
は

，
当

該
法

令
又

は
条

例
若

し
く

は
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

第
42
条

　
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
公

文
書

の
分

類
，

作
成

，
保

存
，

廃
棄

そ
の

他
の

公
文

書
の

管
理

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

法
令

又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

に
特

別
の

定
め

が
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

は
，

当
該

事
項

に
つ

い
て

は
，

当
該

法
令

又
は

条
例

若
し

く
は

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

新
（

委
任

）
第

56
条

　
こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，

公
文

書
の

管
理

に
関

し
必

要
な

事
項

は
，

総
括

文
書

管
理

者
が

定
め

る
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

－147－



附
則

新
（

施
行

期
日
）

１
　

こ
の

規
程

は
，

令
和

６
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

（
鹿

児
島

県
工

業
用

水
道

部
文

書
規

程
の

廃
止

）

２
　

鹿
児

島
県

工
業

用
水

道
部

文
書

規
程

（
平

成
2
8年

企
業

管
理

規
程

第
1号

）
（

以
下

「
旧

規
程

」
と

い
う

。
）

は
，

廃
止

す
る

。

（
経

過
措

置
）

３
　

こ
の

規
程

の
規

定
は

，
こ

の
規

程
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
以

後
に

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

文
書

に
つ

い
て

適
用

す
る

も
の

と
し

，
施

行
日

前
に

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

文
書

（
以

下
「

施
行

日
前

公
文

書
」

と
い

う
。

）
の

管
理

に
つ

い
て

は
，

条
例

第
１

条
の

規
程

を
踏

ま
え

，
こ

の
規

程
の

規
定

に
準

じ
て

管
理

す
る

も
の

と
す

る
。

４
　

施
行

日
に

お
い

て
，

工
業

用
水

課
が

保
有

す
る

永
久

又
は

3
0年

を
超

え
る

保
存

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

施
行

日
前

公
文

書
は

，
保

存
期

間
が

30
年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

も
の

と
み

な
す

。

５
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

保
存

期
間

が
3
0年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

と
み

な
さ
れ

る
施

行
日

前
公

文
書

で
あ

っ
て

，
施

行
日

の
前

日
ま

で
に

保
存

期
間

が
満

了
し

て
い

る
と

み
な

さ
れ

る
施

行
日

前
公

文
書

に
つ

い
て

は
，

文
書

管
理

者
が

第
4
8条

の
規

定
に

よ
り

移
管

又
は

廃
棄

す
る

ま
で
は

，
保

存
期

間
が

延
長

さ
れ

て
い

る
も

の
と

み
な

す
。

た
だ

し
，

文
書

管
理

者
が

別
の

延
長

す
る

期
間

を
定

め
た

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
規

程
に

準
じ

た
改

正

－148－



様
式

改
正

  
別

記

  
第

１
号

様
式

（
第

８
条

関
係

）

新

  
第

２
号

様
式

（
第

８
条

関
係

）

様
式

の
整

理

シ
ス

テ
ム

導
入

に
伴

う
様

式
の

削
除

－149－



新

  
第

３
号

様
式

（
第

８
条

関
係

）

－150－



改
正

  
第

４
号

様
式

（
第

1
3条

関
係

）

シ
ス

テ
ム

導
入

に
伴

う
様

式
の

変
更

－151－



改
正

  
第

５
号

様
式

（
第

2
6条

関
係

）

様
式

の
整

理

－152－



改
正

  
第

６
号

様
式

（
第

2
7条

関
係

）

改
正

  
第

７
号

様
式

（
第

2
7条

関
係

）

様
式

の
整

理

様
式

の
整

理

－153－



改
正

  
第

８
号

様
式

（
第

2
7条

関
係

）

様
式

の
整

理

－154－



改
正

  
第

９
号

様
式

（
第

3
6条

関
係

）

様
式

の
整

理

－155－



改
正

  
第

10
号

様
式

（
第

3
6条

関
係

）

様
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第１章 総 則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規程は、鹿児島県公文書等の管理に関する 第１条 この規程は、鹿児島県住宅供給公社（以下「公

条例（令和５年鹿児島県条例第４号。以下「条例」と 社」という。）における文書事務の取扱について必要

いう。）第 10条第１項の規定に基づき，鹿児島県住宅 な事項を定めるものとする。

供給公社（以下「公社」という。）における公文書の

管理について必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この規程において使用する用語は，条例におい

て使用する用語の例による。

２ 前項に定めるもののほか，この規程において，次の

各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。

(1) 文書 次号に規定する紙文書及び第３号に規定す

る電子文書をいう。

(2) 紙文書 職員が職務上作成し，又は取得した書面

及び図面で，紙に表記されたものをいう。

(3) 電子文書 職員が職務上作成し，又は取得した電

磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。以下同じ。）をいう。

（文書管理者）

第３条 公社に文書管理の実施責任者として文書管理者

を置き，常務理事をもってこれに充てる。

２ 文書管理者は，その管理する公文書について，次に

掲げる事務を行うものとする。

(1) 保存

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定

(3) 公文書ファイル管理簿への記載

(4) 移管又は廃棄等

(5) 管理状況の点検等

(6) 公文書の作成，分類基準表の作成等による公文書

鹿児島県住宅供給公社公文書管理規程新旧対照表
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の整理その他公文書の管理に関する職員の指導等

（文書主任）

第４条 公社に文書主任を置き，管理課の庶務担当者を

もってこれに充てる。

２ 文書主任は，前条第２項各号に掲げる事務を補佐す

るほか，文書の受付及び発送等に係る事務を行うもの

とする。

（職員の責務） （各課長の職務）

第５条 職員は，条例の趣旨にのっとり，関連する法令 第３条 各課長は、その課の文書事務が適正かつ迅速に

等及び文書管理者の指示に従い，公文書を適正に管理 処理されるように努めなければならない。

しなければならない。

第２章 文書の受付及び配布

（文書の受付及び配布） （管理課での受付及び配布）

第６条 郵便，ファクシミリ，電子メール等その他の方 第４条 公社に到達した文書は、管理課長が受け付ける。

法により公社に到達した文書は，文書主任が受け付け ２ 管理課長は、受け付けた文書を次に定めるところに

る。 より処理しなければならない。

２ 文書主任は，第１項の規定により受け付けた文書の (１) 文書は、すべて開封し、当該文書の余白に受付

種類の区分に応じ，それぞれ次に定めるところにより 日付印（別記第１号様式）を押し、一般文書は文

処理しなければならない。ただし，文書管理者の判断 書受理簿（別記第２号様式）に所要事項を記載し

により，手続きの一部を省略することができる。 て関係課長に配布する。

(1) 紙文書 (２) 前項の場合において、特別送達に係る文書は特

ア 文書（イに規定する文書を除く。）を開封し， 別送達文書受領（別記第３号様式)簿により、書留

その余白に受付日付印（別記第１号様式）を押し， 配達証明等に係る文書は書留文書等受領簿（別記

上司の指示を受け，当該文書に係る事務を担当す 第４号様式）により、それぞれ、担当課の職員に

る課長等の職員（以下「担当者」という。）に配 直接配布する。

布する。 (３) ２以上の課に関係のある文書は、その関係の最

イ 親展文書（「秘」扱いの文書を含む。）は封筒に， も深い課に配付する。

小包は封皮に受付日付印を押し，封のまま名宛人 (４) 親展文書は、封筒に受付日付印を押し、封のま

に配布する。 ま名あて人に配布する。

鹿児島県住宅供給公社公文書管理規程新旧対照表
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(2) 電子文書 ３ 郵便料金が未納又は不足の郵便による文書は、公社

上司の指示を受け，担当者に配布する。 の業務に関係があるものに限り、当該未納又は不足の

３ 特別送達に係る文書は特別送達文書受領簿（別記第 郵便料金を納めて受け付ける。

２号様式）により，書留，配達証明等に係る文書は書

留文書等受領簿（別記第３号様式）により，それぞれ

担当者に直接配布しなければならない。

４ ２人以上の担当者に関係のある文書は，その関係の

最も深い担当者に配布しなければならない。

５ 郵便料金が未納又は不足の郵便による文書は，業務

に関係のあるものに限り，当該未納又は不足の郵便料

金を納めて受け付ける。

第３章 文書の作成

（文書主義の原則） （文書等による事務処理の原則）

第７条 職員は，文書管理者の指示に従い，条例第４条 第２条 意思決定に当たっては、次に掲げる場合を除き、

の規定に基づき，条例第１条の目的の達成に資するた 文書等（文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁

め，経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び 気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

事業の実績を合理的に跡付け，又は検証することがで きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）をい

きるよう，処理に係る事案が軽微なものである場合を う。以下同じ。）を作成して行うこととする。

除き，文書を作成しなければならない。 (１) 意思決定と同時に文書等を作成することが困難

２ 文書は，正確かつ迅速に取り扱い，処理過程を明ら である場合で事後に文書等を作成するとき

かにし，及び適正に管理しなければならない。 (２) 処理に係る事案が軽微なものである場合

３ 起案文書は，回議及び合議に必要な余裕をおいて起 ２ 事務及び事業の実績については、処理に係る事案が

案し，必要な審査及び協議の機会が失われないように 軽微なものである場合を除き、文書等を作成すること

しなければならない。 とする。

３ 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、処理経過を明

らかにし、及び適正に管理しなければならない。

４ 起案文書は回議及び合議に必要な余裕をおいて起案

し、必要な審査及び協議の機会が失われないようにし

なければならない。

（文書の規格等） （文書の規格等）
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第８条 文書に用いる用紙は，原則として日本産業規格 第５条 文書に用いる用紙は、原則として日本工業規格

Ａ列４番のものを縦長にして用いる。 Ａ列４番のものを縦長にして用いる。

２ 文書は，次に掲げるものを除き，左横書きとしなけ ２ 文書は、原則として左横書きとし、左側をとじる。

ればならない。

(1) 法令の規定により書式が定められているもの

(2) 官公署が書式を定めたもの

(3) 祝辞，賞状，感謝状その他これらに類するもの

３ 文書は，原則として左側をとじる。

（起案） （起案用紙等）

第９条 文書を起案するときは，起案用紙（別記第４号 第６条 文書を起案するときは、原則として起案用紙（別

様式）又は帳票等を用いて起案しなければならない。 記第５号様式）を用いなければならない。

２ 軽易な事案及び定例的に取り扱う事案に係る起案は

起案用紙を用いず、文書の余白を利用し、又は簡易な

帳票を用いて行うことができる。この場合においては、

起案年月日、起案者、決裁年月日等を記載しなければ

ならない。

（起案の要領） （起案の要領）

第 10条 文書の起案は，次の要領により行う。 第７条 文書の起案は、次の要領により行う。

(1) 内容のよく分かる題名を付ける。 (１) 内容のよく分かる題名を付ける。

(2) 文章は，分かりやすく，簡潔にする。 (２) 文章は、分かりやすく、簡潔にする。

(3) 必要により起案理由，関係法令，参考資料を付記 (３) 必要により起案理由、関係法令、参考資料を付

し，又は添付する。 記し、又は添付する。

(4) 用字用語は，常用漢字表（平成 22年内閣告示第

２号），現代仮名遣い（昭和 61年内閣告示第１号）

及び送り仮名の付け方（昭和 48年内閣告示第２号）

による。

（決裁区分等の表示） （決裁区分等の記入）

第 11条 文書を起案するときは，次に定めるところに 第８条 文書を起案するときは、次に定めるところによ

より決裁区分等を表示しなければならない。 り決裁区分等を明記しなければならない。

(1) 決裁区分は，次の表の左欄に掲げる決裁区分に応 (１) 起案用紙の決裁区分欄には、次の表の左欄に掲
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じ同表の右欄に掲げる記号を表示する。 げる決裁区分に応じ同表の右欄に掲げる記号を記

決裁区分 記号 入する。

理事長 甲 決 裁 区 分 記 号

副理事長 乙 理事長 甲

専務理事 丙 副理事長 乙

常務理事 丁 専務理事 丙

参事 丁２ 常務理事 丁

参事 丁２

(2) 取扱区分は，次の表の左欄に掲げる文書の区分に (２) 起案用紙の取扱区分欄には、次の表の左欄に掲

応じ同表の右欄に掲げる取扱区分を表示する。 げる文書の区分に応じ同表の右欄に掲げる取扱区

文書の区分 取扱区分 分を記入する。

議案として提出するもの 議案 文 書 の 区 分 取 扱 区 分

特殊な発送を要するもの 速達，親展，内容証 議案として提出するもの 議案

明，配達証明等 特殊な発送を要するもの 速達、親展、内容証明

秘密を要するもの 秘 配達証明等

(3) 分類記号は，第 30条に定める分類基準表による 秘密を要するもの 秘

文書の分類に従い，分類記号を表示する。 (３) 起案用紙の分類記号欄及び保存期間欄には、第

23 条に定める文書管理表による文書の分類に従

い、分類記号及び保存期間を記入する。

（発信者名の基準） （発信者名）

第 12条 文書は，原則として理事長名をもって発する 第９条 文書等は、原則として理事長名をもってするも

ものとする。 のとする。

（担当者等の表示） （担当者等の表示）

第 13条 発送する文書（以下「発送文書」という。）の 第10条 発送する文書（以下「発送文書という。）のう

うち相手方からの照会等が予想される文書には，文書 ち相手方からの照会等が予想される文書は、文書の末

の末尾に事務担当課，氏名及び電話番号を記載するよ 尾に事務担当者の所属、氏名及び電話番号を記載する

うに努めなければならない。 ように努めなければならない。

２ 文書の日付の下に括弧書きで取扱課名を記載しなけ

ればならない。

（作成年月日等の表示） （作成年月日等の表示）
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第 14 条 事業説明資料，会議資料等起案以外の方法に 第11条 事業説明資料、会議資料等起案用紙を用いずに

より作成する文書には，その右上余白に作成年月日， 作成する文書には、その右上余白に作成年月日、作成

作成課名及び作成者名を表示するように努めなければ 課名及び作成者名を記入するように努めなければなら

ならない。 ない。

（回議） （回議）

第 15 条 起案文書は，起案者から順次直属の上司を経 第12条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、

て，決裁者に回議しなければならない。 決裁者に回議しなければならない。

２ 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書 ２ 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書

は，起案者又は上司が自ら持ち回って回議しなければ は、起案者又は上司が自ら持ち回って回議しなければ

ならない。 ならない。

（合議） （合議）

第 16 条 起案文書の内容が他の課が所管する事務に関 第13条 起案文書の内容が他の課に関係がある場合は、

係がある場合は，当該起案文書を関係の課長又は参事 当該起案文書を関係の課長又は参事に合議しなければ

に合議しなければならない。 ならない。この場合において、他の課に関係のあるも

２ 前条第２項の規定は，合議について準用する。 のにあっては関係課長を経て行うものとする。

３ 起案文書の合議を受けた者は，起案文書の内容に異 ２ 前条第２項の規定は、合議について準用する。

議があるときは起案文書を作成した担当課長又は参事 ３ 起案文書の合議を受けた者は、起案文書の内容に異

と協議して調整するものとし，協議が調わないときは 議があるときは担当課長又は参事と協議して調整する

意見を付しておかなければならない。 ものとし、協議が調わないときは意見を付しておかな

ければならない。

（代決，後閲，廃案等の場合の処理） （代決、後閲、廃案等の場合の処理）

第 17条 起案文書を鹿児島県住宅供給公社事務決裁規 第14条 起案文書を鹿児島県住宅供給公社事務決裁規程

程（昭和46年規程第３号）の定めるところにより代決 の定めるところにより代決した者は、当該起案文書の

するときは，当該起案文書 の決裁箇所に「代」と記 決裁箇所に「代」と記載し、後閲を要するものについ

載し，その旨を明らかにしなければならない。 ては「後閲」と記入しておかなければならない。

２ 前項の場合において，後閲を要するものについては ２ 回議又は合議の過程で起案文書の内容に重大な修正

「後閲」と記入しておかなければならない。 が加えられたとき、又は起案が廃案になったときは、

３ 回議又は合議の過程で起案文書の内容に重大な修正 その担当課長は、そのときまでに回議又は合議を終わ
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が加えられたとき，又は起案が廃案になったときは， った関係の課長及び参事にその旨を通知しなければな

担当課長は，そのときまでに回議又は合議を終わった らない。

関係の課長及び参事にその旨を通知しなければならな

い。

（機密又は緊急を要する事案の処理） （緊急を要する事案の処理）

第 18条 機密又は緊急を要する事案は，上司の指揮を 第15条 緊急を要する事案は、上司の指揮を受けて通常

受けて通常の手続によらず，便宜処理することができ の手続によらず、便宜処理することができる。ただし、

る。ただし，事後に所定の手続をとらなければならな 事後に所定の手続をとらなければならない。

い。

（決裁後の処理） （文書の審査及び決裁日付印）

第 19条 決裁文書は，決裁日付印（別記第５号様式） 第16条 決裁を受けた起案文書（以下「決裁文書」とい

を押印しなければならない。 う。）は、管理課長の審査を受けた後、決裁日付印（別

記第６号様式）の押印を受けなければならない。

２ 前項の審査は、第８条に規定する事項その他必要な

事項について行うものとする。

（文書の記号及び番号） （文書の記号及び番号）

第 20 条 文書には，次に定めるところにより記号及び 第17条 前条の手続を終えた文書には、次に定めるとこ

番号を付けなければならない。ただし，記号及び番号 ろにより記号及び番号を付けなければならない。ただ

を付けることが適当でない文書又は軽易な文書には， し、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は

これを省略することができる。 軽易な文書には、これを省略することができる。

(1) 規程等には、公社名を冠し、規程番号簿（別記第 (１) 規程等には、公社名を冠し、規程番号簿（別記

６号様式）により番号を付ける。 第７号様式）により番号を付ける。

(2) 議案には、「議案」と記号をつけ、議案番号簿（別 (２) 議案には、議案の文字の記号を冠し、議案番号

記第７号様式）により提出順に番号を付ける。 簿（別記第８号様式）により提出の順序により番

(3) 前各号以外の文書には，「鹿住公」と記号をつけ， 号を付ける。

文書番号簿（別記第８号様式）により番号を付ける。 (３) 前各号以外の文書には、「鹿住公」を冠し、文

２ 前項の番号は，同項第１号及び第２号の文書につい 書番号簿（別記第９号様式）により番号を付ける。

ては暦年，同項第３号の文書については事業年度によ ２ 前項第１号及び第２号に規定する文書の番号は暦年

る一連番号とする。 同項第３号の文書については事業年度による一連番号

３ 文書の内容の種類等に応じ同一番号を用いることが とする。

適当である文書については、前項の規定にかかわらず、３ 担当課長が、文書の内容の種類等に応じ同一番号を

支号簿（別記第９号様式）により番号を付けることが 用いることを適当と認める文書については、前項の規

できる。 定にかかわらず、支号簿（別記第 10号様式）により
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番号を付けることができる。

第４章 文書の浄書及び発送

（浄書及び校合） （浄書及び校合）

第 21条 原則として，決裁文書の浄書は起案者が行い， 第18条 原則として、決裁文書の浄書は起案者が行い、

浄書した文書の校合は起案者以外の職員が行うものと 浄書した文書の校合は起案者以外の職員が行うものと

する。 する。

２ 浄書及び校合を行った場合は、起案用紙の浄書欄及

び校合欄に浄書を行った者及び校合を行った者がそれ

ぞれ押印するものとする。

（公印の押印） （公印の押印）

第 22 条 発送文書には、鹿児島県住宅供給公社公印規 第19条 発送文書には、鹿児島県住宅供給公社公印規程

程（昭和 55年規程第２号）に定める公印を押さなけ に定める公印を押さなければならない。

ればならない。ただし，次に掲げる文書については， ２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号について

公印の押印を省略することができる。 は、理事長印の押印にかえて発送文書にその印影を印

(1) 国又は地方公共団体に発する文書で当該国又は地 刷することができるものとする。

方公共団体が公印を押印しないで発することを認めた (１) 積立・一般分譲住宅自己負担金納入通知書

もの (２) 公社ビル賃貸住宅水道料納入通知書

(2) 権利の得喪又は変更に関係のない文書 (３) 公社ビル賃貸施設共益費等納入通知書

２ 前項本文の規定にかかわらず，納入通知書について (４) 長期分譲建物（非住宅部分）公庫償還元金納入

は，理事長印の押印にかえて発送文書にその印影を印 通知書

刷することができる。 ３ 第１項の規定にかかわらず、大量に処理する必要が

３ 第１項本文の規定にかかわらず，大量に処理する必 ある発送文書には、管理課長の承認を受けて、公印の

要があると認める発送文書について，公印の押印にか 押印に代えてその印影を印刷することができる。

えてその印影を印刷することができる。この場合にお

いては，文書管理者の承認を受けなければならない。

（郵便等による文書の発送） （文書の発送）

第 23 条 郵便による文書の発送は，文書主任が行うも 第20条 文書の発送は、管理課長が行うものとする。

のとする。 ２ 担当課長は、文書を発送するときは、決裁文書及び

２ 職員は，文書を発送するときは，決裁文書及び発送 発送文書を管理課長に提示しなければならない。

文書を文書主任に提示しなければならない。 ３ 管理課長は、文書の発送の依頼を受けたときは、決

３ 文書主任は，文書の発送の依頼を受けたときは，決 裁文書の取扱区分の表示に従って発送し、決裁文書に

裁文書の取扱区分の表示に従って発送し，決裁文書に 発送印（別記第 11 号様式）を押印して担当課に返付

発送印（別記第 10号様式）を押印して職員に返付す するものとする。
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るものとする。 ４ 管理課長は、前項の文書を発送するときは、文書

４ 文書主任は，前項の文書を発送するときは，文書発 発送簿（別記第 12号様式）に記載するものとする。

送簿（別記第 11号様式）に記載するものとする。

５ 第 22 条第１項ただし書きの規定により公印の押印

を省略した文書については，ファクシミリ又は電子メ

ール等により，職員が発送することができる。

（施行情報の記録）

第 24条 決裁文書を施行したときは，施行年月日及び

施行方法を当該決裁文書に記入しなければならない。

第５章 公文書の整理

（職員の整理義務） （公文書の整理）

第 25 条 職員は，次に掲げる整理を行わなければなら 第21条 公文書（鹿児島県情報公開条例第２条第２項に

ない。 規定する公文書をいう。以下同じ。）は、常に整然と

(1) 作成し，又は取得した公文書について分類し，名 分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう

称を付するとともに，保存期間及び保存期間が満了 に保管しておかなければならない。

する日を設定する。

(2) 単独で管理することが適当であると文書管理者が

認める完結公文書（事案の処理が完結した公文書を

いう。以下同じ）を除き，適時に，相互に密接な関

連を有する完結公文書を公文書ファイルにまとめる。

(3) 前号の公文書ファイルについて分類し，名称を付

するとともに，保存期間及び保存期間が満了する日

を設定する。

（完結公文書の指定ファイル等への保管） （完結公文書のファイルへの保管）

第 26 条 完結公文書については，指定ファイル（別記 第24条 事案の処理が完結した公文書（以下「完結公文

第 12 号様式）による表示をした公文書ファイルをい 書」という。）は、指定ファイル（別記第 15号様式）

う。以下同じ。）にとじ込み，保管しなければならな にとじ込み、保管しなければならない。

い。 ２ 指定ファイルによる保管に適しない完結公文書につ

２ 指定ファイルによる保管に適しない完結公文書につ いては、とじひも等を用いて編集し、その背表紙部分
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いては，とじひも等を用いて編集し，その背表紙部分 及び表紙部分に別記第 16 号様式による表示をする等

及び表紙部分に別記第 12 号様式による表示をする等 により当該完結公文書の所属年度及び保存期間並びに

により当該完結公文書の所属年度及び保存期間並びに ファイル名を明示して保管しなければならない。

公文書ファイル名を明示して保管しなければならな ３ 前２項の規定により完結公文書（電磁的記録を除く。

い。 以下この項において同じ。）をとじ込んだ指定ファイ

３ 前２項の規定により完結公文書をとじ込んだ指定フ ル等（以下「ファイル」という。）には、それぞれ文

ァイル等（以下「指定ファイル等」という。）には， 書件名表（別記第 17 号様式）を添付しなければなら

それぞれ文書件名表（別記第 13号様式）を添付しな ない。ただし、保存期間が１年末満又は１年の完結公

ければならない。ただし，保存期間が１年末満又は１ 文書に係るファイルについては、この限りでない。

年の指定ファイル等については，この限りでない。

（指定ファイル等の保管用具） （ファイルの保管用具）

第 27 条 文書管理者は，指定ファイル等について，そ 第25条 ファイルは、その保管の状態が外部から識別で

の保管の状態が外部から識別できる構造の保管用具に きる構造の保管用具に保管しなければならない。ただ

保管しなければならない。ただし，個人情報の保護に し、当該保管用具に収納することが不適当なファイ

関する法律（平成 15年法律第 57号）第２条第１項に ルについては、それぞれ適切な保管用具を使用するこ

規定する個人情報（以下「個人情報」という。）が整 とができる。

理された形で記載されている指定ファイル等その他の ２ 保管用具には、保管用具番号ラベルをはり、各課及

当該保管用具に収納することが不適当な指定ファイル び支所又は係ごとの通し番号を付けなければならな

等については，それぞれ適切な保管用具を使用するこ い。

とができる。

２ 保管用具には，保管用具番号ラベルを貼り，通し番

号を付けなければならない。

（未完結公文書の保管） （未完結公文書の保管）

第 28 条 事案の処理が完結していない公文書は，その 第26条 事案の処理が完結していない公文書（以下この

所在を明らかにしておかなければならない。 条において「未完結公文書」という。）は、担当者が

不在の場合でも、その保管状況がわかるように、常に

所定の場所に保管しなければならない。ただし、所定

の場所に収納することが適当でない未完結公文書につ

いては、この限りでない。
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（公文書の持ち出し等の禁止） （公文書の持出し等の禁止）

第 29条 公文書は，業務による場合を除くほか，公社 第27条 公文書は、業務による場合を除くほか、公社外

外に持ち出してはならない。 に持ち出してはならない。

２ 公文書は，文書管理者の承認を受けなければ，関係 ２ 公文書は、各課長の承認を受けなければ、関係者以

者以外の者に閲覧させ，若しくは謄写させ，又はその 外の者に閲覧させ、若しくは謄写させ、又はその謄写

謄写したもの（電磁的記録を用紙に出力したものを含 したもの（電磁的記録を用紙に出力したものを含む。）

む。）を交付してはならない。 を交付してはならない。

（分類及び名称） （公文書の分類の基準）

第 30条 公文書ファイル等は，保存期間が 1年未満で 第22条 公文書は、原則として、大分類、中分類及び小

あるものを除き，事務及び事業の性質，内容等に応じ 分類に分類するものとする。

て，次項に定める分類基準表（別記第 14 号様式）に （文書管理表及び電磁的記録管理表）

より大分類，中分類及び小分類に分類し，分かりやす 第23条 公文書は、保存期間が１年末満であるものを除

い名称を付さなければならない。ただし，分類基準表 き、文書及び図画については文書管理表（別記第 13

により分類することが困難である電磁的記録について 号様式）により、電磁的記録については電磁的記録管

は，電磁的記録管理表（別記第 15 号様式）により分 理表（別記第 14 号様式）により分類し、及び管理

類し，及び管理しなければならない。 しなければならない。

２ 文書管理者は，毎年度当初に，別表に定める基準を ２ 各課長は、毎年度４月末日までに文書管理表及び電

参酌し，分類基準表及び電磁的記録管理表を作成しな 磁的記録管理表を作成しなければならない。

ければならない。

（保存期間） （公文書の保存期間）

第 31条 公文書の保存期間の区分は，原則として，１ 第28条 公文書の保存期間の区分は、１年末満、１年、

年，３年，５年，10年及び 30 年とする。 ３年、５年、10 年、10 年を超える保存を必要とする

２ 保存期間を定める基準は，法令等に定めがあるもの 期間及び永久とする。

を除き，別表のとおりとする。 ２ 保存期間を定める基準は、別表のとおりとする。

３ 第 25 条第１号の保存期間の設定については，分類 ３ 各課長は、前項の基準に基づき、原則として、ファ

基準表に従い，行うものとする。 イルごとに保存期間を定めるものとする。

４ 第 25 条第１号の保存期間の設定及び分類基準表に ４ 保存期間は、処理完結の日の属する年度の翌年度か

おいては，条例第２条第３項の歴史公文書に該当する ら起算するものとする。ただし、公文書の作成若しく

とされた公文書のほか，次に掲げる公文書は，１年以 は取得の日又はこれらの日以後の特定の日を起算日と

上の保存期間を設定するものとする。 することが公文書の適切な管理に資すると認められる
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(1) 業務が適正かつ効率的に運営され，県民に説明す 場合は、当該作成若しくは取得の日又は特定の日を起

る責務が全うされるよう，意思決定過程や事務及び 算日とすることができる。

事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる公 ５ 次の各号に掲げる公文書については、保存期間の満

文書 了する日以後においても、その区分に応じて当該各号

(2) 重要又は異例な事項に関する情報を含む場合な に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長し

ど，合理的な跡付けや検証に必要となる公文書 なければならない。この場合において、一の区分に該

５ 第 25 条第１号の保存期間の設定においては，前項 当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞ

の規定に該当する場合を除き，次に掲げる公文書の保 れの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存

存期間を 1年未満とすることができる。 しなければならない。

(1) 別途，正本又は原本が管理されている公文書の写 (１) 現に監査、検査等の対象になっているもの当該

し 監査、検査等が終了するまでの間

(2) 定型的又は日常的な業務連絡，日程表等 (２) 現に係属している訴訟における手続上の行為を

(3) 出版物又は公表物を編集した文書 するために必要とされるもの当該訴訟が終結するま

(4) 所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答 での間

(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に (３) 鹿児島県情報公開条例第５条の規定による開示

適さなくなった文書 請求があったもの当該開示請求に係る開示又は不

(6) 意思決定の途中段階で作成したもので，当該意思 開示決定の日の翌日から起算して１年間

決定に与える影響がないものとして，長時間の保存 ６ 公文書が使用又は保存に耐えなくなった場合等には

を要しないと判断されている文書 当該公文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の

６ 第 25 条第１号の保存期間の起算日は，公文書を作 種別の公文書を作成するものとする。

成し，又は取得した日（以下「文書作成取得日」とい

う。）の属する年度の翌年度の４月１日とする。ただ

し，４月１日以外の日を起算日とすることが公文書の

適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっ

ては，文書作成取得日から１年以内の日で文書管理者

が定める日とする。

７ 第 25 条第３号の保存期間は，公文書ファイルにま

とめられた公文書の保存期間とする。

８ 第 25 条第３号の保存期間の起算日は，公文書を公

文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日（以下「公

文書ファイル作成日」という。）の属する年度の翌年

度の４月１日とする。ただし，４月１日以外の日を起
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算日とすることが公文書の適切な管理に資すると文書

管理者が認める場合にあっては，公文書ファイル作成

日から１年以内の日で文書管理者が定める日とする。

９ 第６項及び前項の規定は，文書作成取得日において

は不確定である期間を保存期間とする公文書及び当該

公文書がまとめられた公文書ファイルについては，適

用しない。

第６章 公文書の保存

（指定ファイル等の保存） （完結公文書の引継ぎ）

第 32 条 文書管理者は，指定ファイル等を，次の各号 第29条 完結公文書は、次の各号に掲げる完結公文書の

の区分に応じ当該各号に定める期間，事務室において， 区分に応じ当該各号に定める期間各課において保管し

適切な保存及び利用を確保するために必要な場所に保 又は保存しなければならない。ただし、担当課長が他

管し，又は保存しなければならない。ただし，文書管 の場所において保管し、又は保存することが適当であ

理者が他の場所において保管し，又は保存することが ると認めるものについては、この限りでない。

適当であると認めるものについては，この限りでない。 (１) 保存期間が１年を超える文書及び図画 当該完

(1) 保存期間が３年を超える指定ファイル等 当該指 結公文書の保存期間のうち最初の１年間

定ファイル等の保存期間のうち最初の１年間 (２) 電磁的記録並びに保存期間が１年末満又は１年

(2) 保存期間が１年末満，１年又は３年の指定ファイ の文書及び図画 当該完結対象文書の保存期間

ル等 当該指定ファイル等の保存期間 ２ 前項第１号の規定による保管の期間を満了した完結

２ 前項第１号の規定による保管の期間を満了した指定 公文書は、文書管理表上常用とされている完結公文書

ファイル等は，事務室に常備し，常に執務上使用する （以下「常用公文書」という。）を除き、管理課長に

もの（以下「常用文書」という。）を除き，文書管理 引き継がなければならない。

者（以下この章において「保存文書管理者」という。） ３ 前項の規定による完結公文書の引継ぎは、次の要領

に引き継がなければならない。 により行う。

３ 前項の規定による指定ファイル等の引継ぎは、次の (１) 管理課長は、引継ぎを受ける前に各課の引継審

要領により行う。 査を行う。

(1) 文書主任は，引継対象の指定ファイル等を別記第 (２) 各課長は、引継対象のファイルを管理課長に提

16号様式による表示をした文書保存箱に収納する。 出する。

(2) 保存文書管理者は，引継ぎを受ける前に引継ぎ審 (３) 管理課長は、引継対象のファイルを文書庫に収

査を行う。 納する。

(3) 文書主任は，引き継ぐ文書保存箱を保存文書管理
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者が指示する文書庫に搬入する。

(4) 文書主任は，保存箱ラベル（別記第 17号様式）

を文書保存箱の表紙の裏面に貼る。

（保存文書の管理） （保存文書の管理）

第 33条 保存文書管理者は，前条の規定により引き継 第30条 前条の規定により引き継がれた完結公文書（以

がれた指定ファイル等（以下「保存文書」という。） 下「保存文書」という。）は文書庫において保管し、

を当該指定ファイル等の保存期間の満了する日までの 管理課長が管理するものとする。

間，文書庫において保存し，及び管理するものとする。

（保存文書の閲覧等） （保存文書の閲覧等）

第 34 条 保存文書を閲覧し，又は借り受けようとする 第31条 文書庫内の保存文書を閲覧し、又は借り受けよ

者は，保存文書管理者の承認を受けなければならない。 うとする者は、保存文書借覧簿（別記第 18号様式）

２ 閲覧し，又は借り受けた保存文書は，転貸し，抜き に所要事項を記入して管理課長の承認を受けなければ

取り，取り換え又は訂正してはならない。 ならない。

３ 閲覧し，又は借り受けた保存文書を破損し，又は紛 ２ 閲覧し、又は借り受けた保存文書は、他人に転貸し、

失したときは，直ちに保存文書破損（紛失）届（別記 又は抜き取り、取り換え若しくは訂正してはならない。

第 18号様式）により保存文書管理者に届け出て，そ ３ 閲覧し、又は借り受けた保存文書を破損し、又は亡

の指示を受けなければならない。 失したときは、直ちに保存文書破損（亡失）届（別記

４ 前項の届け出を受けた保存文書管理者は，第 43 条 第 19 号様式）により管理課長に届け出て、その指示

の規定により処理するものとする。 を受けなければならない。

（保存文書の借受期間等） （保存文書の借受期間等）

第 35 条 保存文書の借受期間は，原則として 30 日以 第32条 保存文書の借受期間は、原則として 30 日以内

内とする。 とする。

２ 前項の期間を超えて保存文書を借り受けようとする ２ 前項の期間を超えて保存文書を借り受けようとする

ときは，長期借用承認申請書（別記第 19号様式）に ときは、長期借用承認申請書（別記第 20 号様式）に

より保存文書管理者の承認を受けなければならない。 より管理課長の承認を受けなければならない

（保存文書の返還） （保存文書の返還）

第 36 条 職員は常用文書として使用する等のため保存 第33条 各課長は、常用文書として使用する等のため保

文書の返還を受けようとするときは，保存文書返還承 存文書の返還を受けようとするときは、保存文書返還
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認申請書（別記第 20号様式）により保存文書管理者 承認申請書（別記第 21 号様式）により管理課長の承認

の承認を受けなければならない。 を受けなければならない。

第７章 公文書ファイル管理簿

（公文書ファイル管理簿の公表）

第 37 条 公文書ファイル管理簿は，県政情報センター

に備えて一般の閲覧に供するとともに，インターネッ

トで公表しなければならない。

（公文書ファイル管理簿への記載）

第 38 条 文書管理者は，年１回，管理する公文書ファ

イル等（保存期間が１年以上のものに限る。）の現況

について，鹿児島県公文書等の管理に関する条例施行

規則（令和６年鹿児島県規則第〇号。以下「施行規則」

という。）第５条各号に掲げる事項を公文書ファイル

管理簿に記載しなければならない。

２ 前項の記載に当たっては，鹿児島県情報公開条例（平

成 12 年鹿児島県条例第 113 号）第７条各号に掲げる

情報に該当するものが含まれる場合には，当該情報を

明示しないようにしなければならない。

第８章 公文書の移管，廃棄又は保存期間の延長

（保存期間が満了したときの措置）

第 39 条 文書管理者は，公文書ファイル等について，

別表の規定に基づき，保存期間満了前のできるだけ早

い時期に，条例第５条第５項の保存期間が満了したと

きの措置を定めなければならない。

２ 前項の措置は，公文書ファイル管理簿への記載によ

り定める。

３ 文書管理者は，第１項の規定により定めた措置につ

いて，その後に発生した事件，事故又は社会情勢の変

化等を参酌し，当該措置を変更することができる。

－173－



鹿児島県住宅供給公社公文書管理規程新旧対照表

改 正 案 現 行

（移管又は廃棄） （保存文書の廃棄等）

第 40条 文書管理者は，保存期間が満了した公文書フ 第34条 管理課長は、保存期間が満了した保存文書につ

ァイル等について，前条第１項又は第３項の規定によ いては、担当課長と協議の上、廃棄若しくは保存期間

る定めに基づき，知事に移管し，又は廃棄しなければ の延長を決定しなければならない。

ならない。 ２ 管理課長は、前項の規定により廃棄する保存文書で

２ 文書管理者は，保存期間が満了した公文書ファイル 秘密保持を必要とするものは、焼却、裁断等の方法に

等を廃棄しようとするときは，条例第８条第２項の規 より廃棄しなければならない。

定により，あらかじめ，当該公文書ファイル等を知事 ３ 各課において保存する完結公文書で保存期間が満了

に報告しなければならない。 したものについては、各課長が廃棄するものとする。

３ 文書管理者は，条例第８条第４項の規定により通知 ４ 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければな

された鹿児島県公文書管理委員会の意見が公文書ファ らない特別の理由があるときは、当該保存期間の満了

イル等にまとめられた公文書が歴史公文書に該当する 前であっても、廃棄することができる。この場合にお

旨の意見であったときは，当該公文書ファイル等につ いては、廃棄する公文書の名称、当該特別の理由及び

いて，保存期間及び保存期間が満了する日を延長する 廃棄した年月日を記載した記録を作成するものとす

場合を除き，移管しなければならない。 る。

４ 文書管理者は，第１項又は前項の規定により移管す

る公文書ファイル等について，条例第 13条第１項第

１号に該当するものとして利用に制限を行うことが適

当であると認める場合には，知事にその旨の意見を提

出しなければならない。

５ 文書管理者は，第１項の規定により廃棄する公文書

ファイル等のうち，個人情報が整理された形で記載さ

れたもの（以下この条において「個人情報文書」とい

う。）その他の秘密保持を必要とするものについては，

焼却，裁断，消去等の方法により確実に廃棄しなけれ

ばならない。

（保存期間の延長）

第 41 条 文書管理者は，施行規則第４条第１項に掲げ

る場合にあっては，同項に定めるところにより，公文

書ファイル等を保存し続けなければならない。

２ 文書管理者は，施行規則第４条第２項に基づき，保
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存期間を延長することができる。

３ 文書管理者は，前２項の保存期間の延長について，

知事に報告しなければならない。

４ 前項の報告は，前条第２項の報告と併せて行うもの

とする。

第９章 管理状況の報告及び研修等

（点検）

第 42 条 文書管理者は，その管理する公文書の管理状

況について，少なくとも年１回点検を行い，その点検

結果等を踏まえ，公文書の管理について必要な措置を

講ずるものとする。

（紛失への対応）

第 43 条 文書管理者は，公文書の紛失又は誤廃棄が明

らかとなった場合は，被害の拡大防止等のために必要

な措置を講じなければならない。

（管理状況の報告等）

第 44 条 文書管理者は，公文書の管理状況について，

毎年度，知事に報告しなければならない。

（研修）

第 45条 文書管理者は，県その他の機関が実施する研

修に職員を積極的に参加させるものとする。

第１０章 補則

（この規程の特例） （公文書の管理の特例）

第 46条 この規程に定めるもののほか，公文書の分類， 第35条 この規程に定めるもののほか、公文書の分類、

作成，保存，廃棄その他の公文書の管理に関する事 作成、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する事項

項について法令又は条例若しくは規則に特別の定めが について法令、条例、規則又は規程若しくは要領に特

設けられている場合は，当該事項については，当該法 別の定めが設けられている場合は、当該事項について
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令又は条例若しくは規則の定めるところによるもとす は、当該法令、条例、規則又は規程若しくは要領の定

る。 めるところによるものとする。

（委任） （委任）

第 47条 この規程に定めるもののほか，公文書の管理 第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項につ

に関し必要な事項は，理事長が定める。 いては理事長が別に定める。

附 則 附 則（平成 14年４月１日規程第２号)

（施行期日） （施行期日）

１ この規程は，平成６年４月１日から施行する。 １ この規程は、平成 14年４月１日から施行する。

（規程の廃止）

（鹿児島県住宅供給公社文書処理規定の廃止） ２ 鹿児島県住宅供給公社文書処理規程(昭和 55年３月

２ 鹿児島県住宅供給公社文書処理規程（平成 14年規 29 日規程第１号)は、廃止する。

程第２号）は，廃止する。 附 則（平成 15年３月 17日規程第１号)

１ この規程は、平成 15年４月１日から施行する。

（経過措置） ２から５まで(省略)

３ この規程の規定は，この規程の施行の日（以下「施 附 則（平成 17年３月 23日規程第１号）

行日」という。）以後に作成し，又は取得した文書に １ この規程は、平成 17年４月１日から施行する。

ついて適用するものとし，施行日前に作成し，又は取 ２から６まで(省略)

得した文書（以下「施行日前公文書」という。）の管 附 則（平成 18年３月 27日規程第２号）

理については，条例第１条の規定を踏まえ，この規程 １ この規程は、平成 18年４月１日から施行する。

の規定に準じて管理するものとする。 ２から５まで（省略）

４ 施行日において保有する永久又は 30年を超える保 附 則（平成 20年３月 28日規程第１号）

存期間が定められている施行日前公文書は，保存期間 １ この規程は、平成 20年４月１日から施行する。

が 30年として定められていたものとみなす。 ２から６まで（省略）

５ 前項の規定により保存期間が 30年として定められ 附 則（平成 27年３月 26日規程第１号）

ていたとみなされる施行日前公文書であって，施行日 （施行期日）

の前日までに保存期間が満了しているとみなされる施 １ この規程は、平成 27年４月１日から施行する。

行日前公文書については，文書管理者が第 40条の規 ２から５まで（省略）

定により移管又は廃棄するまでは，保存期間が延長さ

れているものとみなす。ただし，文書管理者が別の延

長する期間を定めた場合は，この限りでない。
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う
。 （

文
書
管

理
者
）

第
３
条

公
社

の
各

事
務

所
に

文
書

管
理

の
実

施
責

任
者

と
し
て

文
書

管
理

者
を

置
き

，
理

事
長

が
指

定
す

る
。
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２
文

書
管

理
者

は
，

そ
の

管
理

す
る

法
人

文
書

に
つ

い
て

，
次

に
掲

げ
る

事
務

を
行

う
も

の
と

す

る
。

(
1
)

保
存

(
2
)

保
存

期
間
が

満
了
し

た
と
き

の
措
置

の
設
定

(
3
)

法
人

文
書
フ

ァ
イ
ル

管
理
簿

へ
の
記

載

(
4
)

移
管

又
は
廃

棄
等

(
5
)

管
理

状
況
の

点
検
等

(
6
)

法
人

文
書

の
作

成
，

分
類

基
準

表
の

作
成

等
に

よ
る

法
人

文
書

の
整

理
そ

の
他

法
人

文
書

の
管

理
に
関

す
る
職

員
の
指

導
等

（
文
書
取

扱
者
）

（
文
書

取
扱
者
）

第
４
条

公
社

の
各

事
務
所

に
文
書

取
扱
者

を
置
き

，
各

文
書
管

理
者

が
指

定
す
る

。
第

４
条

公
社
に
文

書
取
扱

者
を
置

く
。

２
文

書
取

扱
者

は
，

前
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
事

務
を

補
佐

す
る

ほ
か

，
文

書
の

受
付

及
び

発
送

２
文
書

取
扱
者
は

、
理
事

長
が
総

務
課
の

庶
務

を
担
当

す
る
職

員
の
う
ち

か
ら
指

定
す
る

。

等
に

係
る

事
務
を

行
う
も

の
と

す
る
。

３
文
書

取
扱
者
は

、
総
務

課
長
の

命
を
受

け
て

公
社
に

お
け
る

次
の
事

務
を

処
理

す
る
。

(
1
)

文
書
の

受
付

及
び
配

付
に
関

す
る
こ

と
。

(
2
)

文
書
の

審
査

に
関
す

る
こ
と

。

(
3
)

文
書
処

理
の

促
進
に

関
す
る

こ
と
。

(
4
)

文
書
事

務
の

改
善
及

び
指
導

に
関
す

る
こ

と
。

(
5
)

文
書
の

発
送

に
関
す

る
こ
と

。

(
6
)

文
書
の

整
理

、
保
管

に
関
す

る
こ
と

。

(
7
)

そ
の
他

文
書

の
取
扱

い
に
関

し
て
必

要
な

こ
と
。

（
職
員
の

責
務
）

（
文
書

取
扱
い
の

原
則
）

第
５

条
職

員
は

，
条

例
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
，

関
連

す
る

法
令

等
及

び
文

書
管

理
者

の
指

示
に

従
第

３
条

文
書
は
、

て
い
ね

い
に
取

扱
い
、

そ
の

処
理
は

確
実
か

つ
迅
速
に

行
い
、

常
に
処

理
経
過

を

い
，

法
人

文
書
を

適
正
に

管
理

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
明

ら
か

に
し
て
、

事
務
能

率
の
向

上
に
努

め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

第
２

章
文

書
の
受

付
及
び

配
布

（
文
書
の

受
付
及

び
配
布

)
（

文
書

の
受
付
、

配
布
及

び
受
領

）

第
６
条

郵
便

，
使

送
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

，
電

子
メ

ー
ル

等
そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
公

社
の

各
事

務
所

第
６

条
文

書
取
扱

者
は
、

公
社
に

到
達
し

た
文

書
を
受

け
付
け

、
次
に
掲

げ
る
手

続
を
経

て
、
理

事

に
到

達
し

た
文
書

は
，
文

書
取

扱
者
が

受
け
付

け
る
。

長
、
副

理
事
長
、

理
事
及

び
総
務

課
長
の

閲
覧

に
供
し

た
後
、

当
該
文

書
に

係
る

事
務
を

担
当
す

る

２
文

書
取

扱
者

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
受

け
付

け
た

文
書

の
種

類
の

区
分

に
応

じ
，

そ
れ

ぞ
れ

課
長
（

以
下
「
主

務
課
長

」
と
い

う
。
）

に
配

布
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
所

属
の

長
（

以
下

「
所

属
(
1
)

一
般

文
書
は

す
べ
て

開
封
し

、
そ
の

余
白

に
受
付

日
付
印

（
第
３

号
様

式
）

を
押
し

、
文
書

受

長
」

と
い

う
。
）

の
判
断

に
よ

り
，
手

続
の
一

部
を
省

略
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

付
簿

（
第
４
号

様
式
）

に
所
要

事
項
を

記
載

す
る
こ

と
。

(
1
)

紙
文

書
(
2
)

親
展

文
書
（

こ
れ
に

類
す
る

表
示
を

し
た

も
の
を

含
む
。

）
は
開
封

し
な
い

で
封
筒

に
受
付

日

ア
文

書
（

イ
及

び
第

４
項

に
規

定
す

る
文

書
を

除
く

。
）

を
開

封
し

，
そ

の
余

白
に

受
付

日
付

付
印

を
押

し
、

文
書
受

付
簿
に

所
要
事

項
を

記
載
す

る
こ
と

。

印
（

別
記

第
１

号
様

式
）

を
押

し
，

上
司

の
指

示
を

受
け

，
当

該
文

書
に

係
る

事
務

を
担

当
す

(
3
)

書
留

文
書
（

個
人
あ

て
の
も

の
を
除

く
。

）
は
開

封
し
、

そ
の
余
白

に
受
付

日
付
印

を
押
し

、

る
係

長
等
の

職
員
（

以
下
「

担
当
者

」
と
い

う
。

）
に
配

布
す

る
。

文
書

受
付
簿
に

所
要
事

項
を
記

載
す
る

こ
と

。

イ
親

展
文

書
（

「
秘

」
扱

い
の

文
書

を
含

む
。

）
は

封
筒

に
，

小
包

は
封

皮
に

受
付

日
付

印
を

(
4
)

親
展
電

報
は

、
文
書

受
付
簿

に
所
要

事
項

を
記
載

し
、
そ

の
他
の
電

報
は
受

付
日
付

印
を
押

す

押
し

，
封
の

ま
ま
名

宛
人
に

配
布
す

る
。

こ
と

。

(
2
)

電
子

文
書

(
5
)

現
金

、
金
券

等
は
、

添
付
さ

れ
た
文

書
の

余
白
に

受
付
印

を
押
し
、

文
書
受

付
簿
に

所
要
事

項

ア
上

司
の
指

示
を
受

け
，
担

当
者
に

配
布
す

る
。

を
記

載
す

る
こ

と
。

イ
当

該
所

属
の

所
管

又
は

主
管

に
属

し
な

い
も

の
で

あ
る

と
き

は
，

直
ち

に
当

該
文

書
の

関
係

(
6
)

文
書
に

添
付

さ
れ
た

物
品
等

が
、
当

該
文

書
の
記

載
事
項

と
相
違
す

る
と
き

は
、
文

書
の
欄

外

所
属

に
配
布

す
る
。

に
そ

の
旨
を
記

入
し
て

文
書
取

扱
者
の

認
印

を
押
す

こ
と
。

３
２

人
以

上
の

担
当

者
に

関
係

の
あ

る
文

書
は

，
そ

の
関

係
の

最
も

深
い

担
当

者
に

配
布

し
な

け
れ

２
口
頭

又
は
電
話

を
も
つ

て
処
理

す
る
事

件
は

、
そ
の

要
旨
を

口
頭
（
電

話
）
受

理
用
紙

（
第
５

号

ば
な

ら
な

い
。

様
式
）

に
記
載
し

て
処
理

す
る
も

の
と
す

る
。

４
郵

便
料

金
が

未
納

又
は

不
足

の
郵

便
に

よ
る

文
書

は
，

職
務

に
関

係
の

あ
る

も
の

に
限

り
，

当
該

３
主
務

課
長
は
、

文
書
取

扱
者
か

ら
第
１

項
の

手
続
き

を
経
て

配
布
さ
れ

た
文
書

を
受
領

し
た
と

き
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未
納

又
は

不
足
の

郵
便
料

金
を

納
め
て

受
け
付

け
る
。

は
、
直

ち
に
閲
覧

し
、
担

当
者
に

配
布
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

第
３

章
文

書
の
作

成

（
文
書
主

義
の
原

則
）

第
７
条

職
員

は
，

文
書

管
理

者
の

指
示

に
従

い
，

条
例

第
４
条

の
規

定
に

基
づ

き
，

条
例

第
１

条
の

目
的

の
達

成
に

資
す

る
た

め
，

経
緯

も
含

め
た

意
思

決
定

に
至
る

過
程

並
び

に
事

務
及

び
事

業
の

実

績
を

合
理

的
に

跡
付

け
，

又
は

検
証

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う
，

処
理

に
係

る
事

案
が

軽
微

な
も

の

で
あ

る
場

合
を
除

き
，
文

書
を

作
成
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

２
文

書
は

，
正

確
か

つ
迅

速
に

取
り

扱
い

，
処

理
経

過
を

明
ら

か
に

し
，

及
び

適
正

に
管

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

３
起

案
文

書
は

，
回

議
及

び
合

議
に

必
要

な
余

裕
を

お
い

て
起

案
し

，
必

要
な

審
査

及
び

協
議

の
機

会
が

失
わ

れ
な
い

よ
う
に

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

（
文
書
の

規
格
等

）
（

文
書

の
左
横
書

き
）

第
８
条

文
書

に
用

い
る

用
紙

は
，

原
則

と
し

て
日

本
産

業
規
格

Ａ
列

４
番

の
も

の
を

縦
長

に
し

て
用

第
８

条
文

書
は
、

次
に
掲

げ
る
も

の
を
除

き
、

左
横
書

き
と
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

い
る

。
(
1
)

法
令

の
規
定

に
よ
り

書
式
が

定
め
ら

れ
て

い
る
も

の

２
文

書
は

，
次
に

掲
げ
る

も
の
を

除
き
，

左
横
書

き
と

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

(
2
)

官
公

署
等
が

書
式
を

定
め
た

も
の

(
1
)

法
令

の
規
定

に
よ
り

書
式
が

定
め
ら

れ
て
い

る
も

の
(
3
)

祝
辞

、
賞
状

、
感
謝

状
、
そ

の
他
こ

れ
に

類
す
る

も
の
で

毛
筆
の
も

の

(
2
)

他
の

官
公
署

が
書
式

を
定
め

た
も
の

(
4
)

そ
の

他
理
事

長
が
必

要
と
認

め
た
も

の

(
3
)

祝
辞

，
賞
状

，
感
謝

状
そ
の

他
こ
れ

ら
に
類

す
る

も
の

３
文

書
は

，
原
則

と
し
て

左
側
を

と
じ
る

。

（
起
案
）

（
文
書

の
起
案
）

第
９
条

文
書

を
起

案
す

る
と

き
は

，
起

案
用

紙
（

別
記

第
２
号

様
式

）
又

は
帳

票
等

を
用

い
て

行
わ

第
７

条
文

書
を
起

案
す
る

と
き
は

、
次
に

掲
げ

る
も
の

を
除
き

、
起
案
用

紙
（
第

６
号
様

式
）
で

処

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

理
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

(
1
)

定
例
的

な
も

の
で
所

定
の
簿

冊
で
処

理
で

き
る
も

の

(
2
)

軽
易
な

も
の

で
文
書

の
余
白

に
処
理

案
を

朱
書
し

て
処
理

で
き
る
も

の

(
3
)

口
頭
（

電
話

）
受
理

用
紙
で

処
理
で

き
る

も
の

（
起
案
の

要
領
）

第
10
条

文
書

の
起

案
は
，

次
の
要

領
に
よ

り
行
う

。
２

文
書

を
起
案
す

る
と
き

は
、
次

の
各
号

に
よ

ら
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

(
1
)

内
容

の
よ
く

分
か
る

題
名
を

付
け
る

。
(
1
)

法
令

の
目
的

に
か
な

い
、
適

切
な
内

容
を

備
え
、

十
分
な

効
果
を
あ

げ
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う

(
2
)

文
章

は
，
分

か
り
や

す
く
，

簡
潔
に

す
る
。

に
す

る
こ
と
。

(
3
)

必
要

に
よ
り

起
案
理

由
，
関

係
法
令

，
参
考

資
料

を
付
記

し
，

又
は

添
付
す

る
。

(
2
)

文
体

は
、
当

用
漢
字

表
（
昭

和
21
年

内
閣

告
示
第

3
2
号
）

、
現
代
か

な
づ
か

い
（
昭

和
2
1年

内

(
4
)

用
字

用
語

は
，

常
用

漢
字

表
（

平
成

2
2
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

，
現

代
仮

名
遣

い
（

昭
和

6
1
年

閣
告

示
第

3
3
号

）
、

当
用

漢
字

音
訓

表
（

昭
和

2
3
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

、
当

用
漢

字
字

体
表

内
閣
告

示
第
１

号
）
及

び
送
り

仮
名
の

付
け
方

(
昭
和

48
年

内
閣

告
示
第

２
号
)
に

よ
る

。
（

昭
和

4
2
年

内
閣

告
示

第
1
号

）
及

び
送

り
が

な
の

つ
け

方
（

昭
和

3
4
年

内
閣

告
示

第
１

号
）

を

用
い

、
意
思
を

簡
単
明

り
よ
う

に
表
現

す
る

こ
と
。

(
3
)

必
要
に

よ
り

簡
単
な

起
案
理

由
、
関

係
法

文
、
参

考
と
な

る
事
項
又

は
資
料

を
付
記

し
、
又

は

添
付

す
る
こ
と

。

（
決
裁
区

分
等
の

表
示
）

（
決
裁

区
分
、
分

類
記
号

及
び
保

存
期
間

の
表

示
）

第
11

条
文

書
を

起
案

す
る

と
き

は
，

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
決

裁
区

分
等

を
表

示
し

な
け

れ
ば

第
1
0
条

文
書
を
起

案
す
る

と
き
は

、
起
案

用
紙

の
決
裁

区
分
欄

に
次
の
各

号
を
掲

げ
る
区

分
を
、

分

な
ら

な
い

。
類

記
号

欄
及
び
保

存
期
間

欄
に
別

に
定
め

る
文

書
文
類

表
の
分

類
記
号

及
び

保
存

期
間
を

そ
れ
ぞ

れ

(
1
)

決
裁

区
分

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

決
裁

区
分

に
応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
記

号
を

表
示

記
入
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

す
る
。

決
裁

区
分

記
号

－179－



理
事
長

甲
(
1
)

理
事

長
の
決

裁
を
要

す
る
も

の
甲

副
理
事

長
乙

(
2
)

副
理

事
長
限

り
で
処

理
す
る

も
の

乙

専
務
理

事
丙

(
3
)

理
事

限
り
で

処
理
す

る
も
の

専
務

理
事

丙
，
常

務
理
事

丙
２

常
務
理

事
丙

2

部
長

丁
(
4
)

部
長

限
り
で

処
理
す

る
も
の

丁

課
長

丁
2

(
5
)

課
長

限
り
で

処
理
す

る
も
の

丁
２

(
2
)

取
扱

区
分

は
，

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

文
書

の
区

分
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
取

扱
区

（
取
扱

い
の
種
類

の
表
示

）

分
を
表

示
す
る

。
第

９
条

次
の

各
号

に
掲
げ

る
文
書

を
起
案

す
る

と
き
は

、
起
案

用
紙
の
取

扱
区
分

欄
に
当

該
各
号

に

掲
げ
る

区
分
に
よ

り
、
そ

の
取
扱

い
の
種

類
を

朱
書
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

文
書

の
区

分
取
扱

区
分

(
1
)

県
公
報

に
登

載
す
る

も
の

公
報
登

載

県
公
報

に
登
載

す
る

も
の

公
報

登
載

(
2
)

特
殊

な
発
送

を
要
す

る
も
の

速
達

、
親

展
、
現

金
書
留

、
内
容
証

明
、
配

達
証
明

、
受
取

人

特
殊
な

発
送
を

要
す

る
も
の

速
達

，
進

展
，

内
容

証
明
，

配
達
証

明
等

払
、

電
報
、
小

包
、
は

が
き
等

秘
密
を

要
す
る

も
の

秘
(
3
)

秘
密

を
要
す

る
も
の

秘

２
特
に

急
を

要
す

る
文
書

は
、
そ

の
上
部

欄
外

に
赤
紙

を
添
付

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

(
3
)

分
類

記
号

は
，

第
3
0
条

に
定

め
る

分
類

基
準

表
に

よ
る

文
書

の
分

類
に

従
い

，
分

類
記

号
を

表
第

10
条

文
書
を

起
案
す

る
と
き

は
、
起

案
用

紙
の
決

裁
区
分

欄
に
次
の

各
号
を

掲
げ
る

区
分
を

、

示
す
る

。
分
類

記
号

欄
及

び
保
存

期
間
欄

に
別
に

定
め

る
文
書

文
類
表

の
分
類
記

号
及
び

保
存
期

間
を
そ

れ
ぞ

れ
記
入
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

（
発
信
者

名
の
基

準
）

（
発
信

者
名
）

第
12
条

法
人

文
書

は
，
原

則
と
し

て
理
事

長
名
を

も
っ

て
発
す

る
も

の
と

す
る
。

第
1
1
条

文
書
は
、

す
べ
て

理
事
長

名
を
も

つ
て

発
信
す

る
も
の

と
す
る
。

２
前

項
の

ほ
か

，
そ

の
他

の
重

要
な

文
書

は
部

長
名

，
通

常
の

文
書

は
課

（
所

）
長

名
で

発
す

る
も

の
と

す
る

。

（
担
当
者

等
の
表

示
）

第
13

条
発

送
す

る
文

書
（

以
下

「
発

送
文

書
」

と
い

う
。

）
の

う
ち

相
手

方
か

ら
の

照
会

等
が

予
想

さ
れ

る
文

書
に

は
，

文
書

の
末

尾
に

事
務

担
当

者
の

所
属

，
氏
名

及
び

電
話

番
号

を
記

載
す

る
よ

う

に
努

め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

（
作
成
年

月
日
等

の
表
示

）

第
14

条
事

業
説

明
資

料
，

会
議

資
料

等
起

案
以

外
の

方
法

に
よ

り
作

成
す

る
文

書
に

は
，

そ
の

右
上

余
白

に
作

成
年
月

日
，
作

成
課

名
及
び

作
成
者

名
を
表

示
す
る
よ

う
に
努

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

（
回
議
）

（
回
議

）

第
15

条
起

案
文

書
は

，
起

案
者

か
ら

順
次

直
属

の
上

司
を

経
て

，
決

裁
者

に
回

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

第
1
2
条

起
案
文
書

は
、
関

係
職
員

に
回
議

し
た

後
、
上

司
の
決

裁
を
受
け

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

な
い

。

２
秘

密
の

取
扱

い
を

要
す

る
文

書
及

び
重

要
又

は
異

例
の

文
書

は
，

起
案

者
又

は
上

司
が

自
ら

持
ち

２
秘
密

の
取
扱
い

を
要
す

る
文
書

及
び
重

要
又

は
異
例

の
文
書

は
、
起
案

者
又
は

上
司
が

自
ら
持

ち

回
っ

て
回

議
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

回
っ
て

回
議
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

（
合
議
）

（
合
議

）

第
1
6
条

起
案

文
書

の
内

容
が

他
の

課
（

所
）

又
は

他
の

部
が

所
管

す
る

事
務

に
関

係
が

あ
る

場
合

第
1
3
条

理
事

以
上

の
決

裁
に

係
る

起
案

文
書

で
他

課
に

関
係

あ
る

も
の

は
、

関
係

課
に

合
議

し
た

は
，

当
該

起
案

文
書

を
関

係
の

課
（

所
）

長
又

は
部

長
に

合
議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
後

、
理

事
に
回
議

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

既
に

会
議

等
に

お
い

て
決

定
さ

れ
た

事
項

に
係

る
も

の
に

つ
い
て

は
，

こ
れ

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
２

他
課

に
関
係
の

あ
る
起

案
文
書

は
、
主

務
課

長
に
回

議
し
た

後
、
関

係
課

長
に

合
議
し

な
け
れ

ば

き
る

。
な

ら
な

い
。

２
前

条
第

２
項
の

規
定
は

，
合
議

に
つ
い

て
準
用

す
る

。

３
起

案
文

書
の

合
議

を
受

け
た

者
は

，
起

案
文

書
の

内
容

に
異

議
が

あ
る

と
き

は
起

案
文

書
を

作
成
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し
た

所
属

長
又

は
主

務
部

長
と

協
議

し
て

調
整

す
る

も
の

と
し
，

協
議

が
調

わ
な

い
と

き
は

意
見

を

付
し

て
お

か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

（
代
決
，

後
閲
，

廃
案
等

の
場
合

の
処
理

）
（

後
閲

及
び
廃
案

）

第
1
7
条

起
案

文
書

を
鹿

児
島

県
道

路
公

社
事

務
決

裁
規

程
（

昭
和

4
8
年

規
程

第
５

号
）

の
定

め
る

と
第

1
4
条

回
議
又
は

合
議
を

受
け
た

起
案
文

書
に

つ
い
て

後
閲
を

要
す
る
と

き
は
、

「
要
後

閲
」
と

朱

こ
ろ

に
よ

り
代

決
す

る
と

き
は

，
当

該
起

案
文

書
の

決
裁

箇
所
に

「
代

」
と

記
載

し
，

そ
の

旨
を

明
書

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

ら
か

に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
２

起
案

文
書
が
廃

案
と
な

つ
た
と

き
は
、

直
ち

に
そ
の

旨
を
朱

書
し
て

合
議

し
た

関
係
課

長
に
回

覧

２
前

項
の

場
合

に
お

い
て

，
後

閲
を

要
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

「
後

閲
」

と
記

入
し

て
お

か
な

け
れ

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

ば
な

ら
な

い
。

３
回

議
又

は
合

議
の

過
程

で
起

案
文

書
の

内
容

に
重

大
な

修
正

が
加

え
ら

れ
た

と
き

，
又

は
起

案
が

廃
案

に
な

っ
た

と
き

は
，

主
務

課
長

は
，

そ
の

と
き

ま
で

に
回
議

又
は

合
議

を
終

わ
っ

た
関

係
の

課

（
所

）
長

及
び
部

長
に
そ

の
旨

を
通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

（
機
密
又

は
緊
急

を
要
す

る
事
案

の
処
理

）

第
18

条
機

密
又

は
緊

急
を

要
す

る
事

案
は

，
上

司
の

指
揮

を
受

け
て

通
常

の
手

続
に

よ
ら

ず
，

便
宜

処
理

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
た

だ
し
，

事
後
に

所
定
の

手
続
を
と

ら
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。

（
決
裁
後

の
処
理

）
（

文
書

の
審
査
及

び
決
裁

日
付
印

並
び
に

記
号

等
の
記

入
）

第
19
条

決
裁

文
書

は
，
決

裁
日
付

印
（
別

記
第
３

号
様

式
）
を

押
印

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

第
1
5
条

決
裁
を
終

つ
た
起

案
文
書

は
、
文

書
取

扱
者
の

審
査
を

受
け
た
後

、
決
裁

日
付
印

（
第
７

号

様
式
）

の
押
印
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

２
前
項

の
文

書
取

扱
者
の

審
査
は

、
第
７

条
に

規
定
す

る
事
項

そ
の
他
必

要
な
事

項
に
つ

い
て
行

う

も
の
と

す
る
。

３
第
１

項
の

手
続

き
を
終

え
た
決

裁
文
書

は
、

文
書
取

扱
者
が

規
程
番
号

簿
又
は

文
書
番

号
簿
に

所

要
事
項

を
記
入
す

る
と
と

も
に
、

当
該
決

裁
文

書
に
記

号
、
番

号
及
び
年

月
日
を

記
入
し

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。

（
文
書
の

記
号
及

び
番
号

）
（

文
書

の
記
号
及

び
番
号

）

第
20

条
文

書
（

公
告

を
除

く
。

）
に

は
，

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
記

号
及

び
番

号
を

付
け

な
け

第
５

条
文

書
に
は

、
次
の

各
号
に

よ
り
記

号
及

び
番
号

を
付
さ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、

記

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
記

号
及

び
番

号
を

付
け

る
こ

と
が
適

当
で

な
い

文
書

又
は

軽
易

な
文

書
号

及
び

番
号
を
付

け
る
こ

と
が
適

当
で
な

い
文

書
又
は

軽
易
な

文
書
は

、
こ

れ
を

省
略
す

る
こ
と

が

に
は

，
こ

れ
を
省

略
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

で
き
る

も
の
と
す

る
。

(
1
)

規
程

等
に

は
，

公
社

名
を

冠
し

，
規

程
等

番
号

簿
（

別
記

第
４

号
様

式
)
に

よ
り

番
号

を
付

け
(
1
)

規
程

に
は
、

公
社
名

を
冠
し

規
程
番

号
簿

（
第
１

号
様
式

）
に
よ
り

番
号
を

付
け
る

こ
と
。

る
。

(
2
)

前
号
以

外
の

文
書
に

は
、
鹿

道
公
と

記
号

を
付
け

、
文
書

番
号
簿
（

第
２
号

様
式
）

に
よ
り

番

(
2
)

前
号

の
文

書
以

外
の

文
書

に
は

，
鹿

道
公

と
記

号
を

付
け

，
文

書
番

号
簿

（
別

記
第

５
号

様
号
を

付
け
る
こ

と
。

式
）
に

よ
り
番

号
を
付

け
る
。

２
前
項

の
番

号
は

、
同
項

第
１
号

に
規
定

す
る

文
書
に

つ
い
て

は
歴
年
、

同
項
第

２
号
に

規
定
す

る

２
前

項
の

番
号

は
，

同
項

第
１

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
暦

年
，

同
項

第
２

号
の

文
書

に
つ

い
て

は
会

文
書
に

つ
い
て
は

会
計
年

度
に
よ

る
一
連

番
号

と
す
る

。

計
年

度
に

よ
る
一

連
番
号

と
す

る
。

第
４

章
文

書
の
浄

書
及
び

発
送

（
浄
書
及

び
校
合

）
（

文
書

の
浄
書
及

び
製
本

）

第
21

条
原

則
と

し
て

，
決

裁
文

書
の

浄
書

は
起

案
者

が
行

い
，

浄
書

し
た

文
書

の
校

合
は

起
案

者
以

第
1
6
条

決
裁
文
書

の
浄
書

及
び
製

本
は
、

原
則

と
し
て

起
案
者

が
す
る
も

の
と
す

る
。

外
の

職
員

が
行
う

も
の
と

す
る

。
２

決
裁

文
書
の
浄

書
に
あ

た
つ
て

は
、
容

易
に

変
質
し

、
又
は

破
損
し

な
い

用
紙

及
び
用

具
を
使

用

し
、
か

い
書
で
正

確
か
つ

明
り
よ

う
に
記

載
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
た

だ
し
、

軽
易
な

文
書
で

保

存
期
間

が
１
年
以

内
の
も

の
に
つ

い
て
は

、
青

写
真
機

で
複
写

し
た
も
の

等
を
使

用
す
る

こ
と
が

で

き
る
。

３
浄
書

し
た

文
書

は
、
校

合
を
行

い
、
所

定
欄

に
浄
書

者
及
び

校
合
者
の

認
め
印

を
押
さ

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。
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（
公
社
印

の
押
印

）
（

公
社

の
押
印
）

第
2
2
条

発
送

文
書

に
は

，
鹿

児
島

県
道

路
公

社
印

規
程

（
昭

和
4
7
年

鹿
児

島
県

道
路

公
社

規
程

第
８

第
1
7
条

発
送
を
要

す
る
文

書
（
以

下
「
発

送
文

書
」
と

い
う
。

）
に
は
、

鹿
児
島

県
道
路

公
社
公

印

号
）

に
定

め
る

公
社

印
を

押
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
，

次
に

掲
げ

る
文

書
に

つ
い

て
は

，
規

程
（

昭
和

4
7
年

鹿
児

島
県

道
路

公
社

規
程

第
８

号
）

に
定

め
る

公
印

を
押

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

公
社

印
の

押
印
を

省
略
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

い
。
た

だ
し
、
印

刷
し
た

文
書
で

権
利
の

得
喪

又
は
変

更
に
関

係
の
な

い
も

の
に

つ
い
て

は
、
公

印

(
1
)

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
に

発
す

る
文

書
で

当
該

国
又

は
他

の
地

方
公

共
団

体
が

公
社

印
を

の
押
印

を
省
略
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

押
印
し

な
い
で

発
す
る

こ
と
を

認
め
た

も
の

(
2
)

権
利

の
得
喪

又
は
変

更
に
関

係
の
な

い
文
書

（
郵
便
等

に
よ
る

文
書
の

発
送
）

（
文
書

の
発
送
）

第
23
条

郵
便

に
よ

る
文
書

の
発
送

は
，
文

書
取
扱

者
が

行
う
も

の
と

す
る

。
第

1
8
条

文
書
の
発

送
は
、

文
書
取

扱
者
が

す
る

も
の
と

す
る
。

２
文

書
取

扱
者

は
，

決
裁

文
書

の
取

扱
区

分
の

表
示

に
従

っ
て

発
送

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
取

扱
区

分
に

不
適

当
な

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
担
当

者
と

協
議

の
上

，
こ

れ
を

変
更

す

る
こ

と
が

で
き
る

。

３
第

2
2
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
公

社
印

の
押

印
を

省
略

し
た

文
書

に
つ

い
て

は
，

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

又
は
電

子
メ
ー

ル
等

に
よ
り

，
発
送

す
る
こ

と
が
で
き

る
。

（
施
行
情

報
の
記

録
）

（
発
送

の
処
理
）

第
24

条
決

裁
文

書
を

施
行

し
た

と
き

は
，

施
行

年
月

日
及

び
施

行
方

法
を

当
該

決
裁

文
書

に
記

入
し

第
1
9
条

文
書
取
扱

者
は
、

発
送
文

書
の
送

付
が

あ
つ
た

と
き
は

、
次
の
各

号
に
よ

り
処
理

す
る
も

の

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

と
す
る

。

(
1
)

決
裁
文

書
の

取
扱
区

分
の
表

示
と
発

送
文

書
を
照

合
確
認

す
る
こ
と

。

(
2
)

発
送
文

書
を

受
け
付

け
た
と

き
は
、

決
裁

文
書
に

発
送
日

付
印
（
第

８
様
式

）
を
押

し
て
起

案

者
に

返
付
す
る

こ
と
。

第
５

章
法

人
文
書

の
整
理

（
職
員
の

整
理
義

務
）

（
文
書

の
整
理
、

保
管
の

原
則
）

第
25
条

職
員

は
，

次
に
掲

げ
る
整

理
を
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

第
2
0
条

文
書
は
、

文
書
文

類
表
に

従
つ
て

整
理

、
保
管

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

(
1
)

作
成

し
，

又
は

取
得

し
た

法
人

文
書

に
つ

い
て

分
類

し
，

名
称

を
付

す
る

と
と

も
に

，
保

存
期

間
及
び

保
存
期

間
が
満

了
す
る

日
を
設

定
す
る

。

(
2
)

単
独

で
管

理
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
完

結
法

人
文

書
（

事
案

の
処

理
が

完
結

し
た

法
人

文
書

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
除

き
，

適
時

に
，

相
互

に
密

接
な

関
連

を

有
す
る

完
結
法

人
文
書

を
法
人

文
書
フ

ァ
イ
ル

に
ま

と
め

る
。

(
3
)

前
号

の
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

つ
い

て
分

類
し

，
名

称
を

付
す

る
と

と
も

に
，

保
存

期
間

及
び

保
存
期

間
が
満

了
す
る

日
を
設

定
す
る

。

（
完
結
法

人
文
書

の
指
定

フ
ァ
イ

ル
等
へ

の
保
管

）
（

完
結

文
書
の
整

理
編
集

）

第
26

条
完

結
法

人
文

書
に

つ
い

て
は

，
指

定
フ

ァ
イ

ル
（

別
記

第
６

号
様

式
に

よ
る

表
示

を
し

た
法

第
2
1
条

完
結
し
た

文
書
は

、
次
の

各
号
に

よ
り

編
集
保

存
す
る

も
の
と
す

る
。

人
文

書
フ

ァ
イ
ル

を
い
う

。
以

下
同
じ

。
）
に

と
じ
込

み
，
保
管

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
(
1
)

年
度

、
分
類

項
目
及

び
保
存

期
間
別

に
簿

冊
に
編

集
し
、

整
理
番

号
、

完
結

年
度
等

を
付
す

る

２
指

定
フ

ァ
イ

ル
に

よ
る

保
管

に
適

し
な

い
完

結
法

人
文

書
に

つ
い

て
は

，
と

じ
ひ

も
等

を
用

い
て

こ
と

。

編
集

し
，

そ
の

背
表

紙
部

分
及

び
表

紙
部

分
に

別
記

第
1
3
号

様
式

に
よ

る
表

示
を

す
る

等
に

よ
り

当
(
2
)

年
度

は
、
会

計
年
度

に
よ
る

こ
と
。

た
だ

し
、
法

令
文
書

に
つ
い

て
は

歴
年

に
よ
る

こ
と
。

該
完

結
法

人
文

書
の

所
属

年
度

及
び

保
存

期
間

並
び

に
法

人
文
書

フ
ァ

イ
ル

名
を

明
示

し
て

保
管

し
(
3
)

施
行

年
月
日

の
順
に

下
か
ら

上
に
編

集
す

る
こ
と

。

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

３
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

完
結

法
人

文
書

を
と

じ
込

ん
だ

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
（

以
下

「
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

」
と

い
う

。
）

に
は

，
そ

れ
ぞ

れ
文

書
件

名
表

（
別

記
第
７

号
様

式
）

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ

し
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
又

は
１

年
の

指
定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

こ
の

限

り
で

な
い

。

（
指
定
フ

ァ
イ
ル

等
の
保

管
用
具

）
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第
27

条
文

書
管

理
者

は
，

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

そ
の

保
管

の
状

態
が

外
部

か
ら

識
別

で
き

る
構

造
の

保
管

用
具

に
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
，

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律

（
平

成
1
5
年

法
律

第
5
7
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

個
人

情
報

（
以

下
「

個
人

情
報

」
と

い

う
。

）
が

整
理

さ
れ

た
形

で
記

載
さ

れ
て

い
る

指
定

フ
ァ

イ
ル
等

そ
の

他
の

当
該

保
管

用
具

に
収

納

す
る

こ
と

が
不

適
当

な
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

は
，

そ
れ
ぞ

れ
適

切
な

保
管

用
具

を
使

用
す

る

こ
と

が
で

き
る
。

２
保

管
用

具
に
は

，
保
管

用
具
番

号
ラ
ベ

ル
を
貼

り
，

通
し
番

号
を

付
け

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

（
未
完
結

法
人
文

書
の
保

管
）

第
28

条
事

案
の

処
理

が
完

結
し

て
い

な
い

法
人

文
書

は
，

そ
の

所
在

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
法
人
文

書
の
持

出
し
等

の
禁
止

）
（

文
書

の
持
出
し

等
の
禁

止
）

第
29
条

法
人

文
書

は
，
業

務
に
よ

る
場
合

を
除
く

ほ
か

，
庁
外

に
持

ち
出

し
て
は

な
ら
な

い
。

第
2
4
条

文
書
は
、

業
務
に

よ
る
場

合
の
ほ

か
、

庁
外
に

持
ち
出

し
て
は
な

ら
な
い

。

２
法

人
文

書
は

，
文

書
管

理
者

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

，
関

係
者

以
外

の
者

に
閲

覧
さ

せ
，

若
し

２
文
書

は
、
総
務

課
長
の

承
認
を

受
け
な

け
れ

ば
、
関

係
者
以

外
の
者
に

謄
写
さ

せ
、
若

し
く
は

閲

く
は

謄
写

さ
せ

，
又

は
そ

の
謄

写
し

た
も

の
（

電
磁

的
記

録
を
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

を
含

む
。

）
覧

さ
せ

、
又
は
そ

の
謄
写

し
た
も

の
を
交

付
し

て
は
な

ら
な
い

。

を
交

付
し

て
は
な

ら
な
い

。

（
分
類
及

び
名
称

）

第
30

条
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

は
，

保
存

期
間

が
１

年
未

満
で

あ
る

も
の

を
除

き
，

当
該

所
属

の
事

務
及

び
事

業
の

性
質

，
内

容
等

に
応

じ
て

，
次

項
に

定
め

る
分
類

基
準

表
（

別
記

第
８

号
様

式
）

に

よ
り

大
分

類
，

中
分

類
及

び
小

分
類

に
分

類
し

，
分

か
り

や
す

い
名

称
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

１
文

書
管

理
者

は
，

毎
年

度
当

初
に

，
別

表
に

定
め

る
基

準
を

参
酌

し
，

分
類

基
準

表
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

（
法
人
文

書
の
保

存
期
間

）
（

保
存

期
間
）

第
3
1
条

法
人

文
書

の
保

存
期

間
の

区
分

は
，

原
則

と
し

て
，

１
年

，
３

年
，

５
年

，
1
0
年

及
び

3
0
年

第
2
2
条

文
書
の
保

存
期
間

は
次
の

と
お
り

と
す

る
。

と
す

る
。

(
1
)

第
１

種
永

久

２
保

存
期

間
を
定

め
る
基

準
は
，

別
表
の

と
お
り

と
す

る
。

公
社
の
設

立
に
関

す
る
書

類

３
第

2
5条

第
１
号

の
保
存

期
間
の

設
定
に

つ
い
て

は
，

分
類
基

準
表

に
従

い
，
行

う
も
の

と
す
る

。
定

款
、
業

務
方
法

書
及
び

諸
規
程

４
第

2
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
及

び
分

類
基

準
表

に
お

い
て

は
，

条
例

第
２

条
第

３
項

の
歴

監
督
官
庁

の
通
知

等
で
例

規
と
な

る
べ

き
も
の

史
公

文
書

に
該

当
す

る
と

さ
れ

た
法

人
文

書
の

ほ
か

，
次

に
掲
げ

る
法

人
文

書
は

，
１

年
以

上
の

保
決

算
書
及

び
事
業

報
告
書

存
期

間
を

設
定
す

る
も
の

と
す

る
。

訴
訟
及
び

不
動
産

登
記
に

関
す
る

書
類

(
1
)

業
務

が
適

正
か

つ
効

率
的

に
運

営
さ

れ
，

県
民

に
説

明
す

る
責

務
が

全
う

さ
れ

る
よ

う
，

意
思

設
計
図
書

の
う
ち

特
に
必

要
と
認

め
る

も
の

決
定

過
程

や
事
務

及
び
事

業
の

実
績
の

合
理
的

な
跡
付

け
や
検
証

に
必
要

と
な
る

法
人
文

書
そ

の
他
永

久
保
存

を
必
要

と
認
め

る
も

の

(
2
)

重
要

又
は

異
例

な
事

項
に

関
す

る
情

報
を

含
む

場
合

な
ど

，
合

理
的

な
跡

付
け

や
検

証
に

必
要

(
2
)

第
２

種
1
0
年

と
な

る
法

人
文
書

会
計

経
理
の

た
め
の

諸
帳
簿

５
第

2
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
設

定
に

お
い

て
は

，
前

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
を

除
き

，
次

設
計

図
書

に
掲

げ
る

法
人
文

書
の
保

存
期

間
を
１

年
未
満

と
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

そ
の

他
1
0年

保
存
を

必
要
と

認
め
る

も
の

(
1
)

別
途

，
正
本

又
は
原

本
が
管

理
さ
れ

て
い
る

法
人

文
書
の

写
し

(
3
)

第
３

種
５
年

(
2
)

定
型

的
又
は

日
常
的

な
業
務

連
絡
，

日
程
表

等
予

算
決
算
に

関
す
る

文
書

(
3
)

出
版

物
又
は

公
表
物

を
編
集

し
た
文

書
そ

の
他
５
年

保
存
を

必
要
と

認
め
た

も
の

(
4
)

所
掌

事
務
に

関
す
る

事
実
関

係
の
問

合
せ
へ

の
応

答
(
4
)

第
４

種
３
年

(
5
)

明
白

な
誤
り

等
の
客

観
的
な

正
確
性

の
観
点

か
ら

利
用
に

適
さ

な
く

な
っ
た

文
書

出
勤

簿
、
休

暇
処
理

簿
、
超

過
勤
務

命
令

簿

(
6
)

意
思

決
定

の
途

中
段

階
で

作
成

し
た

も
の

で
，

当
該

意
思

決
定

に
与

え
る

影
響

が
な

い
も

の
と

そ
の

他
３
年

保
存
を

必
要
と

認
め
た

も
の

し
て
，

長
期
間

の
保
存

を
要
し

な
い
と

判
断
さ

れ
て

い
る

文
書

(
5
)

第
５
種

１
年
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６
第

2
5
条

第
１

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

法
人

文
書

を
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た
日

（
以

下
前

各
号
に
掲

げ
る
文

書
以
外

の
文
書

で
１

年
保
存

を
適
当

と
認
め
た

も
の

「
文

書
作

成
取

得
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

１
日

と
す

る
。

た
だ

し
，

４
２

保
存

期
間
は
、

会
計
年

度
に
よ

る
も
の

は
、

処
理
完

結
の
日

の
属
す

る
年

度
の

翌
会
計

年
度
４

月

月
１

日
以

外
の

日
を

起
算

日
と

す
る

こ
と

が
法

人
文

書
の

適
切
な

管
理

に
資

す
る

と
文

書
管

理
者

が
１

日
か

ら
、
歴
年

に
よ
る

も
の
は

、
翌
年

１
月

１
日
か

ら
起
算

す
る
も

の
と

す
る

。

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は

，
文

書
作

成
取

得
日

か
ら

１
年

以
内
の

日
で

文
書

管
理

者
が

定
め

る
日

と
３

総
務

課
長
は
、

保
存
期

間
を
超

え
て
保

存
す

る
必
要

が
生
じ

た
と
き

は
、

保
存

期
間
を

変
更
す

る

す
る

。
こ

と
が

で
き
る
も

の
と
す

る
。

７
第

2
5
条

第
３

号
の

保
存

期
間

は
，

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

に
ま

と
め

ら
れ

た
法

人
文

書
の

保
存

期
間

と
す

る
。

８
第

2
5
条

第
３

号
の

保
存

期
間

の
起

算
日

は
，

法
人

文
書

を
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

ま
と

め
た

日
の

う
ち

最
も

早
い

日
（

以
下

「
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
作

成
日

」
と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度

の
４

月
１

日
と

す
る

。
た

だ
し

，
４

月
１

日
以

外
の

日
を

起
算
日

と
す

る
こ

と
が

法
人

文
書

の
適

切

な
管

理
に

資
す

る
と

文
書

管
理

者
が

認
め

る
場

合
に

あ
っ

て
は
，

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

作
成

日
か

ら

１
年

以
内

の
日
で

文
書
管

理
者

が
定
め

る
日
と

す
る
。

９
第

６
項

及
び

前
項

の
規

定
は

，
文

書
作

成
取

得
日

に
お

い
て

は
不

確
定

で
あ

る
期

間
を

保
存

期
間

と
す

る
法

人
文

書
及

び
当

該
法

人
文

書
が

ま
と

め
ら

れ
た

法
人
文

書
フ

ァ
イ

ル
に

つ
い

て
は

，
適

用

し
な

い
。

第
６

章
法

人
文
書

の
保
存

（
指
定
フ

ァ
イ
ル

等
の
保

存
）

第
32

条
文

書
管

理
者

は
，

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
を

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

期
間

，
所

属
の

事
務

室
に

お
い

て
，

適
切

な
保

存
及

び
利
用

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
場

所

に
保

管
し

，
又

は
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
文
書

管
理

者
が

他
の

場
所

に
お

い
て

保

管
し

，
又

は
保
存

す
る
こ

と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め
る

も
の
に
つ

い
て
は

，
こ
の

限
り
で

な
い
。

(
1
)

保
存

期
間

が
３

年
を

超
え

る
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

当
該
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

の
保

存
期

間
の

う
ち

最
初
の

１
年
間

(
2
)

保
存

期
間

が
１

年
未

満
，

１
年

又
は

３
年

の
指

定
フ

ァ
イ

ル
等

当
該

指
定

フ
ァ

イ
ル

等
の

保

存
期
間

第
７

章
法

人
文
書

フ
ァ
イ

ル
管
理

簿

（
法
人
文

書
フ
ァ

イ
ル
管

理
簿
の

公
表
）

第
33

条
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
管

理
簿

は
，

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

に
備

え
て

一
般

の
閲

覧
に

供
す

る
と

と
も

に
，

イ
ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
で

公
表
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

（
法
人
文

書
フ
ァ

イ
ル
管

理
簿
へ

の
記
載

）

第
34

条
文

書
管

理
者

は
，

年
１

回
，

管
理

す
る

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
（

保
存

期
間

が
１

年
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
の

現
況

に
つ

い
て

，
鹿

児
島

県
公

文
書

等
の
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
（

令

和
６

年
鹿

児
島

県
規

則
第

○
号

。
以

下
「

施
行

規
則

」
と

い
う
。

）
第

５
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を

法
人

文
書

フ
ァ
イ

ル
管
理

簿
に

記
載
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

２
前

項
の

記
載
に

当
た
っ

て
は
，

鹿
児
島

県
情
報

公
開

条
例
（

平
成

1
2年

鹿
児
島

県
条
例

第
1
13
号

）

第
７

条
各

号
に

掲
げ

る
情

報
に

該
当

す
る

も
の

が
含

ま
れ

る
場
合

に
は

，
当

該
情

報
を

明
示

し
な

い

よ
う

に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

第
８

章
法

人
文
書

の
移
管

，
廃
棄

又
は
保

存
期

間
の
延

長

（
保
存
期

間
が
満

了
し
た

と
き
の

措
置
）

第
35

条
文

書
管

理
者

は
，

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

別
表

の
規

定
に

基
づ

き
，

保
存

期
間

満
了

前
の

で
き

る
だ

け
早

い
時

期
に

，
条

例
第

５
条

第
５

項
の
保

存
期

間
が

満
了

し
た

と
き

の
措

置

を
定

め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

２
前

項
の

措
置
は

，
法
人

文
書
フ

ァ
イ
ル

管
理
簿

へ
の

記
載
に

よ
り

定
め

る
。

－184－



３
文

書
管

理
者

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
定

め
た

措
置

に
つ

い
て

，
そ

の
後

に
発

生
し

た
事

件
，

事
故

又
は

社
会
情

勢
の
変

化
等

を
参
酌

し
，
当

該
措
置

を
変
更
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

（
移
管
又

は
廃
棄

）
（

文
書

の
廃
棄
）

第
36

条
文

書
管

理
者

は
，

保
存

期
間

が
満

了
し

た
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
前

条
第

１
項

第
2
3
条

総
務

課
長

は
、

保
存

期
間

を
経

過
し

た
保

存
文

書
に

つ
い

て
は

、
主

務
課

長
と

合
議

の
う

又
は

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
定

め
に

基
づ

き
，

知
事

に
移

管
し

，
又

は
廃

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
え

、
こ

れ
を
廃
棄

す
る
も

の
と
す

る
。

い
。

２
公

社
は

，
保

存
期

間
が

満
了

し
た

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

廃
棄

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

条
例

第
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

，
あ

ら
か

じ
め

，
当

該
法

人
文
書

フ
ァ

イ
ル

等
を

知
事

に
報

告
し

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

３
公

社
は

，
条

例
第

８
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
さ

れ
た

鹿
児

島
県

公
文

書
管

理
委

員
会

の
意

見
が

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

ま
と

め
ら

れ
た

法
人

文
書

が
歴
史

公
文

書
に

該
当

す
る

旨
の

意
見

で

あ
っ

た
と

き
は

，
当

該
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

に
つ

い
て

，
保
存

期
間

及
び

保
存

期
間

が
満

了
す

る

日
を

延
長

す
る
場

合
を
除

き
，

移
管
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

４
公

社
は

，
第

１
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
り

移
管

す
る

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

等
に

つ
い

て
，

条
例

第
1
3
条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

利
用

の
制

限
を

行
う

こ
と

が
適

切
で

あ
る

と
認

め

る
場

合
に

は
，
知

事
に
そ

の
旨

の
意
見

を
提
出

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

５
文

書
管

理
者

は
，

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
廃

棄
す

る
法

人
文

書
フ

ァ
イ

ル
等

の
う

ち
，

個
人

情
報

２
前
項

の
規
定
に

よ
り
総

務
課
長

が
保
存

文
書

を
廃
棄

す
る
場

合
に
お
い

て
、
他

に
漏
れ

て
支
障

の

が
整

理
さ

れ
た

形
で

記
載

さ
れ

た
も

の
（

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

「
個

人
情

報
文

書
」

と
い

う
。

）
あ

る
も

の
及
び
印

影
を
転

用
さ
れ

る
お
そ

れ
の

あ
る
も

の
に
つ

い
て
は

、
塗

ま
つ

し
、
又

は
裁
断

し

そ
の

他
の

秘
密

保
持

を
必

要
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
，

焼
却
，

裁
断

，
消

去
等

の
方

法
に

よ
り

確
て

処
分

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

実
に

廃
棄

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

（
保
存
期

間
の
延

長
）

第
37

条
文

書
管

理
者

は
，

施
行

規
則

第
４

条
第

１
項

に
掲

げ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

同
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
，

法
人
文

書
フ

ァ
イ
ル

等
を
保

存
し
続

け
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

２
文

書
管

理
者

は
，

施
行

規
則

第
４

条
第

２
項

に
基

づ
き

，
保

存
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き

る
。

３
公

社
は

，
前
２

項
の
保

存
期
間

の
延
長

に
つ
い

て
，

知
事
に

報
告

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

４
前

項
の

報
告
は

，
前
条

第
２
項

の
報
告

と
併
せ

て
行

う
も
の

と
す

る
。

第
９

章
管

理
状
況

の
報
告

及
び
研

修
等

（
点
検
）

第
38

条
文

書
管

理
者

は
，

そ
の

管
理

す
る

法
人

文
書

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
，

少
な

く
と

も
年

１
回

点
検

を
行

い
，

そ
の

点
検

の
結

果
等

を
踏

ま
え

，
法

人
文

書
の
管

理
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず

る
も

の
と

す
る
。

（
紛
失
へ

の
対
応

）

第
39

条
文

書
管

理
者

は
，

法
人

文
書

の
紛

失
又

は
誤

廃
棄

が
明

ら
か

と
な

っ
た

場
合

は
，

被
害

の
拡

大
防

止
等

の
た
め

に
必
要

な
措

置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

（
管
理
状

況
の
報

告
等
）

第
40

条
公

社
は

，
法

人
文

書
の

管
理

状
況

に
つ

い
て

，
毎

年
度

，
知

事
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
研
修
）

第
41

条
文

書
管

理
者

は
，

職
員

に
対

し
，

法
人

文
書

等
の

管
理

を
適

正
か

つ
効

果
的

に
行

う
た

め
に

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

，
及

び
向

上
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と

す

－185－



る
。

２
文

書
管

理
者

は
，

県
そ

の
他

の
機

関
が

実
施

す
る

研
修

に
職

員
を

積
極

的
に

参
加

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。 第
1
0
章

補
則

（
こ
の
規

程
の
特

例
）

第
42

条
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
法

人
文

書
の

分
類

，
作

成
，

保
存

，
廃

棄
そ

の
他

の
法

（
そ
の

他
文
書
の

取
扱
い

に
関
し

必
要
な

事
項

）

人
文

書
の

管
理

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
は

，
鹿
児

島
県

の
公

文
書

の
管

理
の

例
に

よ
第

2
5
条

こ
の
規
程

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
文

書
の
取

扱
い
に

関
し
必

要
な

事
項

は
、
鹿

児
島
県

の

る
。

文
書
取

扱
い
の
例

に
よ
る

。

（
委
任
）

第
43

条
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
法

人
文

書
の

管
理

に
関

し
必

要
な

事
項

は
，

理
事

長
が

定
め

る
。

附
則

附
則

（
施
行
期

日
）

こ
の
規

程
は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。

１
こ

の
規

程
は
，

令
和
６

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
附

則

こ
の
規

程
は
、
平

成
14
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る
。

（
鹿
児
島

県
道
路

公
社
文

書
処
理

規
程
の

廃
止
）

附
則

２
鹿

児
島

県
道
路

公
社
文

書
処
理

規
程
（

昭
和
4
8
年
規

程
第
１

号
）

は
，

廃
止
す

る
。

こ
の
規

程
は
、
平

成
29
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る
。

（
経
過
措

置
）

３
こ

の
規

程
の

規
定

は
，

こ
の

規
程

の
施

行
の

日
（

以
下

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後

に
作

成

し
，

又
は

取
得

し
た

文
書

に
つ

い
て

適
用

す
る

も
の

と
し

，
施
行

日
前

に
作

成
し

，
又

は
取

得
し

た

文
書

（
以

下
「

施
行

日
前

法
人

文
書

」
と

い
う

。
）

の
管

理
に
つ

い
て

は
，

条
例

第
１

条
の

規
程

を

踏
ま

え
，

こ
の
規

程
の
規

定
に

準
じ
て

管
理
す

る
も
の

と
す
る
。

４
施

行
日

に
お

い
て

保
有

す
る

永
久

又
は

3
0
年

を
超

え
る

保
存

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

施
行

日
前

法
人

文
書

は
，
保

存
期
間

が
3
0
年

と
し

て
定
め

ら
れ
て

い
た
も
の

と
み
な

す
。

５
前

項
の

規
定

に
よ

り
保

存
期

間
が

3
0
年

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
た

と
み

な
さ

れ
る

施
行

日
前

法
人

文
書

で
あ

っ
て

，
施

行
日

の
前

日
ま

で
に

保
存

期
間

が
満

了
し
て

い
る

と
み

な
さ

れ
る

施
行

日
前

法

人
文

書
に

つ
い

て
は

，
文

書
管

理
者

が
第

3
6
条

の
規

定
に

よ
り
移

管
又

は
廃

棄
す

る
ま

で
は

，
保

存

期
間

が
延

長
さ

れ
て

い
る

も
の

と
み

な
す

。
た

だ
し

，
文

書
管
理

者
が

別
の

延
長

す
る

期
間

を
定

め

た
場

合
は

，
こ
の

限
り
で

な
い

。
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